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１．特定機能病院の医療安全管理体制の確保について 
 
○ 厚生労働省は、大学附属病院等において、医療安全に関する重大な事案

が相次いで発生していることを踏まえ、省内に「大学附属病院等の医療安

全確保に関するタスクフォース」を平成 27 年４月に設置し、特定機能病院

に対する集中検査を同年６月から９月にかけて実施し、集中検査の結果及

びそれを踏まえた医療安全確保のための改善策を中心に、同年 11 月５日に

「特定機能病院に対する集中検査の結果及び当該結果を踏まえた対応につ

いて」として報告をとりまとめた。 

  

○ この報告の内容を実施に移していく際に必要な承認要件の見直し等を検

討するため、「特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会」

を開催し、平成 28 年２月 17 日に検討結果がとりまとめられたところであ

る。 

 

○ 当該とりまとめにおいて、特定機能病院に係る主な承認要件の見直し事

項として記載された主な事項は以下のとおり、 

① 医療安全管理責任者を法令上明確に位置づけ、医療安全担当副院長

がこれを担うこととする。また、医療安全管理部門に原則専従の医師、

薬剤師及び看護師を配置すること等を求める。 

② 医療安全管理部門において、平時から医療安全に資する診療内容の

モニタリングを行うこと、全ての死亡事例及び死亡以外でも一定レベ

ル以上の事例を当該部門に報告すること等を求める。 

③ 高難度新規医療技術を導入する際の手続を定め、当該手続に基づく

対応を義務化する。 

④ 医療の安全確保に係る内部統制が機能しているかどうかを、外部委

員を含む監査委員会や、特定機能病院間の相互立入で確認することを

求める。 

 

○ ４月を目途に、とりまとめに基づく新たな承認要件等を示した省令の公

布等を行い、要件ごとに一定期間の経過措置を設けつつ施行する予定であ

る（早いものでは10月に経過措置を終了させ、完全に適用する予定である。）。 
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特定機能病院における医療安全対策強化のための承認要件の見直しについて（主なもの）

見直し後の内部統制

・ 監査委員会の設置（再掲）
・ 特定機能病院間の相互チェック
（ピアレビュー）

開設者

管理者
（病院長）

医療安全管理責任者
（規定なし）

事故等の報告の義務化
・ 全ての死亡事例の医療安全管理部門・管理者への報告を義務化

・ 死亡事例以外でも、一定以上の事例については事例を認識した全職員からの報告
を義務化

開設者

管理者
（病院長）
※医療安全業務の経験を必須化

医療安全管理責任者の配置
※副院長を想定

医療安全管理部門
（専従の医師、薬剤師、看護師の配置を原則義務化）

医療安全管理委員会

外部監査
（規定なし）

内部通報窓口
機能を義務化

（※赤字は、新規）

・ 導入の可否、条件等に関する標準的なルールがない
・ ルールが徹底されず、診療科ごとで遵守状況が異なる

高難度新規医療技術の導入プロセス

・ 高難度新規医療技術による医療を行う場合に、実施の適否を確認する部門を設置
・ 当該技術による医療を行う場合に遵守すべき事項等を定めた規程を作成
・ 規程の遵守状況を確認

高難度新規医療技術の導入プロセスの明確化

医療安全管理委員会※１

外部監査

統括

監査委員会

開設者が設置
・医師等だけでなく、
法律家や一般の立場
の者等も含め構成

地方厚生局による立入検査

・ 立入検査の際に管理者から直接ヒアリング
－ ピアレビューにおける指摘事項の改善状況
－ 内部監査時の指摘事項の改善状況

・ 医療法に基づき、地方厚生
局による年１回の立入検査

外部監査
（規定なし）

※１ 重大な事故の要因分析、改善策の立案を行う。検討内容は管理者へ報告する。
※２ 医療安全管理委員会で策定された指針に基づき、医療安全対策（事故の防止等）を
実施。死亡事案等の情報の収集、事故に対する改善策の実施状況の確認及び必要な
指導を行う。

医療安全管理部門※２

（医師、歯科医師、薬剤師又は看護師から少なくと
も１名の専任の者を配置）
※実態では、専従の看護師がいるところが多い

※ 医療安全管理業務に関わることがキャリアパスにつ
ながり、優秀なスタッフの配置が進むよう取組を推進

事故等の報告
・ 報告の基準が明確ではなく、必ずしも報告が徹底されていない

現在の内部統制

統括
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２．医療事故調査制度について 
 
○ 本制度は、医療法の「第３章 医療の安全の確保」に位置づけられてい

る医療の安全を確保するための措置であり、医療事故が発生した医療機関

において院内調査を行い、その調査報告を民間の第三者機関（医療事故調

査・支援センター）が収集・分析することで再発防止に繋げるための仕組

みである。（平成 27 年 10 月施行） 

 

〇 具体的には、①医療事故（病院、診療所又は助産所に勤務する医療従事

者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であっ

て、当該病院等の管理者が死亡又は死産を予期しなかったもの）が発生し

た場合、病院等はあらかじめ遺族に説明し、医療事故調査・支援センター

へ報告すること、②病院等において、自ら医療事故調査を実施し、その結

果を、あらかじめ遺族へ説明し、医療事故調査・支援センターへ報告する

こと、③当該医療事故について、病院等や遺族からの依頼があった場合は、

医療事故調査・支援センターが調査を行うこと、④医療事故調査・支援セ

ンターが調査を行った場合、その結果を遺族や病院等へ報告すること、⑤

医療事故調査・支援センターは、院内調査の結果等を整理・分析し、再発

防止に係る普及啓発を行うこととなっている。 

 

〇 なお、本制度の対象となる医療事故の考え方や医療事故調査に関する事

項などについて、平成 27 年５月８日付けで｢地域における医療及び介護の

総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施

行（医療事故調査制度）について｣（医政発 0508 第１号）や制度に関する

Ｑ＆Ａ（平成 27 年９月 28 日更新版）を発出しているので、引き続き、貴

管下医療機関等への周知徹底についてご協力をお願いしたい。 

 

（参考資料） 

 ｢地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整

備等に関する法律の一部の施行（医療事故調査制度）について｣ 

（医政発 0508 第１号） 

 

 医療事故調査制度に関するＱ＆Ａ（平成 27 年９月 28 日更新版） 
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医療事故に係る調査の仕組み

○ 医療事故の定義
対象となる医療事故は、「医療機関に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、当該医療機関の管
理者がその死亡又は死産を予期しなかったもの」である。

○ 本制度における調査の流れ
■ 対象となる医療事故が発生した場合、医療機関は、遺族への説明、第三者機関へ報告、必要な調査の実施、 調査結果について遺族への説明及び医
療事故調査・支援センター（※）への報告を行う。

■ 医療機関又は遺族から調査の依頼があったものについて、センターが調査を行い、その結果を医療機関及び遺族への報告を行う。
■ センターは、医療機関が行った調査結果の報告に係る整理・分析を行い、医療事故の再発の防止に関する普及啓発を行う。

注1 (1)医療機関への支援、（2）院内調査結果の整理・分析、（3）遺族又は医療機関からの求めに応じて行う調査の実施、（4）再発の防止に関する普及啓発、

（5）医療事故に係る調査に携わる者への研修等を適切かつ確実に行う新たな民間組織を指定。
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※２

※１ 管理者が判断する上での医療事故調査・支援センター又は支援
団体へ相談が可能

※２ 「医療事故調査・支援センター」

支援団体

センター調査

(

業
務
委
託)

院内調査

結
果
報
告
受
付

※２

※１

（必要な支援を求める）

○ 職能団体

・（公社）日本医師会及び（一社）都道府県医師会

・（公社）日本歯科医師会及び（一社）都道府県歯科医師会

・（公社）日本薬剤師会及び（一社）都道府県薬剤師会

・（公社）日本看護協会及び（公社）都道府県看護協会

・（公社）日本助産師会及び（一社）都道府県助産師会

・（一社）日本病院薬剤師会

・（公社）日本診療放射線技師会

・（一社）日本臨床衛生検査技師会

・（公社）日本臨床工学技士会

○ 病院団体等

・（一社）日本病院会及びその会員が代表者である病院

・（公社）全日本病院協会及びその会員が代表者である病院

・（一社）日本医療法人協会

・（公社）日本精神科病院協会

・（公社）全国自治体病院協議会及びその会員が代表者である
病院

・（一社）全国医学部長病院長会議及びその会員が代表者で
ある大学の医学部又は病院

・（公財）日本医療機能評価機構

○ 病院事業者

・（独）国立病院機構

・（独）労働者健康福祉機構

・（独）地域医療機能推進機構

・（国研）国立がん研究センター

・（国研）国立循環器病研究センター

・（国研）国立精神・神経医療研究センター

・（国研）国立国際医療研究センター

・（国研）国立成育医療研究センター

・（国研）国立長寿医療研究センター

・日本赤十字社

・（福）恩賜財団済生会

・全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生農業協同組合連合会

・（福）北海道社会事業協会

・国家公務員共済組合連合会

○ 学術団体

・日本医学会に属する学会（内８１学会）

・日本歯科医学会

・（一社）日本医療薬学会

・（一社）日本看護系学会協議会の社員である学会

・（一社）医療の質・安全学会

・（一社）医療安全全国共同行動

医療事故調査・支援センター及び支援団体について

◆ 医療事故調査・支援センター （平成２７年８月１７日指定）

・一般社団法人 日本医療安全調査機構 （理事長 髙久文麿）

◆ 支援団体 （平成２７年８月６日指定）

※平成２２年４月より「診療行為に関連した
死亡の調査分析モデル事業」を実施
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地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための
関係法律の整備等に関する法律 附則第２条

（※）平成２６年６月２５日公布

第１条 （略）
第２条 （略）
２ 政府は、第四条の規定（前条第五号に掲げる改正規定に限る。） による改正後
の医療法（以下「第五号新医療法」という。）第六条の十一第一項に規定する医療
事故調査（以下この項において「医療事故調査」という。）の実施状況等を勘案し、
医師法（昭和二十三年法律第二百一号）第二十一条の規定による届出及び第五号
新医療法第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センター（以下この項におい
て「医療事故調査・支援センター」という。）への第五号新医療法第六条の十第
一項の規定による医療事故の報告、医療事故調査及び医療事故調査・支援セン
ターの在り方を見直すこと等について検討を加え、その結果に基づき、この法律の
公布後二年以内に法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

公布後2年以内に行う見直し規定
医師法第21条による届出と本制度による報告のあり方
医療事故調査のあり方
医療事故調査・支援センターのあり方

平成２８年２月１６日 日本医療安全調査機構公表資料より

医療事故調査制度 １月（施行後４ヶ月）までの状況
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医政発０５０８第１号 

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 ８ 日 

 

各都道府県知事  殿 

 

                          厚 生 労 働 省 医 政 局 長  

                    （公 印 省 略） 

 

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律 

の整備等に関する法律の一部の施行（医療事故調査制度）について 

 

平成２６年６月２５日付けで公布された、地域における医療及び介護の総合

的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第

８３号）により、医療法（昭和２３年法律第２０５号）の一部が改正されたと

ころである。このうち、改正後の医療法における医療事故調査及び医療事故調

査・支援センターに関する規定については、平成２７年１０月１日から施行さ

れることとされているところである。 

その施行に当たり、「医療事故調査制度の施行に係る検討について」（平成

２７年３月２０日医療事故調査制度の施行に係る検討会）に沿って、医療法施

行規則の一部を改正する省令（平成２７年厚生労働省令第１００号。以下「改

正省令」という。）が本年５月８日付けで公布されたところである。 

本改正の要点は別添のとおりであるので、御了知の上、その運用に遺憾のな

いよう特段の御配慮をいただくとともに、管下政令指定都市、保健所設置市、

医療機関、関係団体等に対し周知願いたい。 

なお、併せて、改正後の医療法第６条の１１第２項に規定する「医療事故調

査等支援団体」になることを希望する団体は厚生労働省医政局総務課に照会し

ていただくよう、管下の医療機関、関係団体等に対して周知願いたい。 
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- 23 - 
 

別紙 
 

医療上の有害事象に関する報告制度 
 
 

１．医薬品・医療機器等安全性情報報告制度 

根拠 医薬品・医療機器等法第６８条の 10 第２項 

目的 医薬品、医療機器又は再生医療等製品の使用による副作用、感染症又

は不具合の発生（医療機器及び再生医療等製品の場合は、健康被害が発

生するおそれのある不具合も含む。）について、保健衛生上の危害の発生

又は拡大の防止。 

報告者 医療関係者（薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の

開設者又は医師、歯科医師、薬剤師、登録販売者、獣医師その他の医薬

関係者） 

報告する情報 医薬品、医療機器又は再生医療等製品の使用による副作用、感染症又

は不具合の発生（医療機器及び再生医療等製品の場合は、健康被害が発

生するおそれのある不具合も含む。）について、保健衛生上の危害の発生

又は拡大を防止する観点から報告の必要があると判断した情報（症例）。 

報告の窓口 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 安全第一部 情報管理課 
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル 
ＦＡＸ：0120-395-390 
電子メール：anzensei-hokoku@pmda.go.jp 
※ 郵送、ＦＡＸ又は電子メールで受付 

 
 
２．予防接種法に基づく副反応報告制度 

根拠 予防接種法第 12 条第 1 項 

目的 予防接種後に生じる種々の身体的反応や副反応について情報を収集

し、ワクチンの安全性について管理・検討を行い、以て広く国民に情報

を提供すること及び今後の予防接種行政の推進に資すること。 

報告者 病院若しくは診療所の開設者又は医師 

報告する情報 定期の予防接種等を受けた者が、当該定期の予防接種等を受けたこと

によるものと疑われる症状として厚生労働省令（注１）で定めるものを

呈している旨。 
注１：予防接種法施行規則第 5 条に規定する症状 

報告の窓口 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 安全第一部情報管理課 
 〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル 

FAX：0120-176-146  
※ ＦＡＸのみの受付 
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３．医療事故情報収集等事業 

根拠 医療事故情報収集・分析・提供事業：医療法施行規則第 9 条の 23､第 12 条  
ヒヤリ・ハット事例収集・分析・提供事業：厚生労働省補助事業 

目的  特定機能病院等や事業参加登録申請医療機関から報告された、事故そ

の他の報告を求める事案（以下｢事故等事案｣という。）に関する情報又は

資料若しくはヒヤリ･ハット情報を収集し、及び分析し、その他事故等事

案に関する科学的な調査研究を行うとともに、当該分析の結果又は当該

調査研究の成果を事業参加医療機関及び希望医療機関に提供すること。 

報告者 医療事故情報収集・分析・提供事業 
特定機能病院等の報告義務対象医療機関（義務） 
参加登録申請医療機関（任意参加） 

ヒヤリ・ハット事例収集・分析・提供事業 
参加登録申請医療機関（任意参加） 

報告する情報 医療事故情報収集・分析・提供事業 
① 誤った医療または管理を行なったことが明らかであり、その行っ

た医療又は管理に起因して、患者が死亡し、若しくは患者に心身の

障害が残った事例又は予期しなかった、若しくは予期していたもの

を上回る処置その他の治療を要した事例。 
② 誤った医療または管理を行なったことは明らかでないが、行った

医療又は管理に起因して、患者が死亡し、若しくは患者に心身の障

害が残った事例又は予期しなかった、若しくは予期していたものを

上回る処置その他の治療を要した事例（行った医療又は管理に起因

すると疑われるものを含み、当該事例の発生を予期しなかったもの

に限る）。 
③ ①及び②に揚げるもののほか、医療機関内における事故の発生の

予防及び再発の防止に資する事例。 
ヒヤリ・ハット事例収集・分析・提供事業 
① 医療に誤りがあったが、患者に実施される前に発見された事例。 
② 誤った医療が実施されたが、患者への影響が認められなかった事

例または軽微な処置・治療を要した事例。ただし、軽微な処置・治

療とは、消毒、湿布、鎮痛剤投与等とする。 
③ 誤った医療が実施されたが、患者への影響が不明な事例。 

報告の窓口 日本医療機能評価機構のホームページ（http://jcqhc.or.jp/）から、Web
システムを用いて報告。 
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４．薬局ヒヤリ･ハット事例収集･分析事業 

根拠 厚生労働省補助事業 

目的  薬局から報告されたヒヤリ・ハット事例等を収集・分析し、提供するこ

とにより、広く薬局が医療安全対策に有用な情報を共有するとともに、国

民に対して情報を提供することを通じて、医療安全対策の一層の推進を図

ること。 

報告者 参加登録申請薬局（任意参加） 

報告する情報 以下のうち、本事業において収集対象とする事例は医薬品または特定保

険医療材料が関連した事例であって、薬局で発生または発見された事例 
 ① 医療に誤りがあったが、患者に実施される前に発見された事例。 
 ② 誤った医療が実施されたが、患者への影響が認められなかった事例

または軽微な処置・治療を要した事例。但し、軽微な処置・治療とは、

消毒、湿布、鎮痛剤投与等とする。 
 ③ 誤った医療が実施されたが、患者への影響が不明な事例。 

報告の窓口 日本医療機能評価機構のホームページ（http://jcqhc.or.jp/）から、Web シ

ステムを用いて報告。 
 
 
５．消費者安全調査委員会への申出 

根拠 消費者安全法第 28 条 

目的 消費者安全調査委員会の事故等原因調査等のきっかけの一つとして、

消費者庁から報告される事故等情報だけでは抽出できない事故等につい

て、必要な事故等原因調査等につなげるためのしくみを構築することに

より、調査等の必要な事故の漏れや事故等原因調査等の盲点の発生を防

ぎ、必要な事故の再発・拡大防止対策につなげていくこと。 

申出者 制限なし 

申出の内容 消費者の生命又は身体被害に関わる消費者事故等について、被害の発

生又は拡大の防止を図るため、事故等原因の究明が必要だと思料する場

合に、消費者安全調査委員会に対し、その旨を申し出て、事故等原因調

査等を行うよう求めることができる。 

申出の窓口 消費者庁 消費者安全課 事故調査室 
 〒100-6178 東京都千代田区永田町 2-11-1 山王パークタワー6 階 
 専用電話番号 03－3507－9268 （受付時間 10：00～17：00)  
  ＦＡＸ番号 03－3507－9284 
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 医療事故調査制度に関する Q&A 

 

Q1. 制度の目的は何ですか？ 

Q2. 本制度の対象となる医療事故はどのようなものですか？ 

Q3. 複数の医療機関にまたがって医療を提供した結果の死亡であった場合、どの医

療機関の管理者が報告するのでしょうか？ 

Q4. 「死亡する可能性がある」ということのみ説明や記録がされていた場合は、予

期したことになるのでしょうか？ 

Q5. 「合併症の可能性」についてのみ説明や記録がされていた場合は予期していた

ことになるのでしょうか？ 

Q6. 医療機関の管理者は、「医療事故」かどうかの判断をする際に解剖や死亡時画

像診断（Ai）を支援団体に求めて良いですか？ 

Q7. 医療法施行規則第１条の１０の２第１項第３号に該当する場合（※）とは、ど

のような状況を想定すればよいのでしょうか？ 

Q8. 遺族から医療事故調査・支援センターへの報告について同意を得られない場合

や、管理者の「医療事故」の判断について遺族と意見が合わない場合でも報告し

なくてはなりませんか？ 

Q9. 「医療事故」が起きたときに、具体的にどのような流れで調査が行われるので

すか？ 

Q10.  本制度における「遺族」とは、具体的にどの範囲の者を指すのですか？ 

Q11. 医療機関はどのような調査を行うのですか？ 

Q12. 解剖の対応についてはどうなりますか？ 

Q13.  死亡時画像診断（Ａｉ）の対応についてはどうなりますか？ 

Q14. 医療事故調査を行う体制について定めはありますか？ 

Q15. 「医療事故調査等支援団体」とはどのような団体ですか？また、どのような

支援業務を行うのですか？ 

Q16. 小規模な医療機関（診療所や助産所など）で院内事故調査はしなければなり

ませんか？ 

Q17.  院内調査を行うに当たり、自院で十分調査が行える場合であっても外部から

の委員は必ず入れるのですか？ 

Q18.  一旦、医療事故と判断して医療事故調査・支援センターへ発生の報告を行っ

た後に、「医療に起因しない」又は「予期していたと認められる」ことが判明し

た場合にも調査は行う必要があるのですか？  

Q19. 報告書の内容について当該医療従事者や遺族に意見がある場合は記載するこ

ととされていますが、遺族からのご意見についてはどのように求めるのです

か？ 

Q20. 医療機関が調査結果を「当該医療従事者等の関係者について匿名化して提出

する」際には、どのような点に注意すれば良いですか？ 

Q21. 医療事故調査・支援センターの業務はどのようなものですか？ 
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Q22. 医療事故調査・支援センターの調査は、どのような場合にどのような方法で

行うものですか？ 

Q23. 医療事故調査・支援センターが、医療事故の再発防止のために行う普及啓発

について、再発防止策が現場に定着するための取組はどのようなものですか？ 

Q24. 医療事故調査を行うことで、現場の医師の責任が追及されることになりませ

んか？ 

Q25. 医療事故調査制度に係る費用負担はどのようになりますか？ 

Q26. 医療事故調査制度が施行されると医師法第21条に基づく届出のあり方は変わ

りますか？ 
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Q1. 制度の目的は何ですか？ 

 

A1. 医療事故調査制度の目的は、医療法の「第３章 医療の安全の確保」に位置づ

けられているとおり、医療の安全を確保するために、医療事故の再発防止を行う

ことです。 
 

＜参考＞ 

医療に関する有害事象の報告システムについてのＷＨＯのドラフトガイドラインでは、報告システムは、

「学習を目的としたシステム」と、「説明責任を目的としたシステム」に大別されるとされており、ほと

んどのシステムではどちらか一方に焦点を当てていると述べています。その上で、学習を目的とした報告

システムでは、懲罰を伴わないこと（非懲罰性）、患者、報告者、施設が特定されないこと（秘匿性）、報

告システムが報告者や医療機関を処罰する権力を有するいずれの官庁からも独立していること（独立性）

などが必要とされています。 

今般の我が国の医療事故調査制度は、同ドラフトガイドライン上の「学習を目的としたシステム」にあ

たります。したがって、責任追及を目的とするものではなく、医療者が特定されないようにする方向であ

り、第三者機関の調査結果を警察や行政に届けるものではないことから、ＷＨＯドラフトガイドラインで

いうところの非懲罰性、秘匿性、独立性といった考え方に整合的なものとなっています。 

 

平成 27 年 5 月 25 日版では上記のご案内をしていましたが、現在、WHO では、見直し・更新・改訂作業

を行っているところです。 

そのため、平成 27年 7月 24 日付けでこれらのドラフトガイドラインはすべて WHO のホームページから

削除されており、今後、更新版が発行される予定です。 
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Q2. 本制度の対象となる医療事故はどのようなものですか？ 

 

A2. 医療法上、本制度の対象となる医療事故は、「医療事故（当該病院等に勤務す

る医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産で

あつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省

令で定めるもの）」とされており、以下に示すように、この 2 つの状況を満たす

死亡又は死産が届出対象に該当します。 

 

 

医療に起因し、又は起因する

と疑われる死亡又は死産 

左記に該当しない 

死亡又は死産 

管理者が予

期しなかっ

たもの 

制度の対象事案 
 

管理者が予

期したもの   

※ 過誤の有無は問わない 

 

なお、医療法では、「医療事故」に該当するかどうかの判断と最初の報告は、

医療機関の管理者が行うことと定められており、遺族が「医療事故」として医療

事故調査・支援センターに報告する仕組みとはなっていません。 

 
＜参考：「医療事故」の定義に関する医療法及び医療法施行規則の規定＞ 

「予期しなかったもの」については以下の様に法律・省令に規定されます。 

○ 医療法 

第六条の十 病院、診療所又は助産所（以下この章において「病院等」という。）の管理者

は、医療事故（当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因する

と疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたもの

として厚生労働省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。）が発生した場合に

は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該医療事故の日時、場所及び状況

その他厚生労働省令で定める事項を第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センターに

報告しなければならない。 

 

○ 医療法施行規則（「当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったもの」を定める部分） 

（医療事故の報告） 

第一条の十の二 法第六条の十第一項に規定する厚生労働省令で定める死亡又は死産は、次

の各号のいずれにも該当しないと管理者が認めたものとする。 
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一 病院等の管理者が、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該医療の提供を

受ける者又はその家族に対して当該死亡又は死産が予期されることを説明していたと認

めたもの 

二 病院等の管理者が、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該死亡又は死産

が予期されることを当該医療の提供を受ける者に係る診療録その他の文書等に記録して

いたと認めたもの 

三 病院等の管理者が、当該医療を提供した医療従事者等からの事情の聴取及び第一条の

十一第一項第二号の委員会からの意見の聴取（当該委員会を開催している場合に限る。）

を行つた上で、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該死亡又は死産を予期

していたと認めたもの 
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Q3. 複数の医療機関にまたがって医療を提供した結果の死亡であった場合、どの医

療機関の管理者が報告するのでしょうか？ 

 

A3. 医療法上、本制度の対象となる医療事故は、「当該病院等に勤務する医療従事

者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当

該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたもの」とされており、患者が死亡

した場所は要件となっておりません。 

複数の医療機関にまたがって医療を提供していた患者が死亡した時は、まず当

該患者の死亡が発生した医療機関から、搬送元となった医療機関に対して、当該

患者の死亡の事実とその状況について情報提供し、医療事故に該当するかどうか

について、両者で連携して判断していただいた上で、原則として当該死亡の要因

となった医療を提供した医療機関から報告していただくことになります。 
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Q4. 「死亡する可能性がある」ということのみ説明や記録がされていた場合は、予

期したことになるのでしょうか？ 

 

A4. 医療法施行規則第１条の１０の２第1項第 1号の患者又はその家族への説明や

同項第２号の記録については、当該患者個人の臨床経過を踏まえ、当該患者に関

して死亡又は死産が予期されることを説明していただくことになります。 

したがって、個人の病状等を踏まえない、「高齢のため何が起こるかわかりま

せん」、「一定の確率で死産は発生しています」といった一般的な死亡可能性につ

いてのみの説明又は記録は該当しません。 
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Q5. 「合併症の可能性」についてのみ説明や記録がされていた場合は予期していた

ことになるのでしょうか？ 

 

A5. 医療法施行規則第１条の１０の２第1項第 1号の患者又はその家族への説明や

同項第２号の記録については、説明や記録の内容として「医療の提供前に医療

従事者等が死亡又は死産が予期されること」を求めていますので、単に合併症

の発症についての可能性のみであった場合は該当しません。 
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Q6. 医療機関の管理者は、「医療事故」かどうかの判断をする際に解剖や死亡時画

像診断（Ai）を支援団体に求めて良いですか？ 

 

A6.  医療法上、本制度の対象となる医療事故かどうかの判断は、当該医療機関の管

理者が行うこととしており、この判断にあたっての方法は特に定めておりません

ので、判断するために解剖や死亡時画像診断（Ai）を行うことは差し支えありま

せん。 

その際、当該医療機関で解剖や死亡時画像診断（Ai）を行うことができない場

合は、医療事故調査等支援団体へも支援を求めることは可能です。 
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Q7. 医療法施行規則第１条の１０の２第１項第３号に該当する場合（※）とは、ど

のような状況を想定すればよいのでしょうか？ 
  ※ 病院等の管理者が、当該医療を提供した医療従事者等からの事情の聴取及び第一条の十一第一項第二号

の委員会からの意見の聴取（当該委員会を開催している場合に限る。）を行つた上で、当該医療が提供され

る前に当該医療従事者等が当該死亡又は死産を予期していたと認めたもの 

 

A7. 医療法施行規則第１条の１０の２第１項第３号に該当する具体的事例は、例え

ば以下のような場合が考えられます。 

①単身で救急搬送された症例で、緊急対応のため、記録や家族の到着を待って

の説明を行う時間の猶予がなく、かつ、比較的短時間で死亡した場合 

②過去に同一の患者に対して、同じ検査や処置等を繰り返し行っていることか

ら、当該検査・処置等を実施する前の説明や記録を省略した場合 

いずれにしても、医療法では医師等の責務として、医療を提供するにあたって

は、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない

とされていること等に基づき、医療行為を行う前に当該患者の死亡の可能性が予

期されていたものについては、事前に説明に努めることや診療録等へ記録するこ

とが求められます。 

 
＜参考１：患者等への説明に関する医療法の規定＞ 

○ 医療法 

第一条の四 （略）  

２ 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、

適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。 

 

＜参考２：診療録への記録に関する医師法の規定＞ 

○ 医師法 

第二十四条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなけ

ればならない。 
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Q8. 遺族から医療事故調査・支援センターへの報告について同意を得られない場合

や、管理者の「医療事故」の判断について遺族と意見が合わない場合でも報告し

なくてはなりませんか？ 

 

A8. 医療法上、管理者が医療事故であると判断した場合には、医療事故調査・支援

センターへ報告する前に遺族への説明を行う必要があります。これは説明であっ

て同意を得ることを求めていないので、仮に遺族からセンターへの報告をしない

ようにとの申出があったとしても、管理者は報告を行うことが義務付けられてい

ます。 

また、仮に遺族と意見が合わない場合でも、管理者が医療事故に該当するかど

うかの判断を行うこととなります。 
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Q9. 「医療事故」が起きたときに、具体的にどのような流れで調査が行われるので

すか？ 

 

A9. 医療機関は、医療事故が発生した場合、まずは遺族に説明を行い、医療事故調

査・支援センターに報告します。その後、速やかに院内事故調査を行います。医

療事故調査を行う際には、医療機関は医療事故調査等支援団体（注）に対し、医

療事故調査を行うために必要な支援を求めるものとするとされており、原則とし

て外部の医療の専門家の支援を受けながら調査を行います。院内事故調査の終了

後、調査結果を遺族に説明し、医療事故調査・支援センターに報告します。 

また、医療機関が「医療事故」として医療事故調査・支援センターに報告した

事案について、遺族又は医療機関が医療事故調査・支援センターに調査を依頼し

た時は、医療事故調査・支援センターが調査を行うことができます。調査終了後、

医療事故調査・支援センターは、調査結果を医療機関と遺族に報告することにな

ります。 

 
注 「医療事故調査等支援団体」とは、医療機関が院内事故調査を行うに当たり、必要な支援を行う団体。

詳細はＱ15 参照。 
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Q10. 本制度における「遺族」とは、具体的にどの範囲の者を指すのですか？ 

 

A10. 実際に医療事故が発生した際には、個々の事案によりますが、例えば「診療

情報の提供等に関する指針」では、「患者の配偶者、子、父母及びこれに準ずる

者(これらの者に法定代理人がいる場合の法定代理人を含む。)」とされており

ますので、参考としてください。 

なお、遺族への説明等の手続は、遺族に相当する方全員という意味ではなく、

遺族の側で代表者を定めていただき、その代表者の方に対して行うこととして

おります。 
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Q11. 医療機関はどのような調査を行うのですか？ 

 

A11.  医療法では、医療機関の管理者は、「医療事故が発生した場合には、厚生労働

省令で定めるところにより、速やかにその原因を明らかにするために必要な調

査を行わなければならない」とされています。 

医療機関が行う院内事故調査の具体的な手法については、医療法施行規則第

１条の 10の 4第 1項に規定されたとおり、以下の事項について必要な範囲で情

報の収集・整理を行うこととなります。また、調査の過程において可能な限り

匿名性の確保に配慮することとしています。 

①診療録その他の診療に関する記録の確認 

  例）カルテ、画像、検査結果等 

②当該医療従事者のヒアリング 

 ※ヒアリング結果は内部資料として取り扱い、開示しないこと。(法的強制力

がある場合を除く。)とし、その旨をヒアリング対象者に伝える。 

③その他の関係者からのヒアリング 

 ※遺族からのヒアリングが必要な場合があることも考慮する。 

④医薬品、医療機器、設備等の確認 

⑤解剖又は死亡時画像診断（Ai) については解剖又は死亡時画像診断（Ai)の実

施前にどの程度死亡の原因を医学的に判断できているか、遺族の同意の有無、

解剖又は死亡時画像診断（Ai)の実施により得られると見込まれる情報の重要

性などを考慮して実施の有無を判断する。 

⑥血液、尿等の検体の分析・保存の必要性を考慮 
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Q12. 解剖の対応についてはどうなりますか？ 

 

A12. 今回の制度では全ての症例に対して、必ずしも解剖を実施しなければならな

いこととなっておらず、管理者が選択する事項になっています。 

なお、平成２６年厚生労働科学研究費補助金「診療行為に関連した死亡の調

査の手法に関する研究」報告書（研究代表者：西澤寛俊）においては、 

①「臨床的にその死因が明確にできなかった症例」、「治療や処置の間、あるい

はその直後に起こった突然死症例」等が解剖の適応がある症例であること 

②全例に解剖を実施していた「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」

の実績からは、臨床診断では死因が不明な症例のうち、その約 87％は解剖に

よって診断がついたことから、臨床診断が不明な症例では解剖が実施されな

い場合、死因が明らかにならない場合があること、その一方で臨床診断で死

因が明確であった症例は、臨床診断と解剖所見による診断との一致率が高く、

解剖を必須としなくてもよい可能性があること 

といった報告があります。 

このような知見を参考に、地域の解剖体制と遺族の同意などを勘案して、解

剖の必要性について考慮してください。 

 

 

 

 

  

35



平成２７年９月２８日更新 

16 
 

 

Q13.  死亡時画像診断（Ａｉ）の対応についてはどうなりますか？ 
  注 死亡時画像診断（Ａｉ）とは、遺体をＣＴやＭＲＩで撮影・読影することで、体表のみでは分からない

遺体内部の情報を得ることをいいます。 

 

A13. 今回の制度では全ての症例に対して、必ずしも死亡時画像診断（Ａｉ）を実

施しなければならないこととなっておらず、管理者が選択する事項になってい

ます。 

なお、厚生労働省の「死因究明に資する死亡時画像診断の活用に関する検討

会報告書（平成 23年 7月 座長：門田守人）」では、「外因死に関する先行研究

においては、頭部の挫滅、心臓破裂、頸椎骨折といった外傷性変化の解剖所見

と死亡時画像診断所見との一致率は比較的高い」ことが報告されています。 

平成 20 年度～21 年度厚生労働科学研究費補助金「診療行為に関連した死亡

の調査分析における解剖を補助する死因究明手法（死後画像）の検証に関する

研究」報告書（研究代表者：深山正久）では、「診療関連死において重要な内因

死における解剖所見と死亡時画像診断所見との一致率は、くも膜下出血、脳出

血、大動脈解離、大動脈瘤破裂といった出血性の病態等、死因として検出可能

である疾患もありますが、心嚢水、心タンポナーゼや肺炎など、確実な診断が

できるとはいえない疾患も多くあります。さらに感染症や血栓症など現時点で

は死亡時画像診断では診断が困難とされている疾患も 30％程度ある」と報告さ

れています。 

また、平成 26 年度厚生労働科学研究費補助金「診療行為に関連した死亡の調

査の手法に関する研究」報告書（研究代表者：西澤寛俊）においては、「内因死

における死亡時画像診断は限定的な疾患について有用性が認められていますが、

現状では全ての死亡について死因を明確にできるものではないことや、発展途

上の技術であることを十分に念頭に置く必要があること、また、多くの場合、

解剖と異なり生前に CT が撮影されることも多いため必ずしも死亡時画像診断

を行わなければならないものではありませんが、死亡までの情報が少ない場合

や、死因が不明の場合は撮影を考慮します。ただし、死亡時画像診断で得られ

るものは、画像所見であり、死因の診断が必ずつくものではないことに留意が

必要」と報告されています。 

このような知見を参考に、地域の死亡時画像診断（Ａｉ）の体制と遺族への

説明状況などを勘案して、死亡時画像診断（Ａｉ）の必要性について考慮して

ください。 
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Q14. 医療事故調査を行う体制について定めはありますか？ 

 

A14. 医療事故調査について、委員会の設置やメンバー構成等について法令上の定

めはありません。 
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Q15. 「医療事故調査等支援団体」とはどのような団体ですか？また、どのような

支援業務を行うのですか？ 

 

A15. 「医療事故調査等支援団体」とは、医療機関が院内事故調査を行うに当たり、

専門家の派遣等の必要な支援を行う団体です。医療法では、「医学医術に関す

る学術団体その他の厚生労働大臣が定める団体」とされており、具体的には、

平成２７年８月６日付厚生労働大臣告示（第３４３号）により示しています。

（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061201.html） 

医療事故調査等支援団体は、以下の支援業務を行うことが想定されています。 

・ 医療事故の判断に関する相談 

・ 調査手法に関する相談、助言 

・ 院内事故調査の進め方に関する支援 

・ 解剖、死亡時画像診断に関する支援（施設・設備等の提供含む） 

・ 院内調査に必要な専門家の派遣 

・ 報告書作成に関する相談、助言（医療事故に関する情報の収集・整理、

報告書の記載方法など） 
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Q16. 小規模な医療機関（診療所や助産所など）で院内事故調査をしなければなり

ませんか？ 

 

A16. 医療法上、すべての病院、診療所、助産所を対象としていますので、小規模

な医療機関であっても院内事故調査を行っていただくことになります。 

医療機関が調査を行う際は、医療事故調査等支援団体の支援を求めることと

しておりますので、適切にご対応ください。また、医療事故調査・支援センタ

ーにおいても医療事故の判断など制度全般に関する相談や調査等に関する助言

などの支援を行います。 

  

39



平成２７年９月２８日更新 

20 
 

 

Q17.  院内調査を行うに当たり、自院で十分調査が行える場合であっても外部から

の委員は必ず入れるのですか？ 

 

A17.  本制度では、医療機関が院内調査を行う際は、公平性、中立性を確保する観

点から、専門家の派遣等の医療事故調査等支援団体の支援を求めることとされ

ています。 

医療機関の管理者においては、法の趣旨を踏まえ、医療事故調査に当たり、

外部からの委員を参画させ、公平、中立な調査に努めていただくようお願いし

ます。 

 
＜参考：医療法の規定＞ 

第六条の十一 （略） 

２ 病院等の管理者は、医学医術に関する学術団体その他の厚生労働大臣が定める団体（法

人でない団体にあつては、代表者又は管理人の定めのあるものに限る。次項及び第六条の

二十二において「医療事故調査等支援団体」という。）に対し、医療事故調査を行うため

に必要な支援を求めるものとする。 
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Q18. 一旦、医療事故と判断して医療事故調査・支援センターへ発生の報告を行っ

た後に、「医療に起因しない」又は「予期していたと認められる」ことが判明し

た場合にも調査は行う必要があるのですか？ 

 

A18.  当該医療機関の管理者が医療事故であると判断し、医療事故調査・支援セン

ターに報告した事案について、その後の過程で「医療に起因しない」又は「予

期していたと認められる」ことが判明した場合には、それぞれ次のとおり対応

することとなります。 

① 調査前に「医療に起因しない」又は「予期していたと認められる」ことが   

判明した場合には、医療事故には該当しなかったことを遺族へ説明し、セン

ターへも連絡してください。医療事故ではなかったとして、その後の調査及

び報告は不要となります。 

②  調査開始後に「医療に起因しない」又は「予期していたと認められる」こ

とが判明した場合には、その内容を含めた医療事故調査の結果を遺族へ説明

した後にセンターへ報告してください。 
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Q19. 報告書の内容について当該医療従事者や遺族に意見がある場合は記載するこ

ととされていますが、遺族からのご意見についてはどのように求めるのです

か？  

 

A19. 院内調査報告書の内容についての遺族からの意見については、医療法第６条

の１１第５項に基づき、医療事故調査・支援センターへの報告前にあらかじめ

説明を行う際に、遺族からその内容について意見があった場合、その内容を報

告書に記載していただくことになります。 

 
＜参考：医療法第６条の１１第 5項＞ 

○ 医療法 

第六条の十一（略） 

５ 病院等の管理者は、前項の規定による報告をするに当たつては、あらかじめ、遺族に対し、

厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。ただし、遺族がないとき、又は遺

族の所在が不明であるときは、この限りでない。 
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Q20. 医療機関が調査結果を「当該医療従事者等の関係者について匿名化して提出

する」際には、どのような点に注意すれば良いですか？ 

 

A20. 医療機関が調査の結果報告を行うに当たっては、医療法施行規則第１条の１

０の４第１項において、以下の事項を記載することが求められています。 

① 当該医療事故が発生した日時、場所及び診療科名 

② 病院等の名称、所在地、管理者の氏名及び連絡先 

③ 当該医療事故に係る医療を受けた者に関する性別、年齢その他の情報 

④ 医療事故調査の項目、手法及び結果 

同条第２項において「当該医療事故に係る医療従事者等の識別（他の情報との

照合による識別を含む）ができないように加工した報告書」を提出することが求

められますので、上記①から③については、規則に定めている事項の報告をお願

いします。なお、④については、医療従事者等が識別される情報が含まれる場合

には、それを識別できないようにして（匿名化して）提出するようお願いします。 

また、「他の情報」とは個人情報保護法等既存法令における個人情報の考え方

と同様に、公知の情報や図書館等で一般に入手可能など一般人が通常入手しうる

情報が含まれるものであって特別な状況で入手し得るかもしれないような情報

についてまで含めて考えることを想定していません。 
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平成２７年９月２８日更新 

24 
 

 

Q21. 医療事故調査・支援センターの業務はどのようなものですか？ 

 

A21.  医療法では、医療事故調査・支援センターの業務として、次の 7 つの業務が

規定されています。 

 

１ 医療機関の院内事故調査の報告により収集した情報の整理及び分析を行う

こと。  

２ 院内事故調査の報告をした病院等の管理者に対し、情報の整理及び分析の結

果の報告を行うこと。  

３ 医療機関の管理者が「医療事故」に該当するものとして医療事故調査・支援

センターに報告した事例について、医療機関の管理者又は遺族から調査の依

頼があった場合に、調査を行うとともに、その結果を医療機関の管理者及び

遺族に報告すること。  

４ 医療事故調査に従事する者に対し医療事故調査に係る知識及び技能に関す

る研修を行うこと。  

５ 医療事故調査の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び支援を行う

こと。  

６ 医療事故の再発の防止に関する普及啓発を行うこと。  

７ その他医療の安全の確保を図るために必要な業務を行うこと。 

 

 

  

44



平成２７年９月２８日更新 

25 
 

 

Q22. 医療事故調査・支援センターの調査は、どのような場合にどのような方法で

行うものですか？ 

 

A22.   医療機関の管理者が「医療事故」として医療事故調査・支援センターに報告

した事案について、遺族又は医療機関が医療事故調査・支援センターに調査を

依頼した場合には、医療事故調査・支援センターが調査を行うことができます。 

院内事故調査終了後に医療事故調査・支援センターが調査する場合は、院内事

故調査により記録の検証や（必要な場合の）解剖は終了していることが多いと考

えられるため、新たな事実を調査するというより、院内事故調査結果の医学的検

証を行いつつ、現場当事者への事実確認のヒアリングや、再発防止に向けた知見

の整理を主に行うことが考えられます。 

一方で、院内事故調査の終了前に医療事故調査・支援センターが調査する場合

は、院内調査の進捗状況等を確認し、院内事故調査を行う医療機関と連携し、必

要な事実確認を行うことが考えられます。また、早期に（約３ヶ月以内程度）院

内事故調査の結果が得られることが見込まれる場合には、院内事故調査の結果を

受けてその検証を行うこととなります。 

なお、調査終了後、医療事故調査・支援センターはその結果を医療機関と遺族

に調査結果報告書を交付します。 
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平成２７年９月２８日更新 

26 
 

 

Q23. 医療事故調査・支援センターが、医療事故の再発防止のために行う普及啓発

について、再発防止策が現場に定着するための取組はどのようなものですか？ 

 
 

A23. 今般の制度の創設により、すべての医療機関を対象として医療事故事案の集積

が可能となることから、稀な事案であっても捕捉が可能となり、より一般化し

た再発防止策の普及啓発が可能となると考えています。 

医療事故調査・支援センターは、集積した情報に基づき、個別事例ではなく全

体として得られた知見を繰り返し情報提供するとともに、誤薬が多い医薬品の商

品名や表示の変更など、関係業界に対しての働きかけも行うことになります。 

加えて、医療事故調査・支援センターが提案する再発防止策がどの程度医療機

関に浸透し、適合しているかの調査を行い、再発防止策を定着させることができ

るよう取り組むことになります。 
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平成２７年９月２８日更新 

27 
 

 

Q24. 医療事故調査を行うことで、現場の医師の責任が追及されることになりませ

んか？  

 

A24.  本制度の目的は医療の安全を確保するために、医療事故の再発防止を行うこ

とであり、責任追及を目的としたものではありません。施行通知においても、

その旨を院内調査報告書の冒頭に記載することとしています。 

医療法では、医療機関が自ら調査を行うことと、医療機関や遺族から申請が

あった場合に、医療事故調査・支援センターが調査することができることと規

定されています。これは、今後の医療の安全を確保するため医療事故の再発防

止を行うものであり、すでに起きた事案の責任を追及するために行うものでは

ありません。 

報告書を訴訟に使用することについて、刑事訴訟法、民事訴訟法上の規定を

制限することはできませんが、各医療機関が行う医療事故調査や、医療事故調

査・支援センターが行う調査の実施に当たっては、本制度の目的を踏まえ、医

療事故の原因を個人の医療従事者に帰するのではなく、医療事故が発生した構

造的な原因に着目した調査を行い、報告書を作成していただきたいと考えてい

ます。 
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平成２７年９月２８日更新 

28 
 

 

Q25. 医療事故調査制度に係る費用負担はどのようになりますか？ 

 

A25. 「医療事故に係る調査の仕組み等に関する基本的なあり方」について」（平成

25 年 5 月 29 日医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会）に

おいて、院内調査の実施費用は、医療機関の負担とすること及び医療事故調

査・支援センターが行う調査の費用については、学会・医療関係団体からの負

担金や国からの補助金に加え、調査を申請した医療機関又は遺族からも負担を

求めることとなりました。 

この考え方を踏まえ、医療機関が行う医療事故調査の費用は、当該医療機関

が負担することとしています。この場合、医療機関から支援団体に専門家の派

遣や解剖等の支援を求めた場合に生じる費用についても当該医療機関の負担と

なります。 

一方、センターが行う調査の費用については「医療事故調査制度の施行に係

る検討について」（平成 27 年 3 月 20 日医療事故調査制度の施行に係る検討会）

において、 

・ 遺族が医療事故調査・支援センターに調査を依頼した際の費用負担につい

ては、遺族による申請を妨げることがないような額とすること。 

・ 一方で、医療事故調査・支援センターは民間機関であるため、納税額等か

ら申請者の所得階層を認定することができないため、所得の多寡に応じた

減免を行うことは難しいと考えられる。 

・ こうしたことから、所得の多寡に関わらず、負担が可能な範囲の額とする

こととし、遺族が医療事故調査・支援センターに調査を依頼した際の費用

負担については、一律とし、数万円程度とする。 

・ 医療機関が依頼した際の費用負担は、実費の範囲内で医療事故調査・支援

センターが今後定める。 

とされています。  

こうした考え方に沿って、医療事故調査・支援センターが具体的な負担額に

ついて定め、お知らせします。 
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平成２７年９月２８日更新 

29 
 

 

Q26. 医療事故調査制度が施行されると医師法第21条に基づく届出のあり方は変わ

りますか？ 

 

A26. 施行時の段階（平成 27年 10 月）で医師法第 21条の届出義務の取り扱いに変

更はありません。 
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３．地方分権関係（診療所に係る病床設置許可権限等の移譲）について 

 

○ 平成 27 年 12 月 22 日に閣議決定された「平成 27 年の地方からの提案等に

関する対応方針」において、医療法に係る都道府県の事務・権限の一部を指

定都市に移譲することとされた。 
 

○ 具体的には、次に掲げる診療所の病床設置に関する都道府県の事務・権限

について、平成 29 年度（平成 29 年４月１日）から指定都市に移譲すること

を予定している。なお、診療所の病床設置等の許可については、指定都市の

市長から開設地の都道府県知事に協議し、その同意を求めることとする。 

 ・ 診療所の病床設置等の許可（医療法第７条第３項） 

 ・ 居宅等における医療の提供の推進のために必要な診療所として所在地の

都道府県が定める医療計画に記載がある場合等における診療所の病床設置

の届出（医療法施行令第３条の３） 

 ※ 病院の開設許可権限については、平成 27 年４月より都道府県から指定都

市に移譲されている。今回の見直しは、診療所の病床設置許可に係るもの。 
 

○ 今回の見直しは、地方自治法施行令の一部改正等による措置を予定してお

り、また、上述の事務・権限の移譲に伴って併せて移譲する、医療法等の関

連する事務・権限については、現在、精査中である。 

  今後、具体的な見直しの内容等をお示しする予定であり、都道府県及び政

令指定都市におかれては、円滑な実施に向けた準備をお願いしたい。 

 

（参考） 

平成 27 年の地方からの提案等に関する対応方針（平成 27 年 12 月 22 日

閣議決定）（抄） 
 
  ５ 都道府県から市町村への事務・権限の移譲等 

  【厚生労働省】 

  （１）医療法（昭 23 法 205） 

以下に掲げる事務・権限については、政令を改正し、指定都市に平

成 29 年度から移譲する。なお、診療所の病床設置等の許可について

は、指定都市の市長から開設地の都道府県知事に協議し、その同意を

求めることとする。 

・診療所の病床設置等の許可（７条３項） 

・居宅等における医療の提供の推進のために必要な診療所として所在

地の都道府県が定める医療計画に記載がある場合等における診療所

の病床設置の届出（施行令３条の３） 
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診療所に係る病床設置許可権限等の移譲について

○ 平成２７年１２月２２日に閣議決定された「平成２７年の地方からの提案等に関する対応方針」
において、医療法に係る都道府県の事務・権限の一部を指定都市に移譲することとされた。

○ 具体的には、以下に掲げる都道府県の事務・権限について、平成２９年度から指定都市に移譲す
る。なお、診療所の病床設置等の許可については、指定都市の市長から開設地の都道府県知事に協
議し、その同意を求めることとする。
・診療所の病床設置等の許可（医療法第７条第３項）
・居宅等における医療の提供の推進のために必要な診療所として所在地の都道府県が定める医療計
画に記載がある場合等における診療所の病床設置の届出（医療法施行令第３条の３）

○ 今回の見直しは、地方自治法施行令の一部改正等により措置する予定である。（これらの事務・
権限の移譲に伴って、併せて移譲するその他の関連する医療法等に係る事務・権限については、現
在、精査中）

病院 診療所

開設許可
開設許可

（医師等が開設する
場合は届出）

病床設置の許可
（例外的に届出）

都道府県 ○ ○ ○

基礎
自治体

政令指定都市
○

（平成27年４月～） ○
×

今回の見直しで「○」
（平成29年４月～）

保健所設置市・特別区 × ○ ×

その他の基礎自治体 × × ×

（今回の見直しのイメージ） ＜凡例＞ ○：権限を有する ×：権限を有しない
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４．医療従事者の勤務環境の改善について 

 

○ 医療従事者の勤務環境の改善に関する改正医療法の規定が平成 26 年 10 月

１日に施行され、各都道府県に対して、「医療従事者の勤務環境の改善等に

関する事項の施行について」（平成 26 年 10 月 1 日付け医政総発 1001 第 1 号。

以下「施行通知」という。）により、改正医療法の規定及び「医療勤務環境

改善マネジメントシステムに関する指針」（平成 26 年厚生労働省告示第 376

号。以下「指針」という。）の趣旨、内容、留意事項等をお示しし、管下の

医療機関及び関係機関・団体等への周知をお願いしたところである。 

○ また、指針に規定する「手引書」については、平成 27 年 4 月 23 日付け医

政発 0423 第 23 号医政局長通知により、「医療分野の『雇用の質』向上のた

めの勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引き（改訂版）」（平成 27

年 3 月「医療分野の『雇用の質』向上マネジメントシステムに基づく医療機

関の取組に対する支援の充実を図るための調査・研究委員会」）を定めたと

ころである。 

○ これらを受けて、各都道府県においては、医療勤務環境改善支援センター

（以下「支援センター」という。）の設置及び医療勤務環境改善マネジメン

トシステム（以下「マネジメントシステム」という。）の医療機関への普及

等が進められている。 

○ 各都道府県におかれては、改めて施行通知の内容及び次に示す各事項を御

了知の上、地域の関係機関・団体と十分に連携して、医療従事者の勤務環境

の改善に向けた取組を引き続き着実に実施するよう、お願いする。 

 

（１）医療勤務環境改善支援センターの設置について 

各都道府県に対しては、改正医療法に、医療従事者の勤務環境の改善を促

進するための拠点としての機能の確保に努める義務が規定されたことにかん

がみ、遅くとも平成 27 年度中に支援センターを設置するようお願いしてきた

ところである。 

平成 28 年 2 月 26 日現在の支援センターの設置状況は、参考資料のとおり

（43 都道府県で設置済み、４県で準備中）であるが、今後設置予定の県にお

いては、引き続き支援センターの早期設置に御尽力いただき、平成 28 年度中

には設置するよう、よろしくお願いする。 

また、各都道府県においては、平成 28 年度における支援センターの運営等

に関する予算の確保についても、よろしくお願いする。具体的な留意点とし

ては、次の点などが挙げられる。 

 

・医業経営アドバイザー関連経費を含む運営経費について地域医療介護総

合確保基金を活用すること 
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・医療労務管理アドバイザー関連経費について所管の都道府県労働局の委

託事業が担うこととしているので各労働局と連携・協議を行うこと 

・都道府県の判断により勤務環境改善計画に基づく医療機関の取組に対す

る助成にも同基金を活用できること 等 

 

（２）各都道府県における取組状況の把握について 

①年次活動計画の策定・提出 

医療従事者の勤務環境の改善の取組を円滑に進めるため、施行通知に

記載のとおり、各都道府県においては、毎年度、年次目標（達成目標）

や取組内容等を盛り込んだ年次活動計画を策定し、地域の関係者間で共

有するとともに、厚生労働省へ提出していただくこととしている。 

平成 28 年度についても、年次活動計画の策定を追って依頼する予定で

あるので、御了知いただきたい。 

なお、医療勤務環境改善に関する改正医療法の規定が施行されて１年

半近くが経過し、今後は支援センターの活動の成果も重要になってくる

ことから、平成 28 年度の年次活動計画においては、年次目標（達成目標）

として積極的に数値目標（例えば、勤務環境改善計画を策定する医療機

関の割合等）の設定について検討していただきたい。 

 

②各都道府県における最新状況の把握 

①の年次活動計画によるほか、医療従事者の勤務環境の改善に関する各

都道府県における最新の状況を厚生労働省で把握し、今後の取組に逐次反

映させるため、今後、必要に応じて随時、厚生労働省から、各都道府県に

対して支援センターの具体的な活動状況、医療機関におけるマネジメント

システムの導入・活用状況や取組の実例（各都道府県が主体となって、地

域の関係機関・団体とも連携して、各都道府県内の複数の実例を把握して

おくことが望ましい。）など医療従事者の勤務環境の改善に関する各都道

府県内の動向等を確認、照会する予定であるので、御協力をお願いしたい。

（支援センターを今後設置予定の県に対しては支援センターの設置に向

けた進捗状況等を確認・照会する。） 

また、各都道府県からも、随時、これらについて厚生労働省へ積極的に

情報提供していただくよう、併せて御協力をお願いする。 

 

（３）厚生労働省の事業について 

厚生労働省では、委託事業によりマネジメントシステムに関する調査研究、

普及啓発及び情報発信の各事業を実施しており、今後も、各都道府県に対し

て、これらに関する情報提供や協力依頼を行っていくこととしている。 

①調査研究事業 
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調査研究事業では、平成 27 年度は、マネジメントシステムによる医療

従事者の勤務環境改善の更なる推進方策を検討しているところである。具

体的には、医師・看護職員の労働環境の実態及び勤務環境改善の取組状況

等の把握のための全国の病院を対象としたアンケート調査や、各支援セン

ターにおける取組状況等の把握のためのアンケート調査、また、医療機関

によるマネジメントシステムの導入・活用のより効果的な実施方法や支援

センターによる医療機関の勤務環境改善の取組に対する支援のあり方に

ついて調査・分析等を行うモデル事業を実施しているところである。 

現在、有識者による検討委員会において、推進方策等の検討を進めてお

り、調査研究結果については追ってお知らせする予定であるので、今後の

支援センターの活動に当たって御活用いただきたい。 

 

②普及促進事業 

普及促進事業では、平成 27 年度は、これまでに、医療機関の経営・労

務管理の責任者・担当者等を対象とした「医療勤務環境改善マネジメント

システム普及促進セミナー」を 14 回、また、医療機関の経営トップを対

象とした「トップセミナー」を１回開催した。 

平成 28 年度も同様にセミナーを開催する予定であるので、御了知いた

だくとともに、引き続きの御協力をよろしくお願いする。（詳細は今後検

討） 

 

③情報発信事業 

情報発信事業では、医療従事者の勤務環境の改善に関する医療機関の好

事例等を紹介するウェブサイト「いきいき働く医療機関サポート Web」（以

下「いきサポ」という。）を平成 27 年３月に開設し、各都道府県等に対

してもお知らせしたところである。各都道府県においては、支援センター

や医療機関に対していきサポの積極的な活用をお願いするとともに、支援

センター等において医療機関の取組状況を把握する中で、他の医療機関へ

の参考となる好事例がある場合は、積極的に「いきサポ」への事例投稿の

呼びかけを行う等、御協力をお願いする。 

＜いきいき働く医療機関サポートＷｅｂ＞ 

URL：http://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/ 
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■医療機関が、「医療の質の向上」や「経営の安定化」の観点から、自らのミッションに
基づき、ビジョンの実現に向けて、組織として発展していくことが重要。
そのためには、医療機関において、医療従事者が働きやすい環境を整え、専門職の集団
としての働きがいを高めるよう、勤務環境を改善させる取組が不可欠。
■勤務環境の改善により、医療従事者を惹きつけられる医療機関となるだけでなく、「医
療の質」が向上し、患者の満足度も向上。

「雇用の質」
の向上

経営の安定化

患者満足度
の向上

「医療の質」
の向上

人材の確保・定着
生産性の向上
スキル･アップ

安全で質の高い
医療の提供

患者から選ばれる
施設へ

勤務環境改善

に向けた投資

好循環

医療勤務環境改善の意義

①医療従事者の働き方・休み方の改善
②医療従事者の健康支援
③働きやすい環境整備
④働きがいの向上 ■医療従事者にとって

＝勤務負担の軽減、働きがいの向上など
■患者にとって
＝質の高い医療が提供される など
■経営にとって
＝コストの適正化、経営の質の向上など

医療従事者、患者、経営にとってWIN-
WIN-WINとなるような好循環を作る

第四節 医療従事者の確保等に関する施策等

第三十条の十九 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する医療
従事者の勤務環境の改善その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるよう努め
なければならない。

第三十条の二十 厚生労働大臣は、前条の規定に基づき病院又は診療所の管理者が
講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を
定め、これを公表するものとする。

第三十条の二十一 都道府県は、医療従事者の勤務環境の改善を促進するため、次に
掲げる事務を実施するよう努めるものとする。

一 病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善に関する相談に応じ、
必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。

二 病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善に関する調査及び啓発
活動を行うこと。

三 前二号に掲げるもののほか、医療従事者の勤務環境の改善のために必要な支援
を行うこと。

２ 都道府県は、前項各号に掲げる事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に
委託することができる。

３ 都道府県又は前項の規定による委託を受けた者は、第一項各号に掲げる事務又は当
該委託に係る事務を実施するに当たり、医療従事者の勤務環境の改善を促進するため
の拠点としての機能の確保に努めるものとする。

４ 第二項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者で
あつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らして
はならない。

第三十条の二十二 国は、前条第一項各号に掲げる事務の適切な実施に資するため、
都道府県に対し、必要な情報の提供その他の協力を行うものとする。

医療勤務環境改善に関する改正医療法の規定（平成２６年１０月１日施行）

※平成27年4月以降、条文番号が変更

医療機関の管理者は？
医療従事者の勤務環境
改善等への取組

厚生労働省は？
医療機関の管理者が講
ずべき措置の「指針」
策定（※手引書）

都道府県は？
医療機関の勤務環境改
善を促進するための支
援（相談、情報提供、
助言、調査、啓発活動
その他の援助）

そのため「医療勤務環
境改善支援センター」
機能を確保

国は？
都道府県の活動をバッ
クアップ（調査研究、
情報提供その他）
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医療勤務環境改善の実施体制

都道府県＝責任主体

医療担当部局

医療勤務環境改善支援センター

運営協議会（都道府県が主体）

労働局や関係団体との連携
（医師会、歯科医師会、薬剤師会、
看護協会、病院団体、社会保険労務
士会、医業経営コンサルタント協会
等、地域の実情に応じて都道府県が
必要と判断する関係者で構成）

厚生労働省
医療政策の観点から改正医療法に勤務環境改善の仕組みを規定。

医療政策と労働政策が連携。

医政局 労働基準局
医療労働企画官は

双方兼務

都道府県労働局

都道府県は？
■医療機関の勤務環境改善を促

進するための支援（マネジメ

ントシステムの導入支援等）

■医療勤務環境改善支援セン

ターを設置

■地域の関係団体・都道府県労

働局との連携を確保

病院・診療所

マネジメントシステム
の普及・導入支援、
相談対応、情報提供等

厚生労働省は？
■医療機関向けの「指針」
「手引書」を策定

■都道府県の活動をバック
アップ(調査研究、情報提
供など）

医療機関の管理者は？
■医療従事者の勤務環境改
善の取組

「医療従事者の勤務環境の改善
等に関する事項の施行につい
て」(H26.10.1 厚労省通知）

「指針」、勤務環境改善マネジ
メントシステム導入の手引書

勤務環境改善マネジメントシステムとは？

■「医師、看護職、薬剤師、事務職員等の幅広い医療スタッフの協力の下、一連の過程を
定めて継続的に行う自主的な勤務環境改善活動を促進することにより、快適な職場環境
を形成し、医療スタッフの健康増進と安全確保を図るとともに、医療の質を高め、患者
の安全と健康の確保に資すること」を目的として、

■ 各医療機関において、それぞれの実態に合った形で、自主的に行われる仕組み

手引き（改訂版）
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※ 医療従事者の勤務環境の改善に関する医療法の規定が平成26年10月1日に施行され、都道府県にはセンターの設置に努める義務

があることにかんがみ、各都道府県に対して、遅くとも平成27年度中にはセンターを設置するよう要請してきたところ。

なお、センターを未設置の県では、社会保険労務士による「医療労務管理相談コーナー」（都道府県労働局の委託事業）を暫定的に

設置している。

○ これまでに、４３都道府県で設置済み

・直営 ：２０ 青森県、岩手県、秋田県、山形県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、

富山県、石川県、長野県、岐阜県、静岡県、島根県、広島県、山口県、

徳島県、香川県、福岡県、長崎県

・直営（一部委託）： ２ 東京都、兵庫県（委託先：いずれも日本医業経営コンサルタント協会）

・委託 ：２１ 県医師会：福島県、茨城県、栃木県、新潟県、福井県、三重県、鳥取県、

岡山県、佐賀県、熊本県、大分県、宮崎県、沖縄県

県病院協会：滋賀県、奈良県、和歌山県

私立病院協会：京都府、大阪府

日本医業経営コンサルタント協会：北海道、愛知県

県医療再生機構：高知県

○ 今後、４県で設置予定

各都道府県における医療勤務環境改善支援センターの設置状況
（平成２８年２月２６日現在）

医療従事者の勤務環境改善に取り組む医療機関への支援体制の構築 (平成26年10月1日施行)

【事業イメージ（全体像）】
医師・看護職等の医療スタッフの離職防止や医療安全の確保等を図るため、国の指針・手引きを参照して、各医療機関がPDCAサイクルを活用
して計画的に医療従事者の勤務環境改善に向けた取組を行う仕組み（勤務環境改善マネジメントシステム）を創設するとともに、各都道府県
に、こうした取組を行う医療機関に対する総合的・専門的な支援体制（医療勤務環境改善支援センター）を設置する。センター事業は地域の
医療関係団体等による実施も可能。（都道府県の実情に応じた柔軟な実施形態が可能。）

一
体
的
な
支
援

医療労務管理支援事業
（医療労務管理アドバイザー１名配置）

医業分野アドバイザー事業

○診療報酬制度面
○医療制度・医事法制面
○組織マネジメント・経営管理面
○関連補助制度の活用
等に関する専門的アドバイザーの派遣等

○労務管理面でのアドバイザー配置
約４００万円／箇所

各医療機関の勤務環境改善マネジメントシステムに基づく「勤務環境改善計画」の策定・実施・評価等を、専門家のチームにより、
個々の医療機関のニーズに応じて、総合的にサポート

マネジメントシステム
の普及・導入支援、
相談対応、情報提供等

労働基準局予算
都道府県労働局が執行

（労働保険特別会計２．２億円）（平成28年度予算案）

医政局予算
都道府県衛生主管部局

地域医療介護総合確保基金 公費904億円の内数（平成28年度予算案）

地域医療介護総合確保
基金対象事業

都道府県 医療勤務環境改善支援センター

現状の分析

課題の抽出

改善計画の策定

勤務環境改善マネジメントシステム

勤務環境改善に取り組む医療機関

院内で、院長、各部
門責任者やスタッフ
が集まり協議 ガイドラインを参考に

改善計画を策定

・医療従事者の働き方・休み方の改善
多職種の役割分担・連携、チーム医療の推進
医師事務作業補助者や看護補助者の配置
勤務シフトの工夫、休暇取得の促進 など

・働きやすさ確保のための環境整備
院内保育所・休憩スペース等の整備
短時間正職員制度の導入
子育て中・介護中の者に対する残業の免除
暴力・ハラスメントへの組織的対応
医療スタッフのキャリア形成の支援 など

※ 地域の関係団体と連携した支援
医師会・歯科医師会・薬剤師会・看護協会・病院団体・
社会保険労務士会・医業経営コンサルタント協会等

社会保険労務士、
医業経営コンサル

タントなど

都道府県
労働局
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【主なコンテンツ・機能】

■国・都道府県や関係団体が行っている

施策や事業などを紹介

（関係法令・通知、医療勤務環境改善マネ

ジメントシステムに関する指針・手引き、

都道府県の各種助成金・相談事業など）

■医療機関が勤務環境改善に取り組んだ

具体的な事例を紹介

（キーワードで取組事例を検索可能）

■医療機関の取組事例や勤務環境改善の

アイディアを投稿することが可能

■掲載事例に対してコメントを掲載でき、

意見交換の場として利用することが可能

いきいき働く医療機関サポートＷｅｂ（通称「いきサポ」）

http://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/
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５．医療機関における外国人患者受入環境整備について 

 

○ 我が国の在留外国人は約 210万人とここ 10年間で 10%程度増加し、また、

訪日外国人旅行者は年間 1，900 万人を超えており、外国人患者が安心・安

全に日本の医療サービスを受けられるよう、国内の医療機関において、外

国人患者受入のための環境整備の必要性が高まっている。 

○ このため、厚生労働省では以下の取組を行っているところであり、各都

道府県におかれては、これらについてご了知の上、地域の医療機関等と十

分に連携して、医療機関における外国人患者受入の環境整備にご協力願い

たい。 

 

（１）医療機関に対する医療通訳等の配置支援等について 

 平成 25 年度補正予算により、医療通訳の育成カリキュラムの作成や医療

機関における外国人患者向け説明資料（問診票や同意書等）の多言語翻訳

（英語・中国語・ポルトガル語・スペイン語）を行い、これらを厚生労働

省ホームページに掲載しているので、地域の医療機関等に対して周知して

いただきたい。 

 

 【参考：厚生労働省ホームページ】 

 ・医療通訳育成カリキュラム

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000056944.html 

 ・外国人向け多言語説明資料 

  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000056789.html 

  

  また、平成 26 年度からの医療機関に対する医療通訳・医療コーディネー  

ター配置に係る支援事業により、公募により選定された 19 病院が医療通訳

等の配置を行っている。平成 28年度予算案にも本事業を計上しているので、

地域の医療機関における外国人患者受入の環境整備のための具体的措置と

して参考にされたい。 

なお、平成 28 年度の事業については、医療通訳・医療コーディネーター

の配置支援（全国 10 病院程度。人件費の１／２補助）に加えて、医療機関

の案内表示・ホームページ等の多言語化、電話通訳の活用等に対する支援

（全国 20 病院程度。事業費の１／２補助）を盛り込んでいるので、地域の

医療機関に対して活用を促していただきたい。 
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（２）外国人患者受入れ医療機関認証制度（JMIP）について 

平成 24 年 7 月から、医療機関の申請に基づき、一般財団法人日本医療教

育財団が外国人受入体制等について審査・認証を行う「外国人患者受入れ

医療機関認証制度（JMIP）」が開始されており、現在 13 病院が認証を受け

ている。厚生労働省では、本制度の普及・促進のため、説明会等の開催等

を支援しており、地域の医療機関等に対して本認証制度を周知いただきた

い。 

 

 【参考：一般財団法人日本医療教育財団ホームページ】 

・外国人患者受入れ医療機関認証制度（JMIP） 

http://jmip.jme.or.jp/ 

 

（３）外国人旅行者を受入可能な医療機関の選定について 

平成 27 年 6 月の観光立国推進閣僚会議（主宰：内閣総理大臣）で決定さ

れた「観光立国実現に向けたアクション・プログラム 2015」において、「2015

年度中に都道府県毎に最低 1 ヶ所以上の外国人旅行者受入可能で幅広い症

例に対応できる医療機関を自治体等と連携し選定する。」こととされてい

る。 

このため、平成 27 年 11 月、観光庁が厚生労働省と連携して、各都道府

県に対して選定のお願いをさせていただき、その御協力の下、現在観光庁

が中心となって取りまとめ作業を行っている。 
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・我が国の在留外国人数は約2１０万人とここ10年間で約１0％程度増加。また、訪日外国人旅行者は、年間
1,900万人を超えている。こうした中、外国人患者が安心・安全に日本の医療サービスを受けられるよう、国内
の病院において、外国人患者受入のための環境整備が不可欠。

・東京オリンピックまでの期間を、体制整備の集中期間とし、地域の拠点となる施設が複数言語の医療通訳等を配置
した病院の体制整備支援、医療通訳人材の育成・患者向け説明資料の標準フォーマットの翻訳等に対する支援、
院内案内図の外国語表示等院内環境整備の促進を行う。また外国人旅行者を受入可能な医療機関を選定する。

医療機関における外国人患者の受入環境整備

医療通訳等が配置された病院の整備

・通訳等の育成カリキュラムの作成、医療機関における

外国人患者向け説明資料（問診票等）の翻訳（英、中、

ポルトガル、スペイン）を実施（25年度補正予算）

・26年度からの予算事業により、医療通訳・外国人向け

医療コーディネーターが配置された病院は19カ所

外国人患者受入れ医療機関認証制度

（J M I P）

・24年7月より、医療機関の申請に基づき日本医療教育

財団が外国人受入体制等について審査・認証を行う制度

を開始し、現在、13医療機関が認証を受けている。

・同制度の普及推進のため、厚労省においては、説明会

の開催等を支援。

外国人旅行者を受入可能な医療機関選定

・ 2015年度中に、都道府県毎に１ヵ所以上の

外国人旅行者受入可能で幅広い症例に対応できる

医療機関を自治体等と連携し選定する（「観光立国

実現に向けたアクション・プログラム2015」。

現在、観光庁が厚労省と連携し、選定作業中。）

国

外国人患者受入環境整備事業事務局 ※公募して１機関選定

報告補助

拠点となる医療機関

周辺の医療機関

紹介受入・通訳提供

医療機関

補助 報告 補助 報告

○医療通訳等の配置を行う医療機関の選定（全国１０病院程度）、補助金管理
－モデル地域における医療通訳好事例を収集 （医療通訳の選定・マッチングの手段等）
－医療通訳・外国人向けコーディネーター等の配置による医療への効果検証

○外国人患者受入れのための体制整備を行う医療機関の選定（全国２０病院程度）、補助金管理
－選定医療機関における外部医療通訳の利用拡大の好事例を収集

英語 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語 中国語

・医療コーディネーターが外国人患
者を手助け（受診から支払いまで）
・紹介受入・通訳派遣をコーディ
ネート

医療通訳が、外国人患者が受診する際の医
師・看護師等との会話を通訳

医療通訳・コーディネーターが
配置された病院を拠点とした
連携体制を構築

○モデル事業の実施を通じて、地域に
おいて、外国人患者受入体制・病院連
携のあり方を検討。
○医療機関における外部医療通訳
サービスの利用促進方法を検討。

院内資料、案内表示の多言語
化等により外国人患者を受け
入れる体制を整備

外国人在留者・訪問者が集中する地域 外国人在留者・訪問者が比較的多い地域

英語 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語 中国語

電話通訳

通訳派遣

自治体・NGO・民間企業等の通訳提供

＜報告事項＞
○事業の取組状況
○具体的対応事例
○医療通訳等の効果 等

院内資料、案内表示、ホームページの多言語化
等の院内外国人受入体制を整備

医療機関における外国人患者受入環境整備事業
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①申請
事務局
（日本医療
教育財団）

⑦認証

認証審査会
（有識者会議）

認証・調査

③調査

認定調査員
（サーベイヤー）

※※

②
調査依頼

④

審査結果
取りまとめ

※日本医療機能評価機構
又はJoint Commission 

International （JCI）による認
証を受けた医療機関が対象

医療機関※
⑤審議依頼

外国人患者受入れ医療機関認証制度（H24.7.9.～）
Japan Medical Service Accreditation for International Patients

審議

⑥審議結果
報告

※※日本医療教育財団が調査員を育成・認定。
認定を受けた認定調査員は日本医療教育財団に登録。

評価項目

外国人患者の受入れに関する項目を、
医療機関の機能別に５つの分類で評価します。

１．受入れ対応

２．患者サービス

３．医療提供の運営

４．組織体制と管理

５．改善に向けた取り組み

・外国人患者向け情報と受入れ体制
・医療費の請求や支払いに関する対応

・通訳（会話の多言語対応）体制の整備
・翻訳（文書での多言語対応）体制の整備
・外国人に配慮した院内・療養環境の整備
・患者の宗教・習慣の違いを考慮した対応

・外国人患者への医療提供に関する運営
・外国人患者へのインフォームドコンセント

・外国人患者の対応担当部署（者）の設置
・安全管理体制

・院内スタッフへの教育・研修
・外国人患者の満足度把握 など

外国人が安心・安全に日本の医療サービスを受けられるよう、外国人患者受入れ医療機関認証制度
（JMIP）の周知・浸透を図る。 具体的には、説明会の開催、認証医療機関見学ツアー、各種告知活動な
どを支援する。現在13病院が認証。

外国人患者受入れ医療機関認証制度（JMIP）
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６．性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターについて 

 

○ 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」（以下「ワンストップ支援

センター」という。）とは、性犯罪・性暴力被害者に対して、被害直後からの総合的な

支援（産婦人科医療、相談・カウンセリング等の心理的支援、捜査関連の支援、法律的

支援等）を可能な限り一か所で提供することにより、被害者の心身の負担軽減、健康回

復、警察への届出促進等を図ることを目的としている。 

 

○ 厚生労働省は、「第２次犯罪被害者等基本計画」（平成23年３月25日閣議決定）にお

いて、医療機関に対してワンストップ支援センターについての啓発を行うほか、犯罪被

害者支援団体等からワンストップ支援センター開設に向けた相談があった場合には、協

力が可能な医療機関の情報を収集し、提供することとされている。 

 

○ 具体的にはこれまでに、内閣府が作成した「ワンストップ支援センター開設・運営の

手引」（平成24年３月）を医療関係団体等に対し周知したほか、昨年の全国医政関係主

管課長会議においては、各自治体に対し、犯罪被害者支援団体等からワンストップ支援

センター開設等について相談があった場合には、担当部局や医療関係団体等とも連携し

つつ対応していただくよう依頼しているところである。 

 

○ また、ワンストップ支援センターに関する情報を住民・患者に利用しやすい形で被害

者の心情に配慮しつつワンストップ支援センターを必要とする方へ適切に公表される

ことは重要であり、これまでも厚生労働省では、協力依頼という形で医療機能情報提供

制度の報告事項となるようお願いしてきたが、本年度中に正式な報告事項として告示改

正することを予定している。 

 

○ 各自治体におかれては、こうした点も踏まえ、今後とも住民・患者等のために、医療 

機能情報提供制度を活用した情報収集及び公表等を行っていただくとともに、ワンスト

ップ支援センターの設置を促進するため、犯罪被害者支援団体等からワンストップ支援

センター開設等について相談があった場合には、担当部局や医療関係団体等とも連携し

つつ対応していただくよう協力方お願いする。 

 

○ なお、「第４次男女共同参画基本計画」（平成27年12月25日閣議決定）においては、

行政が関与するワンストップ支援センター設置数を、現状の 25 か所から、各都道府県

に最低１か所とすることが成果目標（期限は平成 32 年）とされているため、現在未設

置の県におかれては、一層の協力方お願いする。 
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性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター開設・運営の手引（抄） 

 

 

 

 ワンストップ支援センター設置の目的  

   性犯罪・性暴力被害者に対して、被害直後からの総合的な支援（産婦人科医療、相

談・カウンセリング等の心理的支援、捜査関連の支援、法律的支援等）を可能な限り

一か所で提供することにより、被害者の心身の負担軽減、健康回復、警察への届出促

進、被害の潜在化防止を図る。 

 ワンストップ支援センターにおける主な支援対象  

   強姦・強制わいせつ（未遂・致傷を含む。）の被害に遭ってから概ね１～２週間程

度の急性期の被害者 

・ 警察への届出の有無に関わらない。 

・ 可能な限り子どもも対象とする。 

・ 上記以外の被害者から相談を受けた場合には、必要な支援を提供可能な関係

機関・団体等に関する情報提供などを行う。 

 ワンストップ支援センターの核となる機能（主な支援内容）  

  ○ 支援のコーディネート・相談 

・ 電話や来所による相談 

・ 被害者の状態・ニーズを把握する。 

・ 支援の選択肢を示す 

・ 必要な支援を行っている関係機関・団体（警察、精神科医・臨床心理士・カ

ウンセラー、弁護士・法テラス、男女共同参画センター、婦人相談所、児童

相談所、精神保健福祉センター、検察庁等）に確実につなぐ。          

○ 産婦人科医療（救急医療・継続的な医療・証拠採取等）    

 

  

 

○ 産婦人科を有する病院の確保 

○ 関係機関・団体等とのネットワーク構築 

○ 具体的連携に関する合意形成 

○ 人員・体制の確保 

○ マニュアル・業務に必要な各種書類等の整備 

○ 情報管理体制の整備 

○ 広報 

○ 研修の実施 

○ 支援者、医師・看護師等のメンタルケア 

 開設・運営の経費  

○ 相談・コーディネート業務のために必要な経費 

○ 産婦人科医療における支援業務のために必要な経費 

 

 

１ 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターとは 
 

２ ワンストップ支援センターの開設・運営に必要なこと 
 

３ ワンストップ支援センターの形態 
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協力病院

医師・看護師等

協力病院

医師・看護師等

協力病院

医師・看護師等

協力病院

医師・看護師等

精神科医・
カウンセラー

弁護士、
法テラス等その他の機関・団体

性犯罪・性暴力被害者 警察

支援者

相談センター

相談センターを中心とした連携型

精神科医・
カウンセラー

弁護士、
法テラス等

その他の機関・団体

相談センター 提携病院

支援者 医師・看護師等

性犯罪・性暴力被害者 警察

相談センター拠点型

医師・看護師等 支援者

拠点病院

相談センター

精神科医・
カウンセラー

弁護士、
法テラス等

その他の機関・団体

性犯罪・性暴力被害者 警察

病院拠点型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター開設・運営の手引 

～地域における性犯罪・性暴力被害者支援の一層の充実のために～ より 

（平成 24年３月 内閣府犯罪被害者等施策推進室） 
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◆第３次男女共同参画基本計画（平成 22 年 12 月 17 日閣議決定）（抄） 

第２部  施策の基本的方向と具体的施策 

第９分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

３ 性犯罪への対策の推進 

イ 被害者への支援・配慮等 

①ワンストップ支援センターの設置促進 

性犯罪被害者のためのワンストップ支援センター（医師による心身の治療、

医療従事者・民間支援員・弁護士・臨床心理士等による支援、警察官による

事情聴取等の実施が可能なセンター）の設置を促進する。 

 

◆第２次犯罪被害者等基本計画（平成 23 年３月 25日閣議決定）（抄） 

Ⅴ 重点課題に係る具体的施策 

第２ 精神的・身体的被害の回復・防止への取組 

１ 保健医療サービス及び福祉サービスの提供（基本法第１４条関係） 
(16) ワンストップ支援センターの設置促進 

性犯罪被害者のためのワンストップ支援センター（医師による心身の治療、

医療従事者・民間支援員・弁護士・臨床心理士等による支援、警察官による事

情聴取等の実施が可能なセンター。以下本項において「ワンストップ支援セン

ター」という。）の設置を促進するため、以下の施策を推進する。（再掲：第４，

１.(7)） 
ア 内閣府において、ワンストップ支援センターを運営している民間団体及び

厚生労働省、警察庁、法務省、文部科学省等の協力を得て、「ワンストップ支

援センターの開設・運営の手引（仮称）」を作成し、犯罪被害者支援団体、医

療機関、地方公共団体、警察等に配布する。【内閣府】 
イ 警察庁において、平成 22年度に実施した性犯罪被害者対応拠点モデル事業

の検証を行い、その結果を関係省庁及び犯罪被害者支援団体に提供する。【警

察庁】 
ウ 厚生労働省において、医療機関に対してワンストップ支援センターについ

ての啓発を行うほか、犯罪被害者支援団体、地方公共団体、医師等医療関係

者等から、ワンストップ支援センター開設に向けた相談があった場合には、

協力が可能な医療機関の情報を収集し、当該犯罪被害者支援団体等に提供す

る。【厚生労働省】 
エ 厚生労働省において、医療機能情報提供制度における登録内容にワンスト

ップ支援センターが施設内に設置されているかどうかを加える。【厚生労働

省】 
 

（再掲） 
 第４ 支援等のための体制整備への取組 

１ 相談及び情報の提供等（基本法第１１条関係） 
(7) ワンストップ支援センターの設置促進 

参 考 

66



◆第４次男女共同参画基本計画（平成 27年 12月 25日閣議決定）（抄） 

 

第２部 施策の基本的方向と具体的な取組 

 

Ⅱ 安全・安心な暮らしの実現 

 

第７分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

 

＜成果目標＞ 

項 目 現 状 成果目標（期限） 

配偶者からの被害を相談した者の割合 

（男女別） 

男性：16.6％ 

女性：50.3％ 

（平成 26年） 

男性：30％ 

女性：70％ 

（平成 32年） 

配偶者からの暴力の相談窓口の周知度 

（男女別） 

男性：30.4％ 

女性：34.3％ 

（平成 26年） 

男女とも 70％ 

（平成 32年） 

市町村における配偶者暴力相談支援セン

ターの数 

88か所 

（平成 27年 11月） 

150か所 

（平成 32年） 

行政が関与する性犯罪・性暴力被害者の

ためのワンストップ支援センター設置数 

25か所 

（平成 27年 11月） 

各都道府県に   

最低１か所 

（平成 32年） 
 

４ 性犯罪への対策の推進 

イ 被害者への支援・配慮等 

(ア) ワンストップ支援センターの設置促進 

① 性犯罪被害者に対する専門の相談窓口機能を持ち、必要に応じ医師

による心身の治療、警察等への同行支援を始めとする、適切な支援が

可能な性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの設

置を促進する。また、被害者の要望に応じた支援をコーディネートで

きるよう、性犯罪被害者支援に係る関係部局と民間支援団体間の連携

を促進する。 
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2015/11/10現在

No 都道県名
有○
無ー

No
政令指定都市

名
有○
無ー

1 北海道 ○ 48 札幌市 ○

2 青森県 ー 49 仙台市 ー

3 岩手県 ー 50 さいたま市 ー

4 宮城県 ○ 51 千葉市 ○

5 秋田県 ー 52 横浜市 ー

6 山形県 ー 53 川崎市 ー

7 福島県 ○ 54 相模原市 ー

8 茨城県 ○ 55 新潟市 ー

9 栃木県 ○ 56 静岡市 ー

10 群馬県 ○ 57 浜松市 ー

11 埼玉県 ○ 58 名古屋市 ー

12 千葉県 ○ 59 京都市 ー

13 東京都 ○ 60 大阪市 ー

14 神奈川県 ○ 61 堺市 ー

15 新潟県 ー 62 神戸市 ー

16 富山県 ー 63 岡山市 ○

17 石川県 ー 64 広島市 ー

18 福井県 ○ 65 福岡市 ○

19 山梨県 ー 66 北九州市 ○

20 長野県 ー 67 熊本市 ー

21 岐阜県 ○

22 静岡県 ー

23 愛知県 ○ 注） 色マーカー：道又は県と市の両方で関与のあるもの

24 三重県 ○

25 滋賀県 ○

26 京都府 ○

27 大阪府 ○

28 兵庫県 ○

29 奈良県 ー

30 和歌山県 ○

31 鳥取県 ー

32 島根県 ○

33 岡山県 ○

34 広島県 ー

35 山口県 ー

36 徳島県 ー

37 香川県 ー

38 愛媛県 ー

39 高知県 ー

40 福岡県 ○

41 佐賀県 ○

42 長崎県 ー

43 熊本県 ○

44 大分県 ー

45 宮崎県 ー

46 鹿児島県 ー

47 沖縄県 ○

25

性犯罪・性暴力被害者等のためのワンストップ支援センターに
該当する支援機関（支援体制）整備状況

内閣府男女共同参画局

計
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７ ． 医 療 機 関 に お け る 個 人 情 報 の 適 切 な 取 扱 い に つ い て  

 

○  個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律（ 平 成 15 年 法 律 第 57 号 。以 下「 個

人 情 報 保 護 法 」 と い う 。） に 基 づ き 、 厚 生 労 働 省 に お い て は 、 医

療 機 関 等 が 行 う 個 人 情 報 の 適 正 な 取 扱 い の 確 保 に 関 す る 活 動 を

支 援 す る た め 、「 医 療 ・ 介 護 関 係 事 業 者 に お け る 個 人 情 報 の 適 切

な 取 扱 い の た め の ガ イ ド ラ イ ン 」（ 平 成 16 年 12 月 24 日 付 け 医 政

発 第 1224001 号・薬 食 発 第 1224002 号・老 発 第 1224002 号 厚 生 労

働 省 医 政 局 長 ・ 医 薬 食 品 局 長 ・ 老 健 局 長 通 知 ） 及 び 「『 医 療 ・ 介

護 関 係 事 業 者 に お け る 個 人 情 報 の 適 切 な 取 扱 い の た め の ガ イ ド

ラ イ ン 』 に 関 す る Ｑ ＆ Ａ （ 事 例 集 ）」（ 厚 生 労 働 省 ホ ー ム ペ ー ジ

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/170

805iryou -kaigo qa.p df） を 策 定 し 、 周 知 し て き た と こ ろ で あ る 。 

 

○  ま た 、 医 療 法 第 25 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 立 入 検 査 の 実 施 に

当 た っ て の 留 意 事 項 に お い て も 、医 療 機 関 に お け る 個 人 情 報 の 適

切 な 取 扱 い 等 に つ い て 、上 記 の ガ イ ド ラ イ ン に 加 え 、以 下 の 通 知

等 に つ い て も 医 療 機 関 に 周 知 す る と と も に 、個 人 情 報 が 適 切 に 取

り 扱 わ れ る よ う 徹 底 す る こ と を 、 お 示 し し て き た と こ ろ で あ る 。 

 

 「 医 療 情 報 シ ス テ ム の 安 全 管 理 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン 」（ 平 成 17

年 ３ 月 31 日 付 け 医 政 発 第 0331009 号・薬 食 発 第 0331020 号・保

発 第 0331005 号 厚 生 労 働 省 医 政 局 長 ・ 医 薬 食 品 局 長 ・ 保 険 局 長

通 知 ）  

 「 医 療 機 関 等 に お け る 個 人 情 報 の 適 切 な 取 扱 い に つ い て 」（ 平 成

17 年 12 月 27 日 付 け 医 政 総 発 第 1227001 号・薬 食 総 発 第 1227003

号 厚 生 労 働 省 医 政 局 総 務 課 長 ・ 医 薬 食 品 局 総 務 課 長 通 知 ）  

 「 医 療 機 関 に お け る 個 人 情 報 の 適 切 な 取 扱 い に つ い て（ 再 周 知 ）」

（ 平 成 23 年 ６ 月 29 日 付 け 厚 生 労 働 省 医 政 局 総 務 課 事 務 連 絡 ）  

○  し か し な が ら 、昨 年 末 、健 康 保 険 の 被 保 険 者 番 号 等 を 含 む 約 10

万 件 の 個 人 情 報 が 名 簿 業 者 に 流 出 し て い る と の 報 道 が な さ れ 、現

在 、情 報 の 流 出 経 路 に つ い て 把 握 が 可 能 か 調 査 を 行 っ て い る と こ

ろ で あ る 。  

こ う し た 事 案 の 発 生 も 踏 ま え 、皆 様 に は 、貴 管 下 の 医 療 機 関 に

お け る 個 人 情 報 の 適 切 な 取 扱 い に つ い て 、改 め て 周 知・指 導 等 を

お 願 い し た い 。  

○  な お 、昨 年 ９ 月 に 改 正 個 人 情 報 保 護 法 が 公 布 さ れ 、改 正 法 の 全

面 施 行 後 に は 、現 在 、各 主 務 大 臣 が 有 す る 個 人 情 報 保 護 法 上 の 勧

告 及 び 命 令 等 の 権 限 が 個 人 情 報 保 護 委 員 会 に 一 元 化 さ れ る こ と

と な っ て い る 。改 正 法 下 に お け る 個 人 情 報 の 取 扱 い 等 に つ い て は 、

今 後 各 自 治 体 宛 に 共 有 し て い く 予 定 で あ り 、 留 意 さ れ た い 。  
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１ 個人情報の取扱いに関するルールについて

分野 所管省庁

医療（一般） 厚生労働省

医療（研究） 文部科学省
厚生労働省
経済産業省

文部科学省
厚生労働省

金融 金融庁

信用 経済産業省

電気通信 総務省

放送 総務省

分野 所管省庁

雇用管理（一般） 厚生労働省

雇用管理（船員） 国土交通省

職業紹介等（一般） 厚生労働省

職業紹介等（船員） 国土交通省

労働者派遣（一般） 厚生労働省

労働者派遣（船員） 国土交通省

労働組合 厚生労働省

企業年金 厚生労働省

農林水産 農林水産省

分野 所管省庁

郵便 総務省

信書便 総務省

経済産業 経済産業省

警察 国家公安委員会

法務 法務省

外務 外務省

財務 財務省

文部科学 文部科学省

分野 所管省庁

福祉 厚生労働省

国土交通 国土交通省

環境 環境省

防衛 防衛省

※1 個人情報の保護に関する法律
※2 行政機関の保有する個人情報の保
護に関する法律
※3 独立行政法人等の保有する個人情
報の保護に関する法律
※4 各地方公共団体において制定される
個人情報保護条例

基本理念
国及び地方公共団体
の責務・施策
基本方針の策定 等
（第１章～第３章 ）

≪民間部門≫ ≪公的部門≫

個人情報取扱事業
者の義務等
(第４章～第６章) 

※2 ※3 ※4

※1

※1

≪基本法制≫

主務大臣制
(事業分野ごと）

現行の個人情報保護法では、事業等
を所管する各省庁が、27分野・38のガ
イドライン（平成27年9月1日現在）
を策定し、所管の事業分野の事業者を
監督。
（注）今後、個人情報保護委員会が
事業分野ごとのガイドラインを一元化

個人情報保護法（右図赤色）は、
①官民を通じた個人情報の取扱い
に関する基本理念等を定めた部分と、
②民間の事業者における個人情報
の取扱いのルールを定めた部分から
構成されている。

国の行政機関や地方
公共団体等における個
人情報の取扱いのルー
ルは、上記※２～４の
法律及び条例で定めら
れている。

個人情報保護法は、個人の権利利益の保護を目的とするものであって、個人情報を取り扱う事業者の取得・
利用・提供等その一切の行為について遵守すべき義務及び行政の監視・監督権限を定めること等により、個人
情報の有用性とのバランスを図りつつ、個人情報の適正な取扱いを確保するものである。

２ 制度改正の背景及び課題

2003年「個人情報の保護に関する法律」成立（2005年全面施行）

消費者、事業者等の環境変化に応じた法改正は一度もない。その間、以下のような問題が顕在化
１．情報通信技術の発展によるグレーゾーンの拡大

２．所管の縦割りにより柔軟な対応ができない

３．事業活動のグローバル化などの環境変化

情報通信技術の発展により、制定当時には想定されなかったパーソナルデータ（※）
の利活用が可能となった
（※） 「ビッグデータ」のうち、特に利用価値が高いと期待されている、個人の行動・状態等に関するデータ
⇒ 消費者はプライバシー保護の観点から慎重な取り扱いを求める一方、事業者は
どのような措置をとれば十分な利活用ができるか判断できない

現行法において、法所管は消費者庁、法執行は主務大臣制をとり事業分野ごとの27
分野38ガイドライン（13府省）
⇒ 情報通信技術の発展による新たな事案への対応や、分野を横断した案件に対し
て柔軟な対応ができない

事業活動がグローバル化し、国境を越えて多くのデータが流通する時代
⇒ 2012年以降、欧米にて制度見直しの検討（EU：EUデータ保護規則案、米
国：プライバシー権利章典の法制化）が始まる

10余年が経過
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３ 個人情報保護法の改正概要

個人情報保護法の改正のポイント

個人情報保護法

番号利用法

個人情報の保護と有用性の確保に関する制度改正

特定個人情報（マイナンバー）の利用の推進に係る制度改正

○個人情報の取扱いの監督権限を有する第三者機関（個人情報保護委員
会）を特定個人情報保護委員会を改組して設置 など

２．適切な規律の下で個人情報
等の有用性を確保

・利用目的の変更を可能とする規定の整備
・匿名加工情報に関する加工方法や取扱い等の規定の整備
・個人情報保護指針の作成や届出、公表等の規定の整備

・利用目的の変更を可能とする規定の整備
・匿名加工情報に関する加工方法や取扱い等の規定の整備
・個人情報保護指針の作成や届出、公表等の規定の整備

３．個人情報の流通の適正さを
確保

・本人同意を得ない第三者提供(オプトアウト規定)の届出、公表等厳格化
・トレーサビリティの確保（第三者提供に係る確認及び記録の作成義務）
・不正な利益を図る目的による個人情報データベース等提供罪の新設

・本人同意を得ない第三者提供(オプトアウト規定)の届出、公表等厳格化
・トレーサビリティの確保（第三者提供に係る確認及び記録の作成義務）
・不正な利益を図る目的による個人情報データベース等提供罪の新設

１．定義の明確化等

４．個人情報保護委員会の新
設及びその権限 ・個人情報保護委員会を新設し、現行の主務大臣の権限を一元化・個人情報保護委員会を新設し、現行の主務大臣の権限を一元化

５．個人情報の取扱いのグロー
バル化

・国境を越えた適用と外国執行当局への情報提供に関する規定の整備
・外国にある第三者への個人データの提供に関する規定の整備
・国境を越えた適用と外国執行当局への情報提供に関する規定の整備
・外国にある第三者への個人データの提供に関する規定の整備

○金融分野、医療等分野等における利用範囲の拡充
⇒預貯金口座への付番、特定健診・保健指導に関する事務における利用、

予防接種に関する事務における接種履歴の連携等

・個人情報の定義の明確化（身体的特徴等が該当）
・要配慮個人情報（いわゆる機微情報）に関する規定の整備
・個人情報データベース等から権利利益を害するおそれが少ないものを除外
・取り扱う個人情報が5,000人分以下の事業者に対しても法を適用

・個人情報の定義の明確化（身体的特徴等が該当）
・要配慮個人情報（いわゆる機微情報）に関する規定の整備
・個人情報データベース等から権利利益を害するおそれが少ないものを除外
・取り扱う個人情報が5,000人分以下の事業者に対しても法を適用

・本人の開示、訂正等、利用停止等の求めは請求権であることを明確化・本人の開示、訂正等、利用停止等の求めは請求権であることを明確化６．請求権

１．個人情報の定義の明確化等

個人情報の定義の明確
化
第２条第１項、第２項

特定の個人の身体的特徴を変換したもの（例：顔認識データ）等は特定の個人を識別す
る情報であるため、これを個人情報として明確化する。

要配慮個人情報
第２条第３項

本人に対する不当な差別又は偏見が生じないように人種、信条、病歴等が含まれる個人情
報については、本人同意を得て取得することを原則義務化し、本人同意を得ない第三者提供
の特例（オプトアウト）を禁止。

個人情報データベース等
の適用除外
第２条第4項

利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないもの（例：市販の電話帳等）を
個人情報データベース等から除外。

小規模取扱事業者への
対応
第２条第５項

取り扱う個人情報が5,000人以下であっても個人の権利利益の侵害はありえるため、5,000
人以下の取扱事業者へも本法を適用。

２．適切な規律の下で個人情報等の有用性を確保

利用目的の制限の緩和
第15条第２項

個人情報を取得した時の利用目的から新たな利用目的へ変更することを制限する規定の緩
和。

匿名加工情報
第２条第９項、第10項、
第36条～第39条

特定の個人を識別することができないように個人情報を加工したものを匿名加工情報と定義し、
その加工方法を定めるとともに、事業者による公表などその取扱いについての規律を設ける。

個人情報保護指針
第53条

個人情報保護指針を作成する際には、消費者の意見等を聴くとともに個人情報保護委員会
に届出。個人情報保護委員会は、その内容を公表。

個人情報保護法の改正概要①
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３．個人情報の流通の適正さを確保

オプトアウト規定の厳格化
第23条第２項～第4項

オプトアウト規定による第三者提供をしようとする場合、データの項目等を個人情報保護
委員会へ届出。個人情報保護委員会は、その内容を公表。

トレーサビリティの確保
第25条、第26条

受領者は提供者の氏名やデータ取得経緯等を確認し、一定期間その内容を保存。また、
提供者も、受領者の氏名等を一定期間保存。

データベース提供罪
第83条

個人情報データベース等を取り扱う事務に従事する者又は従事していた者が、不正な利
益を図る目的で提供し、又は盗用する行為を処罰。

４．個人情報保護委員会の新設及びその権限
個人情報保護委員会
（H28.1.1施行時点）
第50条～第65条

（全面施行時点）
第40条～第44条、
第59条～第74条

内閣府の外局として個人情報保護委員会を新設（番号法の特定個人情報保護委員
会を改組）し、現行の主務大臣の有する権限を集約するとともに、立入検査の権限等を
追加。（なお、報告徴収及び立入検査の権限は事業所管大臣等に委任可。）

５．個人情報の取扱いのグローバル化
国境を越えた適用と外国執行
当局への情報提供
第75条、第78条

日本国内の個人情報を取得した外国の個人情報取扱事業者についても個人情報保護
法を原則適用。また、執行に際して外国執行当局への情報提供を可能とする。

外国事業者への第三者提供
第24条

個人情報保護委員会の規則に則った方法、または個人情報保護委員会が認めた国、ま
たは本人同意により外国への第三者提供が可能。

６．その他
請求権
第28条～第34条

本人の開示、訂正等、利用停止等の求めは請求権であることを明確化。

個人情報保護法の改正概要②
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８ ． 美 容 医 療 サ ー ビ ス に 関 す る 消 費 者 問 題 に つ い て  

 

○   広 告 や 説 明 不 足 な ど の 美 容 医 療 に 関 す る 相 談 が 少 な か ら ず
見 受 け ら れ た こ と か ら 、 平 成 23 年 12 月 に 「 エ ス テ ・ 美 容 医
療 サ ー ビ ス に 関 す る 消 費 者 問 題 に つ い て の 建 議 」が な さ れ た 。
こ れ を 踏 ま え 、 厚 生 労 働 省 医 政 局 に お い て は 、 都 道 府 県 等 に
お け る 関 係 部 局 間 の 連 携 に つ い て 依 頼 す る と と も に 、 医 療 機
関 ホ ー ム ペ ー ジ ガ イ ド ラ イ ン の 策 定 、 美 容 医 療 サ ー ビ ス に 関
す る イ ン フ ォ ー ム ド ・ コ ン セ ン ト の 取 扱 い に つ い て 通 知 す る
な ど の 対 応 を 行 っ て き た 。  

 
○   し か し 、 全 国 の 消 費 生 活 セ ン タ ー に 寄 せ ら れ る 被 害 相 談 件

数 が 増 加 傾 向 に あ り 、 美 容 医 療 に 関 す る 集 団 訴 訟 等 問 題 も 深
刻 化 し て い る と し て 、平 成 27 年 ７ 月 、再 度 当 省 に 対 し て「 美
容 医 療 サ ー ビ ス に 係 る ホ ー ム ペ ー ジ 及 び 事 前 説 明 ・ 同 意 に 関
す る 建 議 」 が な さ れ た 。  

 
○   建 議 の 具 体 的 内 容 は 、 以 下 の と お り 。  

①  医 療 機 関 の ホ ー ム ペ ー ジ に お け る 情 報 提 供 の 適 正 化 を 図 る た め 、

医 療 機 関 に 対 す る 指 導 監 督 の 実 効 性 が 確 保 さ れ る よ う 、 法 改 正 も

含 め た 検 討 を 行 い 、 以 下 の 措 置 を 講 ず る こ と 。  

（ １ ） 医 療 法 の 規 制 の 対 象 と さ れ て い る 「 広 告 」 の 概 念 に 医 療 機 関

の ホ ー ム ペ ー ジ も 含 め る 。  

（ ２ ） 少 な く と も 医 療 法 及 び 医 療 法 施 行 規 則 に お い て 禁 止 さ れ て い

る 虚 偽 広 告 、 比 較 広 告 、 誇 大 広 告 等 に つ い て 、 医 療 機 関 の ホ

ー ム ペ ー ジ に つ い て も 禁 止 す る こ と 。  

②  消 費 者 が 美 容 医 療 サ ー ビ ス の リ ス ク な ど を 正 し く 理 解 し た 上 で 、

施 術 を 受 け る か ど う か の 判 断 を 行 え る よ う に す る た め 、 以 下 の 措

置 を 講 ず る こ と 。  

（ １ ） イ ン フ ォ ー ム ド ・ コ ン セ ン ト 通 知 の 解 釈 （ Ｑ ＆ Ａ 等 ） を 速 や

か に 示 し た 上 で 、 患 者 に 対 す る 施 術 前 の 説 明 を 適 切 に 行 う 等

の 対 応 の 徹 底 を 図 る こ と 。  

（ ２ ） 都 道 府 県 等 と 連 携 し て 、 消 費 者 に 対 し て 、 美 容 医 療 サ ー ビ ス

を 受 け る に 当 た っ て 注 意 す べ き 事 項 に つ い て 、 医 療 機 関 に チ

ラ シ を 備 え 置 く な ど の 方 法 に よ り 注 意 喚 起 す る こ と 。  

③  都道 府県等が指導 監督を 効果的に行え るよう にするため、 PIO-NET ※

や 医 療 安 全 支 援 セ ン タ ー に 蓄 積 さ れ た 情 報 の 活 用 を 図 る と と も に 、

相 談 窓 口 が 活 用 さ れ る よ う 、 消 費 者 に 周 知 を 図 る こ と 。 ま た 、 行

政 手 続 法 に 基 づ き 、 国 民 が 、 法 令 に 違 反 す る 事 実 を 発 見 し た 場 合

に 、 行 政 機 関 に 対 し 、 そ れ を 是 正 す る た め の 処 分 や 行 政 指 導 を 求

め る こ と が で き る 仕 組 み の 活 用 を 図 る こ と 。  

※  国 民 生 活 セ ン タ ー と 全 国 の 消 費 生 活 セ ン タ ー を ネ ッ ト ワ ー ク で 結 び 、

消 費 者 か ら 消 費 生 活 セ ン タ ー に 寄 せ ら れ る 消 費 生 活 に 関 す る 苦 情 相 談

情 報 （ 消 費 生 活 相 談 情 報 ） の 収 集 を 行 っ て い る シ ス テ ム 。  

 

○   当 省 に お い て は 、 本 建 議 を 受 け て 、 医 療 広 告 に 関 す る 都 道
府 県 等 担 当 者 会 議 で の 既 存 の 施 策 の 再 周 知 等 に よ り 、 各 自 治
体 に お け る 指 導 等 の 徹 底 、 関 係 部 局 と の 連 携 等 に つ い て 皆 様
に 御 協 力 を お 願 い し て き た と こ ろ で あ る 。  
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○   引 き 続 き 、 医 療 機 関 の ホ ー ム ペ ー ジ 及 び イ ン フ ォ ー ム ド ・

コ ン セ ン ト 等 に お け る 情 報 提 供 の 適 正 化 を 図 る た め 、 行 政 指
導 等 を 行 っ て い た だ く と と も に 、 関 係 部 局 と の 連 携 や 相 談 窓
口 の 周 知 等 に つ い て 適 切 な 実 施 を お 願 い し た い 。  

 
○   さ ら に 、今 後 、医 療 広 告 の 見 直 し の 検 討 等 を 行 う と と も に 、

併 せ て 、 本 年 度 に 引 き 続 き 来 年 度 に つ い て も 医 療 機 関 に お け
る 広 告 や イ ン フ ォ ー ム ド ・ コ ン セ ン ト に 関 す る 各 自 治 体 に お
け る 相 談 ・ 指 導 件 数 及 び そ の う ち 美 容 医 療 に 関 す る 件 数 等 に
つ い て 、 厚 生 労 働 省 へ の 情 報 提 供 を 依 頼 す る こ と を 予 定 し て
い る た め 、 ご 協 力 を お 願 い し た い 。  

 

（ 参 考 ） 関 係 通 知 等 一 覧 （ 資 料 Ⅱ 参 照 ）  

 

 「 美 容 医 療 サ ー ビ ス に 係 る ホ ー ム ペ ー ジ 及 び 事 前 説 明 ・ 同 意 に 関 す る

建 議 」（ 平 成 27 年 ７ 月 ７ 日 付 け 消 費 者 委 員 会 ）  

 

 「 医 療 機 関 の ホ ー ム ペ ー ジ の 内 容 の 適 切 な あ り 方 に 関 す る 指 針 （ 医 療

機 関 ホ ー ム ペ ー ジ ガ イ ド ラ イ ン ）に つ い て（ 依 頼 ）」（ 平 成 24 年 ９ 月 28

日 付 け 医 政 発 0928 第 １ 号 厚 生 労 働 省 医 政 局 長 通 知 ）  

 

 「「 医 業 若 し く は 歯 科 医 業 又 は 病 院 若 し く は 診 療 所 に 関 し て 広 告 し 得

る 事 項 等 及 び 広 告 適 正 化 の た め の 指 導 等 に 関 す る 指 針 （ 医 療 広 告 ガ イ

ド ラ イ ン ）」 の 改 正 に つ い て 」（ 平 成 25 年 9 月 27 日 付 け 医 政 発 0927 第

４ 号 厚 生 労 働 省 医 政 局 長 通 知 ）  

 

 「 美 容 医 療 サ ー ビ ス 等 の 自 由 診 療 に お け る イ ン フ ォ ー ム ド ・ コ ン セ ン

ト の 取 扱 い 等 に つ い て 」（ 平 成 25 年 ９ 月 27 日 付 け 医 政 発 0927 第 １ 号

厚 生 労 働 省 医 政 局 長 通 知 ）  

 

 「 消 費 者 行 政 担 当 部 局 か ら 提 供 さ れ た 美 容 医 療 サ ー ビ ス に 関 す る 情 報

へ の 対 応 に つ い て （ 依 頼 ）」（ 平 成 24 年 3 月 23 日 付 け 医 政 総 発 0323 第

11 号・医 政 医 発 0323 第 2 号 厚 生 労 働 省 医 政 局 総 務 課 長 及 び 医 事 課 長 連

名 通 知 ）  

 

 「 美 容 医 療 サ ー ビ ス 等 に 関 す る 苦 情 相 談 情 報 の 活 用 に つ い て （ 依 頼 ）」

（ 平 成 28 年 １ 月 ７ 日 付 け 医 政 総 発 0107 第 １ 号 厚 生 労 働 省 医 政 局 総 務

課 長 通 知 ）  
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１．医療機関のホームページの情報提供の適正化
医療機関のホームページを医療法上の「広告」に含めて規制の対象

とすること。

少なくとも医療法及び医療法施行規則に基づき「広告」に対して禁止

している以下の類型については、医療機関のホームページについて

も禁止すること。

・内容が虚偽にわたる広告

・他と比較して優良である旨の広告
・誇大な広告
・客観的事実であることを証明できない内容の広告
・公序良俗に反する内容の広告

２．事前説明・同意の適正化

厚生労働省通知の解釈や指導の基準（Ｑ＆Ａ）を速やかに示した上

で、患者に対する施術前の説明を適切に行い、患者の理解と同意を

得た上で施術を行うべきこと、即日施術を厳に慎むべきことを徹底す

ること。

消費者に対して、美容医療サービスを受けるに当たって注意すべき

事項について医療機関にチラシを備え置くなどして、注意喚起するこ

と。

３．苦情相談情報の活用

PIO-NET（※）や医療安全支援センターに蓄積された情報の活用を

図るとともに、同センター相談窓口を消費者へ周知を図ること。

行政手続法に基づき、国民が、法令に違反する事実を発見した場合

に、行政機関に対し処分や行政指導を求める仕組みの活用を図るこ

と。

建議事項

美容医療サービスに係るホームページ及び事前説明・同意
に関する建議（平成２７年７月消費者委員会）への対応

１．医療機関のホームページの情報提供の適正化
美容医療等に関する医療機関のホームページの表示適正化のため、平成

27年度医療広告に関する都道府県等担当者会議において、都道府県等

に対して「医療機関ホームページガイドライン」（平成24年９月28日）などの

周知を実施し、さらなる指導の徹底を要請した。

検討会において、医療機関のホームページ等のインターネット上の表示の

取扱いについて、検討を開始する予定。

２．事前説明・同意の適正化

平成27年度医療広告に関する都道府県等担当者会議において、都道府

県等に対して「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コ

ンセントの取扱い等について」（平成25年９月27日）などの周知を行い、さら

なる適正化を要請。さらに、同会議において相談・指導事例の共有を実施

した。

事前説明・同意に関する通知の解釈や指導の基準（Q&A等）を発出する予

定。

国民、患者への情報提供、広報資料のあり方については、平成28年厚生

労働科学研究にて実施する予定。

３．苦情相談情報の活用

平成27年度医療広告に関する都道府県等担当者会議において、「消費者

行政担当部局から提供された美容医療サービスに関する情報への対応に

ついて（依頼）」（平成24年３月23日）などの周知を行い自治体の消費者担

当部局との連携を要請した。

PIO-NETや医療安全支援センターに蓄積された情報の活用及び行政手続

法の処分等を求める仕組みについては、「美容医療サービス等に関する

苦情相談情報の活用について（依頼）」（平成28年１月７日）にて周知を依

頼した。

医療安全支援センターの活用については、美容医療に関する相談対応の

好事例を収集予定。

対応状況

※PIO-NET（パイオネット：全国消費者生活情報ネットワーク・システム）とは、国民生活センターと全国の消費生活センターをオンラインネットワークで結び、消費生活に関する情報を蓄積しているデータベース
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９．医療機関ネットワーク事業、医師からの事故情報受付窓口について 

【消費者庁】 

  
 死亡事故のような重大な消費者事故が発生した場合には、被害の拡大や同種・

類似の被害の発生を防止することが必要である。このため、消費者庁では、「消

費者安全法」に基づく関係行政機関等からの消費者事故等の通知や、「消費生活

用製品安全法」に基づく事業者からの重大製品事故の報告を受けることにより

事故情報を集約している。 
 このほかにも、医療機関を受診した患者から事故情報を収集する「医療機関

ネットワーク事業」や「医師からの事故情報受付窓口」（通称：ドクターメール

箱）による情報、関係省庁・独立行政法人から寄せられた情報、消費生活相談

情報など、消費者庁には多くの事故情報が一元的に集約され、これらの情報を

活用して消費者の安全対策に取り組んでいる。 
 
１． 医療機関ネットワーク事業について 

消費者庁では、（独）国民生活センターとの共同事業として、平成 22 年から

医療機関ネットワーク事業を実施している。本事業では、全国 30 病院（平成

27 年 10 月末時点）に参画いただき、消費者からの苦情にはなりにくい事故の

情報（消費者の不注意や誤った使い方も含む）を幅広く収集している。 

  この点、現在参画している医療機関において引き続き事故情報の収集をお

願いするととともに、本事業の参画病院の２年に一度の公募に当たっては、

新たな医療機関にも御協力をお願いすることも想定される。 

 
２． ドクターメール箱について 

（独）国民生活センターのホームページに設置されたドクターメール箱は、

前述の医療機関ネットワーク事業とは別に、全国の医師個人からの情報を直接

収集できる貴重なルートとなっており、医療機関ネットワーク事業と併せて、

医療機関におけるドクターメール箱の取組みに対する御協力も重要と考えて

いる。 
 

３． 都道府県の衛生主管部局へのご協力のお願い 

１、２で示した「医療機関ネットワーク事業」及び「ドクターメール箱」の

両事業については、消費者庁において、各都道府県の消費者行政所管部局と連

携して、周知を進めていくこととしているが、本事業の効果的な実施に向けて、

各都道府県の衛生主管部局におかれても、両事業の趣旨を御理解いただくとと
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もに、医療機関への周知についてご協力をお願いしたい。 
具体的な周知内容等については、今後、各都道府県の消費者行政所管部局か

ら衛生主管部局にあらためてご連絡することを予定している。 
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消費者庁における事故情報の収集・活用

意見・措置要求等

処分・指導等

各省庁

消費者

消 費 者 庁（事故情報を一元的に集約）

消費者の生命・身体に係る事故発生

事故情報
の提供

重大製品
事故の報告

（消費生活用製品）

事業者
医療機関ネット
ワーク参画機関

事故情報データ
バンク参画機関
（関係省庁、独立行政

法人等）

事故情報
の提供

消費生活用製品安全法
に基づく報告

個別法によらない任意の情報提供

消費者事故等の通知
PIO-NET情報
（全国消費生活情報
ネットワーク・システム）

関係省庁・地方公共団体等 消費者相談窓口
国民生活センター
消費生活センター

消費者安全法に基づく通知

事故情報の登録

事業者

す
き
間
事
案
の
措
置

注意喚起等

事故情報の相談・通報等

事故の傾向を分析
できる

事故の様態が詳細
に把握できる

（例）事故の原因調査や
啓発ポスターに活用

（例）医薬品の誤飲

（例）高吸水性樹脂製品の
注意喚起の端緒情報に

（例）高齢者の誤飲事故の多い製品を分
析

29

6

7

11

17

26

69

0 20 40 60 80 100

その他

内服薬以外の医薬品

化粧品類

乾燥剤

部分入れ歯等

洗剤・洗浄剤等

内服薬等の包装

（件）

PTP包装シート（53件）

漂白剤（11件）

PTP包装シート（53件）

漂白剤（11件）

洗剤・洗浄剤等

部分入れ歯等

乾燥剤

化粧品類

内服薬以外の医薬品

内服薬等の包装

その他

医療機関ネットワーク事業

目新しい事故情報
が入手できる

○消費生活上の事故情報を３０の医療機関を通じて収集
・消費者は治療すべき症状があれば病院に行く
・使用上の問題に関する情報が収集可能

医療機関ネットワーク事業を通じた情報収集
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○消費生活において生命又は身体に被害を生ずる事故に遭い医療機関を利用した

被害者から、消費者からの苦情にはなりにくい消費者の不注意や誤った使い方も

含めて事故の情報を幅広く収集。

○省庁横断的な取組が必要な事故や、いわゆるすき間事案に係る事故、被害の拡

大が懸念される事故等をいち早く抽出し、 注意喚起の実施など再発防止に活用。

社会に広く情報発信
事故の再発・拡大防止
社会に広く情報発信
事故の再発・拡大防止

消費者庁
国民生活センター

消費者
（危険性の認識）

研究機関・専門家等
（事故原因の究明）

事業者
（製品の改良）

患者さんから
事故の情報を収集

全国30病院
（平成27年10月現在）

医療機関ネットワーク事業とは？

独立行政法人
地域医療機能推進機構

札幌北辰病院

医療法人渓仁会
手稲渓仁会病院

独立行政法人
国立病院機構
仙台医療センター

公益財団法人
星総合病院

日本赤十字社
成田赤十字病院

国保松戸市立病院

立正佼成会附属佼成病院

順天堂大学医学部附属練馬病院

国立研究開発法人国立成育医療研究センター

NTT東日本関東病院

日本赤十字社東京都支部大森赤十字病院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部
神奈川県済生会横浜市東部病院

新潟医療生活協同組合木戸病院

長野県厚生農業協同組合連合会
佐久総合病院

総合病院聖隷浜松病院

名古屋記念病院

日本赤十字社京都第二赤十字病院

社会医療法人協和会加納総合病院

大阪府立急性期・総合医療センター

地方独立行政法人堺市立総合医療センター

鳥取県立中央病院

県立広島病院

佐賀大学医学部附属病院

独立行政法人国立病院機構
長崎医療センター

千葉大学
医学部附属病院

日本医科大学多摩永山病院

富山大学附属病院

学校法人藤田学園 藤田保健衛生大学病院

九州大学病院

徳島県立中央病院

参画医療機関一覧
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事故の再発防止・
拡大防止への取組

○消費者への注意喚起
○製品改善の働きかけ

身の回りの商品や
サービスによって
けがや病気になった

国民

消費者庁

国民生活センター

情報共有
（個人情報除く）

医師

国民生活センターホームページ「医師からの事故情報受付窓口」
事故の内容を記入・送信
※医師のお名前、診療施設名、電話番号等の記入が必要です。

患者

○消費生活における食品等の摂取、製品・施設・役務の利用等によって消費者の生命

又は身体に生じた被害に関する事故を、医師の皆様から直接お寄せいただくもの。

○消費者が事故に遭って医師が診察した結果も踏まえた情報を早期に把握することで、

事故の再発・拡大防止に向けた検討・取組に活用することを目的とする。

トップページの
ここをクリック！

医師からの事故情報の受付窓口（ドクターメール箱）
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地域医療計画課 
 

 



１．地域医療構想について 

 

（１） 地域医療構想について 

 

○ 地域医療構想については、各都道府県において、現在、策定に取り組

まれているところであるが、本年１月現在では、平成 27 年度中に 15、

平成 28 年度半ばまでに 24、平成 28 年度中に８の都道府県が地域医療構

想を策定する予定となっている。 

 

○ 地域医療構想の策定に関しては、平成 29 年度から始まる医療計画策定

も見据え、できる限り平成 28 年度の半ばをめどの策定を目指していただ

きたい。 

 

○ 地域医療構想の策定や、今後の構想を踏まえた調整会議での検討にあ

たっては、病床数の議論に終始せず、以下の検討を行った上で、調整会

議等でしっかりと課題分析することが重要である。 

ア データを活用した分析を行う 

①DPC データを活用した分析例 

  ・ 当該医療圏で欠けている医療機能はないかを確認（特に、５疾

病５事業に関わる主要疾患） 

  ・ 各病院の機能が年度間で安定しているかを確認 

  ・ 圏域内の各病院の機能分化の状況を把握 

②NDB データを活用した分析例 

  ・ 医療行為別の患者の流出入の把握 

③消防庁データを活用した分析例 

・ 各二次医療圏や圏域をまたいだ救急搬送時間の把握。例えば、     

DPC データ等で補完することで、患者の医療機関へのアクセスに

係る課題の分析が可能 

④年齢調整標準化レセプト出現比（SCR）を活用した分析例 

  ・ 地域ごとの疾患毎レセプトの出現状況を全国平均と比較 

イ 分析結果から課題を抽出する 

 

○ また、第 13 回地域医療構想策定ガイドライン等に関する検討会におい

ては、地域医療構想の実現に向けた取組について、具体的な方法や考え

方を示したところであり、取りまとめ次第、お知らせするので、参考に

していただきたい。 

 

○ 今後とも、地域医療構想の策定状況やその後の実現に向けた施策や地

域医療構想調整会議の協議の状況などについて、適宜、厚生労働省と都

道府県の間で意見交換会を実施するなど、情報共有を図って参りたいと
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考えているので、引き続き協力をお願いしたい。 

 

（２） 病床機能報告について 

 

○ 平成 27 年度病床機能報告の速報値は、前年度の報告結果と比較すると

回復期の割合が微増しているが、全体の構成比に大きな変動はない。 

 

○ また、第 13 回地域医療構想策定ガイドライン等に関する検討会におい

ては、病床機能報告の改善に向けた検討が行われており、特定の機能を

有する病棟における病床機能報告の取扱(案)をお示ししたところであり、

次回検討会において最終的に取りまとめる見込み。 

 

○ なお、平成 28 年度からは、電子レセプトに病棟に関する情報（病棟コ

ード）が記録されることとなっており、この病棟コードを活用した具体

的な分析方法についても、今後検討を進めることとしている。 
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２．地域医療介護総合確保基金について 

 

○ 地域医療介護総合確保基金については、通常国会に提出した 28 年度の

政府予算案において、公費で 1,628 億円を計上しており、このうち、公

費 904 億円を医療分としているところである。 

 

○ 平成 28 年度の医療分の配分については、27 年度に引き続き病床の機

能分化・連携を推進するための基盤整備事業に重点化する考えであるが、

全国知事会からの要望も踏まえ、在宅医療や人材確保に係る事業につい

ては、基金創設前まで国庫補助で実施してきた事業等の継続的な実施が

必要な事業に十分配慮した上で、各都道府県と十分な意見交換を行い配

分額を決定する方針である。  

 

○ 今後のスケジュールについては、 

 ・３月頃 各都道府県とのヒアリング 

・５月頃 内示 

・６月以降 都道府県計画の提出、交付決定 

を予定しており、ヒアリングまでに各都道府県が計画を予定している事

業について個別に確認等をさせていただき、ヒアリング後に円滑に内示

ができるよう準備を進めたいのでご協力いただきたい。 

 

○ 各都道府県においては、平成 27 年度までの都道府県計画の事後評価に

ついて、速やかに実施するとともに、評価結果については、平成 28 年度

の都道府県計画の目標の設定への反映など活用を図られたい。 

  また、併せて、アウトカム目標を必ず検討し、可能な限り、設定を行

われたい。 

 （アウトカム目標の例） 

・診療機能別の病床数 

回復期病床 ○○床 → ●●床 

 

・在宅等生活の場に復帰した患者の割合 

  ○○％ → ●●％ 

 

・人口１０位万人対参加医師数 

○○人 → ●●人 
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国
消費税財源活用



੨

市町村計画
（基金事業計画）



ਿ


都道府県計画
(基金事業計画)

基金
※国と都道府県の

負担割合２／３、 １／３

申
請

事業者等（医療機関、介護サービス事業所等）

交
付

交付

地域医療介護総合確保基金

交付
提出

交付
提出

申請

地域医療介護総合確保基金の対象事業

１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に
関する事業

２ 居宅等における医療の提供に関する事業

３ 介護施設等の整備に関する事業（地域密着型サービス等）

４ 医療従事者の確保に関する事業

５ 介護従事者の確保に関する事業

都道府県計画及び市町村計画（基金事業計画）

○ 基金に関する基本的事項
・公正かつ透明なプロセスの確保（関係者の意見を反映させる仕組みの整備）
・事業主体間の公平性など公正性・透明性の確保
・診療報酬・介護報酬等との役割分担

○ 都道府県計画及び市町村計画の基本的な記載事項
医療介護総合確保区域の設定※1 ／ 目標と計画期間（原則１年間） ／
事業の内容、費用の額等 ／ 事業の評価方法※2
※1 都道府県は、二次医療圏及び老人福祉圏域を念頭に置きつつ、地域の実情を

踏まえて設定。市町村は、日常生活圏域を念頭に設定。
※2 都道府県は、市町村の協力を得つつ、事業の事後評価等を実施

国は都道府県の事業を検証し、基金の配分等に活用

○ 都道府県は市町村計画の事業をとりまとめて、都道府県計画を作成

○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の
確保・勤務環境の改善等、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題。

○ このため、平成２６年度から消費税増収分等を活用した財政支援制度（地域医療介護総合確保基金） を創設し、各都道府県
に設置。各都道府県は、都道府県計画を作成し、当該計画に基づき事業を実施。

地域医療介護総合確保基金の平成27年度補正予算及び平成２８年度予算案について

○ 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため平成２６年度から消費税増収分等を活用した財政支援制度（地域医療介護
総合確保基金） を創設し、各都道府県に設置。

○ 地域医療介護総合確保基金の平成２７年度補正予算は、公費ベースで１，５６１億円（うち、国分１，０４０億円））

○ 地域医療介護総合確保基金の平成２８年度予算案は、公費ベースで１，６２８億円（医療分９０４億円（うち、国分６０２億円） 、介護分

７２４億円（うち、国分４８３億円））

地域医療介護総合確保基金の対象事業

※基金の対象事業は、平成26年度は医療を対象として１、２、４を、
平成27年度以降は介護を含めて全ての事業としている。

26年度予算
(当初予算）

今後のスケジュール（案）

【平成２８年度当初予算（医療分及び介護分）】

２８年１月～ （※都道府県による関係者からのヒアリング等

の実施）

３月～ 国による都道府県ヒアリング実施

予算成立後 基金の交付要綱等の発出

５月目途 都道府県へ内示（※都道府県計画提出）

地域医療介護総合確保基金の予算

１，６２８億円

医療分
904億円

（うち、国分
602億円）

＋７２４億円

27年度予算
（当初予算）

１，５６１億円

28年度予算案
（当初予算）

１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備
の整備に関する事業（※）
２ 居宅等における医療の提供に関する事業（※）
３ 介護施設等の整備に関する事業（地域密着型サービス等）
４ 医療従事者の確保に関する事業（※）
５ 介護従事者の確保に関する事業

【平成２７年度補正予算（介護分）】

２７年１２月 事業量調査の実施

２８年 ３月目途 都道府県へ内示

介護分
724億円

（うち、国分
483億円）

医療分
904億円

（うち、国分
602億円）

27年度予算
（補正予算）

介護分
724億円

（うち、国分
483億円）

医療分
904億円

（うち、国分
602億円）

介護分
1,561億円

（うち、国分
1,040億円）

１，６２８億円

（注）このスケジュールは現時点での見込みであり、今後、変更があり得る。
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事 務 連 絡  

平成 28 年１月 18 日  

 

 

○○県衛生主幹(部)局長 殿 

 

厚生労働省医政局      

地域医療計画課長    

 

 

平成２８年度地域医療介護総合確保基金（医療分）の配分方針 

及び調査票等の作成について 

 

 

日頃から厚生労働行政に格段のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、地域医療介護総合確保基金（医療分）の平成 28 年度予算案につきましては、

昨年 12 月 24 日の概算閣議において９０４億円（公費ベース）となりました。 

なお、平成 28 年度の本基金の配分に当たりましては、『経済財政運営と改革の基本方

針 2015』において、『改革に取り組む都道府県を重点的に支援する観点から』『地域医療

介護総合確保基金の平成 27 年度からのメリハリある配分』を行うとされていること等

を踏まえ、別添の方針に基づき実施することとしており、29 年度以降もこうした取組み

を更に継続していく予定としていますので、基金を活用した事業の実施にあたりまして

は、これを前提にご対応いただくようお願いします。 

つきましては、別添の方針を踏まえて、28 年度に基金を活用して実施する事業に係る

要望額の調整を行い、別紙「調査票」及び「附票」に記載の上、下記のとおり厚生労働

省地域医療計画課まで提出して頂くようお願いします。 

 

記 

 

期  限：平成２８年２月２５日（木） 

送 付 先：shinkikin9@mhlw.go.jp 
 
 
 
  

連絡先 厚生労働省医政局地域医療計画課 
医師確保等地域医療対策室 

代表 03-5253-1111（内線 2771・2557） 
直通 03-3595-2186 
E-mail: shinkikin9@mhlw.go.jp  
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別 添 
 

地域医療介護総合確保基金（医療分）に係る平成 28 年度配分方針等について 

 

１．28 年度における各事業区分ごとの配分枠について 

地域医療介護総合確保基金（医療分）の以下のⅠ～Ⅲの事業区分に係る配分枠につ

いて、27 年度に引き続き、地域医療構想の策定作業の進捗を踏まえてⅠの事業に重点

的に配分を行うこととしています。 

＜事業区分＞ 

Ⅰ．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

Ⅱ．居宅等における医療の提供に関する事業     

Ⅲ．医療従事者の確保に関する事業 

 

２．28 年度における配分方針について 

 (1)Ⅰの事業 

  都道府県から要望のあった事業内容について、地域医療構想との関係を十分確認の

上、配分額の調整を行うこととします。 

 

 (2)Ⅱの事業及びⅢの事業 

各都道府県の要望状況に基づきⅡ及びⅢのそれぞれの事業区分毎の配分額を決定す

ることとしますが、全国知事会からの要望を踏まえて、基金創設前まで国庫補助で実

施してきた事業（以下、「国庫補助相当事業」という。）相当額を基本として配分額の

調整を行うこととします。 

  なお、平成 27 年 11 月 18 日付け事務連絡「平成 26 年度及び平成 27 年度に廃止し

た国庫補助事業に係る地域医療介護総合確保基金(医療分)での実施状況について」に

よる調査の結果、貴県における国庫補助相当事業の実施状況は下表のとおりであり、

このうち「国庫補助事業と同一条件」で実施される「ソフト事業」相当額を基本とし

て取り扱うものとします。 

また、施設・設備整備関係事業は、各年度の整備需要の状況により大きく変動する

ため調整にあたり基本として取り扱わないこととします。 

 

＜○○県 27 年度実施分※＞ 国庫補助事業と同一条件 拡充条件 

ソフト事業(運営費、研修費等) ■■■百万円   ■■百万円 

施設・設備整備関係事業   ■■百万円  ■■百万円 

   ※26 年度基金及び 27 年度基金を活用して 27 年度に実施する事業の合計額 

 

３．要望額の調整に係る留意事項について 

  Ⅱ及びⅢの事業について、上記２．(2)の額以上の金額での要望は可能ですが、２．

(2)の全県分の合計額が基金予算総額の３割以上となっており、また、Ⅰの事業に重

点的に配分を行うことから、Ⅱ及びⅢの事業に追加で充当できる金額には限りがあり

ますので、これに十分留意のうえ要望額を調整して頂くようお願います。 

  なお､２. (2)の額の範囲内で計画される事業であっても、調査票の内容が本基金の

趣旨に沿ったものであるか精査を行った上で配分額を算定しますので留意願います。 
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３．地域における医師の確保について 

（地域医療支援センターの設置について） 

○ 地域における医師の確保については、これまでも地域枠の拡大とい

った医学部定員の増員、都道府県が実施する修学資金の貸与事業など

への財政支援、地域における医師の偏在解消などを目的とした「地域

医療支援センター」の設置等に取り組んできた。 

※医学部定員の増員等については、後述の「資料（Ⅰ）【医事課】１．医師

確保対策について」に記載  

 

○ 地域医療支援センターが担う機能は、平成２６年１０月以降、医療

法に都道府県の努力義務として位置付けられており、これまでに４６

都道府県にセンターが設置され、大学等の関係者と緊密な連携を図り

つつ、地域の実情に応じた医師確保対策に取り組んでいただいている。 

・地域医療支援センターの主な取組み 

①  医師のキャリア形成を支援しながら、医師不足地域での勤務も推進で 

きるキャリア形成プログラムの作成・運営 

②  クターバンク事業の実施や、大学・地域の医療機関との連携による 

医師の配置調整 

  （平成２７年７月現在で、３，３０６名の医師を派遣・あっせん） 

・未設置の佐賀県についても、平成２８年度の設置に向けて手続きを進め

ている。 

 

〇 今年から、平成２２年度以降に入学した地域枠の学生が順次卒業し、

臨床研修に出ていくことになるが、キャリア形成にかかる不安の解消

など、プログラム等を通じてしっかりフォローアップしていただき、

地域への定着促進が図られるよう取り組んでいただきたい。 

 

 

（医師不足への対応について） 

〇 地域医療支援センター事業の実施を含め、各都道府県が実施する医

師確保対策については、地域医療介護総合確保基金の活用が可能であ

る。 

○ 現在生じている医師不足への対応については、医療法第 30 条の 23

第 1 項に基づく医療対策協議会において、地域医療支援センターの取

組み状況などを踏まえつつ、医師不足地域への医師派遣の調整など医

師確保対策全般について積極的な協議を行うなど、関係者の協力を得

ながら、地域全体で医師確保対策に取り組むようお願いする。  
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平成26年度以降、地域医療介護総合確保基金を活用して実施

○ 都道府県内の医師不足の状況を個々の病院レベルで分析し、優先的に支援すべき医療機関を判断。
医師のキャリア形成上の不安を解消しながら、大学などの関係者と地域医療対策協議会などに
おいて調整の上、地域の医師不足病院の医師確保を支援。

○ 医師を受入れる医療機関に対し、医師が意欲を持って着任可能な環境作りを指導・支援。また、公的
補助金決定にも参画。

大学

協力地域医療体験
事業への参加

地域医療機関

地域医療機関

地域医療機関と県内中核病院と
の間を循環しながらキャリア形成

地域医療支援センター

最新の医療技術習得の
ための研修参加

地域医療機関

地域医療機関

地域医療支援センターの役割

都道府県が責任を持って医師の地域偏在の解消に取組むコントロールタワーの確立。

地域枠医師や地域医療支援センター自らが確保した医師などを活用しながら、キャリア形成支援と一体的に、地域の医師不足病院の医師確保を支援。

専任の実働部隊として、喫緊の課題である医師の地域偏在解消に取組む。
・人員体制 ： 専任医師２名、専従事務職員３名 ・ 設置場所 ：都道府県庁、○○大学病院、都道府県立病院 等

地域医療支援センターの目的と体制

Ａ県

Ｂ県

医師の地域偏在（都市部への医師の集中）の背景

高度・専門医療への志向、都市部の病院に戻れなくなるのではないかという将来への不安 等

地域医療を志向する医師に
係る県域を越えた情報交換
と配置の調整

地域医療支援センター運営事業

313 372 437 476 500 564 592

0

200

400

600

H22年 H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年

地域枠の医学部入学定員（※）の推移

(※) 医学部の定員増として認められた分であり、
このほか、既存の定員等を活用し都道府県と
大学が独自に設定した地域枠もある。

平成２７年１２月現在、全国４６都道府県で地域医療支援センターを設置している。
平成２３年度以降、４５都道府県で合計３，３０６名の医師を各都道府県内の医療機関へあっせん・派遣をするなどの実績を上げている。（平成２７年７月時点）

３．地域における医師の確保について

常勤 非常勤

北海道 H23.4 84 51
ドクターバンク事業99名
県職員医師の派遣3名
道外医師のあっせん33名

道庁内
専任医師1名
専従職員3名

○北海道庁保健福祉部医療政策局地域
医師確保推進室 医療参事

青森県 H23.4 143 0
ドクターバンク事業9名
修学資金貸与者の配置調整17名
自治医科大卒業生の配置調整117名

県庁内
専任医師2名
専従職員5名

○弘前保健所長
○元むつ総合病院長

岩手県 H24.1 198 2

修学資金貸与者の配置調整46名
自治医科大卒業生の配置調整24名
県外からの招へい及び岩手医科大学から公的医療機関へのあっ
せん・派遣130名

県庁内
専任医師3名
専従職員1名

○岩手県保健福祉部副部長
○医師支援調整監（沢内病院院長）
○岩手医科大学医学部長

宮城県 H24.4 109 0

ドクターバンク事業4名
修学資金貸与者の配置調整61名
自治医科大卒業生の配置調整26名
県職員医師の派遣18名

県庁内
専任医師1名
専従職員3名

○東北大学病院卒後研修センター助教

秋田県 H25.4 99 0

ドクターバンク事業1名
修学資金貸与者の配置調整43名
自治医科大卒業生の配置調整46名
県職員医師の派遣9名

秋田大学医学部附属
病院内及び県庁内

専任医師2名
専従職員3名

○秋田大学医学部附属病院医師総合支
援センター特任講師

山形県 H27.4 13 0
修学資金貸与者の配置調整2名
自治医科大卒業生の配置調整11名

県庁内
専任医師1名
専従職員5名

○山形県健康福祉部医療統括監

福島県 H23.12 36 87

ドクターバンク事業13名
修学資金貸与者の配置調整12名
自治医科大卒業生の配置調整12名
福島県立医科大学からの医師派遣86名

福島県立医科大学内
専任医師1名
専従職員4名

○福島県立医科大学助教

茨城県 H24.4 162 0
修学資金貸与者の配置調整101名
自治医科大卒業生の配置調整61名

県庁内
専任医師3名
専従職員7名

○県立中央病院副院長兼化学療法センター長

○東京医科大学茨城医療センター卒後臨床研修

センター長

○生きいき診療所ゆうき診療所長

栃木県 H26.4 57 0
修学資金貸与者の配置調整6名
自治医科大卒業生の配置調整51名

県庁内
専任医師1名
専従職員2名

○栃木県職員医師主幹

群馬県 H25.10 8 0
ドクターバンク事業2名
自治医科大卒業生の配置調整6名

群馬大学医学部附属
病院内及び県庁内

専任医師1名
専従職員3名

○群馬大学医学部附属病院助教

都道府県 設置年月日
医師の派遣・あっせん実績

設置場所 体制 専任医師

地域医療支援センターの設置状況について
※平成２７年７月現在で、４５都道府県に設置。
表中の「医師の派遣・あっせん実績」については、センター業務の一部として実施されているドクターバンク事業等による配置件数
を、参考記載したものである。
医師の確保への取り組み方は各都道府県によって様々であり、センターにおいても、こうした直接的な配置調整だけでなく、地域で勤
務しながら医師としてのキャリアを形成する魅力的なプログラムの作成など、大学や医療機関と連携して、それぞれの地域の実情に応じ
た対策が講じられている。

92



常勤 非常勤

埼玉県 H25.4 23 0
ドクターバンク事業1名
自治医科大卒業生の配置調整19名
ベテラン医師の派遣3名

県庁内
専任医師2名
専従職員4名

○埼玉県立大学教授
○元県立小児医療センター病院長

千葉県 H23.12 30 0
ドクターバンク事業1名
修学資金貸与者の配置調整11名
研修資金貸与者の配置調整18名

県庁内
専任医師1名
専従職員4名

○ＮＰＯ法人千葉医師研修支援ネット
ワーク参事

東京都 H25.4 56 28

ドクターバンク事業1名
自治医科大卒業生の配置調整31名
県職員医師の派遣15名
医師不足医療機関への派遣調整37名

都庁内
専任医師2名
専従職員3名

○福祉保健局医療政策部医療調整担当
課長
○医療政策部救急災害医療課課長代理
（課務担当）

新潟県 H23.12 27 1
ドクターバンク事業2名
修学資金貸与者の配置調整12名
自治医科大卒業生の配置調整14名

県庁内
専任医師2名
専従職員3名

○医師・看護職員確保対策課参事
○新潟大学医歯学総合病院総合臨床研
修センター特任助教

富山県 H25.8 0 1 ドクターバンク事業1名 県庁内
専任医師0名
専従職員2名

（平成27年3月に専任医師が退職したた
め、後任を探している）

石川県 H25.6 4 0 ドクターバンク事業4名 県庁内
専任医師1名
専従職員1名

○金沢大学附属病院 地域医療教育セン
ター長

福井県 H25.4 75 0
自治医科大卒業生の配置調整30名
福井大学からの医師派遣等45名

県庁内及び福井大学
医学部内

専任医師4名
専従職員2名

○福井大学教授
○福井大学講師
○福井大学助教

山梨県 H25.4 0 1 県職員医師の派遣1名
県庁内及び山梨大学
医学部附属病院内

専任医師1名
専従職員1名

○山梨大学医学部附属病院臨床教育セ
ンター　センター長

長野県 H23.10 100 0
ドクターバンク事業37名
修学資金貸与者の配置調整63名

県庁内、信州大学医
学部内及び県立病院
機構内

専任医師2名
専従職員2名

○信州大学医学部附属病院 准教授
○信州大学医学部附属病院 助教

岐阜県 H23.4 81 3
修学資金貸与者の配置調整84名
（うちｷｬﾘｱﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ活用81名）

岐阜大学医学部内
専任医師2名
専従職員2名

○岐阜大学医学部附属病院医師

静岡県 H23.4 169 0
修学資金貸与者の配置調整92名（うちｷｬﾘｱﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ活用35名）
ｷｬﾘｱﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを活用した配置調整76名
県外医師のあっせん1名

県庁内
専任医師3名
専従職員3名

○浜松医科大学附属病院医師
○静岡県立総合病院医師

愛知県 H27.4 1 0 ドクターバンク事業1名 県庁内
専任医師4名
専従職員6名

○国立病院機構東名古屋病院名誉院長
○蒲郡市民病院名誉院長
○愛知県主任主査

三重県 H24.5 206 0
ドクターバンク事業16名
修学資金貸与者の配置調整94名
自治医科大卒業生の配置調整96名

県庁内及び三重大学内
専任医師3名
専従職員3名

○三重大学医学部付属病院助教

滋賀県 H24.9 25 0
修学資金貸与者の配置調整1名
自治医科大卒業生の配置調整24名

県庁内及び滋賀医科
大学医学部付属病院
内

専任医師1名
専従職員3名

○滋賀医科大学医学部附属病院特任助
教

京都府 H23.6 88 0

修学資金貸与者の配置調整45名
自治医科大卒業生の配置調整31名
ｷｬﾘｱﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを活用した配置調整5名
医師不足医療機関への派遣調整7名

府庁内
専任医師2名
専従職員3名

○元秋田大学副学長
○京都府立医科大学附属病院医員

都道府県 設置年月日
医師の派遣・あっせん実績

設置場所 体制 専任医師

常勤 非常勤

大阪府 H23.4 66 0
自治医科大卒業生の配置調整（ｷｬﾘｱﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを活用）13名
ｷｬﾘｱﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを活用した配置調整53名

大阪府立急性期・総
合医療センター内

専任医師1名
専従職員4名

○大阪府立急性期・総合医療センター
腎臓・高血圧内科部長

兵庫県 H26.4 92 0

ドクターバンク事業1名
修学資金貸与者の配置調整（ｷｬﾘｱﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを活用）33名
自治医科大卒業生の配置調整（ｷｬﾘｱﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを活用）36名
県職員医師の派遣9名、大学寄附講座による診療支援13名

県庁内
専任医師2名
専従職員3名

○兵庫県健康福祉部医務課参事

奈良県 H23.4 51 0

ドクターバンク事業3名
修学資金貸与者の配置調整24名
自治医科大卒業生の配置調整22名
県職員医師の派遣2名

奈良県立医科大学内
及び県庁内

専任医師1名
専従職員1名

○奈良県立医科大学地域医療学講座教
授

和歌山県 H23.4 91 1

ドクターバンク事業3名
修学資金貸与者の配置調整30名
自治医科大卒業生の配置調整48名、県職員医師の派遣1名
和歌山県立医科大学からの医師派遣10名

和歌山県立医科大学内
専任医師2名
専従職員5名

○和歌山県立医科大学附属病院 教授
○和歌山県立医科大学附属病院 助教

鳥取県 H25.1 39 0 自治医科大卒業生の配置調整39名
県庁内及び鳥取大学
医学部内

専任医師2名
専従職員1名

○鳥取県福祉保健部健康医療局長
○鳥取大学医学部附属病院特命教授

島根県 H23.8 124 0
ドクターバンク事業29名
修学資金貸与者の配置調整95名
（うちｷｬﾘｱﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ活用94名）

一般社団法人しまね
地域医療支援セン
ター内

専任医師7名
専従職員6名

○島根大学教授、准教授、助教
○島根大学病院部長
○島根県立中央病院部長
○島根県医療統括監

岡山県 H24.2 2 0 ドクターバンク事業2名 県庁内
専任医師2名
専従職員4名

○岡山済生会総合病院医師
○岡山大学病院医師

広島県 H23.4 169 2

ドクターバンク事業39名
修学資金貸与者の配置調整14名（うちｷｬﾘｱﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ活用3名）
自治医科大卒業生の配置調整82名
ｷｬﾘｱﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを活用した配置調整34名、県職員医師の派遣2名

(財)広島県地域保健
医療推進機構内

専任医師1名
専従職員10
名

○広島県職員（県立広島病院）医監

山口県 H24.7 36 0
ドクターバンク事業7名
修学資金貸与者の配置調整（ｷｬﾘｱﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを活用）29名

県庁内及び山口大学
医学部附属病院内

専任医師2名
専従職員3名

○山口大学医学部附属病院助教
○山口大学医学部附属病院助教

徳島県 H23.11 73 0

ドクターバンク事業1名、修学資金貸与者の配置調整12名
自治医科大卒業生の配置調整45名（うちｷｬﾘｱﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ活用4名）
ｷｬﾘｱﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを活用した配置調整7名
専門医修学資金貸与者の配置調整8名

徳島大学病院内
専任医師1名
専従職員3名

○徳島大学病院 特任助教

香川県 H24.7 211 0

ドクターバンク事業13名
修学資金貸与者の配置調整38名
自治医科大卒業生の配置調整52名
ｷｬﾘｱﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを活用した配置調整108名

県庁内
専任医師1名
専従職員3名

○香川県健康福祉部健康福祉総務課参
事

愛媛県 H23.8 0 0 （研修病院説明会等を実施） 愛媛大学医学部内
専任医師2名
専従職員3名

○愛媛大学附属病院 准教授
○愛媛大学附属病院 医師

高知県 H23.4 35 1
ドクターバンク事業17名
県職員医師の派遣19名

高知医療再生機構内
及び高知大学医学部
内

専任医師2名
専従職員3名

○元高知大学医学部付属病院長
○県立あき総合病院医師

都道府県 設置年月日
医師の派遣・あっせん実績

設置場所 体制 専任医師
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常勤 非常勤

福岡県 H26.5 13 0 自治医科大卒業生の配置調整13名 県庁内
専任医師2名
専従職員3名

○福岡県保健医療介護部医監
○飯塚市立病院医師

長崎県 H25.4 14 5
ドクターバンク事業14名
医師不足及び専門医不足の病院等への診療派遣5名

(独)国立病院機構長
崎医療センター内及
び長崎大学内

専任医師2名
専従職員3名

○長崎医療センター救命救急センター長
○長崎医療センター臨床疫学研究室長

熊本県 H25.12 23 1
ドクターバンク事業2名
自治医科大卒業生の配置調整21名
県職員医師の派遣1名

県庁内及び熊本大学
医学部附属病院内

専任医師2名
専従職員4名

○熊本大学医学部附属病院特任准教授
○熊本大学医学部附属病院特任助教

大分県 H23.10 83 2

ドクターバンク事業2名
修学資金貸与者の配置調整27名
自治医科大卒業生の配置調整41名
県職員医師の派遣2名、医師不足医療機関への派遣調整13名

大分大学医学部内
専任医師2名
専従職員3名

○大分大学医学部附属病院助教
○大分大学医学部附属病院助教

宮崎県 H23.10 88 2

ドクターバンク事業14名
修学資金貸与者の配置調整12名
自治医科大卒業生の配置調整63名
県職員医師の派遣1名

県庁内
専任医師2名
専従職員3名

○県立宮崎病院医師
○宮崎県福祉保健部次長

鹿児島県 H23.4 110 0
修学資金貸与者の配置調整2名
自治医科大卒業生の配置調整89名
医師不足医療機関への派遣調整19名

鹿児島大学医学部附
属病院内

専任医師2名
専従職員3名

○鹿児島大学附属病院センター長
○鹿児島大学付属病院特任助教

沖縄県 H26.12 6 0 修学資金貸与者の配置調整（ｷｬﾘｱﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを活用）6名 琉球大学医学部内
専任医師2名
専従職員2名

○琉球大学医学部附属病院准教授
○琉球大学医学部附属病院助教

3,119 187 合計　３，３０６名

注）実績は平成27年7月1日現在の値である。（非常勤は常勤換算後の数）

派遣・あっせん人数計

都道府県 設置年月日
医師の派遣・あっせん実績

設置場所 体制 専任医師

三重県地域医療支援センター

県と大学と病院が共同して、医師不足病院と中核病院をローテーションしながら専門医資格を取得できる

後期臨床研修プログラムを作成

静岡県地域医療支援センター

複数病院の指導医が各々の病院の持つ強みを活かして連携した５０以上の専門医研修ネットワークプロ

グラムを作成

宮崎県地域医療支援センター

地域総合医育成センター（宮崎大学内）のサテライトセンターを県立病院に設置し、地域の医療機関と中

核病院をローテーションしながらキャリアを積み上げる仕組みにより、総合診療医を育成

岐阜県地域医療支援センター

研修医が成長を実感できる仕組み作りを理念に、県内各地域を代表する８病院がコンソーシアムを構成

し、キャリアプログラムを作成

地域医療支援センターの取組の好事例については、厚生労働省ホームページに掲載

→ http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/chiiki_iryou/dl/koujirei.pdf

各都道府県地域医療支援センターの取組みの例
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地域医療再生基金（平成21年度～平成25年度）

（平成25年度末までに開始した事業を延長して実施。ソフト事業は最大27年度まで）

・ 地域医療学講座などの寄附講座の設置

・ 初期臨床研修後一定期間、指定地域で勤務することを条件とした修学資金貸与

・ 医師宿舎や院内保育所、研修環境の整備 など

基金を活用した医師確保対策の事例

基金を活用した各都道府県の計画は、厚生労働省ホームページに掲載

地域医療再生基金 → http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/saiseikikin/index.html
地域医療介護総合確保基金 → http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000060713.html

地域医療介護総合確保基金（平成26年度～）
（寄附講座の設置や修学資金貸与等も、地域医療再生基金での延長実施終了後、計画可能）

・ 女性医師の勤務環境やサポート体制について情報提供（山形県）

・ 医師の招聘により診療科の再開する医療機関等における機器整備を支援（栃木県）

・ 医学生に対する地域医療の現場体験セミナーの開催（岐阜県）

・ 外来診療に当たるとともに、地域医療の現場で学部教育を行う施設の整備（鳥取県） など
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４．在宅医療の推進について 

 

（１）在宅医療推進協議会・訪問看護推進協議会の設置について 

 

○ 在宅医療の提供体制の充実にあたり、地域の実情を踏まえた課題の抽

出、対応策の検討を行う場として、在宅医療に係る関係者（都道府県、

保健所、市区町村、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、介護支

援専門員協会、病院関係者等）が一堂に会して協議する場（在宅医療推

進協議会、訪問看護推進協議会）の設置が重要である。 

 

○ 都道府県においては、こうした場を活用し、在宅医療の充実に係る施

策を進めていただくとともに、未設置の県においては、早期に設置いた

だくようお願いする。 

 

 

（２）在宅医療と介護・福祉等の多分野との連携について 

 

①在宅医療における市区町村との連携・協働について 

 

○ 在宅医療の推進については、都道府県が、医療計画等の医療施策と

して取組を行っているが、在宅医療の提供体制については、在宅医療

を受ける患者の生活の場である日常生活圏域で整備する必要があり、

都道府県と市区町村とが連携して取組を行っていくことが重要とな

る。 

 

○ また、先般の介護保険法改正により、在宅医療と介護の連携推進に

係る事業は、介護保険法の地域支援事業に位置づけられ、市区町村が

主体となって取り組むこととされたが、一般的に、市区町村には医療

施策にかかる取組の実績が少ないことから、市区町村の実情に応じて、

都道府県が積極的に支援していくこと求められている。 

 

○ 都道府県の医療主管部局においては、介護主管部局と連携し、市区

町村との協議を行い、都道府県と市区町村の既存の取組を整理し、役

割分担の調整を行う等、市区町村との積極的な連携・協働をお願いし

たい。 

 

 

②小児等の在宅医療における関係部局との連携について 

 

○ 在宅医療及び障害福祉サービスを必要とする障害児等を地域で支え
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るためには、小児等在宅医療及び重症心身障害児等支援の地域体制を

都道府県が中心となって整備していくことが重要である。 

 

○ 在宅医療及び障害福祉サービスの連携体制について、地域の取組を

共有するため、本年３月に、都道府県の在宅医療担当者及び障害児支

援担当者による合同会議を開催することとしているので、御了知いた

だきたい。 

 

 

（３）在宅医療の人材確保・育成について 

 

○ 在宅医療の提供体制の充実のためには、人材の確保・育成を推進す

る観点から、都道府県が中心となって、医師、看護職員等の医療関係

職種に対しての在宅医療への参入の動機付けとなるような研修や参入

後の相談体制の構築等を行うことが重要である。 

 

○ 厚生労働省においても、「在宅医療ハイレベル人材育成事業」として、

日本医師会等の関係団体の協力のもと、全国的な人材育成事業に取り

組んでいるところであり、都道府県においては、都道府県医師会等の

関係団体と連携し、当該事業の成果も活用しながら、在宅医療の人材

確保・育成を進めていただきたい。 
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在宅医療推進協議会の設置状況

都道府県

設置状況
○:設置済み ×:未設置

未設置の場合は
今後の設置予定時期

区域単位

都道府県 二次医療圏等

1 北海道 ○ ○ ○：20/21医療圏
2 青森県 ○ ○
3 岩手県 ○ ○
4 宮城県 ○ ○
5 秋田県 ○ ○ ○：２/９医療圏
6 山形県 ○ ○
7 福島県 ○ ○ ○：６/７医療圏
8 茨城県 ○ ○
9 栃木県 ○ ○
10 群馬県 ○ ○

11 埼玉県 ○ ○
○：１０/１３保

健所
12 千葉県 ○ ○
13 東京都 ○ ○
14 神奈川県 ○ ○ ○：９/９保健所
15 新潟県 ○ × ○：13/13保健所
16 富山県 ○ ○ ○：４/４医療圏
17 石川県 ○ ○
18 福井県 ○ ○ ○：６/６医療圏

19 山梨県 ○
○

○：①５/５保健所
②３/２７市
町村

20 長野県 ○ ○
21 岐阜県 ○ ○ ○：５/５医療圏
22 静岡県 ○ ○
23 愛知県 × H27年度中
24 三重県 ○ ○
25 滋賀県 ○ ○
26 京都府 ○ ○

都道府県

設置状況
○:設置済み ×:未設置

未設置の場合は
今後の設置予定時期

区域単位

都道府県 二次医療圏等

27 大阪府 ○ ○
28 兵庫県 ○ ○
29 奈良県 ○ × ○：３/５保健所
30 和歌山県 ○ ○ ○：８/８保健所

31 鳥取県 ○
（都道府県単位に
ついて）H27年度

中
×

○：２/３地区医
師会

32 島根県 ○ ○ ○：７/７医療圏
33 岡山県 ○ ○
34 広島県 ○ ○
35 山口県 ○ ○
36 徳島県 ○ ○
37 香川県 × 未定
38 愛媛県 × H27年度中

39 高知県 ○ ○
○：５/５福祉保

健所
40 福岡県 ○ ○ ○：９/９保健所
41 佐賀県 ○ ○
42 長崎県 ○ ○
43 熊本県 ○ ○ ○：11/11医療圏
44 大分県 ○ ○

45 宮崎県 ○ ○
○：９/９郡市医

師会
46 鹿児島県 ○ ○
47 沖縄県 ○ ○

44 41 18道県137圏域

○ 在宅医療推進協議会とは、在宅医療にかかる地域の課題や対策について、行政と医療関係者が協議を行う場を指す。
○ 区域単位とは、当該協議会における議論の対象となる区域を指す。 （例）福島県は、県全域と6圏域で協議会あり。 （平成27年12月時点）

訪問看護推進協議会の設置状況

都道府県

設置状況
○:設置済み ×:未設置

未設置の場合は
今後の設置予定時期

区域単位

都道府県 二次医療圏等

1 北海道 ○ ○

2 青森県 × H27年度中

3 岩手県 ○ ○
4 宮城県 ○ ○

5 秋田県 × 未定

6 山形県 ○ ○

7 福島県 × 未定

8 茨城県 ○ ○

9 栃木県 ○ ○

10 群馬県 ○ ○

11 埼玉県 × 未定

12 千葉県 ○ ○
13 東京都 ○ ○

14 神奈川県 ○ ○

15 新潟県 ○ ○

16 富山県 ○ ○ ○：４/４医療圏

17 石川県 ○ ○
18 福井県 ○ ○
19 山梨県 ○ ○ ○：５/５保健所
20 長野県 × H28年度以降

21 岐阜県 ○ ○
22 静岡県 ○ ○

23 愛知県 ○ ○

24 三重県 ○ ○

25 滋賀県 ○ ○

26 京都府 ○ ○

都道府県

設置状況
○:設置済み ×:未設置

未設置の場合は
今後の設置予定時期

区域単位

都道府県 二次医療圏等

27 大阪府 ○ ○

28 兵庫県 ○ ○

29 奈良県 ○ ○

30 和歌山県 ○ ○ ○：８/８保健所

31 鳥取県 × H28年度以降

32 島根県 ○ ○

33 岡山県 ○ ○

34 広島県 × 未定

35 山口県 ○ ○

36 徳島県 ○ ○

37 香川県 ○ ○

38 愛媛県 × H27年度中

39 高知県 ○ ○

40 福岡県 ○ ○

41 佐賀県 ○ ○

42 長崎県 ○ ○

43 熊本県 × 未定

44 大分県 ○ ○

45 宮崎県 ○ ○

46 鹿児島県 × 未定

47 沖縄県 ○ ○

37 37 ３県17圏域

○ 訪問看護推進協議会とは、訪問看護にかかる地域の課題や対策について、行政と医療関係者が協議を行う場を指す。
○ 区域単位とは、当該協議会における議論の対象となる区域を指す。 （例）富山県は、県全域と４圏域で協議会あり。

（平成27年12月時点）
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在宅医療と介護・福祉等の多分野との連携について（平成28年度）
都道府県 市区町村

在宅医療関係

在宅医療・
介護連携関係

障害関係
（医療的ケア児への
対応を含む）

在宅医療推進協議会（都道府県レベル/二次医療圏レベル）

訪問看護推進協議会（都道府県レベル/二次医療圏レベル）

「在宅医療・訪問看護ハイレベル人材
育成事業（国）」＜医政局＞

（都道府県において在宅医療普及推進活動を担うアド
バイザーを育成）

【地域医療介護総合確保基金】在宅医療、在宅医療・介護連携の推進に関する事業

「在宅医療・介護連携推進支援事業（国）」＜老健局＞
（在宅医療・介護連携推進事業のプラン作成を担当する自治体職員等を育成）

【地域医療介護総合確保基金】在宅医療、在宅医療・介護連携の推進に関する事業
（小児在宅医療連携拠点事業等）

【地域生活支援事業費補助金】
「重症心身障害児者等コーディネーター養成研修等

事業」＜障害保健福祉部＞

【介護保険 地域支援事業】
在宅医療・介護連携推進事業

「重症心身障害児者支援体制整備モデル事
業」（国）＜障害保健福祉部＞

（重症心身障害児者等の地域支援体制の整備を推進するた
めのモデル事業）（対象：都道府県・指定都市・児童相談

所設置市）

【地域生活支援事業費補助金】
「医療型短期入所事業所開設支援」＜障害保健福祉

部＞（対象：都道府県・指定都市・中核市）

１ 地域医療構想の策定を行う体制等の整備

※ 在宅医療等とは、居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、その他医療を受け
る者が療養生活を営むことができる場所であって、現在の病院・診療所以外の場所において提供される医療を指し、現在の療養病床以外で
も対応可能な患者の受け皿となることも想定。

今後、高齢化により増大する医療需要に対応するためには、病床の機能の分化及び連携により、平成37 年（2025 
年）には、現在の療養病床以外で対応可能な患者は在宅医療等での対応を促進するとともに、在宅医療等の充実を
支援していくことが必要である。

地域医療構想ガイドライン（平成27年3月） 在宅医療施策に関する内容

在宅医療の課題や目指すべき姿については、市町村介護保険事業計画との整合性に留意する必要があることから、
地域医療構想の策定段階から市町村の意見を聴取することが必要であり、その際には、既存の圏域連携会議等を活
用することが望ましい。

４ 構想区域ごとの医療需要の考え方

８ 将来のあるべき医療提供体制を実現するための施策の検討

• 地域包括ケアシステムの構築のためには、可能な限り住み慣れた地域で生活を継続することができるよう医療と
介護の連携を推進し、医療と介護の提供体制を一体的に整備する必要がある。

• 在宅医療の提供体制については、在宅医療を受ける患者の生活の場である日常生活圏域で整備する必要があるこ
とから、都道府県は保健所等を活用して市町村を支援していくことが重要である。また、在宅医療・介護の連携
を推進する事業については、市町村が地域包括ケアシステムの観点から円滑に施策に取り組めるよう、都道府県
の保健・医療担当部局及び介護・福祉担当部局による技術的支援等の様々な支援が必要である。

• 在宅医療は主に「（地域側の）退院支援」「日常の療養生活の支援」「急変時の対応」「看取り」という機能が
求められており、緊急時や看取りに対応するための24 時間体制の構築に向けた役割分担等の協議や、医療依存度
の高い患者や小児等患者に対応するための研修等により各機能を充実させることが必要である。

ⅳ 在宅医療等※での対応の推進について
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在宅医療・介護連携推進事業（介護保険の地域支援事業、平成２７年度～）

地域の医療機関の分布、医療機能
を把握し、リスト・マップ化
必要に応じて、連携に有用な項目
（在宅医療の取組状況、医師の相
談対応が可能な日時等）を調査
結果を関係者間で共有

（ア）地域の医療・介護の資源の把握

（イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出と
対応策の検討

地域の医療・介護関係者等が参画する会議を
開催し、在宅医療・介護連携の現状を把握し、
課題の抽出、対応策を検討

（オ）在宅医療・介護連携に関する相談支援

医療・介護関係者の連携を支援するコーディ
ネーターの配置等による、在宅医療・介護連携
に関する相談窓口の設置・運営により、連携の
取組を支援。

（エ）医療・介護関係者の情報共有の支援

情報共有シート、地域連携パス等の活用
により、医療・介護関係者の情報共有を
支援
在宅での看取り、急変時の情報共有にも
活用

（キ）地域住民への普及啓発

地域住民を対象に
したシンポジウム等
の開催
パンフレット、チラ
シ、区報、HP等を
活用した、在宅医
療・介護サービスに
関する普及啓発
在宅での看取りにつ
いての講演会の開催
等

（カ）医療・介護関係者の研修

地域の医療・介護関係者がグループワーク等を
通じ、多職種連携の実際を習得
介護職を対象とした医療関連の研修会を開催
等

（ウ）切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制
の構築推進

◆地域の医療・介護関係者の協力を得て、在宅
医療・介護サービスの提供体制の構築を推進

（ク）在宅医療・介護連携に関する関係市区
町村の連携

◆同一の二次医療圏内にある市区町村や隣
接する市区町村等が連携して、広域連携
が必要な事項について検討

○事業項目と取組例

○ 在宅医療・介護の連携推進については、これまで医政局施策の在宅医療連携拠点事業（平成23・24年度）、在宅医療推進事業（平成

25年度～）により一定の成果。それを踏まえ、介護保険法の中で制度化。

○ 介護保険法の地域支援事業に位置づけ、市区町村が主体となり、郡市区医師会等と連携しつつ取り組む。

○ 実施可能な市区町村は平成27年4月から取組を開始し、平成30年4月には全ての市区町村で実施。

○ 各市区町村は、原則として（ア）～（ク）の全ての事業項目を実施。

○ 事業項目の一部を郡市区医師会等（地域の医療機関や他の団体を含む）に委託することも可能。

○ 都道府県・保健所は、市区町村と都道府県医師会等の関係団体、病院等との協議の支援や、都道府県レベルでの研修等により支援。国

は、事業実施関連の資料や事例集の整備等により支援するとともに、都道府県を通じて実施状況を把握。

地域医療介護総合確保基金を活用した在宅医療の充実のための取組例

在宅医療の充実

（ア） 地域の医療・介護の資源の把握
（イ） 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
（ウ） 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進
（エ） 医療・介護関係者の情報共有の支援
（オ） 在宅医療・介護連携に関する相談支援
（カ） 医療・介護関係者の研修
（キ） 地域住民への普及啓発
（ク） 在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携

介護保険の地域支援事業（在宅医療・介護連携推進事業）での取組
（地域支援事業交付金）

看取り
末期がん
疾患に関わらない緩和ケア
小児等在宅医療
難病在宅医療
在宅療養にかかる意思決定支援 等

在宅医療推進協議会の設置・運営

個別の疾患、領域等に着目した
質の向上

在宅医療の推進について県内の在宅医療関係者等で協議を行う。

医療関係者に対する専門的な研修や専門的に
取り組む医療機関を支援

訪問診療・往診
・医師の在宅医療導入研修
・24時間体制等のための医師のグループ化

訪問歯科医療
・在宅歯科医療連携室の設置支援
・在宅歯科医療技術研修

薬局・訪問薬剤管理指導
・衛生材料等の供給拠点の設置支援
・訪問薬剤管理指導導入研修

在宅医療に関する普及啓発

一般住民に対する在宅医療に関する理解を
深めるための講演会の実施等

□ 医療機関間の連携体制構築、情報共有等

在宅医療の提供体制の充実

在宅医療・介護連携の推進

在宅医療・介護連携に関する事業

※在宅医療・介護連携のための事業で、右記以
外の事業については、地域医療介護総合確保
基金を活用することが可能
・在宅医療・介護連携のための相談員（コーディ
ネーター）の育成
・ICTによる医療介護情報共有 等
※市区町村との役割分担を明確にした上で、都道
府県が広域的又は補完的に在宅医療と介護の
連携に関する事業を行う場合は、 地域医療介
護総合確保基金を活用して差し支えない。

在宅医療・介護連携に関する事業

※在宅医療・介護連携のための事業で、右記以
外の事業については、地域医療介護総合確保
基金を活用することが可能
・在宅医療・介護連携のための相談員（コーディ
ネーター）の育成
・ICTによる医療介護情報共有 等
※市区町村との役割分担を明確にした上で、都道
府県が広域的又は補完的に在宅医療と介護の
連携に関する事業を行う場合は、 地域医療介
護総合確保基金を活用して差し支えない。

訪問看護
・強化型訪問看護STやST空白地域への設置支援
・新任訪問看護師の研修充実、研修機関の集約化

認知症
精神疾患
褥瘡
口腔・栄養ケア
リハビリ
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在宅医療及び障害福祉サービスを必要とする障害児等の地域支援体制構築に係る
医療・福祉担当者合同会議について

１．目的
在宅医療及び障害福祉サービスを必要とする障害児等を地域で支えるためには、小児等在宅医療及び重

症心身障害児等支援の地域体制を各都道府県・指定都市ごとに整備していくことが重要であるが、現状で
は、自治体ごとに医療・福祉の連携体制に差がある状況である。そこで、国のモデル事業で取り上げられ
た先駆的な事例を参考に、在宅医療及び障害福祉サービスを必要とする障害児等支援の連携体制をどのよ
うに構築していくかを各自治体で共有するために合同会議を開催する。

２．日時など
○日時：平成２８年３月１６日（水）１３：００～１７：１０
○場所：厚生労働省講堂
○対象：都道府県・指定都市の地域医療担当者と障害児支援担当者等

（１自治体４名まで（想定：地域医療担当２名、障害児支援担当２名））

３．主な内容（予定）
○医療的ケア児について
○行政説明

○医政局地域医療計画課
・小児等在宅医療連携拠点事業
・地域医療介護総合確保基金事業
・在宅医療・訪問看護ハイレベル人材養成事業 など

○社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
・重症心身障害児者支援体制整備モデル事業
・（新）重症心身障害児者コーディネーター等養成研修等事業
・（新）医療型短期入所事業所確保事業 など

○先駆的自治体事例発表
○グループディスカッション・情報交換

【趣旨】
○地域包括ケアシステムの構築に向け、在宅医療にかかる人材育成の取組は今後も一層活発化することが見込まれる。
○国において、将来の講師人材の不足や質の格差などの問題に対処し、地域の取組を財政面以外でも支えていくため、在宅医療に
関する専門知識や経験を豊富に備え、地域で人材育成事業を支え、主導することのできる高度な人材を養成する。

【事業概要】
○高齢者に対する在宅医療及び小児等に対する在宅医療の２分野について、複数の関係団体・学会等が連携し、人材育成プログラ
ムを開発。同プログラムを活用し、地域において在宅医療の人材育成を主導できる高度な人材を養成する。
○特に小児等の在宅医療に関しては、「小児等在宅医療連携拠点事業」の成果を全国に普及させる観点から、行政や医療機関等と
の連携など地域で体制構築を図るため方策を中心に構成し、医師のみならず行政側も活用できるようなプログラム開発を行う。

在宅医療ハイレベル人材養成事業

地域医療介護総合
確保基金を活用し、
在宅医療に係る
人材育成を実施

都道府県・市町村

（参考）
平成26年度基金における在宅医療分野
への交付額 206億円

在宅医療関連講師人材養成事業 小児等在宅医療に係る講師人材養成事業

◆職能団体、学会、研究機関等が連携し、人材育成研修プログラムを作成。また同
プログラムを活用し人材育成研修を実施。
◆育成した人材を地域に紹介し、活用いただくとともに、同人材による各地域での
研修活動を通じて、在宅医療推進にかかる課題を収集する。
◆育成した人材を通じて地域に解決策を提案する。

平成27年度予算 7百万円 平成27年度予算 4百万円

平成27年度予算 11百万円

国（研究機関、学会等）
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○主催：日本在宅ケアアライアンス 共催：日本医師会

○研修受講者： 都道府県医師会を通じて募った医師約２８０名

※資料については勇美記念財団ホームページを参照
http://www.zaitakuiryo-yuumizaidan.com/main/highlevel-trainingprogram.html

在宅医療関連講師人材養成事業 概要（平成27年1月17日開催）在宅医療関連講師人材養成事業 概要（平成27年1月17日開催）

8:45～9：00 【趣旨説明】 中村 知夫 （国立成育医療研究センター）

9:00～11：00

【総論】 小児在宅の現状と 問題点の共有

・小児在宅の現状と問題点 <30分> 前田 浩利 （医療法人財団はるたか会 ）

・各地域での在宅医療関する問題点グループディスカッション <40分>

・小括Ⅰ（グループ発表） <50分>

11:10～14：20

【各論1】 地域連携・多職種協働

・その1：行政、病院、施設との連携 <20分> 岩本 彰太郎 （三重大学医学部附属病院 ）

・その2：地域の医療、福祉との連携 <20分> 宮田 章子 （さいわいこどもクリニック）

・その3：大人の在宅医との連携 <20分> 太田 秀樹 （全国在宅療養支援診療所連絡会）

・その4：多職種との連携 <20分> 谷口 由紀子 （医療法人社団麒麟会 ）

・各地域での連携に関するグループディスカッション <30分>

・小括Ⅱ（グループ発表） <50分>

14:20～17：10

【各論2】 在宅医療の仕組み

・報酬 <20分> 大山 昇一 （川口済生会病院 ）

・福祉制度 <20分> 梶原 厚子 （医療法人財団はるたか会）

・介護保険制度の在宅の仕組み <20分> 石黒 秀喜 （長寿社会開発センター）

・小児在宅医療と地域包括ケアシステム <20分> 奈倉 道明 （埼玉医科大学総合医療センター ）

・質疑応答 <10分>

・地域を創るための取り組みと自らの役割グループディスカッション <30分>

・小括Ⅲ（グループ発表） <50分>

小児等在宅医療に係る講師人材養成事業 概要（平成27年2月7日開催）小児等在宅医療に係る講師人材養成事業 概要（平成27年2月7日開催）
○事業受託者： 国立成育医療研究センター

○研修受講者： 都道府県医師会、日本小児科学会地方会、都道府県小児科医会の推薦を受けた医師約140名

※資料については、今後厚労省ホームページ等で公表予定
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５．人生の最終段階における医療について 

 

○ 平成 25 年３月に実施した「人生の最終段階における医療に関する意識

調査」において、「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関する

ガイドライン」が医療福祉従事者に十分認知されているとは言い難い状

況が明らかとなったことから、厚生労働省では医療従事者向けのガイド

ラインの利用促進パンフレットを作成し、全国の医療機関等に配布して

いる。都道府県においても、管内の関係団体、市町村等へ周知をお願い

したい。 

 

○ 一方、人生の最終段階における医療にかかる体制を充実させるため、

昨年度より２年間にわたり、人生の最終段階における患者の相談に乗る

相談員の育成・配置を行うモデル事業を実施し、その一環として医療福

祉従事者が人生の最終段階における医療等の選択にあたって、患者の意

思を尊重した意思決定支援を行うための研修プログラムを開発してき

た。 

平成 28 年度においては、モデル事業で得られた知見を全国に展開す

るため、当該プログラムを用いた研修を全国の主要都市で実施する予定

であり、都道府県においても、各医療機関への周知を図る等、人生の最

終段階における医療体制整備に当該研修をご活用いただきたい。（研修の

詳細については、追って都道府県あて連絡する予定である。） 
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家族が患者の
意思を推定できる

十分な
情報の
提供

十分な
情報の
提供

人生の最終段階における
医療とケアの方針決定

患者の意思が
確認できる

患者と医療従事者とが十分に話し合い、

患者が意思決定を行う

・病態などにより
医療内容の決定が困難

・家族の中で意見が
まとまらないなどの場合

→複数の専門家で構成する
委員会を設置し、
治療方針の検討や助言

患者の意思が
確認できない

患者の推定意思を尊重し、

患者にとって最善の治療方針をとる

・家族が患者の
意思を推定できない

・家族がいない

患者にとって最善の治療方針を、

医療・ケアチームで慎重に判断

（※家族がいる場合は十分に話し合う）

「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」
方針決定の流れ（イメージ図）

人生の最終段階における医療およびケアについては、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、
それに基づいて患者が医療従事者と話し合いを行い、患者本人による決定を基本として進めることが最も重要な原則

国及び学会等のガイドラインの利用状況
＜人生の最終段階における医療に関する意識調査結果（平成25年3月）＞

国及び学会等のガイドラインの利用状況
＜人生の最終段階における医療に関する意識調査結果（平成25年3月）＞

「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」の利用状況

ガイドラインを参考にしている割合は約2割で、施設介護職員がもっとも高かった。一方、ガイドライ
ンを知らないと回答した者は医師3割、看護師4割、施設介護職員5割であった。

学会等のガイドラインの利用状況

学会等のガイドラインを参考にしている割合は約2割で、医師がもっとも高かった。一方、ガイドライ
ンを知らないと回答した者は医師3割、看護師4割、施設介護職員5割であった。

（%）

（%）

17.5

16.7

24.2

19.3

22

23.1

54.3

42.1

30.9

6.7

17

21.1

2.2

2.1

0.7

施設介護職員（880）

看護師（1,434）

医師（921）

参考にしている 参考にしていない ガイドラインを知らない 死が間近な患者（入所者）に関わっていない 無回答

22.7 

16.7 

19.7 

18.3 

22.9 

22.5 

50.2 

41.4 

33.8 

6.9 

17.1 

20.5 

1.8 

2.0 

3.6 

施設介護職員（880）

看護師（1,434）

医師（921）

参考にしている 参考にしていない ガイドラインを知らない 死が間近な患者（入所者）に関わっていない 無回答
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医療機関向けリーフレット （平成27年3月発行）

【背景・課題】
高齢化が進展し、年間死亡者数が増加していく中で、人生の最終段階における医療のあり方が大きな課題となる。
人生の最終段階における医療について、医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされた上で、患者が医療従事者と話し合いを行い、患者
本人による決定を基本として進めることが重要であり、厚生労働省では、こうした合意形成のプロセスを示す「人生の最終段階における医療の決
定プロセスに関するガイドライン」（平成19年策定、平成26年改称）を策定し、周知を図ってきた。
しかしながら、平成25年の調査によれば、当該ガイドラインは医療従事者に十分認知されているとは言えず、人生の最終段階における医療に関
する研修も十分に行われていない状況である。

【事業内容】
平成26、27年のモデル事業の成果を踏まえ、国において、人生の最終段階における医療に関する患者の相談に適切に対応できる医療・ケア
チーム（医師、看護師等）の育成研修を全国展開することで、患者の相談体制の基盤を強化する。
ガイドラインや研修内容など、国の取組を紹介するリーフレットを作成するなど、国民、医療従事者に対する普及啓発活動を強化する。

H26～27年度
試行事業（15医療機関）

H28年度
全国８ブロックで人材育成研修を実施

【事業概要】
・全国８ブロックで計16回程度の研修を実施
・200以上の医療機関での医療ケアチーム養成を目標
とする。

【ポイント】
・医療機関単位（チーム単位）で研修に参加させる
ことで、現場で即効的な対応が可能

・研修修了者には伝達研修を行うよう求め、横展開
を推進

・研修運営は地域の医師会、看護協会、関係学会等に
一部委託しながら実施することで、運営ノウハウ
を教授し、研修の継続性、拡大性を担保

【医療・ケアチーム】
医師、看護師、MSW等

試行事業で医療・ケアチーム研修の
効果を確認
・医療機関の相談対応力の向上
・患者家族の満足度の向上

⇒全国普及のための事業へ

15か所の医療機関に、患者の
相談に乗る医療・ケアチームを
配置

患者の意思を尊重した人生の最終段階における医療の実現に向けた取組

人生の最終段階における医療体制整備事業
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６．災害医療について

（災害拠点病院の機能の充実・強化）

○ 災害拠点病院については、東日本大震災を受け、災害医療体制の充実のため、

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の配置、地域の医療機関との連携や支援を行う

体制の整備など指定要件を見直した。災害時に必要な災害拠点病院の機能につい

て、毎年の状況を確認することとしているため、都道府県においては、各病院の

状況を把握しておくようお願いする。

また、平成２６年８月の豪雨により、災害拠点病院の周辺道路が冠水し、傷病

者の災害拠点病院へのアクセスに障害が生じたり、停電に伴い医療機器の一部が

使用できず、通常時と同様の診療対応が困難となる事案が発生したことから、「災

害拠点病院への傷病者の受入体制の確保について」（平成２６年１０月１５日医

政地発１０１５第１号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）を発出し、災害

時においても診療機能が維持されるよう注意喚起を行うとともに自己点検及び実

態調査を依頼した。

取りまとめた調査結果について、「災害拠点病院への傷病者受入れ体制の確保

に関する調査結果について」（平成２７年３月２４日医政地発０３２４第２号厚

生労働省医政局地域医療計画課長通知）により、全国の災害拠点病院の状況を周

知しており、都道府県においては、災害拠点病院における被災想定とその対策、

周辺道路冠水によるアクセスの支障などの把握できた課題について適切な対応を

行い、災害拠点病院の傷病者の受入れ体制の確保及び診療機能の充実強化を図ら

れたい。

（航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の整備）

○ 被災地内で対応が困難な重傷者を航空機により被災地外に搬送するため、都道

府県は航空搬送をするための拠点を確保することになっている。平成２７年３月

３０日に取りまとめられた、「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に

関する計画」（中央防災会議幹事会）において、南海トラフ地震に対応するため

の拠点候補地として、全国の空港、公園など６９箇所が定められたところである。

都道府県が航空搬送拠点に設置する、搬送患者を一時収容するための臨時の医

療施設（ＳＣＵ）に必要な医療器機やテント、発電機などの設備を整備する、航

空搬送拠点臨時医療施設設備整備事業を新設したので、ＳＣＵの整備に向け活用

していただきたい。

（医療施設等災害復旧補助事業）

○ 地震等の自然災害により被災した医療施設等の復旧を支援する、医療施設等災

害復旧費補助金について、交付要綱を改正し、「激甚災害に対処するための特別

の財政援助等に関する法律」（昭和３７年法律第１５０号）第２条第１項の規定

により指定された激甚災害による被災の場合には、①地震以外の災害においても

基準額に特例（公的病院の補助率の嵩上げ、基準額の上限撤廃）を設けるととも

に、②医療機器を補助対象としたところである。（「医療施設等災害復旧費の国
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庫補助について」平成２７年１２月４日厚生労働省発医政１２０４第３号厚生労

働事務次官通知）

なお、医療機器については、被災時点で所有していたことを確認するため備品

台帳に登載されていることが要件となることから、災害復旧の円滑な実施に備え、

平時より備品台帳の整備に努めるよう管下の対象施設に対して周知願いたい。

（医療機関の耐震化等）

○ 平成２８年度予算案においても、災害拠点病院施設・設備整備事業及び地震防

災対策医療施設耐震整備事業、医療施設耐震整備事業を継続するので、災害拠点

病院の施設・設備整備及び救命救急センター等の医療施設の耐震化について引き

続き配慮をお願いする。

また、耐震性の不明な病院については、医療施設耐震化促進事業を活用して耐

震診断を実施し、耐震診断の結果、耐震性の無いことが判明した場合は、耐震化

に向け耐震整備事業を積極的に活用するようお願いする。
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○災害時における医療体制の充実強化について

（平成24年3月21日医政発0321第2号厚生労働省医政局長通知）
別紙 災害拠点病院指定要件 （抄）

① 運営について

・ 24時間緊急対応し、災害発生時に被災地内の傷病者等の受け入れ及び搬

出を行うことが可能な体制を有すること

・ 災害発生時に被災地からの傷病者の受け入れ拠点にもなること

・ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を保有し、その派遣体制があること

・ 救命救急センターもしくは第二次救急医療機関であること

・ 地域の第二次救急医療機関とともに定期的な訓練を実施し、災害時に地域

の医療機関への支援を行う体制を整えていること

・ ヘリコプター搬送の際には同乗する医師を派遣できることが望ましい

② 施設及び設備について

・ 救急診療に必要な部門

・ 多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の重篤救急患者の救命医療を行うために必
要な診療設備

・ 患者の多数発生時に対応可能なスペース（入院患者は２倍、外来患者は５倍）

・ 患者多数発生時用の簡易ベッド

・ トリアージタッグの保有

・ 病院敷地内のヘリコプターの離着陸場の設置

・ 診療機能を有する施設の耐震化

・ 通常時の６割の程度の発電容量のある自家発電設備、３日分程度の燃料

・ 食料、飲料水、医薬品等の３日分程度の備蓄

・ 適切な容量の受水槽、停電時にも使用可能な井戸設備、優先的な給水協定の締結

・ 衛星電話の保有、衛星回線インターネットが利用できる環境

・ ＤＭＡＴや医療チームの派遣に必要な緊急車両の保有

・ 被災地における自己完結型の医療救護に対応できる器材の保有

受入

施設

派遣
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医政地発１０１５第１号

平成２６年１０月１５日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省医政局

地域医療計画課長

災害拠点病院への傷病者受入れ体制の確保について（通知）

災害拠点病院については、「災害時における医療体制の充実強化について」（平

成 24 年３月 21 日医政発 0321 第２号厚生労働省医政局長通知。以下「災害医療

通知」という。）において、その指定要件として、傷病者の受入れに当たり、「24

時間緊急対応し、災害発生時に被災地内の傷病者等の受入れ及び搬出を行うこ

とが可能な体制を有すること」等を定めているところである。

今般の平成 26 年８月豪雨では、別添１のように、周辺道路が冠水して傷病者

の災害拠点病院へのアクセスに支障が生じたり、停電に伴い、医療機器の一部

が使用できず、通常時と同様の診療対応が困難となる事案が発生した。

都道府県は、災害時においても医療機関の機能が維持されるよう、災害医療

に係る医療提供体制を整備する必要がある。

ついては、貴職におかれては、下記のとおり、管下の災害拠点病院における

被災想定とその対策、周辺道路冠水によるアクセスの支障及び自家発電能力の

実態調査を行うとともに、それぞれの課題を把握した場合には適切な対応を行

い、災害拠点病院の傷病者の受入れ及び診療体制の充実強化を図られたい。

記

１．管下の災害拠点病院に対して、別添１の事案を周知すること。

２．ハザードマップ等で被災が想定される場所に災害拠点病院が立地していな

いか、別添２の調査表を参考に、管下の災害拠点病院に対して調査を実施す

ること。また、被災が想定された場合には、その対策について検討すること。
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なお、調査結果については、以下のとおり報告されたい。

① 調査対象： 平成 26 年４月１日現在における災害拠点病院

② 調査内容： ハザードマップ等による災害拠点病院の被災想定と

その対策及び周辺道路冠水によるアクセス支障の調査

（別添２の調査表のとおり）

③ 提出期限： 平成 26 年 11 月７日（金）

④ 提 出 先： 厚生労働省医政局地域医療計画課

救急・周産期医療等対策室 生駒

⑤ 提出方法： 電子メール

３．災害時において、救急車等の車両、徒歩来院患者及び病院職員の、病院へ

のアクセスに支障が生じるおそれがないか、消防機関、市区町村の防災部署

等と連携しながら確認を行うよう、管下の災害拠点病院に対して指導を行う

こと。また、アクセスに支障が生じると想定された場合には、その対応につ

いて検討するよう、当該病院に対して指導を行うこと。

４．管下の災害拠点病院について、「通常時の６割程度の発電容量のある自家発

電機等を保有し、３日分程度の燃料を確保しておくこと。また、平時より病

院の基本的な機能を維持するために必要な設備について、自家発電機等から

電源の確保が行われていることや、非常時に使用可能なことを検証しておく

こと。」の指定要件に合致しているか、総点検を実施すること。また、指定要

件に合致していない場合には、可及的速やかに対策を講ずること。

都道府県からの照会先

厚生労働省医政局地域医療計画課救急・周産期医療等対策室

電 話 ０３－５２５３－１１１１

ＦＡＸ ０３－３５０３－８５６２

災害医療対策専門官 生駒 隆康（内線２５５８）

災害時医師等派遣調整専門官 水野 浩利（内線４１３０）

E-mail ikoma-takayasu@mhlw.go.jp

E-mail mizuno-hirotoshi@mhlw.go.jp
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医政地発 0324 第 2 号 
平成２７年３月２４日 

 
 

各都道府県衛生主管部（局）長  殿 
 
 

厚生労働省医政局地域医療計画課長 
（公 印 省 略） 

 
 

災害拠点病院への傷病者受入れ体制の確保に関する調査結果について 
 
 

標記については、平成２６年１０月１５日医政地発１０１５第１号当職通知

「災害拠点病院への傷病者受入れ体制の確保について（通知）」により各都道府

県において実施された調査結果を集計し、今般、別添のとおり全国の災害拠点

病院の状況を取りまとめたところである。 
貴職におかれては、当該調査結果により判明した、管内の災害拠点病院にお

ける被災想定に対する抜本的対策を可及的速やかに講ずるよう再度依頼する。 
なお、本件については、ハザードマップ等における被災が想定された災害拠

点病院における具体的対策の検討・実施状況について、今後もフォローアップ

調査を行う予定であるので、適宜状況を把握し、必要な指導をお願いする。 
また、「災害時における医療体制の充実強化について」（平成２４年３月２１

日医政発０３２１第２号厚生労働省医政局長通知）の別紙に定める災害拠点病

院指定要件が遵守されるよう、災害拠点病院を指導することにより、引き続き、

管内における災害時の診療体制の充実強化を図られたい。 
 
 
 
 

（都道府県からの照会先） 
厚生労働省医政局地域医療計画課 

救急・周産期医療等対策室 生駒 
電話 03-5253-1111（内線）2558 

    E-mail:ikoma-takayasu@mhlw.go.jp 

111



災害拠点病院への傷病者受入れ体制 
の確保に関する調査結果について 

 
【調査対象】 

平成２６年４月１日現在の全国の災害拠点病院（６７６病院）を対象。（回

答率１００％） 
 
【調査趣旨】 
  平成２６年８月に京都府福知山市での豪雨により、市街地が広範囲にわた

り冠水し、同市内にある災害拠点病院への救急車の乗り入れが１０時間にわ

たり困難な状況が発生した。この事案を受け、全国の災害拠点病院の立地場

所について、ハザードマップ等における被災想定を確認し、被災が想定され

た場合には具体的対策の有無についての実態の把握及び災害時における救急

車等の病院へのアクセス支障の有無やそれに対する具体的対策の有無につい

ての実態を把握することを目的として調査を実施した。 
 
【調査内容】 

ハザードマップ等による災害拠点病院の被災想定とその対策及び周辺道路

冠水によるアクセス支障に関する調査を実施。 
 
【調査結果の概要】 
○洪水・内水において、「浸水なし」が全体の６４．２％で、「浸水あり」が全

体の３４．０％で、このうち「対策有」が全体の１７．６％、「対策無」が全

体の１６．４％。具体的対策としては、排水ポンプの設置、土嚢整備、止水版

や防潮板の設置、盛土や嵩上げの実施などが挙げられている。また、対策を講

じることが出来ない主な理由としては、対策を講じるための自己資金確保が課

題であることや地域全体において浸水被害が想定されており、病院単独での解

決が困難であることなどが挙げられている。 
 
 ○土砂災害において、「危険なし」が全体の９１．１％で、「土砂災害危険箇

所等」が全体の７．０％で、このうち「対策有」が全体の３．７％、「対策無」

が全体の３．３％。具体的対策としては、建物構造の強化、傾斜地工事の実

施、避難計画の策定などが挙げられている。また、対策を講じることが出来

ない主な理由としては、警戒区域内などには病棟が立地しておらず、診療に

影響がないためであることや土砂災害危険箇所などの土地所有者が病院以外

の者であるため、病院として対策を講じることが出来ないことなどが挙げら

れている。 
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 ○救急車等の車両などの病院へのアクセスについて、「被害なし」が全体の４

１．１％、「代替路でアクセス可能」が全体の３２．４％、「代替路の確保困

難」が全体の２６．５％。「代替路の確保困難」のうち、「対策有」が３．７％、

「対策無」が２２．８％。具体的な対策としては、ヘリポートの整備、ゴム

ボートや水陸両用車で搬送、職員宿舎を隣接するなどが挙げられている。ま

た、地元消防や市町村と協議を進めているとの回答もあった。 
 
○詳細は別紙のとおり。 

 
 
【調査結果に基づき都道府県に対応をお願いする事項】 

○各種災害による被災が見込まれるものの、具体的対策を講じていない災害

拠点病院が存在する。このような災害拠点病院においては、早急な対策を講

じることが必要であるが、地域全体が浸水する被害が想定されるなど、災害

拠点病院単独では解決できない課題であることから、都道府県を中心に対応

策の検討をお願いしたい。 
 

○病院周辺道路の冠水想定による病院へのアクセス確保の状況については、

代替路の確保が困難で、対策を講じていない災害拠点病院が１５４病院（２

２．８％）であった。これは災害拠点病院単独で解決できる課題ではないた

め、今後は消防機関、市区町村の防災部署と連携し、その対応策の検討をお

願いしたい。 
 
○被害想定を不明と回答する病院が多かった。これは、市区町村においてハ

ザードマップが作成されていないためであり、災害のリスクに応じて、関係

部局と連携してハザードマップの作成を検討されたい。 
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拠
(SCU)

被災地

②被災地内ＳＣＵでのトリアージ

※地域医療搬送(被災地内）

（災害拠点病院→ＳＣＵ）

拠
(SCU)

拠
(SCU)

航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ※）施設設備整備事業
ＳＣＵ（航空搬送対象患者を一時収容するための臨時医療施設）

広域医療搬送 被災地では対応が困難な重傷者を被災地外の医療施
設へ搬送して治療することにより、患者の救命を図る活動。

拠 航空搬送拠点

災害拠点病院等

医師等搬送の流れ

患者搬送の流れ

拠
(SCU)

拠
(SCU)

（事業内容） ＳＣＵに配備する医療器機等の購入に
要する経費を補助する。

（補 助 先） 都道府県 （補 助率 ） １／２

①被災地内ＳＣＵへＤＭＡＴ投入

③被災地外ＳＣＵ
へ広域医療搬送※

医療施設等災害復旧費補助金について

地震や台風、豪雨等の自然災害により医療施設等が被災したとき
は、被災した医療施設等の管理者がその原形復旧を行うことになるが、公的医療機
関や政策医療を実施している医療機関等、一定の要件に該当する医療施設等の復
旧事業について、国がその経費の一部を補助するもの。

事業内容

公的医療機関
都道府県、市町村、日本赤十字社、社会福

祉法人恩師財団済生会、全国厚生農業協同
組合連合会 等

政策医療実施機関（公的医療機関除く）
救命救急センター、病院群輪番制病院、在
宅当番医制診療所、へき地医療拠点病院 等

医療関係者養成施設
看護師等養成所、救命救急士養成所 等

研修医のための研修施設、病院内保育所 等

交付対象施設

補助率 ： 原則 １／２

対象経費
① 建物の工事費又は工事請負費
（病棟（室）、受水槽、エレベータ 等）

② 建物と一体として復旧を行う必要の
ある医療用設備（ＣＴ、ＭＲ等）
③ 医療機器（激甚災害の指定を受けた
場合に限る）

※復旧事業が１件につき８０万円以上
※補助基準額、対象経費は交付対象施設
により異なる

補助率・対象経費
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災害拠点病院の整備に係る補助事業
・医療提供体制施設整備交付金のメニュー項目：①～⑥

平成28年度予算案25億円の内数(平成27年度予算25億円の内数)
・医療提供体制推進事業費補助金のメニュー項目：⑦

平成28年度予算案150億円の内数(平成27年度予算134億円の内数)

補助項目
補助金の基準額

補助率
基幹災害拠点病院 地域災害拠点病院

①建物の耐震整備
① 87,170千円
② 413,770千円

① 87,170千円
② 413,770千円

１／２

②自家発電設備 149,535千円 149,535千円

１／３

③受水槽 137,802千円 137,802千円

④備蓄倉庫 140,204千円 39,545千円

⑤ヘリポート 126,441千円 68,247千円

⑥研修部門 107,851千円 －

⑦ 医療器機等 31,456千円 18,874千円

基幹・地域 災害拠点病院施設・設備整備事業（平成８年度～）
（事業概要）
都道府県知事の要請を受けた病院（公立除く）の開設者が行う災害拠点病院の
整備に対する補助を行う。

病院等における耐震診断・耐震整備の補助事業

（２） 医療提供体制施設整備交付金のメニュー項目（平成28年度予算案 25.5億円の内数）
１．基幹・地域 災害拠点病院施設整備事業（平成８年度～）
（事業概要）
・都道府県知事の要請を受けた病院の開設者が行う災害拠点病院の耐震整備に対する補助を行う。 （公立除く）
（基準額）：２，３００㎡（基準面積）×３７，９００円＝ ８７，１７０千円

２，３００㎡（基準面積）×１７９，９００円 ＝ ４１３，７７０千円（耐震構造指標である「Ｉｓ値0.4未満の建物」を有する場合）
（調整率）： ０．５ （平成２０年度第１次補正予算により０．３３から０．５へ嵩上げ）
※この他に備蓄倉庫、自家発電装置、受水槽、ヘリポート、研修部門（基幹災害拠点病院のみ）の整備に対する補助（調整率０．３３）を行う。

２．地震防災対策医療施設耐震整備事業（平成１３年度～）

（事業概要）
・地震防災対策特別措置法（H７法１１１）に基づき、都道府県が著しい地震災害が生ずるおそれがあると認められる地区において、
地震防災上緊急に整備すべき施設等（医療機関含む）の計画である「地震防災緊急事業５箇年計画」に基づいて耐震化を必要
とする医療機関が実施する耐震整備に対する補助を行う。 （公立除く）
・土砂災害危険箇所に所在する医療機関が実施する耐震整備に対する補助を行う。 （公立除く）
（基準額）： ２，３００㎡（基準面積）× ３７，９００円＝ ８７，１７０千円

（調整率）： ０．５（平成２１年度予算において０．３３から０．５へ嵩上げ）

３．医療施設耐震整備事業（平成１８年度～）

（事業概要）
１．耐震化未実施の救命救急センター、病院群輪番制病院、小児救急医療拠点病院等の救急医療等を担っている病院等の災害
時における医療の提供に必要な医療機関及び看護師等養成所の耐震整備に対する補助を行う。 （公立、公的を除く）

２．耐震構造指標である、「Ｉｓ値0.3未満の建物」を有する病院の耐震整備に対する補助を行う。 （公立除く）
（基準額）：１． ２，３００㎡（基準面積）× ３７，９００円＝ ８７，１７０千円

２，３００㎡（基準面積）× １７９，９００円 ＝ ４１３，７７０千円（耐震構造指標である「Ｉｓ値0.4未満の建物」を有する場合）
２． ２，３００㎡（基準面積）× １７９，９００円 ＝ ４１３，７７０千円

（調整率）：０．５（平成２１年度予算において０．３３から０．５へ嵩上げ）

（１）医療施設運営費等補助金（医療施設耐震化促進事業 平成28年度予算案 13,000千円）
医療施設耐震化促進事業（平成１８年度～）

（事業概要）
医療施設の耐震化を促進するため、救命救急センター、病院群輪番制病院、小児救急医療拠点病院等の救急医療等を担っている
病院及びその他災害時における医療の提供に必要な医療機関の耐震診断に対する補助を行う。 （公立、公的を除く）
（基準額）：３，０００千円
（補助率）：１／３ （国１／３、都道府県１／３、事業主１／３）

115



７．救急医療について

（救急医療の確保）

○ 救急患者の搬送件数は大きく増加しており、軽症患者が二次・三次救急医療機関を

直接受診する等により、これらの病院の受入能力に限界が生じている。また、救急患

者が急性期を脱した後も転院できず、救急医療機関が新たな救急患者を受け入れられ

ないという「出口の問題」も指摘されている。

このように救急医療には様々な課題があり、国、地方公共団体、医療関係者等が力

を合わせて、救急医療の確保に取り組んでいく必要がある。

○ このような近年の救急医療需要の増大に対応し、救急患者を適切な医療機関で受け

入れるための体制強化等について、平成26年２月に救急医療体制等のあり方に関する

検討会報告書がとりまとめられたので、各都道府県において取組を行う上で参考にし

ていただきたい。

（救急患者の医療機関による円滑な受入れ）

○ メディカルコントロール体制については、現在、全都道府県に協議会が設置されて

いるが、救急需要の増大、搬送受入困難事例の増加や多岐にわたる救急疾患等がある

ことから、メディカルコントロール協議会に小児科、産婦人科、精神科等救急医以外

の参画を促し、更なる病院前医療体制の強化をお願いする。

○ また、平成28年度予算案においても、救急医療体制の強化を図るため、地域に設置

されているメディカルコントロール協議会に専任の医師を配置するとともに、長時間

搬送先が決まらない救急患者を一時的であっても受け入れる二次救急医療機関の確保

を支援する事業等を盛り込んでいるので、各都道府県においては、消防部局と連携を

図りつつ、補助事業を積極的に活用し、救急患者が円滑に医療機関に受け入れられる

ために必要な取組を進めるようお願いする。

（救急利用の適正化）

○ 平成26年の救急車による搬送人員は、この10年間で13.9％（約66万人）増加してい

る。そのうち半数以上が65歳以上の高齢者であり、今後も増加することが考えられる

ため、消防機関や関係機関と連携をとり、限られた資源を有効に活用し迅速かつ適切

な救急医療体制が確保できるようお願いする。

○ さらに、平成27年6月の全国消防長会からの要望で、病院間搬送において、急性期

でないにもかかわらず、消防機関の救急車を利用している現状もあると指摘されて

いる。救急車が本来必要な患者に提供できるよう医療機関を指導するとともに、民

間搬送を活用した体制整備などを引き続きお願いする。
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（ドクターヘリの導入）

○ ドクターヘリ導入促進事業については、平成25年度に財務省が行った予算執行調査

において、今後の改善点・検討の方向性として、

① 他の救急搬送手段との役割分担を明確化し、ドクターヘリの効果的な活用方法を

検討すべき、

② 飛行範囲が重なる地域では、広域連合化等による効率的運用を検討すべき、

③ ドクターヘリを有する医療機関は適正な診療報酬の徴収を実施し、自己収入の確

保に努めるべき、

と指摘をされている。このことから、都道府県において、上記①、②については検討

を、③については周知を引き続きお願いする。

○ 航空法施行規則の改正に伴い追加されたドクターヘリの運航については、「航空法

施行規則第176条の改正に伴うドクターヘリの運航について」（平成25年11月29日医政

指発1129第1号）により、ドクターヘリを活用する医療機関に対し必要な指導を行う

とともに消防機関及び関係団体等に対し周知をお願いする。

○ さらにドクターヘリは災害時においても活用が期待されており、災害時のドクター

ヘリの出動に係るルールを運航要領に定めることが迅速な出動や安全確保に資すると

考えられることから、ドクターヘリを導入している道府県にあっては、運航要領の見

直し又は策定をお願いする。

○ なお、ドクターヘリ導入促進事業については、平成28年度中に導入予定の機数の増

加分や運航経費の積算単価の引き上げにより、予算額が増額となった。引き続き、ド

クターヘリの安全運航に必要な予算の確保に努めていきたい。

（救急救命士の処置範囲の拡大）

○ 平成26年４月から「血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与」、「心肺機

能停止前の静脈路確保と輸液」が追加され、救急救命処置の範囲を拡大している。都

道府県におかれては、救急救命士が、新たに追加された処置を適切に実施出来るよう

取組をお願いするとともに、医療機関、消防機関への周知及び指導をお願いする。

（自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の普及啓発）

○ ＡＥＤに関しては、更なる普及拡大にあたり、効果的かつ効率的な配置に向けた指

針を求める声があったため、ＡＥＤの適正配置に関するガイドラインがとりまとめら

れた。このことについては、「自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の適正配置に関するガ

イドライン（通知）」（平成25年9月27日医政発0927第）を発出しているので、これを

参考にし、ＡＥＤの効果的かつ効率的な設置拡大を進めていただくようお願いする。

117



○ また、各都道府県のＡＥＤの設置登録情報について、現在、日本救急医療財団のホ

ームページでＡＥＤマップとして公開されており、この情報については、都道府県が

同財団に申請をすることで、提供を受けることが可能となっている。このことについ

ては、「自動体外式除細動器（ＡＥＤ）設置登録情報の有効活用等について（通知）」

（平成27年８月25日医政発0825第７号）を発出しているので、各都道府県におかれて

は、提供される情報を参考に、市民へＡＥＤの普及啓発をさらに進めていただきたい。
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８．小児・周産期医療について 
 
(1) 小児医療の確保 

（重篤な小児患者に対する救急医療等の確保） 

 ○ 小児医療については、乳児死亡率は低いものの、１～４歳児死亡率は、「不慮の事故」

を死因とした割合が他の先進国と比べ高くなっている等、小児の救命救急医療を担う

医療機関等を整備する必要性が指摘されている。 

  ※日本の１～４歳児死亡の死因は、「先天奇形、変形及び染色体異常」を除くと「不慮の事故」が第一位。 

   

（子どもの医療制度の在り方等に関する検討会の開催） 

 ○ 少子高齢化が進む中、子育て支援、地方創生、地域包括ケア等に関して実効性のあ

る施策の展開が求められており、子どもの医療分野において、そうした観点から今後

の在り方等についての検討を行うため、「子どもの医療制度の在り方等に関する検討会」

を開催し、今年春頃をめどにとりまとめる予定としている。 

 

（予算補助事業の活用） 

 ○ 平成 28 年度予算案においては、 

  ① 「超急性期」にある小児の救命救急医療を担う「小児救命救急センター」の運営

に対する支援 

  ② 超急性期後の「急性期」にある小児への集中的・専門的医療を行う小児集中治療

室の整備に対する支援 

  を盛り込んでおり、各都道府県においては、積極的な活用をお願いしたい。 

   なお、小児への集中的・専門的医療を担う小児科医を養成する小児集中治療室医療

従事者研修事業は、地域医療介護総合確保基金で対応することが可能であり継続して

取り組んでいただきたい。 

 

（入院を要する小児救急医療の確保） 

 ○ 入院を要する小児救急医療体制の充実を図るため、広域（複数の二次医療圏）で小

児救急患者の受入れを行う小児救急医療拠点病院の施設・設備整備に対する支援を盛

り込んでおり、各都道府県においては、積極的な活用をお願いしたい。 

   なお、小児救急患者の受入れが可能な病院を当番制により確保する小児救急医療支

援事業の運営費及び小児救急医療拠点病院に対する運営費は、地域医療介護総合確保

基金で対応することが可能であり継続して取り組んでいただきたい。 

     

  ※ 「子ども・子育てビジョン」（平成 22 年１月 29 日）に引き続き「少子化社会対策

大綱」（平成 27 年３月 20 日）においても、すべての小児救急医療圏で常時診療体制

を確保することを目標とすることが閣議決定された。 
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（初期小児救急の確保等） 

 ○ 小児の入院救急医療機関にかかる患者の９割以上は軽症であると指摘されており、

症状に応じた適切な対応が図られるよう、平成 28 年度予算案においても、 

  ① 休日・夜間に小児の軽症患者の診療を行う小児初期救急センターの運営に対する

支援 

  ② 急病時の対応等についての住民向けの啓発や相談窓口設置の支援（医療連携体制

推進事業） 

  等を盛り込んでおり、各都道府県においては、積極的な活用をお願いしたい。 

   なお、地域の小児科医等が夜間・休日の小児患者の保護者等からの電話相談に応じ

る小児救急電話相談事業（＃８０００）は、地域医療介護総合確保基金で対応するこ

とが可能であり継続して取り組んでいただきたい。 

     

 ○ また、厚生労働省主催の小児救急電話相談事業（＃８０００）に従事する医師等の

資質向上等を図るための研修を実施しているので、各都道府県におかれては、関係機

関等に研修の趣旨の周知を図るとともに、対象者の積極的な参加について配慮をお願

いしたい。 

    

(2) 周産期医療の確保 

 ○ 周産期医療体制については、国民が安心して子どもを産み育てることができる医療

環境の実現に向け、一層の整備が求められている。 

   

 ○ 周産期医療対策事業は、分娩に伴って大量出血を生じた妊婦の救命、未熟児の救命

等に大きく寄与し、妊産婦死亡率や新生児死亡率の改善が図られてきた。しかし、産

科危機的出血等産科疾患による死亡が減少する中で、脳血管障害など間接産科的死亡

が課題となっている。 

   

（周産期医療体制整備計画の着実な実施） 

 ○ 各都道府県においては、医療施設の整備や医療従事者の養成等に留意しながら、周

産期医療体制整備計画を着実に実施していただくようお願いしたい。周産期医療体制

整備計画については、おおむね５年ごとに調査、分析及び評価を行うものとされてお

り、必要に応じて計画の見直しに着手するようお願いしたい。 

   また、ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）の整備状況については、平成 26 年 10 月 1 日

現在、6県が出生 1万人当たり 25 床に満たない状況にある。引き続き各都道府県にお

いては、周産期医療体制整備計画に基づき、出生 1万人当たり 25 床から 30 床を目標

として、整備を進めていただくようお願いしたい。 
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（周産期医療体制のあり方に関する検討会の開催） 

 ○ 平成 22 年に策定された現行の周産期医療体制整備指針については、災害時の周産期

医療体制整備等、新たに解決すべき課題を踏まえた見直しが必要であり、27 年度から

「周産期医療体制のあり方に関する検討会」を開催し、28 年度夏頃をめどに見直しの

方向性についてとりまとめる予定である。 

     

（予算補助事業の活用） 

 ○ 平成 28 年度予算案においては、ＮＩＣＵ等の確保、産科合併症以外の合併症を有す

る母体の受入れ、勤務医の負担軽減、長期入院児の在宅への移行促進等を図るため、 

  ① 総合・地域周産期母子医療センターの運営に対する支援（ＭＦＩＣＵ・ＮＩＣＵ・

ＧＣＵの運営支援、産科合併症以外の合併症を有する母体を受け入れる体制整備の

支援、診療所医師が夜間・休日の診療支援を行う場合の支援）、 

  ② ＮＩＣＵ等に長期入院している児童が在宅療養へ移行するための地域療育支援施

設を設置する医療機関や在宅に移行した児童をいつでも一時的に受け入れる医療機

関に対する支援 

  等を計上しているところである。 

   なお、産科や新生児医療を担当する勤務医等の手当に対する支援は、地域医療介護

総合確保基金で対応することが可能であり継続して取り組んでいただきたい。 

   各都道府県においては、これらの補助事業等を積極的に活用し、地域の周産期医療

体制の整備に取り組むようお願いしたい。 

     

(3) 小児・周産期医療体制の整備促進 

（平成 27 年度補正予算補助事業の活用） 

 ○ 平成 27 年度補正予算においては、地域で安心して産み育てることができる医療等の

確保を図るため、小児医療施設及び周産期医療施設の設備整備に対する支援として、

20 億円を計上しているので、各都道府県においては、積極的な活用をお願いしたい。 

   なお、該当する事業は以下のとおり。 

  ① 小児初期救急センター設備整備事業 

  ② 小児救急医療拠点病院設備整備事業 

  ③ 小児集中治療室設備整備事業 

  ④ 小児医療施設設備整備事業 

  ⑤ 周産期医療施設設備整備事業 

  ⑥ 救命救急センター設備整備事業（小児救急専用医療機器分を含む場合に限る） 
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目 的

○ 平成22年に現行の周産期医療体制整備指針が示されたが、周産期母子医療センターの災害対策、産科危機的出血
への対応など、新たに解決すべき課題が認められるようになった。

○ また、周産期医療に従事する医師の地域偏在等の問題が指摘され、新たな周産期医療体制整備の方向性を示す必要
性が生じている。

○ さらに、平成26年度厚生労働科学研究費補助金厚生労働特別研究事業である「持続可能な周産期医療体制の構築
のための研究班」が周産期医療体制の課題整理や周産期医療体制に関する将来推計に基づいた研究を行った。

○ これらの課題整理を踏まえ、平成27年度内に周産期医療体制のあり方に関する検討会を開催し、周産期医療体制整
備指針の改定も含めた議論を行う必要があるため、本検討会を開催する。

検討事項

（１）周産期医療体制のあり方を検討すること
（２）周産期医療体制整備指針の改定ポイントを明示すること

構成員

・阿真 京子 （知ろう小児医療守ろう子ども達の会 代表）

・飯田 裕美子 （共同通信社 大阪支社 次長）

・五十嵐 隆 （国立研究開発法人 国立成育医療研究センター理事長）

・今村 定臣 （公益社団法人 日本医師会 常任理事）

・海野 信也 （北里大学病院 病院長 産婦人科（産科）主任教授）

・岡井 崇 （社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 愛育病院 院長）

・田村 正徳 （埼玉医科大学総合医療センター 小児科学教授）

・鶴田 憲一 （静岡県理事（医療衛生担当））

・福井 トシ子 （公益社団法人 日本看護協会 常任理事）

・峯 真人 （峯小児科 理事長）

・山本 詩子 （公益社団法人日本助産師会 副会長）

今後のスケジュール（予定）

○ 平成28年度夏頃をめどにとりまとめ予定。

◎

（◎は座長）

周産期医療体制のあり方に関する検討会
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９．へき地医療について

（へき地における医療提供体制の充実）

○ へき地・離島等における医療確保の取組としては、昭和３１年から概ね５年毎に策

定している「へき地保健医療計画」に基づき、へき地診療所の運営に対する支援や無

医地区等への巡回診療の実施に対する支援など様々な対応を行っている。

○ 平成28年度予算案においては、「巡回診療ヘリ運営事業」について、これまで離島

のみに限定していたものを、離島以外のへき地においても活用できるよう対象を広げ

ている。また、平成28年度より、地方負担分について、特別交付税措置（措置率0.8）

が認められた。

各都道府県においては、当該補助事業を積極的に活用し、へき地における医療提供

体制の更なる充実を図っていただきたい。
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へき地保健医療対策予算の概要へき地保健医療対策予算の概要

(1) へき地医療支援機構の運営 259百万円 → 259百万円

都道府県単位の広域的な支援体制を図るため、各都道府県に「へき地医療支援機構」を設置し、
支援事業の企画、調整及び医師派遣の実施等を補助する。

(2) へき地医療拠点病院等の運営 1,315百万円 → 1,402百万円

へき地における医療の提供など支援事業を実施する医療機関等の運営に必要な経費を補助する。
ア へき地医療拠点病院運営費 428百万円→515百万円※１
イ へき地保健指導所運営費 30百万円→ 30百万円
ウ へき地診療所運営費 857百万円→857百万円
※１ へき地診療所に対する代診医派遣の拡充（17か所⇒346か所）

(3) へき地巡回診療の実施 45百万円 → 343百万円

無医地区等の医療の確保を図るため、医師等の人件費及び巡回診療車等の経費を補助する。
ア 巡回診療車〔船〕（医科・歯科） 37百万円 → 68百万円※２
イ 巡回診療ヘリ（医科） 6百万円 →   274百万円※３
ウ 離島歯科診療班 2百万円 →  2百万円
※２ 巡回診療車の診療地域の拡充（88か所⇒176か所）
※３ 離島に加え山村地等を補助対象として拡充（10回⇒468回）

(4) 産科医療機関の運営 312百万円 →   312百万円
分娩可能な産科医療機関を確保するため産科医療機関の運営に必要な経費を補助する。

(5) へき地患者輸送車（艇）運行支援事業 26百万円 → 26百万円
無医地区等における医療提供体制の確保を図るため、無医地区等と近隣医療機関を巡回
する患者輸送車（艇）の運行に必要な経費を補助する。

(6) へき地医療支援機構等連絡会議の開催 0.5百万円 →   0.3百万円
各都道府県の情報交換等を図るため、へき地医療支援機構担当者の全国会議を開催する。

(7) へき地保健医療対策検討会の開催 2百万円 →   3.3百万円
無医地区等調査を行い、へき地保健医療対策のあり方について議論するため、検討会を開催する。

（平成２７年度予算額） （平成２８年度予算案）

［ 1,960百万円 →        2,346百万円 ］ （対前年度 386百万円増）

Ⅰ 予算額

内 容Ⅱ 内 容
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医療施設等 設備 整備費補助金の概要

予算額Ⅰ 予算額

Ⅱ 要旨

へき地・離島の住民に対する医療の確保及び臨床研修医の研修環境
の充実等を図るため、離島を含むへき地に所在する医療施設や臨床研
修病院等の設備整備を支援するもの。

Ⅲ 補助対象

補助対象事業《メニュー区分》（事業実施主体） 補助率

へき地医療拠点病院（公立・公的・民間） 1/2 

へき地診療所（公立・公的・民間） 1/2、3/4

へき地患者輸送車（艇）（公立・公的・民間） 1/2

へき地巡回診療車（船）（公立・公的・民間） 1/2 

離島歯科巡回診療用設備（都道府県） 1/2 

過疎地域等特定診療所（公立） 1/2 

へき地保健指導所（公立） 1/3、1/2

へき地・離島診療支援システム（公立・公的・民間） 1/2  

沖縄医療施設（公立・公的） 3/4

奄美群島医療施設（都道府県） 1/2 

地域医療充実のための遠隔医療設備（公立・公的・民間） 1/2

臨床研修病院支援システム（公的・民間） 1/2 

離島等患者宿泊施設設備（公立・公的・民間） 1/3

産科医療機関設備（公立・公的・民間） 1/2

死亡時画像診断システム等設備（公立・公的・民間） 1/2

平成28年度予算案
638,698千円
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医療施設等 施設 整備費補助金の概要

Ⅰ 予算額

Ⅱ 要旨

へき地・離島の住民に対する医療の確保及び臨床研修医の研修環境
の充実等を図るため、離島を含むへき地に所在する医療施設や臨床研
修病院等の施設整備を支援するもの。

Ⅲ 補助対象

補助対象事業《メニュー区分》 （事業実施主体） 補助率

へき地医療拠点病院（公立・公的・民間） 1/2

へき地診療所（公立・公的・民間） 1/2
過疎地域等特定診療所（公立） 1/2
へき地保健指導所（公立） 1/3、1/2
研修医のための研修施設（民間） 1/2
臨床研修病院（民間） 1/2
医師臨床研修病院研修医環境整備（民間） 1/3
産科医療機関（公立・公的・民間） 1/3

離島等患者宿泊施設（公立・公的・民間） 1/3

死亡時画像診断システム等施設（公立・公的・民間） 1/2

南海トラフ地震に係る津波避難対策緊急事業（公立・公的・民間） 1/2

院内感染対策施設整備事業（民間） 1/3

平成28年度予算案
339,956千円
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へき地・離島等の住民に対する医療の確保を図るため、これまで離島のみに限定していた
ヘリコプターによる医師等の巡回診療を、離島以外のへき地においても活用できるよう対象
を広げ、遠方への対応も可能とするなど、へき地医療拠点病院等の活動を促進し医療環境が
十分にないへき地の減少に繋げる。

巡回診療ヘリ事業の拡充について（ポイント）

平成28年度予算案 ２７４百万円 （平成27年度予算額 ６百万円）

目 的

○実施主体 都道府県、市町村、公的団体（日赤、済生会など）、医療法人 など

○実施対象 無医地区等
※平成28年度より、離島に限らず山間地等も必要に応じて実施可能

○補 助 率 国１／２、都道府県１／２
※平成28年度より、地方負担分については、“特別交付税措置（措置率
0.8）”が認められた

○基 準 額 １，２１０千円／回
※1日あたり1,210千円を、平成28年度より、1回あたりに変更予定

○対象経費 巡回診療ヘリの運営に必要な次に掲げる経費
報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、報償費、賃借料、
需用費（消耗品費、医薬材料費、燃料費、修繕費）、役務費、委託料

補助率、基準額等
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１０．医療監視について．

Ⅰ．医療監視

(1) 【医療の安全に係る立入検査の実施について】

ア 大学附属病院等において医療安全に関する重大な事案が相次いで発生している事を

踏まえ、立入検査項目の見直し等を迅速かつ的確に実施することを目的に、厚生労働

省内に「大学附属病院等の医療安全確保に関するタスクフォース」を平成27年４月に

設置し、大学附属病院及び先進的な医療を行う病院（特定機能病院）に対する集中立

入検査を同年６月から９月にかけて実施し、集中検査の結果及びそれを踏まえた医療

安全確保のための改善策を中心に、同年11月５日に「特定機能病院に対する集中検査

の結果及び当該結果を踏まえた対応について」として報告を取りまとめたところであ

る。

また、「特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会」の検討結果

等を踏まえ、医療法第25条第3項の規定に基づく「特定機能病院の立入検査業務実施

要領」の見直しを行うことにしており、これに併せて、「医療法第25条第1項に基づ

く立入検査要綱」等の見直しについても検討することとしている。これらの対応に係

る具体的な内容については、決まり次第お知らせすることとしたい。

なお、特定機能病院に対する立入検査の実施については、定期、非定期に関わりな

く国と所管自治体との連携が不可欠なことから、各地方厚生（支）局の医療指導監視

監査官等と連絡を密にし、立入検査が両者合同で円滑に実施されるよう引き続き協力

願いたい。

イ 都道府県、保健所設置市又は特別区における立入検査においては、平成27年度も引

き続き、「平成26年度の医療法第25条第１項の規定に基づく立入検査の実施につい

て」(平成26年９月８日付け医政発0908第20号）及び「医療法第25条第1項の規程に基

づく立入検査要綱の一部改正について」（平成26年９月８日付け医政発0908第21号）

に基づき実施しているところであるが、

○医療機関において発生した医療事故について再発防止策が院内に周知されていると

ともに、遵守されていること

○医薬品の安全使用のために必要となる情報の収集その他の医薬品の安全使用を目的

とした改善のための方策を講ずること

など医療安全に関する項目について厳正に確認し、必要に応じて指導方お願いする。

(2) 【医療の安全に係る医療機関への指導等について】

医療機器の誤操作による患者死亡事例等の発生に鑑み、医療法第６条の10、医療法

施行規則第１条の11第１項及び｢良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療

法等の一部を改正する法律の一部の施行について｣（平成19年３月30日医政発第0330

010号）をはじめとする関係法令等に基づき、医療機関の管理者の下で、医療安全の

ための委員会の開催、従業員に対する研修の実施、当該医療機関内での事故報告等、

医療の安全管理のための体制の確保が徹底されるよう指導方お願いする。
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なお、昨今報道されている医療事故や美容外科、眼科等を標榜し自由診療を行って

いる診療所についても、患者側から治療の前後及び最中での医師等による説明対応の

不十分を指摘する声が上がっていることから、インフォームド・コンセントの状況を

実態に即して確認し、必要に応じて指導方お願いする。

(3) 【重大事故事例に係る情報提供の依頼等について】

医療機関における医療事故等の報道が相次いでいるが、厚生労働省としても、その

内容によっては迅速に実態を把握する必要があることから、医療機関において、特に

管理上重大な事故（多数の人身事故、院内感染の集団発生、診療用放射線器具などの

紛失等）があった場合、軽微な事故であっても参考になると判断される事案があった

場合、重大な医療関係法規の違反があった場合等には、引き続き、その概要を医政局

地域医療計画課に情報提供していただくようお願いする。また、管下医療機関に対し、

管理上重大な事故等が発生した場合は、保健所等へ速やかに連絡を行うよう周知いた

だくとともに、立入検査等を通じ、必要な指導等を行うようお願いする。

また、院内感染及び医療事故等の発生予防の観点から、立入検査による指導のみな

らず、日頃から管下医療機関との信頼関係及び顔の見える関係を構築するとともに、

日常における医療機関からの相談に応じられる体制を確保し、当該医療機関に対し実

行可能な解決策の提案や助言を積極的に行うようお願いする。

(4) 【防火・防災体制の確認について】

平成25年の有床診療所で発生した火災による患者等の死亡事故を受けて、平成25年

10月18日付けの医政局長通知により病院等における防火・防災対策要綱の見直しを行

ったところであるが、立入検査の実施に際しては本要綱を参照のうえ、適切な防火・

防災体制がとられているか引き続き十分な確認をお願いする。

また、今般、建築基準法の改正に伴い、建築物の定期報告制度が見直され、防火設

備が報告対象として指定されましたので、建築部局との連携を強化し、患者の安全・

安心を確保するための取組みを推進するようお願いする。
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Ⅱ．院内感染対策について

(1) MRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）、VRE（バンコマイシン耐性腸球菌）、MD

RP(多剤耐性緑膿菌)、MDRA（多剤耐性アシネトバクター）、CRE（カルバペネム耐性

腸内細菌科細菌）等の多剤耐性菌に起因する院内感染事例が、各地の医療機関におい

て依然として散発している。

(2) 院内感染対策については、医療法第６条の10、医療法施行規則第１条の11第２項第

１号及び「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する

法律の一部の施行について」（平成19年3月30日付け医政発0330010号）をはじめとす

る関係法令等に基づき、医療機関の管理者の下で、院内感染対策のための委員会の開

催、従業員に対する研修の実施、当該医療機関内での発生状況の報告等、院内感染防

止体制の確保が徹底されるよう指導方お願いする。

(3) 医療機関内におけるアウトブレイクに対する考え方と対応については、「医療機関

における院内感染対策について」（平成26年12月19日医政地発1219第１号）において、

アウトブレイクはそれぞれの医療機関が判断し、従来よりも早く介入を行うこととし

ていることから、アウトブレイクの早期発見及び早期対策により、院内感染の拡大予

防が行われるよう指導方お願いする。

(4) 院内感染が発生した医療機関においては、当該医療機関内の対応のみならず、地域

の専門家等と連携し適切な対応がなされるよう、必要に応じて適切な支援をよろしく

お願いする。また、管下の医療機関において重大な院内感染事例が発生した場合又は

発生したことが疑われる場合には、必要に応じて直ちに厚生労働省に報告するととも

に、地方衛生研究所、国立感染症研究所、地域の大学等の協力を得ることについても

検討をお願いする。
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Ⅲ．医療放射線等の安全対策について

(1) 病院又は診療所の管理者は、地震その他の事故により放射線障害が発生し、又は発

生するおそれがある場合には、医療法施行規則第30条の25の規定により、ただちにそ

の旨を病院又は診療所の所在地を管轄する保健所、警察署、消防署その他関係機関に

通報するとともに、放射線障害の防止に努めなければならないとされていることから、

その遵守について管下医療機関に対する適切な指導方よろしくお願いする。

(2) 高度な放射線治療における安全性への対応を図るため、放射線治療室内において診

療用高エネルギー発生装置、診療用粒子線照射装置または放射線照射装置とエックス

線装置を組み合わせて使用する際には機器承認された放射線治療装置用シンクロナイ

ザを使用していることが同時ばくしゃのための要件であること、放射線照射中の密封

線源の位置を確認する場合においてもエックス線装置の使用を認めることを「「医療

法施行規則の一部を改正する省令の施行について」の一部改正について」（平成27年

９月30日医政発0930第６号）により通知したところであり、各都道府県においては、

ご留意の上、その遵守について管下医療機関に対する適切な指導方お願いする。

(3) 放射性医薬品を投与された患者の退出については、医療法施行規則第30条の15に基

づき、「放射性医薬品を投与された患者の退出について」（平成10年６月30日付け医

薬安発第70号。）及び「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について」（平

成13年３月12日付け医薬発第188号）により、適切な対応をお願いしてきた所であり、

各都道府県においては、適切な運用をお願いする。
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11．検体測定室及び医療関連サービス等について 

 

（１）検体測定室について 

 

① 経緯  

○ 薬局等で行われる利用者の自己採血による簡易な検査については、日本再興

戦略（平成 25 年６月 14 日閣議決定）等において、健康寿命延伸産業創出の事

例に掲げられるとともに、規制の適用の有無を含めて実施可能であることを明

確化することが求められたため、厚生労働省では、政府の方針を踏まえ、簡易

な検査を行う施設は衛生検査所の登録を不要とする旨の告示の改正（平成 26 年

３月 31 日公布、平成 26 年４月１日施行）を行うとともに、適切な衛生管理や

精度管理の在り方等の留意点を示した「検体測定室に関するガイドライン」（平

成 26 年４月９日付け医政発 0409 第 4 号）（以下「ガイドライン」という。）を

発出したところである。 

   

  ○ また、検体測定室では、血液を取り扱うことから、穿刺器具の単回使用や衝

立等の設置による飛沫感染の防止など衛生管理を徹底することが重要であるた

め、厚生労働省では、これまで、 

・平成 26 年 10 月に「検体測定室において自己採血を行う際の感染防止等衛生

管理の徹底等について（平成 26 年 10 月 21 日付け医政地発 1021 第４号）」を

発出するとともに、 

・平成 27 年２月に「検体測定室の自己点検結果と今後のガイドラインの運用に

ついて」（平成 27 年２月 18 日付け医政地発第４号）を発出し、 

検体測定室における衛生管理の徹底等を求めるとともに、運営開始後の自主点

検の実施及び当省への報告体制を整備し、ガイドライン遵守の励行と改善指導

等を行っているところである。 

 

② 届出等の現況 

○ 検体測定室の開設にあたっては、厚生労働省に届出を行うことになっているが、

平成 28 年１月１日現在の運営件数は、全国で 1160 件（46 都道府県）となってい

る。 

また、その設置場所については、薬局等内の設置が 1141 件（98.4％）であり、
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その他は商業施設等となっている。 

 

 ③ 最近の検体測定室に関する取り組み 

○ 国家戦略特区への対応について（看護師等による介助範囲の明確化） 

    検体測定室における簡易な検査については、受検者が自らの責任の下に行う

ものであるため、検体の採取やその前後の消毒・処置は受検者が行うこととし

ているが、平成 27 年６月 30 日に閣議決定された「日本再興戦略」改訂 2015 で

は、「利用者自身による一連の採血行為について、看護師等が利用者に対し、医

行為に該当しないものとして介助することができる部分を明確化すること」と

されたことから、平成 27 年８月５日に「検体測定室における一連の採血行為で

の医行為に該当する部分について」（医政局地域医療計画課事務連絡）を発出し、

検体測定室における一連の採血行為のうち、医行為に該当する行為と該当しな

い行為の明確化を図ったので、御了知願いたい。 

 

   （参考）一連の採血行為での医行為に該当する部分 

法令上医療機関に該当しない検体測定室では、次のウとエは医行為に該当するため、

看護師等の有資格者を含め、受検者の代わりに当該行為を行うことはできない。 

また、それ以外の行為は、医行為に該当しないと考えられるが、手指に傷病等を有

する場合には関係法令に抵触するおそれがあるので留意が必要。 

          ア 手指の血行促進 → イ 手指の消毒 → ウ 手指の穿刺 → 

          エ 血液の絞り出し → オ 血液の採取 → カ 傷口の手当 

              

○ 検体測定室に関する周知について 

 簡易な検査は、医療機関のように検査結果をもとに医学的判断（診断等）や

指導が行われるものでないため、受検者の誤った自己判断により医療機関への

受診が遅れ、適切な治療の機会を逸するなどの懸念もある。 

また、事業者が検体測定室事業を行うにあたっては、不適切な取扱いに伴う

血液に起因する感染を防止する等の観点から、「検体測定室に関するガイドライ

ン」を遵守することが重要である。 

このため、検体測定室における受検者に対する受診勧奨の必要性や、衛生管

理の徹底等の重要性、更には、検体測定室に類似するサービス事業においても

検体測定室と同様の運営管理が求められること等について、国民及び事業者向
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けに周知するため、厚生労働省ホームページに専用のコーナーを開設したので、

参考としていただきたい。 

   （厚生労働省ホームページより「政策について」＞「医療」＞「施策情報」＞ 

「検体測定室等について」をクリック） 

 

④ 都道府県等の連絡窓口の登録及び情報共有体制の構築について  

検体測定室に関する事務については、厚生労働省で行うこととしているが、平

成 26 年 10 月、各都道府県等に対して、「検体測定室等において自己採血を行う

際の感染防止等衛生管理の徹底等の事務取扱について（平成 26 年 10 月 21 日付

け医政地発 1021 第６号）」を発出し、検体測定室について、各都道府県等の連絡

窓口の登録をお願いしたところである。 

この登録の趣旨は、各都道府県等との連携及び情報共有体制を構築するととも

に、感染症等問題事案が発生した場合に、速やかに厚生労働省に情報提供をお願

いするためのものである。 

各都道府県等におかれては、引き続き、当省による当該事務の執行について御

理解と御協力をお願いするとともに、連絡窓口の変更や問題事案が発生した場合

等には、速やかに御連絡をお願いする。 

 

（２）医療関連サービス等について 

 

① 業務委託について 

医療機関の業務委託に当たっては、医療法はもとより、食品衛生法、クリーニ

ング業法、医薬品医療機器等法等の他の関係法令の規定を併せて遵守する必要が

あることから、各都道府県等の担当部局にあっては、関係部署との連絡を密にし

て適正な業務委託の実施に向けてご指導をお願いする。 

 

② 衛生検査所の指導監督について 

医療機関が適正な医療を行う上で、衛生検査所の検査の精度は極めて重要であ

る。 

    各都道府県等におかれては、衛生検査所の精度管理の重要性を十分に認識した

うえ、衛生検査所指導要領（昭和 61 年健政発第 262 号健康政策局長通知）を参考

にしながら、衛生検査所の指導監督を実施していただくようお願いする。 
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    また、精度管理に係る指導監督にあたっては、都道府県衛生研究所などの協力

機関の技術援助、他の都道府県との情報交換等も行いながら、実施していただく

ようお願いする。 
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医療経営支援課 
 

 



１．改正医療法について 

 

○ 平成 25 年６月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針

について」や「日本再興戦略」等において、医療法人に関する制度

について様々な提案や指摘がされたことなどを踏まえ、平成 25 年

11 月より「医療法人の事業展開等に関する検討会」を立ち上げ、議

論が進められてきた。 

 さらに、翌年、平成 26 年６月に閣議決定された「日本再興戦略 改

訂 2014」、「規制改革実施計画」等を踏まえ、「地域医療連携推進

法人制度の創設」及び「医療法人制度の見直し」について具体的な

内容が議論され、平成 27 年２月９日に取りまとめが行われた。こ

うした議論等を踏まえて、同年４月３日に医療法の一部を改正する

法律案（改正医療法）が閣議決定され、国会に提出された。 

 

○  改正医療法は衆議院・参議院での審議を経て、平成 27 年９月 16

日に成立し、９月 28 日に公布された。「地域医療連携推進法人制度

の創設」と「医療法人制度の見直し」という大きく二つの内容とな

っている。 

 

（地域医療連携推進法人制度の創設） 

○  「地域医療連携推進法人」は、医療機関相互間の機能の分担や業

務連携を推進することを目的に、地域医療構想を達成するための一

つの選択肢として創設するもの。 

  主なポイントとしては、以下のとおりである。 

  ①  地域医療連携推進法人は、地域の複数の医療機関等の機能の分

担や業務の連携を目的として設立する一般社団法人について、都

道府県知事が認定する。 

  ②  社員となる参加法人は、病院等の医療機関を開設する非営利法

人であり、さらに介護事業等を行う非営利法人を加えることがで

きる。 

  ③  都道府県知事の認定にあたっては、地域医療構想区域を考慮し

た医療連携推進区域を定めていること等を認定基準とする。 

  ④  地域医療連携推進法人は、統一的な医療連携推進方針を決定し、

医療機関相互間の機能の分担、業務の連携に関係する業務を実施

する。 

    具体的には、診療科（病床）再編、医師等の共同研修、医薬品

等の共同購入、資金貸付、関連事業者への出資等が考えられる。 

  ⑤  地域医療連携推進法人の代表理事（理事長）は都道府県知事の

認可を要するとともに、剰余金の配当禁止、都道府県知事による

監督等について、医療法人と同様の規制が設けられる。 
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地域医療連携推進法人については、当課への相談がすでに 20 件以

上もあることから、この法人の創設を検討している動きが広がりつつ

あるところである。 

 

（医療法人制度の見直し） 

○  「医療法人制度の見直し」は、外部監査等の医療法人の透明性の

確保及びガバナンスの強化、医療法人の分割、社会医療法人の認定

要件の見直しについて、必要な改正を行うもの。 

  主なポイントとしては、以下のとおりである。 

①  ガバナンスの強化として、一定規模以上の法人・社会医療法人

を対象に、公認会計士による外部監査を実施する。 

②  医療法人の役員と特殊の関係がある事業者との取引の状況につ

いて、都道府県知事に報告する。 

③  医療法人の理事について、忠実義務、任務懈怠時の損害賠償責

任等を規定する。 

④  医療法人（社会医療法人等を除く）の分割を可能とする。 

⑤  社会医療法人の認定要件の見直しとして、２県にまたがる医療

法人の認定の要件を追加する。 

⑥  社会医療法人の認定を取り消された医療法人について、一定の

要件に該当する場合は、収益業務を継続して実施可能とする。 

 

（改正医療法の施行スケジュール等） 

○  この改正医療法は、第１段階として、改正事項の「医療法人制度

の見直し」のうち、ガバナンスの強化、医療法人の分割、社会医療

法人の認定要件の見直しについては、本年３月から４月に政省令及

び 通 知 を 改 正 す る な ど し 、 本 年 ９ 月 目 途 の 施 行 を 念 頭 に お い てい

る。 

 第２段階として、改正事項のうち「地域医療連携推進法人制度の

創設」及び外部監査等の関係については、本年秋（10～ 12 月）頃に

政省令及び通知を改正するなどし、来年４月目途の施行を念頭にお

いている。 

 

○  当課においては、各都道府県の担当者にも出席いただきながら昨

年７月から 10 月、昨年 12 月から本年２月に、各ブロックごとに説

明会を開催し、意見交換を行ってきているところである。 

  加えて、本年２月から３月にかけて、上記ブロック都市以外の全

国 16 都市で委託事業者による説明会を開催しているところである

ので、必要に応じて参加するとともに、医療法人等への周知をよろ

しくお願いしたい。 
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○ 各都道府県においては、施行準備を行うとともに、医療関係団体

を通じて等により医療法人等への周知徹底をお願いしたい。 

 

○  特に、「地域医療連携推進法人」については新しい制度であり、

今後、都道府県において、認定及び監督業務が生じることから、十

分な制度理解が必要である。制度上の疑義があれば、当課担当者に

適宜ご相談いただきたい。 

－（参考：別紙１） 
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医療法の一部を改正する法律の概要

１．地域医療連携推進法人制度の創設

（１） 都道府県知事の認定
○ 地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するため、病院等に係る業務の連携を推進するための方針を定め、

医療連携推進業務を行う一般社団法人は、都道府県知事の認定を受けることができる。
＜参加法人（社員）＞
・ 病院等の医療機関を開設する医療法人等の非営利法人。
＊ 介護事業等の地域包括ケアシステムの構築に資する事業を行う非営利法人を加えることができる。

＜主な認定基準＞
・ 地域医療構想区域を考慮して病院等の業務の連携を推進する区域を定めていること。
・ 地域の関係者等を構成員とする評議会が、意見を述べることができるものと定めていること。
・ 参加法人の予算、事業計画等の重要事項について、地域医療連携推進法人の意見を少なくとも求めるものと定めてい
ること。
＊ 都道府県知事の認定は、地域医療構想との整合性に配慮するとともに、都道府県医療審議会の意見を聴いて行う。

（２） 実施する業務
○ 病院等相互間の機能の分担及び業務の連携の推進（介護事業等も含めた連携を加えることができる。）。
○ 医療従事者の研修、医薬品等の供給、資金貸付等の医療連携推進業務。

＊ 一定の要件により介護サービス等を行う事業者に対する出資を可能とする。

（３） その他
○ 代表理事は都道府県知事の認可を要することとするとともに、剰余金の配当禁止、都道府県知事による監督等の規定に
ついて医療法人に対する規制を準用。
○ 都道府県知事は、病院等の機能の分担・業務の連携に必要と認めるときは、地域医療構想の推進に必要である病院間
の病床の融通を許可することができる。

医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するため、地域医療連携推進法人の認定制度を創設するとともに、
医療法人について、貸借対照表等に係る公認会計士等による監査、公告等に係る規定及び分割に係る規定を整備する等
の措置を講ずること。

趣旨

別紙１

２．医療法人制度の見直し

（１） 医療法人の経営の透明性の確保及びガバナンスの強化に関する事項

○ 事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する医療法人は、厚生労働省令で定める

会計基準（公益法人会計基準に準拠したものを予定）に従い、貸借対照表及び損益計算書を作成し、公認会計士等によ

る監査、公告を実施。

○ 医療法人は、その役員と特殊の関係がある事業者との取引の状況に関する報告書を作成し、都道府県知事に届出。

○ 医療法人に対する、理事の忠実義務、任務懈怠時の損害賠償責任等を規定。理事会の設置、社員総会の決議による

役員の選任等に関する所要の規定を整備。

（２） 医療法人の分割等に関する事項

医療法人（社会医療法人その他厚生労働省令で定めるものを除く。）が、都道府県知事の認可を受けて実施する分割に

関する規定を整備。

（３） 社会医療法人の認定等に関する事項

○ 二以上の都道府県において病院及び診療所を開設している場合であって、医療の提供が一体的に行われているもの

として厚生労働省令で定める基準に適合するものについては、全ての都道府県知事ではなく、当該病院の所在地の都道

府県知事だけで認定可能。

○ 社会医療法人の認定を取り消された医療法人であって一定の要件に該当するものは、救急医療等確保事業に係る業

務の継続的な実施に関する計画を作成し、都道府県知事の認定を受けたときは収益業務を継続して実施可能。

３．施行期日等

○ 公布の日（平成27年９月28日）から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、２（１）

（一部）、（２）、（３）については、公布の日（平成27年９月28日）から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日
から施行する。

○ 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、この法律による改正後の医療法の施行の状況について検討
を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
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○ 統一的な医療連携推進方針（病院等の連携推進の方針）の決定
○ 医療連携推進業務等の実施

診療科（病床）再編（病床特例の適用）、医師等の共同研修、医薬品等の共同購入、資金貸
付（基金造成含む）、関連事業者への出資等
医師の配置換え、救急患者受入ルールの策定、訪問看護等による在宅生活支援等

○ 参加法人の統括（予算・事業計画等へ意見を述べる）

※ 社員は各一個の議決権。ただし、不当に差別的な取扱いをしないこと等を条件に、定款で別段の

定めをすることが可能。

地域医療連携推進法人

医療法人Ａ 医療法人Ｂ
その他の
非営利法人Ｄ

地域医療連携推進法人制度について（概要）

病院 病院 介護事業等

参画（社員） 参画（社員）参画（社員）

医療法人Ｃ

診療所

参画（社員）

参加法人（非営利法人に限る）

都
道
府
県
知
事

都
道
府
県
医
療
審
議
会

認
可
・監
督

意
見
具
申

医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携を推進し、地域医療構想を達成するための一つの選択肢として、地域医療連
携推進法人の認定制度を創設する。これにより競争よりも協調を進め、地域において質が高く効率的な医療提供体制を確保。

※一般社団法人のうち医療法上の非営利性の確保等の基準を満たすものを認定

・グループ病院の特長を活かして、地域医療・地域包括ケアを推進
・グループ病院の一体的経営により、経営効率を向上

社員総会 地域医療連携推進評議会

意見具申

（社員総会はその意見を尊重）

・ 平成２７年４月３日 ・・・改正医療法案 閣議決定

・ 平成２７年夏 ・・・国会審議

・ 平成２７年９月２８日 ・・・改正医療法 公布

・ 平成２８年３月～４月メド政省令等公布、９月メド施行を念頭において検討中
※公布の日から１年を超えない範囲内において施行：２８年９月２７日まで

・・・改正医療法 第１段階施行（医療法人制度の見直し関係（医療法人
のガバナンス関係・分割関係・社会医療法人の認定要件の見直し関係））
（医療法施行令、医療法施行規則等の改正・公布）

・ 平成２８年１０月～１２月メド政省令等公布、２９年４月メド施行を念頭において検討中

※公布の日から２年を超えない範囲内において施行：２９年９月２７日まで

・・・改正医療法 第２段階施行
（地域医療連携推進法人制度の創設関係・外部監査関係）

※外部監査関係の省令等は平成２８年３～４月メド公布

（医療法施行令、医療法施行規則等の改正・公布）

医療法の一部を改正する法律の施行スケジュール等について

施行スケジュール

説明会開催状況

・ 平成２７年７月～１０月 ・・・各ブロック※で実施
・ 平成２７年１２月～平成２８年２月 ・・・各ブロック※で実施
・ 医療関係団体主催の講演会等 ・・・３２回 （２７年４月以降）

※仙台、さいたま、名古屋、
大阪、広島、福岡
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２．  医療法人制度について 

 

（医療法人の指導監督） 

○  地域医療構想の実現や地域包括ケアシステムの構築に向けて、各

都道府県においても、今後ますます民間医療機関の連携等が重要に

なってくると考えられる。民間医療機関の太宗を占める医療法人に

ついては、非営利性の確保をはじめ適正に運営されていることが基

本となるので、関係部局とも連携をとりつつ、医療法人に対する十

分な指導監督をお願いする。また、医療法人に対する定期的な実地

検査については、既述の観点や社会福祉法人や公益法人における実

地検査の実施状況も踏まえて、例えば、地域医療に影響のある大規

模病院を開設する等の医療法人について、医療法第 25 条に基づく立

入検査の機会を利用して５年に１回実施するなど、医療法人に対す

る定期的な実地検査の実施について、各都道府県の状況に応じて検

討・対応をお願いしたい。 

 

（事業報告書等の届出） 

○  医療法人は、医療法第 52 条の規定により、毎事業年度、都道府県

に対する事業報告書等の届出が義務付けられている。提出された事

業報告書等の確認は、適正に法人運営がされていることの最低限の

確認であるので、届出漏れがないよう厳正な指導をお願いする。こ

の点については、平成 26 年 6 月 24 日に総務省の行政評価・監視に

おいて勧告された内容に基づき、当方からも通知しているので、し

っかりと対応していただきたい。 

 

（医療法人の設立認可の取消し（休眠医療法人の整理）） 

○  医療法第 65 条の規定により、医療法人が成立した後又はすべての

病院等を休止若しくは廃止した後、正当な理由なく 1 年以上病院等

を開設又は再開しないときは、設立認可を取り消すことができるこ

ととなっている。休眠医療法人の整理は、医療法人格の売買等を未

然に防止する上で極めて重要であるので、実情に即して、設立認可

の取消しについて適切に対応されるようお願いする。 

 

（非医師の理事長の選出に係る認可） 

○  医療法人の理事長は、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師

又 は 歯 科 医 師 で な い 理 事 の う ち か ら 選 出 す る こ と が で き る と され

ている。 

 この運用に関しては、「医療法人制度の改正及び都道府県医療審

議会について」（昭和 61 年健政発第 410 号厚生省健康政策局長通

知）により技術的助言が行われており、具体的には、候補者の経歴、
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理事会構成等を総合的に勘案し、都道府県医療審議会の意見を聴い

た上で、適切かつ安定的な法人運営を損なうおそれがないと認めら

れる場合には認可が行われるものである旨を示している。当該認可

の取扱いについて、平成 26 年 3 月に発出した「医師又は歯科医師

でな い 者の 医 療法 人 の 理 事長 選 出に 係る 認 可の 取 扱い につ い て」

（平成 26 年医政指発 0305 第 1 号厚生労働省医政局指導課長通知）

により、医師又は歯科医師以外の者について要件を設定して門前払

いをするのではなく、しっかりと候補者の経歴等を総合的に勘案し

認可 に つい て 判断 し て い ただ き たい 旨を 通 知し て いる とこ ろ であ

るので、引き続きご留意いただきたい。 

また、昨年 7 月 15 日に公布された「国家戦略特別区域法及び構

造改革特別区域法の一部を改正する法律」(平成 27 年法律第 56 号 )

により、国家戦略特区において医師以外の者を医療法人の理事長と

して選出する際の基準を政令に明記し、この基準を満たす場合は迅

速に認可することなどとされたことについて、昨年 8 月に「国家戦

略特別区域における医療法第 46 条の３第１項ただし書の認可に関

する取扱い及び医療法人の非営利性の徹底について」(平成 27 年医

政発 0828 第 11 号厚生労働省医政局長通知)を発出しているので、

併せてご留意いただきたい。 

 

（医療法人の管理者たる理事に関する取扱い） 

○  医療法第 47 条第１項の規定により、医療法人はその開設するす

べての病院等の管理者を理事に加えることとされ、同項ただし書の

規定により、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者の一部を

理事に加えないことができることとされている。 

この認可の取扱いについて、昨年 9 月に発出した「医療法人が開

設する病院等の管理者の理事就任について」(平成 27 年医政発 0930

第 1 号厚生労働省医政局長通知）により、２以上の病院等を開設す

る場合に、病院等の立地及び機能等を総合的に勘案し、例えば病院

等が 隣 接し 業 務に 緊 密 な 連携 が ある 場合 や 離島 な ど主 たる 事 務所

から遠隔地にある場合について行うものであること、また、定款等

に理 事 に加 え ない こ と が でき る 管理 者が 管 理す る 病院 等を 明 示し

ているときは、管理者が交代しても当該認可は継続できることとす

るなど通知しているので、ご留意の上、適正に運用されたい。 

 

（医療法人の遊休資産に関する取扱い） 

○  医療法人は収益業務を行うことはできないことから、不動産賃貸

業についても認めていないところであるが、将来使用することが予

定される土地建物等であって、一時的に使用していない遊休資産に

ついては、その管理手段として一定程度の賃貸を認めることとし、
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このことについて、昨年 5 月に発出した「運営管理指導要綱の改正

について」(平成 27 年医政発 0521 第 3 号厚生労働省医政局長通知)

により通知しているので、ご留意の上、適正に運用されたい。 

 

 （社会医療法人の認定） 

○  社会医療法人については、平成 28 年 1 月 1 日現在で 262 法人が認

定を受けている（資料Ⅱ：「２.社会医療法人の認定状況について」）。

各都道府県においては、社会医療法人の認定時はもとより、認定後

も 毎 年 の 事 業 等 の 実 施 状 況 に つ い て 、 実 地 検 査 等 を 含 め 適 正 な 審

査・確認を行うようお願いする。 

  また、平成 27 年 3 月に発出した「社会医療法人の認定におけるへ

き地の医療に係る基準の追加について」(平成 27 年医政発 0331 第 7

号厚生労働省医政局長通知)により、救急医療等確保事業に係る業務

の基準について定めた告示(医療法第 42 条の２第１項第５号に規定

する厚生労働大臣が定める基準 (平成 20 年厚生労働省告示第 119

号 ))が改正され、へき地の医療に係る基準について、へき地医療拠

点病院に医師を派遣し、かつ当該へき地医療拠点病院からへき地診

療所に医師を派遣する場合等を追加することとなった旨を通知して

いるので、当該通知等を踏まえ、適正に運用されたい。 

  加えて、改正医療法による２県にまたがる場合の認定要件の一部

緩和及び認定を取り消された医療法人における救急医療等確保事業

に係る業務の継続的な実施については、来月通知を発出する予定で

あることを申し添える。 

 

（特定医療法人制度） 

○  特定医療法人制度について、「租税特別措置法施行令第 39 条の

25 第 1 項第 1 号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定め

る基準」（平成 15 年厚生労働省告示第 147 号）第 2 号イに定める

医 療 施 設 の 基 準 を 満 た し て い る 旨 の 証 明 手 続 に 関 し て 引 き 続 きご

協力いただくようお願いする。 

 

（病院不動産を対象としたリート） 

○  昨年 6 月 26 日に国土交通省が「病院不動産を対象とするリート

に関するガイドライン」を策定し、公表したことに併せて、厚生労

働省から同日付で「医療機関が病院不動産を対象とするリートを活

用する場合の留意事項について」（平成 27 年医政総発第 4 号、医

政支発第 1 号厚生労働省医政局総務課長、医療経営支援課長通知）

を発出し、リートを活用するにあたって、特に非営利性の確保に関

する留意点等についてまとめているので、医療機関からリートを活

用したいとの相談があった場合には、ガイドライン及び通知等を踏
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まえ、適切に対応されたい。 

 

（農業協同組合又は農業協同組合連合会の医療法人への組織変更） 

○  昨年 9 月 4 日に公布された「農業協同組合法等の一部を改正する

等の法律」(平成 27 年法律第 63 号 )により、病院等を経営する農業

協同組合等（厚生連）について、都道府県知事の認可を受けて医療

法 人 に 組 織 変 更 が で き る こ と 等 と さ れ た 。 当 該 認 可 等 に あ た って

は、申請を行う農業協同組合等を監督する農協監督部局 (主に各地

方農政局 )において事前に申請書類等を確認することとなっている

が、各都道府県知事による認可については、認可後の医療法人を監

督 す る 各 都 道 府 県 の 医 療 関 係 部 局 に お い て 処 理 さ れ る こ と と なる

ためご留意されたい。後日、当方から、このことについて関係通知

を発出することとしているので申し添える。 
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３．持分なし医療法人への移行促進について 

 

○ 医療法人社団については、持分ありと持分なしの形態があるが、

平成 18 年改正により、持分なしを原則とすることとされており、持

分ありは経過措置医療法人とされている。 

 

○ 持分あり医療法人については、理事長の死亡により、持分の相続

（相続税）が発生することになる。しかし、相続税の支払いのため

の持分払戻などにより医業継続が困難になるようなことなく、当該

医療法人が引き続き地域医療の担い手として、住民に対し、医療を

継続して安定的に提供していけるようにすることが望ましいことか

ら、次のような移行支援策を講じている。 

 

（移行支援策（税制）） 

 移行について計画的な取組を行う持分あり医療法人を国（厚生労

働省）が認定する仕組みを設け、この認定を受けた持分あり医療法

人については、平成 26 年度税制改正により創設された「医業継続

に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置」により、移行期間

内に発生する相続税・贈与税について納税を猶予し、持分なし医療

法人へ移行できた場合は、猶予税額を免除することとしている（認

定は、平成 29 年９月 30 日まで。平成 28 年 2 月 1 日現在で 31 件を

認定）。 

 

（移行支援策（融資）） 

さらに、持分なし医療法人への移行の際に持分の払戻が生じた場

合の支援策として、独立行政法人福祉医療機構による新たな経営安

定化資金の融資制度の活用もできることとなっている。（２億 5000

万円上限、利率 0.9％（平成 28 年１月現在）） 

 

（説明会開催等） 

 厚生労働省では、「持分なし医療法人への移行に関する手引書」

をホームページに掲載するとともに、ブロック単位で説明会を実施

し、移行支援策の周知を図っている。これまでに、27 年７～10 月、

12～２月に各ブロックごとに開催するとともに、医療団体等主催で

約 30 回開催している。（説明会参加者 計 2,300 人）  

 

○  各都道府県においても、平成 18 年の医療法改正以降、「持分な

し医療法人」への移行について医療法人への指導、支援を行ってい

るところであるが、当該移行支援策が来年９月までとなっているこ

とから、その活用も含めて、引き続き、持分なし医療法人への移行
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の促進に向けて必要な対応を取られるようお願いする。 

 

 ※  厚生労働省のホームページにおける掲載場所 

 

「持分なし医療法人への移行に関する手引書」 

ホーム > 政策について > 医療  > 医療法人・医業経営 > 4.医療

法人に関する税制等について 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_ir

you/iryou/igyou/index.html 

－（参考：別紙２） 
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・ 医療法人の経営者の死亡により相続が発生することがあっても、相続税の支払いのための持分払戻などに
より医業継続が困難になるようなことなく、当該医療法人が引き続き地域医療の担い手として、住民に対し、
医療を継続して安定的に提供していけるようにするため、医療法人による任意の選択を前提としつつ、持分
なし医療法人への移行について計画的な取組を行う医療法人を、国が認定する仕組みを導入。
（制度期間は、平成26年10月1日から平成29年9月30日までの3年間）

・ 税制措置：持分あり医療法人の持分を相続または遺贈により取得した場合や、持分あり医療法人の出資者
が持分を放棄したことにより、他の出資者の持分が増加することで、贈与を受けたものとして
他の出資者にみなし贈与税が課される場合、その法人が認定を受けた医療法人であるときは、
これらの相続税、贈与税の納税を猶予（最大3年間）等される。

・ 融資制度：認定を受けた医療法人における出資者や相続人からの持分の払戻しに対する資金調達として、
経営安定化資金を融資する。（福祉医療機構）
※貸付限度額：病院、診療所、老健ともに２億５千万円、貸付利率：0.90％（H27.12現在）

計画認定を受けた医療法人への支援

・ 持分なし医療法人への移行促進策に関する説明会など幅広い機会を捉えて、当該移行促進策の制度概要や
手続きなどについて「持分なし医療法人への移行に関する手引書」等に基づいて説明・周知を行っている。

◇持分なし医療法人への移行促進策に関する説明会 （H28.1 現在、説明会の延べ出席者数 約２，３００人）
･･･平成26年度は、本省において5回開催。

平成27年度は、各ブロックで、7月～10月に仙台、さいたま、名古屋、大阪、広島、福岡で開催。
また2回目として、各ブロックで、12月～2月に仙台、さいたま、名古屋、大阪、広島、福岡で開催。
この他、医療関係団体主催の講演会等においても説明。

◇持分なし医療法人への移行に係る全般的相談窓口･･･各都道府県医療法人制度所管課
※移行計画認定制度に関する相談窓口･･･厚生労働省医政局医療経営支援課 TEL：03-3595-2261（直）

その他の支援

持分なし医療法人への移行促進策について

概 要

別紙２

（参考）持分あり医療法人から持分なし医療法人への移行について

○「持分なし」医療法人の「相続」：法人内において新しい理事長が選出される（持分がないため相続や課税関係はなし）
○「持分あり」から「持分なし」へ移行：持分が相続人等から医療法人へ移行し、法人への贈与税課税（非課税基準あり）
○「 持分あり」医療法人の「相続」：持分の相続人への相続税課税

○ 従来は、解散時における法人の残余財産の出資者への分配や社員退社時の持分の払戻しが認められることから、医療法人に
おける非営利性の確保に抵触するのではないかとの疑義も生じていた。さらに、出資者の死亡に伴う相続税負担による医業
継続への支障（相続税支払いのために持分の払戻請求が行われる。）といった問題も発生し、課題が指摘されていた。

○ このため、平成１８年の医療法改正において、医療法人の非営利性の徹底を図るとともに、地域医療の安定性を確保する
ため、医療法人については、残余財産の帰属先を国または地方公共団体等に限定し、出資者に分配できないこととした（い
わゆる「持分なし医療法人」）（医療法第４４条第５項の改正）。
ただし、既設の医療法人には当分の間適用せず既設の医療法人の新法適用への移行は、自主的な取組と位置付けた。

※類型ごとの法人数
・医療法人社団:50,480法人（うち「持分あり」:41,027法人、「持分なし」:9,453法人（約２割））
医療法人財団:386法人(H27.3現在）

・「持分あり」から「持分なし」へ移行した法人:409法人(累計数、H27.3現在、認定医療法人:31法人(H28.1現在）)

（１）運営組織が適正であること

①一定の事項が定款等に定められていること（理事６人以上、監事２人以上 など）

②事業運営及び役員等の選任等が定款等に基づき行われていること

③その事業が社会的存在として認識される程度の規模を有していること（社会医療法人、特定医療法人を想定）

（２） 役員等（社員は含まれない）のうち親族・特殊の関係がある者は１／３以下であること

（定款、寄附行為にその旨の定めがあること)

（３） 法人関係者に対し、特別の利益を与えないこと

（４） 残余財産を国、地方公共団体、公益社団・財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人持分の定めの

ないもの）に帰属させること （定款、寄附行為にその旨の定めがあること）

（５） 法令に違反する事実、帳簿書類の隠ぺい等の事実その他公益に反する事実がないこと

※法人の贈与税の非課税基準

平成18年医療法改正の概要

相続・課税関係の考え方
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４．独立行政法人国立病院機構等について 

 

（１）独立行政法人国立病院機構について（概要） 

 

独立行政法人国立病院機構は、全国で143病院、51,513床を運営し、

災害時や新興・再興感染症の発生時の国の危機管理や積極的貢献が求め

られる医療に、国や地方自治体と連携しながら迅速・適切に対応すると

ともに、結核、重症心身障害、筋ジストロフィー等の他の設置主体では

必ずしも実施されないセーフティーネット分野の医療を提供している。

また、５疾病５事業の医療を中心に地域の医療水準の向上、地域の医療

機関との連携、強化にも取り組んでいる。さらに、全国的な病院ネット

ワークを活用して、大規模臨床研究や治験の推進、質の高い医師、看護

師等の育成、教育研修等を実施している。 

 

（２）国立高度専門医療研究センターについて（概要） 

 

 国立高度専門医療研究センター（ＮＣ）は、国民の健康に重大な影

響のある特定の疾患等に係る医療に関し、調査、研究等を行う６つの

法人の総称であり、がんその他の悪性新生物、循環器病、精神・神経

疾患等、感染症その他の疾患、成育に係る疾患、加齢に伴う疾患につ

いて、高度専門的な医療の開発及び確立、これらの業務に密接に関連

する医療の提供、人材育成や政策提言等の業務を行っている機関であ

る（６ＮＣ合計 4,337 床）。  

 なお、平成 27 年 4 月には、改正独立行政法人通則法の施行により、

研 究開 発 の 最 大 限 の 成果 を 確 保 す る こ とを 目 的 と す る 国 立研 究 開発

法人として位置づけられたところである。 

 

（３）独立行政法人地域医療機能推進機構について 

 

  ○独立行政法人地域医療機能推進機構の概要 

独立行政法人地域医療機能推進機構（ＪＣＨＯ）は、年金福祉施

設等の整理合理化を目的とした独立行政法人年金・健康保険福祉施

設整理機構（ＲＦＯ）を改組し、病院等の運営を目的とする独立行

政法人として、平成 26 年 4 月 1 日に発足した。 

ＪＣＨＯにおいては、全 57 病院（14,696 床）の他、介護老人保

健施設、看護専門学校等の附属施設を運営し、また自治体や関係団

体、地域の医療機関等とのきめ細かい連携により、それぞれの地域

において必要とされる医療・介護を提供することで、地域での取組

が十分ではない分野を補完し、各地域における連携の要や牽引役を

担うこととしている。 
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   ○地域協議会について 

ＪＣＨＯの各病院においては、地域の実情に応じた運営に資する

ため、各地域で開催される地域医療に関する協議の場に積極的に参

加することとしている。 

また、ＪＣＨＯ法に基づき協議会を設置・開催する等により、利

用者やその他関係者の意見を広く聴くこととしている。 

当該協議会については、地元自治体の方にもご協力いただいてお

り、引き続きご協力をお願いしたい。 
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５．国立ハンセン病療養所について 

 

   ○国立ハンセン病療養所の概要 

ハンセン病の患者であった者が入所している施設で、当該入所者

に対して必要な療養を行っており、全国（青森県、宮城県、群馬県、

東京都、静岡県、岡山県、香川県、熊本県、鹿児島県、沖縄県）に

13 ヵ所設置されている。 

入所者は、1,718 人、平均年齢 83.9 歳（平成 27 年 5 月 1 日現在）

と高齢化が進展しており、ハンセン病の後遺症に加え、生活習慣病

等の合併症の発症や、身体機能・視覚機能の低下等により、日常生

活上の不自由度が進行していることから、医療・介護の必要度が増

加している。 

 

   ○ハンセン病問題への対応について 

国 の隔 離 政 策 に 起 因 して ハ ン セ ン 病 の 患者 で あ っ た者 等 が受 け

た身 体 及び 財 産に 係 る 被 害そ の 他社 会生 活 全般 に わた る被 害 の回

復には、未解決の問題が残されており、とりわけ、ハンセン病の患

者であった者等が、地域社会から孤立すること無く、良好かつ平穏

な生 活 を営 む こと が で き るよ う にす るた め の基 盤 整備 は喫 緊 の課

題であり、適切な対策を講ずることが急がれている。また、ハンセ

ン病 の 患者 で あっ た 者 等 に対 す る偏 見と 差 別の な い社 会の 実 現に

向けて、真摯に取り組んでいかなければならない。 

これらは、平成 21 年 4 月に施行された「ハンセン病問題の解決

の促進に関する法律」に基づき、国及び地方公共団体の責務として

ハン セ ン病 の 患者 で あ っ た者 等 の 福 祉の 増 進等 を 図る ため の 施策

を策定し、及び実施する責務を有すると規定されていることから、 

①  国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整

備のための措置として、医師・看護師・介護員の確保、 

②  良好な生活環境の確保のための措置として、国立ハンセン病療

養所の土地、建物、設備等を地方公共団体又は地域住民等の利

用に供するための取り組み、 

などに国はもちろんのこと、地方公共団体にも協力いただき、様々

な課題を解決していく必要がある。 

 

「①」については、平成 26 年 11 月に行われた「ハンセン病問題

の解 決 の促 進 に関 す る 法 律の 一 部を 改正 す る法 律 案に 対す る 附帯

決議」においても、『国立ハンセン病療養所については、その入所

者の良好かつ平穏な療養生活のため、職員の確保に最大限努めるこ

と。特に医師の確保に当たっては、地方自治体等関係機関の協力を

得て欠員補充に努めること。』とされており、国と地方公共団体と
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が協 力 して 国 立ハ ンセ ン 病療 養 所に おけ る 必要 な 療養 体制 の 確保

をより一層図っていく必要がある。 

また、「②」については、これまでに、各園における将来構想の

進展に向けた取り組みとして、国立ハンセン病療養所の土地等の一

部を貸し付け、これまで 2 園（多磨全生園及び菊池恵楓園）で保育

所の誘致が実現し、平成 28 年 2 月に 1 園（邑久光明園）で特別養

護老人ホームが開所している。さらに、１園（星塚敬愛園）では障

害者支援施設を誘致することが決定しており、平成 29 年度中を目

途に開所する予定である。その他の園についても、所在関係自治体

の協力の下、協議会等を設置し、具体的な検討が進められていると

ころもあるが、具体的な進捗がないところについても療養所及び入

所者自治会と意見交換を行うなど、引き続き積極的に関わり、将来

構想の進展を図るよう協力方お願いする。 

     

  ◎このような国立ハンセン病療養所の運営及びハンセン病問題の解

決に向けた施策の促進については、国立ハンセン病療養所入所者

団体等からも、地方公共団体の協力を求められていることから、

特に国立ハンセン病療養所の所在する関係自治体からの支援、協

力をよろしくお願いする。 
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１．医師確保対策について 

 

（１）医療従事者の需給に関する検討会 

「医療従事者の需給に関する検討会」については、現在、都道府

県において地域医療構想の策定が進められていることと併せ、医療

従事者の需給の見通しや、その確保策、地域偏在対策等について検

討するため、昨年 12 月より開催している。 

※ 全国・地域の需給状況や確保のための対策が異なることから①医師、

②看護職員、③理学療法士・作業療法士のそれぞれに分科会を設置し、

平成 28 年内を目途に最終的な報告書を取りまとめ。  

このうち医師については、まずは平成 29 年度で終了する暫定的な

医学部定員増の取扱いについて早急に検討する必要があるため、「医

師需給分科会」を先行して開催しているところ。 

この分科会においては、平成 29 年度までの医学部定員の暫定増の

取扱い及び地域偏在対策の論点に関する中間報告を今年４月末を目

途に取りまとめ、その後、地域偏在対策や今後の医学部定員の在り

方等について議論を深め、12 月を目途に、報告書を取りまとめるこ

ととしている。 

この取りまとめを踏まえ、平成 30 年度から始まる第７次医療計画

に医療従事者の確保対策について具体的に盛り込んでいただくこと

を考えており、今後、詳細等については検討会の取りまとめを踏ま

えて追ってご連絡したい。 

 

（２）医学部入学定員の動向 

地域の医師確保のため、平成 20 年度より医学部入学定員について

は、文部科学省と連携を図り、段階的に増員を行っている。 

その結果、平成 27 年度の入学定員については、過去最大の 9,134

人であり、平成 19 年度と比べて 1,509 人の増員となった。平成 28

年度についても、更に同様の枠組みで 28 人の増員を行い、また新設

される東北医科薬科大学の定員も含めると、9,262 人となる予定で

ある。 

 

○平成 28 年度における医学部入学定員の増員について 

（１）増員数 

総数 28 人  
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①  「地域枠」・・・28 名  

 各都道府県と当該県内外の大学が連携し、地域医療を担う

医師を養成するための定員増。（都道府県計画その他の都道

府県が作成する医療に関する計画に位置づけた医学部定員

増であり、大学が特定の診療科や地域で診療を行うことを

条件とした選抜枠を設け、都道府県が学生に対して奨学金

（地域医療介護総合確保基金の活用が可能）を貸与する仕

組み） 

②  「研究医枠」・・・0 名 

 研究医を養成するための定員増。 

③「歯学部振替枠」・・・0 名 

・ 歯学部入学定員を減員する場合に認められる定員増。 

（２）増員期間 

平成 31 年度までの 4 年間 

 

医学部入学定員の増員については、平成 31 年度までの４年間を

期限とし、その後の取扱いについては「医療従事者の需給に関する

検討会」で検討することとしており、今後、詳細等については同検

討会の取りまとめを踏まえて追ってご連絡したい。 
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8,280人
（昭和56～59年度）

7,625人
(平成15～19年度)

（人）

昭和57年
閣議決定

「医師については
全体として過剰を

招かないように配慮」

昭和48年
閣議決定

「無医大県解消構想」

○医学部の入学定員を、過去最大規模まで増員。
（平成19年度7,625人→平成28年度9,262人（計1,637人増））

医学部入学定員の年次推移

昭和 平成

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

7793 8486 8846 8923 8991 9041 9069 9134 9262

平成28年度
9,134→9,262人
【128人増】

地域の医師確保を目的とした都道府県地域枠（概要）

○【地域枠】（平成22年度より都道府県の地域医療再生計画等に位置付けた医学部定員増）
〈１〉大学医学部が設定する「地域医療等に従事する明確な意思をもった学生の選抜枠」
〈２〉都道府県が設定する奨学金の受給が要件

※入試時に選抜枠を設定せず、入学後に学生を選抜する場合もあり

※学生の出身地にとらわれず、全国から募集する場合もあり

※貸与額及び返還
免除要件について
は、各都道府県が
その実情に応じ
て、独自に設定。

○月額１０～１５万円
※入学金等や授業料など別途支給の場合あり

○６年間で概ね１２００万円前後
※私立大学医学生等には、別途加算の場合あり

（参考）全学部平均の学生の生活費（授業料含む）は
国公立大学で約１４０万/年、 私立大学で約２００万/年

出典（独）日本学生支援機構 学生生活調査（平成２０年度）

１．貸与額

○医師免許取得後、下記のような条件で医師として貸与期間の概ね1.5倍（９年
間）の期間従事した場合、奨学金の返還が免除される。

１．都道府県内の特定の地域や医療機関
（公的病院、都道府県立病院、市町村立病院、へき地診療所等）

２．指定された特定の診療科（産婦人科・小児科等の医師不足診療科）

２．返還免除要件

・平成22年度地域枠入学定員（313名）→平成28年に卒業見込み
・平成23年度地域枠入学定員（372名）→平成29年に卒業見込み
・平成24年度地域枠入学定員（437名）→平成30年に卒業見込み
・平成25年度地域枠入学定員（476名）→平成31年に卒業見込み
・平成26年度地域枠入学定員（500名）→平成32年に卒業見込み
・平成27年度地域枠入学定員（564名）→平成33年に卒業見込み
・平成28年度地域枠入学定員（592名）→平成34年に卒業見込み

医
学
教
育
（
６
年
間
）

平成28年度以降、新たな
医師として地域医療等へ貢献：

奨学金の例
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これまでの医学部定員増 （内訳）

平成１９年度の定員：７６２５名 平成２７年度の定員：９１３４名
１５０９名増

１０５名２３名４０名 １８９名５０４名 ３６０名 ７７名 ６８名５０名 ２８名 ６５名

Ｈ２０Ｈ２０ Ｈ２１Ｈ２１ Ｈ２２

緊急医師確保対策
による増

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

新成長戦略による増

平成２９年度までの臨時定員増
（３１７名）

平成３１年度までの臨時定員増
（６４８名 うち地域枠５６４名）

※平成２８年度の定員は９２６２名となる予定

・１５名 ： 北海道(37)、青森県(32)、岩手県(43)、秋田県(29)、山形県(25)、福島県(53)、新潟県(29)、山梨県(29)、
岐阜県(30)、三重県(25)

・１３名 ： 自治医科大学(23)
・ ５名 ： 宮城県(33)、茨城県(50)、群馬県(23)、千葉県(38)、東京都(141)、神奈川県(75)、富山県(17)、石川県(25)、

福井県(15)、長野県(22)、静岡県(36)、愛知県(62)、滋賀県(15)、奈良県(20)、和歌山県(50)、鳥取県(24)、
島根県(22)、岡山県(24)、広島県(20)、山口県(17)、徳島県(17)、香川県(19)、愛媛県(20)、高知県(20)、
長崎県(19)、熊本県(15)、大分県(15)、宮崎県(12)、鹿児島県(17)

・ ３名 ： 京都府(12)  
・ ２名 ： 兵庫県(29)、佐賀県(12)、沖縄県(17)
・ ０名 ： 栃木県(20)、埼玉県(29)、大阪府(50)、福岡県(40)

※かっこ内は31年度までの臨時増も含めた
各都道府県の地域枠数

経済財政改革
の基本方針
２００９による増

経済財政改革
の基本方針
２００８による増

Ｈ２０

新医師確保対策
による増

恒久定員増（５４４名） 臨時定員増（９６５名）

文部科学省資料

１．目的

今後、高齢社会が一層進む中で、人口構造の変化や地域の実情に応じた医療提供体制を構築するた
め、地域医療構想との整合性の確保や地域間偏在等の是正などの観点を踏まえた医療従事者の需給の
検討が必要であることを踏まえ、医師・看護職員等の医療従事者の需給を見通し、医療従事者の確保策、
地域偏在対策等について検討する。

２．検討事項
・ 医療従事者の需給の見通しについて
・ 医療従事者の確保策、地域偏在対策等について

３．構成員（○は座長）
荒井 正吾（奈良県知事）
荒川 哲男（全国医学部長病院長会議会長）
尾形 裕也（東京大学政策ﾋﾞｼﾞｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ特任教授）
小川 彰 （岩手医科大学学長）
荻原 喜茂（日本作業療法士協会副会長）
片峰 茂 （長崎大学学長）
勝又 浜子（日本看護協会常任理事）
加納 繁照（日本医療法人協会会長）
釜萢 敏 （日本医師会常任理事）
北村 聖 （東京大学大学院医学系研究科

附属医学教育国際研究ｾﾝﾀｰ教授）
権丈 善一（慶應義塾大学商学部教授）
堺 常雄 （日本病院会会長）
高砂 裕子（全国訪問看護事業協会常務理事）
西澤 寬俊（全日本病院協会会長） （※オブザーバー：文部科学省高等教育局医学教育課長）

４．スケジュール
・ 平成27年12月より開催
・ 医師需給分科会については、他の分科会に先行させて開催
・ 第7次医療計画を念頭に平成28年内にとりまとめ予定

医療従事者の需給に関する検討会

野口 晴子（早稲田大学政治経済学術院教授）
春山 早苗（自治医科大学看護学部長）
半田 一登（日本理学療法士協会会長）
平川 博之（全国老人保健施設協会副会長）
福井 次矢（聖路加国際病院院長）
伏見 清秀（東京医科歯科大学医療政策情報学教授）
邉見 公雄（全国自治体病院協議会会長）
本田 麻由美（読売新聞東京本社編集局社会保障部次長）
松田 晋哉（産業医科大学医学部教授）
松原 謙二（日本医師会副会長）
水間 正澄（昭和大学医学部リハビリテーション医学講座教授）

○ 森田 朗 （国立社会保障・人口問題研究所所長）
山口 育子（NPO法人ささえあい医療人権センターCOML理事長）
山崎 學 （日本精神科病院協会会長）

全国・地域の需給状況や確保のための対策が異なる
ことから①医師、②看護職員、③理学療法士・作業療
法士ごとに分科会を設置し検討。
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１．目的

「医療従事者の需給に関する検討会」の設置と合わせて、同検討会に「医師需給分科会」を設置し、医師
の需給推計に基づく今後の医学部定員の在り方について検討するとともに、医師の地域偏在・診療科偏
在の是正策についても併せて検討する。

２．検討事項
・ 医師の需給推計について
・ 医学部定員の在り方について（平成29年度・平成31年度に終了する暫定的な医学部定員増の在り方を含む）
・ 医師の地域偏在・診療科偏在の是正策について

３．構成員（○は座長）
荒川 哲男 （全国医学部長病院長会議会長）
一戸 和成 （青森県健康福祉部長）
今村 聡 （日本医師会副会長）
小川 彰 （岩手医科大学学長）

○ 片峰 茂 （長崎大学学長）
神野 正博 （全日本病院協会副会長）
北村 聖 （東京大学大学院医学系研究科

附属医学教育国際研究ｾﾝﾀｰ教授）
権丈 善一 （慶應義塾大学商学部教授）

４．スケジュール
・ 平成２７年１２月１０日 第１回開催
・中間取りまとめに向けて、需給推計、地域偏在対策について検討。

・ 平成２８年４月末 中間報告とりまとめ
・ 引き続き具体的な医師の地域偏在対策について検討。
・ 秋口以降、都道府県の地域医療構想が概ね出そろうことから、医師の地域偏在・診療科偏在対策についての議論を深めつつ、平成32年
度以降の医学部定員等についても検討。

・ 平成２８年１２月目途 報告書とりまとめ

小森貴 （日本医師会常任理事）
平川淳一 （日本精神科病院協会常務理事）
平川博之 （全国老人保健施設協会副会長）
福井次矢 （聖路加国際病院院長）
本田麻由美 （読売新聞東京本社編集局社会保障部次長）
松田晋哉 （産業医科大学医学部教授）
森田朗 （国立社会保障・人口問題研究所所長）
山口育子 （NPO法人ささえあい医療人権ｾﾝﾀｰCOML理事長）
（※オブザーバー：文部科学省高等教育局医学教育課長）

医療従事者の需給に関する検討会（医師需給分科会）

156



２．医師臨床研修について 

 
（１）医師臨床研修制度について 

現在の医師臨床研修制度は、平成 16 年度より「医師としての人格を

かん養し、将来専門とする分野にかかわらず、一般的な診療において

頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能

力を身につけること」を基本理念として、従来の努力義務から必修化

する形で導入された。必修化に伴い、診療に従事しようとする医師は、

２年以上、臨床研修を受けなければならないとされており、臨床研修

を修了した者については、その申請により、臨床研修を修了した旨を

医籍に登録することとされている。 

 
（２）医師臨床研修制度の見直しについて 

平成 27 年の制度見直しにおいて、研修希望者に対する募集定員の割

合を平成 27 年度は約 1.2 倍とし、平成 32 年度に向け徐々に約 1.1 倍

としていくこととともに、都道府県が上限の範囲内で各病院の定員を

調整できる枠を設けるなどしたところ。 

また、臨床研修の到達目標・評価の在り方について、医師臨床研修

部会の下にワーキンググループを設置し、検討を進めているところ。 

 
【平成 27 年 制度の見直し】 

 ①基幹型臨床研修病院の在り方 

・基幹型臨床研修病院の在り方を明確化し、到達目標の多くの部分を研修可

能な環境を備えるとともに、研修医及び研修プログラムの全体的な管理・

責任を有する病院とした。 

②臨床研修病院群の在り方 

・頻度の高い疾病等について様々なバリエーションの能力形成が可能となる

群を構成。 

・病院群の地理的範囲は同一都道府県内、二次医療圏内を基本とする。 

③基幹型臨床研修病院に必要な症例 

・年間入院患者数 3,000 人以上に満たない新規申請病院も、当面 2700 人以上

の病院から、良質な研修が見込める場合には訪問調査により評価する。 

④キャリア形成の支援 

・妊娠、出産、研究、留学等の多様なキャリアパスに応じた臨床研修中断・

再開の円滑化。 

⑤募集定員の設定方法の見直し 

・研修希望者に対する募集定員の割合を縮小（平成 27 年度 約 1.2 倍 → 

次回見直しに向けて約 1.1 倍）。 

・都道府県上限の計算式を一部見直し（新たに高齢化率、人口当たり医師数

も勘案）。 

・各病院の募集定員において、大学病院等の医師派遣の実績を考慮。 
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⑥地域枠への対応、都道府県の役割の強化 

・地域枠、医師派遣等の状況を踏まえつつ、都道府県が、都道府県上限の範

囲内で各病院の定員を調整できる枠を追加。 

⑦都道府県による募集定員の基礎数の配分及び事務の経由 

・都道府県が希望する場合、各基幹型臨床研修病院の募集定員を都道府県が

配分することができること。また、臨床研修病院の指定の申請書等の書類

の提出について、都道府県を経由して提出させることができること。 

 

（３）医師臨床研修にかかる補助金 

臨床研修病院が、適切な指導体制の下で臨床研修を実施することを

支援する臨床研修費等補助金（医科分）は、平成 28 年度予算案におい

て、80 億円を計上している。  
各都道府県におかれては、管轄内の病院が臨床研修を円滑に実施す

るために、当補助事業を積極的に活用できるようご配慮いただくとと

もに、地域における研修医の確保及び臨床研修の質の向上を図るため、

地域における臨床研修病院群の形成や都道府県調整枠を活用した募集

定員の調整を行うなど、理想的な医師養成のネットワークの形成等に

取り組むことをお願いする。  
 

○補助対象事業 
 

（１）教育指導経費 

・指導医の確保 

・剖検の実施 

・プログラム責任者の配置 

・研修管理委員会の設置 

・へき地診療所等における研修 

・産婦人科・小児科における宿日直研修 

 

（２）地域協議会経費 

・臨床研修に関する協議会運営に係る謝金、旅費、会議費等 

（募集定員の調整、研修プログラムの共同開発に係るもの。） 

 
（参考：予算額の推移） 

 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 
平成27年度 

 

平成28年度 

（予算案） 

予算額 １４２億円 １３２億円 １２１億円 １０４億円 ９０億円 ８０億円 

 

【補助先】公私立大学附属病院、厚生労働大臣の指定した公私立病院等 

【補助率】定額 
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＜基幹型臨床研修病院の在り方＞
・基幹型病院の在り方の明確化。（到達目標の大部分を研修可能な環境と研修医及び研修プログラムの
全体的な管理・責任を有する病院）
＜臨床研修病院群の在り方＞
・頻度の高い疾病等について様々なバリエーションの能力形成が可能となる群の構成が必要。
・病院群の地理的範囲は、同一都道府県内、二次医療圏内を基本。

医師臨床研修制度の見直しについて（平成２７年度研修より適用）
－医道審議会医師分科会医師臨床研修部会報告（概要）－

○ 医師臨床研修制度は、医師の基本的な診療能力の修得のため、平成16年度に努力義務から必修化され、まもなく１０年。
○ 今回の見直しは、前回の制度見直し（募集定員の見直し等：平成２２年度研修より適用）において、５年以内に見直しを行うこととなっていたこと等を
踏まえ、さらなる研修の質の向上、地域医療の安定的確保等の観点から、制度全体的に検討し、必要な見直しを行ったもの。

研修の質の向上
見直しの概要見直しの概要

・到達目標・評価の在り方は、診療能力
の評価等をさらに考慮する必要。

＜キャリア形成支援＞
・妊娠出産、研究等の多様なキャリアパスに応じた臨床研修中断・再開の円滑化。

＜到達目標・評価（→研修診療科、必要な症例の在り方等に反映)＞
・次回（平成３２年度）見直しに向け、診療能力の評価等の観点から別途検討の場を設け見直す。

＜募集定員の設定＞
・激変緩和措置（各都道府県募集定員の上限、各研修病院）は、平成26年3月末に終了。
・研修希望者に対する募集定員の割合を縮小。（約1.23倍→当初1.2倍、次回見直しに向けて1.1倍）
・都道府県上限の計算式を一部見直し。（新たに、高齢化率、人口当たり医師数も勘案）
・各病院の募集定員において、大学病院等の医師派遣の実績をより考慮。

地域医療の安定的確保

・研修希望者に対する募集定員の割合が
大きく、研修医が都市部に集まりやすい
懸念。
・研修医数は地方で増加傾向であるが、
地域医療にさらなる配慮が必要。
・都市部から他県への医師派遣の実績等
も考慮すべき。

・基本理念を踏まえ、基幹型病院、病院
群の在り方を明確化する必要。

・小規模でも良質な研修な研修が見込め
る病院がある。

・出産育児、研究等のキャリアパスの多
様化に対して柔軟な対応が必要。

＜必要な症例＞
・基幹型病院の「年間入院患者数３０００人以上」基準は維持。
・３０００人に満たない新規申請病院も、良質な研修が見込める場合には、訪問調査により評価。

※今回の制度見直しの施行後５年以内に所用の見直しを行う。

背景

＜ 課 題 ＞ ＜ 見 直 し の 方 向 ＞

・地域の実情を踏まえ、都道府県が定員
を調整できる仕組みも必要。

＜地域枠への対応・都道府県の役割の強化＞
・地域枠、医師派遣等の状況を踏まえつつ、都道府県が、都道府県上限の範囲内で各病院の定員を
調整できる枠を追加。

臨床研修医の募集定員倍率

全国の臨床研修募集定員数

全国の臨床研修希望者数
＝

臨床研修医の募集定員倍率

（平成27年度 約1.2倍）

11,030 11,276 11,370 11,461 11,722 11,448
10,699 10,900 10,755 10,739 10,703

11,222 11,324

8,443 8,720 8,802 8,759 8,702 8,572 8,597 8,729 8,655 8,679 8,717
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研修希望者

人 破線（-----）は試算人

募集定員

人

1.22倍 1.18倍 1.16倍
1.23倍

1.1倍1.12倍1.14倍
1.35倍 1.25倍

都市部に研修医が集中する傾向が続いているとの
指摘
（平成21年2月18日臨床研修制度のあり方等に関する検討会「臨床
研修制度等に関する意見のとりまとめ」

・ 研修医の募集定員は全国の定数管理や地域別の統一的な調整が行われず

・ 全国の募集定員の総数がその研修希望者の1.3倍を超えるまで拡大

平成22年度

医師臨床研修制度必修化以降

・ 都道府県の募集定員について上限設定

・ 医師派遣の実績に応じ、臨床研修病院に募集定員を加算
（20名派遣で１名加算、派遣が５名増えるごとにさらに１名加算）

まだ都市部へ研修医が集中しやすい状況にある
との指摘
（平成25年12月19日医道審議会医師分科会医師臨床研修部会
報告書）

平成25年度

・ 全国の募集定員倍率が約1.237倍まで縮小

平成27年度

・ 全国の募集定員倍率を平成27年度に約1.2倍に設定
・ 今後、徐々に減少させ、平成32年度に約1.1倍とする

研修医の募集定員・研修希望者数の推移
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○ 臨床研修の円滑な実施を図るため、研修を行う病院等に必要な支援を行う。
○ 国立を除く、公・私立の大学病院・臨床研修病院等が対象。

平成２８年度予算案 ８０億円（平成２７年度予算額 ９０億円）

１．教育指導経費

・指導医経費
・剖検経費
・プログラム責任者経費
・研修管理委員会等経費
・へき地診療所等研修支援経費
・産科・小児科宿日直研修事業経費

２．地域協議会経費

○医師臨床研修費等補助金の推移

医師臨床研修費等補助金

平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

予算額 ４３億円 １７１億円 １８２億円 １７０億円 １６２億円 １６１億円 １６１億円 １６２億円 １４２億円 １３２億円 １２１億円 １０４億円 ９０億円

教育指導経費等 - ９０億円 １３５億円 １４２億円 １５６億円 １６１億円 １６１億円 １６２億円 １４２億円 １３２億円 １２１億円 １０４億円 ９０億円

導入円滑化特別加
算

- ６０億円 ４７億円 ２８億円 ６億円 － － － － － － － －

旧制度分 ４３億円 ２１億円 － － － － － － － － － － －

【補助先】 公私立の大学附属病院及び臨床研修病院（厚生労働大臣指定）等
【補助率】 定額
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３．新たな専門医に関する仕組みについて 

医師の質の一層の向上を図ること等を目的として、「専門医の在り方に関する検討

会」を開催し、専門医に関して幅広く検討を重ね、平成 25 年４月に報告書を取りま

とめた。 

 

【報告書の主な概要】 

・ 中立的な第三者機関を設立し、プロフェッショナルオートノミー（専門家によ 

る自律性）を基盤として、専門医の認定と養成プログラムの評価・認定を統一 

的に行う。 

・ 総合的な診療能力を有する医師（総合診療医）の専門医としての名称は、「総 

合診療専門医」とし、専門医の一つとして基本領域に位置づける。 

・ 仕組みの構築にあたっては、少なくとも、現在以上に医師が偏在することのな 

 いよう、地域医療に十分配慮すべき。 

 

この報告書の内容を踏まえ、平成 26 年５月に設立された一般社団法人日本専門医機

構（以下「専門医機構」という。）が、専門医の認定等を統一的に行うこととされて

おり、同機構における認定基準の作成や各研修病院における養成プログラムの作成等

を経て、平成 28 年 6 月頃から専門医取得を希望する医師の募集を開始し、平成 29 年

度からの養成開始を目指している。 

 

（１）専門研修プログラムの認定に向けた各都道府県の役割について 

   平成 27 年 11 月に専門医機構において、「専門研修プログラム作成における注意点

について」（資料別添）が公表され、専門研修プログラムの作成における注意点が示

されている。 

   この通知の内容を踏まえ、「専門研修プログラムの認定に向けた各都道府県の役割

について」（平成 28 年 1 月 15 日付 医政局医事課長通知）（資料）を発出しているの

で、各都道府県におかれては、以下の内容について関係者と協力した取組をお願いし

たい。 

  ○ 地域医療対策協議会等の場を活用し、都道府県、大学、医師会、病院団体等の関

係者が専門研修について、協議する場を設けること 

  ○ 専門研修プログラムの内容について把握し、各都道府県内でプログラムの配置に

ついて偏在がないよう、また、研修施設の基準を満たしている医療機関が研修施

設から外れることがないようにすること 

（※）専門研修プログラムの内容については、専門医機構に申請された情報を国か

ら各都道府県に対して提供する予定としているが、各都道府県におかれても早

めに把握するようお願いしたい。 

  ○ 研修施設は、専門研修プログラム形成時において、外部の施設等から何らかの圧

力がある場合、専門医機構に対して申立てができること 

 

（２）専門医にかかる平成 28 年度予算案について 

  医師の質の一層の向上を図ることなどを目的とする専門医に関する新たな仕組み

が円滑に構築されるよう、研修病院に対する専門医の養成プログラムの作成支援、都

道府県に対する新たな専門医の仕組みに係る地域協議会の開催支援及び専門医の認

定と養成プログラムの評価・認定を行う日本専門医機構に対する情報データベース作

成等の支援を行う。 
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【専門医認定支援事業 平成 28 年度予算案 190,036 千円】 

○専門医の養成プログラム作成経費（予算案内訳 127,786 千円） 

（事業内容）・総合診療専門医の養成プログラム 

      ・初期診療が地域で幅広く求められる診療科で都市部と地域をロー

テーションする内容の養成プログラム作成経費 

（実施主体） 都道府県（間接補助先：研修病院（群）） 

（補 助 率） 1/2（国 1/2、都道府県 1/2 以内、事業者 1/2 以内） 

（対象経費） 代替医師雇上経費、事務職員雇上経費、旅費 

 

○新たな専門医の仕組みに係る地域協議会経費（予算内訳 14,688 千円） 

（事業内容） 都道府県において、新たな専門医の仕組みに係る地域医療に配慮し

た研修体制の構築等を協議する地域協議会の開催 

（実施主体） 都道府県 

（補 助 率） 1/2（国 1/2、都道府県 1/2） 

（対象経費） 事務職員雇上経費、諸謝金、委員等旅費、印刷製本費、通信運搬費、

会場借上費等 

   

○専門医に関する情報データベース作成等経費（予算案内訳 47,562 千円） 

（事業内容）・専門医に関する情報データベース作成経費 

      ・シンポジウム開催等普及・啓発経費 

      ・訪問調査を担当するサーベイヤーを養成するための講習会等経費 

      ・総合診療専門医の研修における研修プログラム統括責任者及び指導医

の養成 

      ・地域医療に配慮した専門医養成のあり方に関する検討会の開催 

（実施主体） 一般社団法人日本専門医機構 

（補 助 率） 1/2（国 1/2、事業者 1/2） 

（対象経費） 事務職員雇上経費、諸謝金、委員等旅費、印刷製本費、通信運搬費、

会議費等 

 

（３）今後のスケジュール（案）について 

   平成 28 年 5 月末   各研修施設群が作成する研修プログラムの認定 

   平成 28 年 6 月頃   専門医取得を希望する医師の募集開始 

   平成 29 年度     新たな仕組みの下で研修開始 

   平成 32 年度～    日本専門医機構において、専門医の認定 
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医政医発 011 5 第１号

平成 28 年１月 1 5 日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省医政局医事課長

（ 公 印 省 略 ）

専門研修プログラムの認定に向けた各都道府県の役割について

平成 29 年度からの養成開始が予定されている、新たな専門医の仕組みの下での専門

研修については、平成 25 年４月に本省において取りまとめた「専門医の在り方に関す

る検討会報告書」において、「新たな専門医の仕組みの構築にあたっては、少なくとも、

現在以上に医師が偏在することのないよう、地域医療に十分配慮すべきである」とされ

ている。

また、昨年９月から 12 月にかけては、新たな専門医の仕組みに関する地域説明会を

順次開催し、地域医療に配慮した研修体制を形成するための、地域の関係者が協議する

場の構築をお願いしてきたところ。

さらに、昨年 11 月には、一般社団法人日本専門医機構（以下「専門医機構」という。）

から「専門研修プログラム作成における注意点について」（別添）が公表され、新たな

専門医の仕組みにより、地域医療体制が現状より悪化することがないように最善を尽く

すとされている。

これらを踏まえ、各都道府県におかれては、専門医機構による専門研修プログラム（以

下「プログラム」という。）の認定に向け、医師が偏在することなく専門医の質を高め

る体制が構築されるよう、「専門医の在り方に関する検討会報告書」（平成 25 年４月 厚

生労働省）、「専門研修プログラム作成における注意点について」（平成 27年 11 月 専門

医機構）等を踏まえて、下記のとおり関係者と協力した取組をお願いする。

なお、プログラム認定後も専攻医の採用が決定するまでの間、地域における調整が必

要になると考えられることから、各都道府県におかれても調整への協力につき、ご承知

おきいただきたい。

記

１．地域の関係者による協議の場の設置

・ 地域医療対策協議会等の場を活用し、専門研修を行う基幹施設及び連携施設（以

下「研修施設」という。）、大学、医師会、病院団体、都道府県等の関係者が、専門

研修について協議する場を設けること。
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２．プログラムの把握及び調整

・ 本年１月から３月までを目途に行われる基幹施設から専門医機構へのプログラム

申請にあたり、管内の研修施設におけるプログラムの内容を把握すること。

・ プログラムは、地域医療体制を現状より悪化させないように認定等が行われる。

各都道府県においては、把握したプログラムの内容を踏まえ、本年５月末の専門医

機構によるプログラム認定までの間に、各都道府県内でプログラムの配置に明らか

な偏在がないよう、また、研修施設の基準を満たし専門研修を実施する必要のある

医療機関が研修施設から外れることのないよう、上記１の場等を活用して地域の関

係者による協議、調整※を図ること。

※ 調整の結果、申請したプログラムの修正が必要になった場合、基幹施設からプログラ

ムの変更申請ができる予定

３．プログラム作成時における医療機関からの相談

・ 研修施設は、プログラム作成時における外部施設等との関係について、専門医機

構に対する申立てができることとされている。各都道府県においては、医療機関か

ら、プログラム作成時の外部施設等との関係について相談を受けたときは、必要に

応じ、上記１の場等を活用して協議、調整を図るほか、本省及び専門医機構と連携

して対応すること。

以上
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プログラム開始に向けた専門医機構のスケジュール

平成 27 年

11 月 25 日 「専門研修プログラム作成における注意点について」公表

12 月１日 プログラムの申請受付開始（一部領域）

平成 28 年

１月～３月 プログラムの申請期限（締切は領域により異なる）

５月末まで 申請されたプログラムの審査、認定

・ 各領域研修委員会よる一次審査

・ 専門研修プログラム研修施設評価・認定部門による二次審査

６月 認定したプログラムの公表

専攻医の募集開始

９月頃 診療領域ごとに専攻医の採用試験を実施（第１回）

年度内 さらに２度（第２回、第３回）の選考により、平成 29 年度から

養成する専攻医を決定

（参考１）
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新たな専門医の仕組みに関する地域説明会開催結果

１．新たな専門医の仕組みに関する地域説明会（九州ブロック対象）

平成２７年９月２０日(日) １４時００分～１６時３０分

佐賀大学臨床講堂（約１９０名参加）

２．新たな専門医の仕組みに関する地域説明会（滋賀県、京都府、奈良県対象）

平成２７年９月２３日(水・祝日) １４時３０分～１７時００分

キャンパスプラザ京都第２会議室（約１８０名参加）

３．新たな専門医の仕組みに関する地域説明会（東海北陸ブロック対象）

平成２７年９月２６日(土) １４時００分～１６時３０分

三重県庁講堂（約２１０名参加）

４．北海道 第２回新専門医制度説明会

平成２７年１０月１７日(土) １３時００分～１７時００分

札幌第一合同庁舎講堂（約１７０名参加）

５．新たな専門医の仕組みに関する地域説明会（東北ブロック対象）

平成２７年１０月２５日(日) １４時００分～１６時３０分

東北大学医学部星陵オーディトリアム（約２００名参加）

６．新たな専門医の仕組みに関する地域説明会

（福井県、大阪府、兵庫県、和歌山県対象）

平成２７年１１月２２日(日) １３時００分～１５時３０分

大阪府咲洲庁舎 咲洲ホール（約２５０名参加）

７．新たな専門医の仕組みに関する地域説明会（中国四国ブロック対象）

平成２７年１１月２３日(月・祝日) １４時００～１６時３０分

広島市南区民文化センター ホール（約３６０名参加）

８．新たな専門医の仕組みに関する地域説明会（関東信越ブロック対象）

平成２７年１２月１０日(木) １５時００～１７時３０分

日本教育会館 第一会議室（約３００名参加）

（参考２）
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一般社団法人 日本専門医機構 

理事長 池田康夫 

専門研修プログラム研修施設評価・認定部門 

委員長 四宮謙一 

 

専門研修プログラム作成における注意点について 

 

日本専門医機構では各地で専門研修プログラム作成に関する説明会を継続中で、2015 年

11月末には終了する予定です。初年度でもあり、情報不足による混乱を避けるために、2015

年 11月中は領域専門研修プログラム整備基準、領域モデルプログラム、領域プログラム申

請書について、日本専門医機構および領域学会のホームページや地域・領域での説明会な

どでの周知期間、専門研修プログラムの申請準備期間とさせていただきます。領域専門研

修プログラム整備基準、領域モデルプログラム、領域プログラム申請書が全て整った専門

領域においては、2015年 12月 1日から各学会気付「専門研修プログラム研修施設評価・認

定部門領域研修委員会宛」での申請書受け付けを予定しております。 

この重要な時期にあたり、研修プログラム作成を計画中の大学病院・中核病院等の各施

設におかれましては、以下の点につき格別の配慮の上で研修プログラムを作成されること

をお願いいたします。 

新専門医制度は国民から信頼され、知識・技能・態度を備えた専門医を育成するために

設計されましたが、この新制度発足により地域医療提供体制の悪化をもたらすことのない

よう、日本専門医機構は最善を尽くしたいと考えております。 

 

Ⅰ．研修内容の担保 

 基幹施設を希望する施設の専門研修プログラム統括責任者は各領域の専門研修プログラ

ム整備基準に基づいた研修プログラムを作成し、十分な診療実績、指導者などの基準を満

たしていることを確認した上で日本専門医機構に申請をしてください。無理な申請は、開

始早々に修正を行わざるを得なくなる、あるいは研修プログラム廃止の原因にもなり、専

攻医およびその地域に深刻な影響を及ぼす危険性がありますので、特にご注意ください。 
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Ⅱ．地域医療提供体制 

 新専門医制度発足にあたり、日本専門医機構は地域医療体制が現状より悪化することが

ないように最善を尽くしたいと考えています。そのために以下のような対策を行う予定で

す。 

１）各領域において、採用専攻医数激変を避ける 

専門領域における専攻医数、また地域における専攻医数は過去 3 年間の平均から激変す

ることを避けたいと考えています。特に大都市圏における専攻医数は、現状では全国人口

分布平均比率より多く、現状以上の増員は認めがたいという認識を日本専門医機構は持っ

ています。また激変を防ぐという意味から、日本専門医機構で初年度のみならず、毎年是

正に向けて領域研修委員会に対して改善を求めていくことになります。 

① 研修プログラムの申請が終わった段階で全国の研修プログラム配置とその専攻医募集

数につき、大きな偏在が無いことを専門研修プログラム研修施設評価・認定部門と領

域研修委員会とで検証を行います。明らかな偏在があるときには可能な限りにおいて

是正を図ります。特に二次医療圏において十分な診療資源があるにもかかわらず研修

プログラムの申請が無い場合については、再配置につき協議をします。 

② 2016 年度に応募者数が判明した段階で、医療・人的資源が有効に活用されるように、

また公平な研修を受けられるように、領域研修委員会と専門研修プログラム研修施設

評価・認定部門で協議し、是正を図ります。 

③ 専攻医採用期間中において、日本専門医機構が認定した研修プログラムでは、可能な

限り、専攻医が欠員【0】になる研修プログラムが出ないように領域研修委員会と協議

を行います。 

２）地域全体で専攻医を育成する 

① 研修プログラム形成にあたっては、地域における協議が必要であると考えています。

研修プログラム申請開始前には、基幹施設の基準を満たす施設、周辺の連携施設基準

を満たす施設、また都道府県行政、医師会、大学、病院会等々が集まり、協議を行う

必要があると考えています。また、その地域において、研修を行う基準を満たしてい

る病院が取り残されることのないように、地域全体で協力することをお願いします。 

② 県単位において可能な限り特徴ある複数の研修プログラムの形成が必要と考えられま

す。現在の臨床研修医の動向および意向調査から、専攻医は自らの研修にとって魅力

あるプログラムを希望すると考えられ、専門研修プログラム研修施設評価・認定部門

は１県に一つの研修プログラムしか無ければ他県や都会に専攻医が移動することも予

測されます。特に 500 人前後以上の専攻医が応募すると考えられる領域においては、

複数のプログラム作成につき協議をする予定にしています。 
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Ⅲ．基本領域とサブスペシャルティ領域における研修の連携について 

① 基本領域の研修プログラム期間は各領域プログラム整備基準に記載されている 3～5年

の期間とします。 

② 基本領域専門研修からサブスペシャルティ専門研修に続く研修の連続性は必須で、基

本領域研修が確実に達成できる見込みであることを条件に、専攻医は基本研修期間内

においても希望サブスペシャルティ領域を重点的に研修することを可能とします（例

として、内科領域では３年の基本内科研修期間内で、1年以内のサブスペシャルティ領

域の重点研修が可能となっています）。 

研修プログラム内に一つのコースを設け（例として、「サブ領域展開コース」。ただし

領域名を冠しない。）、専門研修プログラム統括責任者が専攻医の基本領域研修と希望

するサブスペシャルティ領域研修の調整を行って、専攻医ごとの研修プログラムを作

成するものとします。 

③ サブスペシャルティ専門研修プログラムへの新規登録は、基本領域研修プログラム修

了後に行うこととします。 

 

Ⅳ．今後のスケジュールについて 

１）申請開始について 

領域専門研修プログラム整備基準、領域モデルプログラム、領域プログラム申請書が全

て整った領域においては、2015年 12月 1日より申請書の受け付けを予定しています。日本

専門医機構および各領域学会のホームページにおいて、領域研修委員会からの受付開始の

案内が行われます。（総合診療専門医については別にお知らせ致します） 

２）研修プログラム申請 

各領域の研修プログラム整備基準、モデルプログラムを参考として研修プログラムを形

成し、日本専門医機構領域研修委員会に専門研修プログラム統括責任者から直接申請を行

ってください。研修可能な経験症例数や手術数など、専攻医にとって応募の動機となる参

考資料について十分に説明を記した研修プログラム冊子を作成するようにしてください。

提出は領域学会気付、日本専門医機構領域研修委員会宛としてください。現状では 2015年

12月 1日申請開始とする予定です。 

３）研修プログラムの評価・認定 

日本専門医機構内の領域研修委員会が研修プログラムの評価を行い（一次審査）、専門研

修プログラム研修施設評価・認定部門が承認（二次審査）、日本専門医機構が認定をいたし

ます。2016年 5月末までには全ての研修プログラムの認定を行う予定です。 

４）専攻医募集 

専攻医募集公布は 2016年 6月に開始する予定です。日本専門医機構および領域学会ホー

ムページにおいて公募研修プログラム名が掲示されます。またそれぞれの研修プログラム

を運営する基幹施設ホームページに詳しい研修プログラム冊子が掲載されます。 
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５）専攻医採用試験 

2016 年 9 月頃から、領域ごとに第 1 回の採用試験が一定の期間内で行われます。その期

間中では、専攻医は 1 つの研修プログラムだけを受験することができます。また採用試験

期間中の複数領域への応募は認めません。採用に至らなかった専攻医に対して同様に第 2

回の専攻医採用試験が行われ、その後も 2016 年度末までに続けて採用試験が行われます。 

６）研修プログラムの年次報告およびプログラム修正 

 2017 年度に発足した研修プログラムは、年度末までに年次報告を領域研修委員会に提出

し、適切な運営を行っていることにつき承認を受ける。領域研修委員会は申請と異なる運

営を行っている研修プログラムに対して改善を求めます。 

 また次年度の研修プログラムが申請内容と大きく異なるような変化が生じることが明ら

かとなった場合には、募集専攻医数などの公募内容が変更となりますので、前年度の 6月 1

日までに日本専門医機構の認定が必要となります。このために可能な限り早期に研修プロ

グラムの変更を研修委員会に届けるようにお願いします。 

７）新規研修プログラム申請 

 連携施設として研修プログラムに参加している施設が基幹病院の基準を満たした時には、

新たに施設群を形成して研修プログラムを申請することができます。前年度の 6 月 1 日ま

でに日本専門医機構の認定が必要となるので、基準達成が判明しだい領域研修委員会に届

出をしてください。 

８）研修プログラムに対するサイトビジット 

 2017年に開始した全研修プログラムに対して、更新までの期間内に（遅くとも 2018年か

ら）サイトビジットを行います。日本専門医機構はサイトビジット組織、サーベーヤーの

教育などの準備を行っているため、今後準備が整った段階でその方式などを公表いたしま

す。サイトビジットの時期は対象研修プログラムに対して逐次通知いたします。 

  

Ⅴ．不服申し立てについて 

１）研修プログラム形成に対する妨害 

研修プログラム形成時において、外部の施設あるいは外部の研修プログラムから何らか

の圧力がある場合には、専門研修プログラム研修施設評価・認定部門に妨害内容につき審

査を請求することができます。専門研修プログラム研修施設評価・認定部門では医師以外

の委員を含む審査委員会を開き、不当な圧力と認めた場合には是正を求めます。改善され

ないときには、圧力をかけた研修プログラムを認可しない、あるいは基幹施設として認め

ないことがあることをご承知おきの程お願いいたします。 

２）研修プログラム承認に対する不服申し立て 

専門研修プログラム整備基準に基づいた研修プログラムを申請したにもかかわらず、承

認されなかった場合には、専門研修プログラム研修施設評価・認定部門に不服を申し立て

ることができます。審査の結果、承認すべきと判断した研修プログラムに対しては日本専

門医機構が認定を行います。 
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新たな専門医に関する仕組みについて（専門医の在り方に関する検討会（髙久史麿座長） 報告書 概要）

新たな専門医に関する仕組みは、専門医の質を高め、良質な医療が提供されることを目的として構築。

＜専門医の質＞ 各学会が独自に運用。学会の認定基準の統一性、専門医の質の担保に懸念。
＜求められる専門医像＞ 専門医としての能力について医師と国民との間に捉え方のギャップ。
＜地域医療との関係＞ 医師の地域偏在・診療科偏在は近年の医療を巡る重要な課題。

（中立的な第三者機関）
○中立的な第三者機関を設立し、専門医の認定と養成
プログラムの評価・認定を統一的に行う。

（専門医の養成・認定・更新）
○専門医の認定は、経験症例数等の活動実績を要件と
する。

○広告制度(医師の専門性に関する資格名等の広告)を見
直し、基本的に、第三者機関が認定する専門医を広
告可能とする。
（総合診療専門医）
○「総合診療専門医」を基本領域の専門医の一つとし
て加える。

現状

新たな仕組みの概要

H25.4.22
視点

○専門医の質の一層の向上（良質な医療の提供） ○医療提供体制の改善

（地域医療との関係）
○専門医の養成は、第三者機関に認定された養成プログラム
に基づき、大学病院等の基幹病院と地域の協力病院等（診
療所を含む）が病院群を構成して実施。

（スケジュール）
○新たな専門医の養成は、平成２９年度を目安に開始。研修
期間は、例えば３年間を基本とし、各領域の実情に応じ設
定。

期待される効果

（基本的な考え方）
○国民の視点に立った上で、育成される側のキャリア形成支援の視点も重視して構築。
○プロフェッショナルオートノミー（専門家による自律性）を基盤として設計。

中立的な第三者機関 専門医の在り方に関する検討会報告書（平成25年4月22日）より

○ 中立的な第三者機関を設立し、専門医の認定と養成プログラムの評価・認定を統一的に行う。
○ 第三者機関は、専門医の認定・更新基準や養成プログラム・研修施設の基準の作成を行う。
○ 第三者機関において、専門医の質や分布等を把握するため、専門医等に関するデータベースを構築。

平成26年5月7日、一般社団法人 日本専門医機構が設立
【 社員 】 ＜設立時＞ 日本医学会連合、日本医師会、全国医学部長病院長会議

＜設立後追加＞ 四病院団体協議会、日本がん治療認定医機構、18基本領域専門医委員会の代表者
【 理事長 】 池田康夫（早稲田大学特命教授、慶應義塾大学名誉教授）
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専門医の養成・認定・更新 専門医の在り方に関する検討会報告書（平成25年4月22日）より

○医師は基本領域のいずれか１つの専門医を取得することが基本。
※自助努力により複数領域の認定・更新基準を満たすのであれば、複数領域の取得を許容。

○専門医の認定は、経験症例数等の活動実績を要件とし、また、生涯にわたって標
準的な医療を提供するため、専門医取得後の更新の際にも、各領域の活動実績を
要件とする。

○広告制度（医師の専門性に関する資格名等の広告）を見直し、基本的に、第三者
機関が認定する専門医を広告可能とする。

新たな専門医制度の基本設計

基 本 領 域 専 門 医 （19 領域）

総
合
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療
（
科
）

リ
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喉
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眼
科
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婦
人
科

整
形
外
科

外
科

精
神
科

皮
膚
科

小
児
科

内
科

Subspecialty領域専門医 （29 領域）

消化器病 ・ 循環器 ・ 呼吸器 ・ 血液 ・ 内分泌代謝 ・ 糖尿病 ・ 腎臓 ・ 肝臓 ・ アレルギー ・
感染症 ・ 老年病 ・ 神経内科 ・ 消化器外科 ・ 呼吸器外科 ・ 心臓血管外科 ・ 小児外科 ・
リウマチ ・ 小児循環器 ・ 小児神経 ・ 小児血液 ・ がん ・ 周産期 ・ 婦人科腫瘍 ・ 生殖医療 ・
頭頚部がん ・ 放射線治療 ・ 放射線診断 ・ 手外科 ・ 脊椎脊髄外科 ・ 集中治療

新たな仕組みにおける専門医の養成までのプロセス

研修プログ

ラムの作成

Ｈ27年12月

研修プログラム

の申請受付を

開始

Ｈ28年5月末まで

研修プログラムの

審査・認定を実施

Ｈ28年6月

研修希望

医師の募集

を開始

Ｈ29年度

専門医の

養成の開始

①「専門医制度整

備指針」に基づき

②「専門研修プロ

グラム整備基準」

を策定

基幹施設

専門研修施設群

へき地や離島等

連携施設

指導医

随時指導

連携施設連携施設

連携施設

日本専門医機構

プログラムの作成・申請プログラムの認定

日本専門医機構 施設群 日本専門医機構 施設群

専門研修プログラム整備基準における地域医療への配慮の具体例
＜産婦人科＞

・産婦人科医が不足している地域の施設（基幹施設となっていないもの）で１か月以上の研修を必須

＜救急科＞
・基幹施設以外の連携施設において研修し、周辺の医療施設との病診・病病連携の実際を３か月以上経験することが

原則として必要

②専門研修プログラム整備基準（２０１５年１１月 日本専門医機構）

各専門研修施設群が研修プログラムを作成する際の基準となるものとして、１９の基本領域ごとに策定

基本領域においては、病診・病病連携、地域包括ケア、在宅医療、地方などでの医療経験を含む。

専門研修プログラムを形成する一つの研修施設群には、専門研修基幹施設と専門研修連携施設を置く。

各施設には指導医を置く。ただし、へき地・離島などでの専門研修は、専攻医の成長にとって大きな意味
を持つと考えられる。常勤の指導医が在籍しない場合は、他の研修施設から随時適切な指導を受けられ
る等、質を落とさない研修環境を整えることが必要。

①専門医制度整備指針（２０１４年７月 日本専門医機構）

新たな専門医の仕組みにおける地域医療への配慮の状況

厚生労働省・日本専門医機構において、地域説明会を開催し、都道府県・医師会・大学病院・地域の医療機関が連携してプログラムを作成するよう呼びかけ

日本専門医機構より、全国の研修プログラムの偏在の是正、不当な圧力等に対する不服申立て等に係る方針を公表

このような取組に加え、厚生労働省として、専門医養成プログラムが地域医療により配慮したものとなるよう、社会保障審議会医療部会において、日本
専門医機構の審査状況について聴取・議論

地域医療に配慮した仕組みの構築に向けた取組
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「専門研修プログラム作成における注意点について」のポイント

１ 地域医療に関する内容

１） 日本専門医機構における対応

・ 研修施設評価認定部門（評価認定部門）から、基本領域研修委員会（研修委員会）に対し、研修プログラムの

偏在是正に向けて改善を要請

※ 研修施設評価認定部門： 医師偏在の観点も含め、研修プログラムが専門医制度整備指針に適合しているか審査を行う部門

基本領域研修委員会： 基本領域ごとに、学会と一体となって、研修プログラムの審査を行う部門

① 研修プログラムの申請が終わった段階

全国の研修プログラム配置・専攻医募集数について、評価認定部門と研修委員会とで検証し、

明らかな偏在がある場合、可能な限り是正

② 応募者数が判明した段階

全国で医療・人的資源に偏在がなく公平な研修がなされるよう、評価認定部門と研修委員会とで協議・是正

③ 専攻医を採用する段階

地域・領域ごとに専攻医の採用が０になる研修プログラムが出ないよう、評価認定部門が研修委員会と協議

２） 地域関係者における対応

・ 地域の関係機関（基幹施設、連携施設、都道府県、地域医師会、大学、病院会等）に対し、研修プログラムの作成に

ついて連携・協議するよう要請

・ 大都市等への専攻医の集中を防ぐため、各都道府県において研修プログラムが複数作成されるよう調整

２ 不服申立てに関する内容

・ 研修プログラム作成時に外部施設等から圧力・妨害等を受けた研修施設から、評価認定部門に対して、

不服申立ての審査の申請が可能

・ 審査委員会において不当な圧力と認めた場合、専門医機構から当該外部施設等に是正の求め

・ 改善がない場合には、当該外部施設の研修プログラムの不認可等の対応を予定

平成27年11月25日
日本専門医機構ＨＰにて公表

新たな専門医の仕組みについては、平成25年４月に取りまとめられた

「専門医の在り方に関する検討会」の報告書に基づき、平成26年５月に設立

された日本専門医機構が、養成プログラムの評価・認定等を統一的に行うこ

ととされており、同機構における認定基準の作成や各研修病院における養成

プログラムの作成等を経て、平成29年度からの養成開始を目指している。

H27年度末頃～
養成プログラム
の認定

【日本専門医機構】 48百万円

・新たな専門医の普及・啓発

・地域医療に配慮した専門医養成のあ

り方に関する検討

・総合診療専門医の研修プログラム統

括責任者等の養成 等

【都道府県】 15百万円

・地域医療に配慮した研修体制の

構築等に関する地域協議会

【研修施設(群)】 128百万円

・研修体制の不足する地域等での

重点的なプログラム作成支援

都道府県
中小病院

大病院

診療所

専攻医 指導医

専攻医

専攻医

指導医

指導医

患者・国民

専門医認定支援事業専門医認定支援事業 平成28年度予算案：1.9億円（3.0億円）

平成27年度末ごろから始まる養成プログラムの認定状況を踏まえ、研修

体制の不足する地域等のプログラムの作成を重点的に支援するとともに、

地域医療に配慮した専門医養成のあり方に関する検討を行い、新たな専門

医の仕組みによって現在以上に医師が偏在することのないよう、措置を講

じる必要がある。

また専門医として新たに養成される総合診療専門医については、研修の

指導体制を新たに、かつ養成開始までの間に構築する必要がある。

背景・課題

事業概要

効 果

研修体制が不足する地域や診療科等での重点的なプログラム作成、総合診療専門医の指導体制構築等

H28
専門医養成のあ
り方に係る検討

H28
研修体制不足地
域の重点的支援

H28.6～
研修希望者の
募集開始

H29～
研修開始

H28
新たな専門医の
普及・啓発

H28
総合診療専門医
指導体制構築等

専門研修施設群

日本専門医機構

H28
研修体制構築に
係る地域協議会
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４．女性医師支援について 

近年、医師国家試験の合格者に占める女性の割合は約 3 分の 1 と

なっており、これからの医療現場においては女性医師がますます活

躍することが期待される。一方、妊娠・出産等によりキャリアを中

断せざるを得ない場合があり、多くの医療現場においては、女性医

師が多数配置されているという状況をいまだ体験しておらず、女性

医師が働き続けやすい環境の整備が課題となっている。 

このため、厚生労働省では、都道府県に対し、「女性医師の復職に

関する相談窓口の設置や研修の実施」、「院内保育所の運営」等に対

する財政支援をこれまで行ってきた。（※これらの事業については、

現在、地域医療介護総合確保基金を通じて実施可能） 

さらに、今年度からは、「女性医師キャリア支援モデル普及事業」

として、女性医師支援の先駆的な取組を行う医療機関を選定し、効

果的な取組を地域の医療機関に普及させるための経費を支援してい

る（平成２７年実施機関：岡山大学、名古屋大学）。事業における取

組等については、事業実施後、周知することとしたいので、都道府

県における取組の参考としていただきたい。 

また、「女性医師支援センター事業」については、平成 18 年度か

ら公益社団法人日本医師会へ委託し、女性医師バンクによる復職を

希望する女性医師の就業斡旋等を実施しているので、各都道府県に

おいても広く活用いただけるよう、医療機関や関係団体等への周知

をお願いしたい。（就業成立実績：平成 18 年度～26 年度 414 件） 

  

女性医師支援センター 

   http://www.med.or.jp/joseiishi/index.html 

 女性医師バンク 

   https://www.jmawdbk.med.or.jp/app/pzz000.main 
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女性医師センター事業 平成28年度予算案 164,255千円（164,340千円）

女性医師キャリア支援モデル普及推進事業 平成28年度予算案 20,454千円（20,608千円）

女性医師等就労支援事業 地域医療介護総合確保基金で実施可

女性医師支援に係る主な取組

○ （公社）日本医師会に委託し、次のような取組等を実施

就職を希望する女性医師に対する医療機関や再研修先の紹介 （平成26年度 就業成立件数 28件）

都道府県医師会等において病院管理者や医学生、研修医に対する
女性医師のキャリア形成や勤務環境改善に関連する講習会・講演会の開催 （平成26年度 講習会開催件数 94件）

講習会等への託児サービス併設補助 （平成26年度 利用児数 266人）

○ 女性医師支援の先駆的な取組を行う医療機関を「女性医師キャリア支援モデル推進医療機関」として位置づけ、
地域の医療機関に普及可能な支援策のモデルの構築や、シンポジウム等の普及・啓発のための必要経費を補助。

○ 平成27年度実施機関： 岡山大学、名古屋大学

＜女性医師支援に資する先駆的な取組例＞
・女性医師等に対するキャリア教育 ・育児支援（院内保育所の利用促進等）
・復職支援（Ｅラーニング, シミュレーターを用いた実技練習等） ・勤務環境改善（ワークシェアリング等）

○ 各都道府県において女性医師支援に係る取組を実施

大学病院や医師会等において相談窓口を設置 （平成26年度 窓口設置数 37件）

復職のための研修を実施する医療機関への補助

勤務環境改善の取組を実施する医療機関への補助 等

女性医師キャリア支援モデル普及推進事業 平成28年度予算案 20,454千円 （20,608千円）

・近年、医師についても女性割合が高まっているが（現在、医学部生の約３分の１が女性）、出産・育児等によりキャリアを中断せざるを得ない場合があり、
女性医師の割合が多い診療科（小児、産婦人科等）等において課題となっている。

・女性医師等がキャリアと家庭を両立していくためには、関係のデータ等を踏まえると、「上司・同僚の理解・雰囲気」「支援体制（復職支援、勤務環境改
善、育児支援）」「女性医師等へのキャリア教育」等のニーズがうかがえることから、これらを適切に支援していく必要がある。

背景

○女性医師等のキャリア支援の一層の充実に向け、以下のような女性医師支援の先駆的な取組を行う医療機関を「女性医師キャリア支援モデル推進医
療機関」として位置づけ、地域の医療機関に普及可能な「効果的支援策モデル」の構築に向けた必要経費を補助する。

○地域の女性医師支援の中核機関として、女性医師支援の相談指導のためのスタッフの派遣や、ワークショップの開催など「効果的支援モデル」の普及
啓発活動等を行う。

厚労省（評価会議）

モデル推進医療機関の
選定

（平成27年度
岡山大学、名古屋大学）

モデル推進医療機関の
選定

（平成27年度
岡山大学、名古屋大学）

＜女性医師の先駆的取組（例）＞

妊娠 出産 育児 育児後
介
護

＜若手女性医師等に対するキャリア教育＞

若手女性医師等に対するキャリア形成・継続、キャリアと家庭の両立等についての説
明会・ワークショップ 等

＜出産・育児等からの復職支援＞（必要に応じてモデル医療機関所属外の女性医師等も利
用）
相談受付、復職に際しての医師本人と医局との仲介、復職支援プログラム（e-learning,シュミ
レーターを用いた実技練習等）の作成・実施 等

＜育児支援＞（必要に応じて近隣の他医療機関と共同で実施）

未就学時・就学児の保育、病児・病後児保育、シッターサービス（例：女子医大
のファミリー・サポート事業） 等

医学生 研修医 専門医 生涯教育

女性医師等のキャリアパス（例）

女性医師等のライフイベント（例）

＜女性医師等のキャリア支援にかかるスタッフの配置＞
組織内部に女性医師等の支援のためのスタッフ（医師、事務員等）を配置 等

＜勤務環境改善＞

勤務体制の柔軟化（夜間休日の対応医師の明確化等）、補助職（医療クラーク等）の活
用、チーム医療の推進、ICTの活用 等

事業内容

「効果的支援策
モデル」の構築
「効果的支援策
モデル」の構築

女性医師等キャリア支援
モデル医療機関

他医療機関地域の女性医師支援と中核
機関として、他医療機関に

普及推進

地域の女性医師支援と中核
機関として、他医療機関に

普及推進

○相談指導のためのスタッフの派遣
○ワークショップの開催 等
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女性医師支援センター事業

○女性医師バンク事業

女性医師がﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞに応じて働くことのできる柔軟な勤務形態の促進を図るため、ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ勤務等の職業斡旋事業を実施

164,255千円H28年度予算案 （164,340千円）

○再就業講習会事業

都道府県医師会において、病院管理者や女性医師、研修医等を対象に、女性医師が就業継続できるよう、多様な女
性医師像の提示や就業環境改善等に関する講習会を実施 ※H26’実績；延べ94回 （学会等共催を含む）

H18’～H26年実績

○就業成立 414名
○再研修紹介 18名
○累計求人登録 4,842名
○累計求職登録 748名
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５．情報通信機器を用いた診療（いわゆる「遠隔診療」）について 

 

○ 遠隔診療については、「情報通信機器を用いた診療（いわゆる「遠隔診療」）

について」（平成９年 12 月 24 日付け健政発第 1075 号厚生省健康政策局長通

知。以下「平成９年通知」という。）において、その基本的考え方や医師法（昭

和 23 年法律第 201 号）第 20 条等との関係から留意すべき事項を示している

ところ。 

 

○ 情報通信機器の開発・普及の状況を踏まえ、昨年８月 10 日に「情報通信機

器を用いた診療（いわゆる「遠隔診療」）について」（平成 27 年８月 10 日付

け厚生労働省医政局長事務連絡）を発出し、 

① 平成９年通知において遠隔診療を行っても差し支えない場合として示さ

れている「離島、へき地の患者の場合」は例示であること 

② 同じく遠隔診療を行っても差し支えない場合として「別表」に掲げられ

ている遠隔診療の対象及び内容は例示であること 

③ 遠隔診療は、必ずしも直接の対面診療を行った上で行わなければならな

いものではないこと 

を明確化した。 

 

○ 今後、当該通知及び事務連絡に示した取扱いに沿って適切に遠隔診療が行

われるよう、必要に応じ指導等を行っていただきたい。 
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健政発第 1075 号 

平成９年 12 月 24 日 

一部改正 平成 15 年３月 31 日 

一部改正 平成 23 年３月 31 日 

 

各都道府県知事 殿 

 

厚生省健康政策局長 

 

 

情報通信機器を用いた診療（いわゆる「遠隔診療」）について 

 

 

近年、情報通信機器の開発・普及に伴い、情報通信機器を応用し診療の支援

に用いる、いわゆる遠隔診療（以下、単に「遠隔診療」という。）の可能性が高

まりつつある。 

これまでも遠隔診療は、医師又は歯科医師が患者の病理画像等を専門医のも

とに伝送し、診療上の支援を受けるといった、医療機関と医師又は歯科医師相

互間のものを中心に、既に一部で実用化されているところである。 

これとともに、今後は、主治の医師又は歯科医師による直接の対面診療を受

けることが困難な状況にある離島、へき地等における患者の居宅等との間で、

テレビ画像等を通して診療を行う形態での遠隔診療が実用化されることが予想

されるなど、遠隔診療の態様はますます多岐にわたるものと考えられる。 

遠隔診療のうち、医療機関と医師又は歯科医師相互間で行われる遠隔診療に

ついては、医師又は歯科医師が患者と対面して診療を行うものであり、医師法

第 20 条及び歯科医師法第 20 条（以下「医師法第 20 条等」という。）との関係

の問題は生じないが、患者の居宅等との間で行われる遠隔診療については、医

師法第 20 条等との関係が問題となる。 

そこで、今般、遠隔診療についての基本的考え方を示すとともに、患者の居

宅等との間の遠隔診療を行うに際して、医師法第 20 条等との関係から留意すべ

き事項を左記のとおり示すこととしたので、御了知の上、関係者に周知方をお

願いする。 

なお、過日、厚生科学研究費による遠隔医療に関する研究の報告が取りまと

められ、公表されたところであるので、参考までに送付する。 
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記 

  

１ 基本的考え方 

診療は、医師又は歯科医師と患者が直接対面して行われることが基本であり、

遠隔診療は、あくまで直接の対面診療を補完するものとして行うべきものであ

る。 

医師法第 20 条等における「診察」とは、問診、視診、触診、聴診その他手段

の如何を問わないが、現代医学から見て、疾病に対して一応の診断を下し得る

程度のものをいう。したがって、直接の対面診療による場合と同等ではないに

してもこれに代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られ

る場合には、遠隔診療を行うことは直ちに医師法第 20 条等に抵触するものでは

ない。 

なお、遠隔診療の適正な実施を期するためには、当面、左記「２」に掲げる

事項に留意する必要がある。 

  

２ 留意事項 

（１）初診及び急性期の疾患に対しては、原則として直接の対面診療によるこ

と。 

（２）直接の対面診療を行うことができる場合や他の医療機関と連携すること

により直接の対面診療を行うことができる場合には、これによること。 

（３）（１）及び（２）にかかわらず、次に掲げる場合において、患者側の要請

に基づき、患者側の利点を十分に勘案した上で、直接の対面診療と適切に

組み合わせて行われるときは、遠隔診療によっても差し支えないこと。 

ア 直接の対面診療を行うことが困難である場合（例えば、離島、へき地の

患者の場合など往診又は来診に相当な長時間を要したり、危険を伴うなど

の困難があり、遠隔診療によらなければ当面必要な診療を行うことが困難

な者に対して行う場合） 

イ 直近まで相当期間にわたって診療を継続してきた慢性期疾患の患者な

ど病状が安定している患者に対し、患者の病状急変時等の連絡・対応体制

を確保した上で実施することによって患者の療養環境の向上が認められ

る遠隔診療（例えば別表に掲げるもの）を実施する場合 

（４）遠隔診療の開始に当たっては、患者及びその家族等に対して、十分な説 

明を行い、理解を得た上で行うこと。特に、情報通信機器の使用方法、特性 

等については丁寧な説明を行うこと。 

（５）患者のテレビ画像を伝送する場合等においては、患者側のプライバシー 

保護には慎重な配慮を行うこと。特に、患者の映像の撮影、情報の保管方法 
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については、患者側の意向を十分に斟酌すること。 

（６）情報通信機器が故障した場合における対処方法について、あらかじめ患

者側及び近隣の医師又は歯科医師と綿密に打ち合わせ、取り決めを交わし

ておくこと。 

（７）診療録の記載等に関する医師法第 24 条及び歯科医師法第 23 条の規定の

適用についても、直接の対面診療の場合と同様であること。 

（８）遠隔診療においても、直接の対面診療と同様、診療の実施の責任は当然

に診療を実施した医師又は歯科医師が負うものであること。 

（９）遠隔診療を行うに当たり、医師又は歯科医師が患者又はその家族等に対

して相応の指示や注意を行っているにもかかわらず、これらの者がその指

示や注意に従わないため患者に被害が生じた場合には、その責任はこれら

の者が負うべきものであることについて、事前に十分な説明を行うこと。 

  

別表 

遠隔診療の対象 内容 

在宅酸素療法を行

っている患者 

在宅酸素療法を行っている患者に対して、テレビ電話等情

報通信機器を通して、心電図、血圧、脈拍、呼吸数等の観

察を行い、在宅酸素療法に関する継続的助言・指導を行う

こと。 

在宅難病患者 在宅難病患者に対して、テレビ電話等情報通信機器を通し

て、心電図、血圧、脈拍、呼吸数等の観察を行い、難病の

療養上必要な継続的助言・指導を行うこと。 

在宅糖尿病患者 在宅糖尿病患者に対して、テレビ電話等情報通信機器を通

して、血糖値等の観察を行い、糖尿病の療養上必要な継続

的助言・指導を行うこと。 

在宅喘息患者 在宅喘息患者に対して、テレビ電話等情報通信機器を通し

て、呼吸機能等の観察を行い、喘息の療養上必要な継続的

助言・指導を行うこと。 

在宅高血圧患者 在宅高血圧患者に対して、テレビ電話等情報通信機器を通

して、血圧、脈拍等の観察を行い、高血圧の療養上必要な

継続的助言・指導を行うこと。 

在宅アトピー性皮

膚炎患者 

在宅アトピー性皮膚炎患者に対して、テレビ電話等情報通

信機器を通して、アトピー性皮膚炎等の観察を行い、アト

ピー性皮膚炎の療養上必要な継続的助言・指導を行うこと。 

褥瘡のある在宅療

養患者 

在宅療養患者に対して、テレビ電話等情報通信機器を通し

て、褥瘡等の観察を行い、褥瘡の療養上必要な継続的助言・

180



指導を行うこと。 

在宅脳血管障害療

養患者 

在宅脳血管障害療養患者に対して、テレビ電話等情報通信

機器を通して、運動機能、血圧、脈拍等の観察を行い、脳

血管障害の療養上必要な継続的助言・指導を行うこと。 

在宅がん患者 在宅がん患者に対して、テレビ電話等情報通信機器を通し

て、血圧、脈拍、呼吸数等の観察を行い、がんの療養上必

要な継続的助言・指導を行うこと。 

 

181



                         事  務  連  絡 

平成２７年８月１０日 

 

 

各都道府県知事 殿 

 

 

厚生労働省医政局長 

 

 

 

情報通信機器を用いた診療（いわゆる「遠隔診療」）について 

 

 

 

遠隔診療については、「情報通信機器を用いた診療（いわゆる「遠隔診療」

）について」（平成９年１２月２４日付け健政発第１０７５号厚生省健康政策

局長通知。以下「平成９年遠隔診療通知」という。）において、その基本的考

え方や医師法（昭和２３年法律第２０１号）第２０条等との関係から留意すべ

き事項を示しているところである。 

平成９年遠隔診療通知の「１ 基本的考え方」に示しているとおり、医師法

第２０条等における「診察」とは、現代医学から見て、疾病に対して一応の診

断を下し得る程度のものをいい、遠隔診療についても、現代医学から見て、疾

病に対して一応の診断を下し得る程度のものであれば、医師法第２０条等に抵

触するものではない。今般、情報通信機器の開発・普及の状況を踏まえ、平成

９年遠隔診療通知における遠隔診療の取扱いについて、下記のとおり明確化す

ることとしたので、御了知の上、関係者に周知方をお願いする。 

 

 

記 

 

 

１．平成９年遠隔診療通知の「２ 留意事項（３）ア」において、「直接の対

面診療を行うことが困難である場合」として、「離島、へき地の患者」を挙

げているが、平成９年遠隔診療通知に示しているとおり、これらは例示であ

ること。 
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２．平成９年遠隔診療通知の「別表」に掲げられている遠隔診療の対象及び内

容は、平成９年遠隔診療通知の「２ 留意事項（３）イ」に示しているとお

り、例示であること。 

 

 

３．平成９年遠隔診療通知の「１ 基本的考え方」において、診療は、医師又

は歯科医師と患者が直接対面して行われることが基本であるとされている

が、平成９年遠隔診療通知の「２ 留意事項（３）ア」又は「２ 留意事項

（３）イ」に示しているとおり、「２ 留意事項（１）及び（２）」にかかわ

らず、患者側の要請に基づき、患者側の利点を十分に勘案した上で、直接の

対面診療と適切に組み合わせて行われるときは、遠隔診療によっても差し支

えないこととされており、直接の対面診療を行った上で、遠隔診療を行わな

ければならないものではないこと。 
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６．あはき柔整について 

 
（１）施術所開設届等の際の資格確認について 

○ 平成 25 年 11 月、実在する免許証を偽造して柔道整復師になりすました施術所の

開設届及び療養費の受領委任に関する申し出がなされていた事例が判明した事態

に鑑み、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第９条の２

から第９条の４まで及び柔道整復師法第 19 条の施術所開設届の際の資格確認の徹

底について」（平成 26 年１月７日医政医発 0107 第１号）を衛生部（局）長あて通

知している。 
 

○ 引き続き、国民の健康な生活を確保する観点から、かかる不正行為が見過ごされ

ることのないよう、施術所開設届を受理する際は、①開設者の運転免許証等の原本

確認、②業務に従事する施術者のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び

柔道整復師免許証の原本確認の徹底について、関係部局、貴管下保健所に対して指

示をお願いしたい。 

 

○ また、偽造免許証が疑われる場合は、厚生労働大臣指定登録機関に免許証の記載

事項を照会し、登録された免許証であることを確認することも併せて指導されたい。 

 

（２）あはき無資格者の取締りについて 

○ あん摩、マッサージ又は指圧について、無資格者が業として行っているとの情報

が当課に寄せられているところである。 
 

○ 医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復につい

ては、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和 22 年法律

第 217 号)第 12 条及び柔道整復師法(昭和 45 年法律第 19 号)第 15 条により、それ

ぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の免許を有する者

でなければこれを行ってはならないので、無免許で業としてこれらの行為を行った

ものは、それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第 13

条の 7 及び柔道整復師法第 29 条の 1 により処罰の対象になることを広く周知・啓

発をお願いしたい。 

 参考：「医業類似行為に対する取扱いについて」（平成 3年 6月 28 日付け医事第 58 号） 

 

○ あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為（いわゆ

る民間療法）については、当該医業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を

及ぼすおそれがあれば、禁止処罰の対象となるものであることから、違反行為に関
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する情報に接した際には、保健所と連携し、実態を調査した上、行為の速やかな停

止を勧告するなど必要な指導を行うほか、指導を行っても改善がみられないなど、

悪質な場合においては、刑事訴訟法第 239 条の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、

警察と適切な連携を図られたい。 

 
（３）あはき無資格者対策 

○ 平成 24 年８月２日、独立行政法人国民生活センターが報道発表した「手技によ

る医業類似行為の危害－整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重症事例も

－」において、国家資格を有しない者と思われる手技による医業類似行為を受け、

健康被害が生じたとの相談が報告されており、その要因の一つとして「消費者が施

術所や施術者を選ぶ際に、施術所に国家資格であるあん摩マッサージ指圧師や柔道

整復師などの有資格者がいるかどうかを見分けることは困難である」と指摘されて

いる。 

  当課としても、施術を受ける方が有資格者と無資格者を判別できることが重要で

あると認識していることから、施術を受ける際に有資格者と無資格者の判別に資す

るよう、施術者があん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の免許証を保有して

いることを証明する厚生労働大臣免許保有証を公益財団法人東洋療法研修試験財

団において発行することとし、平成 28 年３月発送予定である。本件については、

後日周知依頼を行う予定であるので、予めご了知願いたい。 

 

 ＜無資格者対策＞ 

①有資格者の施術所の外に厚生労働大臣免許を有する者である旨を広告・掲

示する。 

②施術所内に免許証又は免許証の内容等を記載した書面を掲示する。 

③患者が国家資格者による施術と認識できるよう、施術者本人が厚生労働大

臣免許保有証を着用する。 

 

  ①については、「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゅう業又

はこれらの施術所に関する広告について」（平成 20 年７月８日医政局医事課長事

務連絡）により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第７

条第１号における「施術者である旨」として広告可能であると解釈しており、周知

をお願いしたい。   

 

②に関連する対策として、都道府県の自主的な無資格者対策として、あん摩マッ

サージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律に基づく届出がされた施術所である

証明書（施術所（開設）届出済証明書）を発行しているところがある。各都道府県

におかれても、これらの好事例をご参考に、施術所届出済証明書等の発行を積極的

に進めていただくようお願いしたい。 
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③については、上記のとおり平成 28 年３月に公益財団法人東洋療法試験研修財

団において厚生労働大臣免許保有証を発行することを予定している。今後、施術を

受ける方が有資格者と無資格者を判別できるよう、③の実施に合わせて、国民向け

のリーフレット等を作成し周知を行うこととしており、その際は、各都道府県にお

いても周知等のご協力をお願いする予定である。 

 

【取組例】 

（山形県）あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく施術所等 

の証明書について 

https://www.pref.yamagata.jp/ou/kenkofukushi/090013/publicdocument200602248720642897.html 

 

（福井県）あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律および柔道整復師 

法に基づく施術所等の届出済証明書の交付について 

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/iryou/iryojyujisya/todokedezumisyoumei.html 

 

（鳥取県）施術所届出済証明書の発行について 

http://www.pref.tottori.lg.jp/63474.htm 

 

（島根県）施術所届出済ステッカーについて 

http://www.pref.shimane.lg.jp/medical/kenko/iryo/shimaneno_iryo/anma/ahaki.html 

 

（佐賀県）あはき施術所開設届出済証明書の発行のお知らせ                  

http://www.pref.saga.lg.jp/web/kurashi/_1019/ki-kikan-jimusyo/_31862/_17942.html 

 

（４）あはき柔整・無資格者の広告について 

○ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第１条のあん摩、マ

ッサージ又は指圧が行われていない施設において「マッサージ」等と広告すること

については、同施設においてあん摩マッサージ指圧が行われていると一般人が誤認

するおそれがあり、公衆衛生上も看過できないものであるので、各都道府県におか

れても、このような広告を行わないよう指導お願いしたい。 

 

○ 例えば、あはき柔整無資格者が、広告において、実際には認められない効果・効

能を表示した場合には、不当景品類及び不当表示防止法に抵触するおそれもあり、

また、広告に関する住民からの苦情は、管内を所管する消費生活センターに寄せら

れることもあるので、苦情・相談の状況について、消費生活センターと定期的に情

報交換する等、消費者行政機関との連携に努め、必要な措置を講じられるようにお

願いしたい。 
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○ なお、有資格者においても、最近、「交通事故治療専門」や「むち打ち専門」と

いった広告違反が行われているとの情報が当課に寄せられており、また、国民生活

センター発表おいても同様の報告がされており、公衆衛生上看過できない状況とな

っている。 

ついては、広告可能事項に該当しない「交通事故」といった文言や料金について、

広告することは認められないことから、違法広告のある施術所の開設者に対する指

導等の徹底を図られたい。あわせて、「広告の指導に関する調査について」（平成

27 年４月 28 日厚生労働省医政局医事課長事務連絡）により、違法広告のある施術

所の開設者に対する指導実績を厚生労働省あて報告をお願いしたい。なお、平成 26

年度の報告結果については平成 27 年 10 月に連絡している。 

 

○不当景品類及び不当表示防止法【参考】 

（不当な表示の禁止）  

第四条  事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表

示をしてはならない。  

一  商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく

優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給

している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、

一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの  

二  商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似

の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利である

と一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理

的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 

 

（関連のホームページ） 

無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html 
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（５）あはき・柔整無資格者に関する指導の体制づくり 

○ あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為（いわゆ

る民間療法）による違反行為・広告への対策において、消費生活センターが有する

情報を活用することにより有効かつ迅速な対応が可能となると考えられる。また、

前述のとおり、悪質性が認められる場合などには警察と連携した取り締まりも必要

となることから、日頃より保健所を含む衛生主管部局、消費生活センター及び警察

との間の連携した指導・取締体制の構築を図られたい。なお、本件については、消

費者庁及び警察庁了解の下、「医業類似行為業に関する指導について」（平成２８

年２月９日付け医政医発０２０９第２号厚生労働省医政局医事課長通知）を発出し

ている。 

 

（６）あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師学校養成施設カリキュラム等改善

検討会及び柔道整復師学校養成施設カリキュラム等改善検討会について 

○ あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師及び柔道整復師学校養成施設のカリ

キュラムについては、平成 12 年以降大きな改正を行っていないが、この間、はり

師、きゅう師及び柔道整復師学校養成施設数が増加する等、取り巻く環境も変化し、

学校養成施設におけるあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師及び柔道整復師

の臨床実習の充実等を通じた、質の向上が求められている。 

  このような状況を踏まえ、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師及び柔道

整復師学校養成施設のカリキュラム等の見直しの検討を行っている。今後、所要の

手続きを経て各職種の学校養成施設指定規則（認定）規則等を改正し、平成２９年

４月施行を考えているため、ご了知願いたい。 

 

○スケジュール（案） 

  第１回 柔道整復学校養成施設カリキュラム等改善検討会 

平成２７年１２月１１日開催 

  第１回 あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師学校養成施設カリキュラム 

等改善検討会 

      平成２８年１月１８日開催 

  第２回 柔道整復学校養成施設カリキュラム等改善検討会 

平成２８年２月２２日開催 

第２回 あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師学校養成施設カリキュラム 

等改善検討会（３月開催予定） 

      

第３回    

１～２か月に一度開催し、論点について議論 

第４回 
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第５回 平成２８年夏頃 

 最終報告書とりまとめ 

 

平成２８年夏頃 医道審議会あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整

復師分科会 

 

平成２９年４月施行 
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○写  
 

医政医発０１０７第１号 

平成２６年１月７日 

 

   都 道 府 県 

各 保健所を設置する市 衛生担当部（局）長 殿 

   特 別 区 

 

厚生労働省医政局医事課長     

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律 

第９条の２から第９条の４まで及び柔道整復師法第１９条の 

規定による施術所の開設届等の際の資格確認の徹底について 

 

 

今般、他人である柔道整復師の免許証を複製した上で、当該柔道整復師にな

りすまして施術所の開設届を提出し、療養費の受領委任に関する申出がなされ

ていた事例が判明いたしました。 

国民の健康な生活を確保する観点からもかかる不正行為が見過ごされること

のないよう、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第９

条の２から第９条の４まで及び柔道整復師法第１９条の規定による施術所の開

設届等の際には、下記について徹底するようよろしくお取り計らい願います。 

 

 

記 

 

 

○あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師（以下「あはき

及び柔整」という。）が施術所の開設届等を提出するときにおけるあはき及
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び柔整の免許証の確認及び本人確認について 

 

（１） 開設者（法人の場合を除く。）については、運転免許証等の原本により

必ず本人確認を行うこと。 
また、業務に従事する施術者の氏名等については、あはき及び柔整の免許

証の原本により確認するとともに、併せて運転免許証等の原本により本人確

認を行うこと。 
 

（２） あはき及び柔整の免許証を確認した際、他人であるあはき及び柔整の免

許証（コピーを含む。）を偽造して、自分の氏名等を記載した偽造免許証を

保有していることが疑われる場合には、指定登録機関に当該免許証の記載事

項を照会し、当該者の免許証であることを確認すること。 
 

  （指定登録機関） 

  ・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師免許 

   公益財団法人東洋療法研修試験財団 

   ℡０３－３４３１－８７７１ 

 

・柔道整復師免許 

   公益財団法人柔道整復研修試験財団 

   ℡０３－３２８０－９７２０ 

 

（担当） 

厚生労働省医政局医事課医事係 

℡：03-5253-1111（内線 2568） 
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（厚生労働省ホームページより） 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html 

 

無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について 

 

医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等

において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業と

して行おうとする場合には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関す

る法律（昭和２２年法律第２１７号）において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧

師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、柔道整復師法（昭和４５年法律第１９号）

においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、無免許で

これらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。 

 

厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん

摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。 

 

あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれま

しては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていた

だきますようお願いいたします。 

 

                        厚生労働省医政局医事課 

 

 

（関係通知） 

医業類似行為に対する取扱いについて 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1a.html 
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                             事  務  連  絡 
                             平成２０年７月８日 
 
  都 道 府 県 
各 保健所設置市 あん摩業等業務担当者 殿 
  特 別 区 
 
                          厚生労働省医政局医事課 
 
 
 
       あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゅう業 
       又はこれらの施術所に関する広告について 
 
 標記については、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師業に関する法律」（昭

和２２年法律第２１７号。以下「法」という。）第７条及び「あん摩マツサージ指圧師、 
はり師、きゆう師業に関する法律第７条第１項第５号の規定に基づくあん摩業等又はこれ

らの施術所に関して広告し得る事項」（平成１１年厚生省告示第６９号）により取り扱わ

れているところです。 
 これらの定めのうち、法第７条第１項第１号における「施術者である旨」の解釈につい

て、従前より疑義が示されていたので、今般、施術者である旨に含まれる表現として「あ

ん摩マッサージ指圧師（厚生労働大臣免許）、はり師（厚生労働大臣免許）、きゅう師（厚

生労働大臣免許）」を広告し得るものと整理しました。 
 貴職におかれては、本事務連絡の内容について御了知の上、貴管下の関係団体及び関係

者等に周知方お願いします。 
 
 
                                     以 上 
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事  務  連  絡 

平成 27年 4月 28日 

都  道  府  県 

各  保健所を設置する市  衛生担当部（局）長  殿 

特    別    区 

 

 

                      厚生労働省医政局医事課長 

 

 

 

広告の指導に関する調査について（依頼） 

 

 

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の業及び施術所に関する 

広告については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律（昭和 

22年法律第217号）第７条第１項各号、柔道整復師法（昭和45年法律第19号）第24条第

１項各号に規定されている事項以外は広告できないこととなっています。 

しかしながら、「交通事故治療専門」や「むち打ち専門」といった広告違反が行われ

ているとの情報が当課に多く寄せられています。 

 このため、「広告の指導に関する調査について（依頼）」（平成26年4月11日付け当

職事務連絡）により、違法広告のある施術所の開設者に対する指導実績を報告するよう

お願いしました。 

その後、平成26年度全国厚生労働関係部局長会議（平成27年2月23日）及び平成26年

度全国医政関係主管課長会議（平成27年3月10日）において、広告可能事項に該当しな

い「交通事故」といった文言や料金について、違法広告のある施術所の開設者に対する

指導をお願いしたところです。 

これを踏まえ、今般、各都道府県等における違反広告の指導状況を把握するため、昨

年度と同様に別紙１により調査を行うこととしましたので、引き続き適切な指導をお願

いするとともに、下記調査にご協力いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

＜広告の指導に関する調査について＞ 

・調査対象：平成27年度に行った、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、 

柔道整復師の業及び施術所の広告に関する行政指導 

・提出先：厚生労働省医政局医事係 
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・報告様式：別紙１による 

・提出期限：四半期毎に報告 ※提出期限は下記のとおり 

 

対象期間            提出期限 

第一四半期（H27.4.1~H27.6.30）   平成27年7月15日 

第二四半期（H27.7.1~H27.9.30）   平成27年10月15日 

第三四半期（H27.10.1~H27.12.31）  平成27年1月15日 

第四四半期（H28.1.1~H28.3.31）   平成28年4月15日 

 

 

 

担当： 

厚生労働省医政局医事課医事係 

渡會、立花 

TEL : 03-5253-1111（内線2568） 

FAX : 03-3591-9072 

夜間: 03-3595-2196（18時以降） 

E-mail: watarai-atsushi@mhlw.go.jp 

tachibana-shintarou@mhlw.go.jp 
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医政医発０２０９第２号 

平成２８年２月９日 

 

   都 道 府 県 

 各 保健所を設置する市 衛生担当部（局）長 殿 

   特 別 区 

厚生労働省医政局医事課長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

医業類似行為業に関する指導について 

 

 

 無資格者の医業類似行為については、医学的観点から人体に危害を及ぼすお

それがあれば禁止処罰の対象とし、保健所等関係機関とも連携し、指導の徹底

が図られるようお願いしているところですが、未だに健康被害が生じた事例が

報告されているところです。 

 健康被害に関する相談については、消費生活センターへ寄せられることが多

く、迅速な指導を行うためには、これらの情報を活用することが有効であると

考えられることから、このたび、消費生活センターから保健所への情報提供が

行われるよう、消費者庁消費者教育・地方協力課長あて協力を依頼したので、

消費生活センター等との連携を進めた上で医業類似行為業に関する指導につい

て、一層の取り組みを図られるようお願いします。 

 さらに、複数回にわたる指導にも改善がみられないなど悪質なものについて

は、厳しい対応が必要であると考えられ、そのような場合には、警察とも連携

の上、取り締まりに当たるとともに、可能なものについては、刑事訴訟法第２

３９条の規定に基づく告発等も検討されるようお願いします。 

 また、これまでも実際には認められない効果・効能を表示した広告が不当景

品類及び不当表示防止法に抵触するおそれがあるとして必要な措置を講じるよ

うお願いしているところですが、こうした広告に関する苦情についても消費生

活センターに寄せられることが考えられ、これについても消費者行政との情報

交換等が有用であると考えられるので併せて連携を進めるようお願いします。 

 なお、実態把握のため、今後、これらの連携・指導等の状況に係る調査を貴

職あて依頼することを考えておりますので、予めご承知おき願います。 

＜担当＞ 

厚生労働省医政局医事課医事係 

℡：03-5253-1111（内線 2568） 
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医政医発０２０９第１号 

平成２８年２月９日 

 

  消費者庁消費者教育・地方協力課長 殿 

  

厚生労働省医政局医事課長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

医業類似行為業に関する指導について（依頼） 

 

 

 平成２４年８月２日に独立行政法人国民生活センターが報道発表した「手技

による医業類似行為の危害－整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重

症事例も－」において、国家資格を有しない者と思われる手技による医業類似

行為を受け、健康被害が生じた相談が相当数あるとされ、当課としても公衆衛

生上看過できないことから、ＰＩＯ－ＮＥＴの情報を得て各都道府県衛生担当

部（局）に指導等を求めたところです。 

 無資格者による医業類似行為業については、施術の内容が医学的観点から人

体に危害を及ぼすおそれがあれば、禁止処罰の対象となると考えているが、迅

速な指導を行うためには、消費生活センターと各都道府県衛生担当部（局）及

び保健所との連携が図られ、消費生活センターが健康被害に係る相談を受けた

場合には、必要に応じて保健所等への情報提供が行われることが有効であると

考えられます。 

つきましては、これら円滑な連携が図られるよう貴職から各消費生活センタ

ーに対し協力要請方よろしくお取り計らい願います。 

 また、これに関連して無資格者が広告において、実際には認められない効果・

効能を表示した場合には、不当景品類及び不当表示防止法に抵触するおそれが

あり、これまでも各都道府県衛生担当部（局）に必要な措置を講じるよう求め

ています。一方、こうした広告に関する住民からの苦情が消費生活センターに

寄せられることもあると考えられ、これについても情報交換等消費者行政機関

との連携が有用であると考えられるので併せて協力方お願いします。 

 なお、各都道府県衛生担当部（局）長には、別添のとおり通知する予定であ

るのでご了知願います。 

 

 ＜担当＞ 

厚生労働省医政局医事課医事係 

℡：03-5253-1111（内線 2568） 
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７ ． 医 師 等 の 国 家 試 験 に つ い て  

 
医 師 等 医 療 関 係 職 種 の 国 家 試 験 は 、 医 療 従 事 者 と し て 具 有

す べ き 知 識 及 び 技 能 を 問 う も の で あ る が 、 更 な る 質 の 向 上 を

図 る 観 点 か ら 、 適 宜 、 医 道 審 議 会 等 に お い て 試 験 制 度 の 改 善

を 図 っ て お り 、 ま た 、 国 家 試 験 の 実 施 に 際 し て は 、 災 害 等 へ

の 対 応 、 障 害 を 有 す る 受 験 者 に 対 す る 配 慮 等 、 試 験 の 適 切 な

運 営 に 努 め て い る と こ ろ で あ る 。  

平 成 28 年 の 国 家 試 験 は 、資 料（ Ⅱ ）医 事 課 の「 ３ ．平 成 28

年 医 政 局 所 管 国 家 試 験 実 施 計 画 」 の と お り 実 施 す る こ と と し

て い る 。  

な お 、 歯 科 技 工 士 に つ い て は 、 試 験 の 実 施 を 都 道 府 県 に 委

任 し て い た が 、 平 成 26 年 ６ 月 に 「 医 療 介 護 総 合 確 保 推 進 法 」

の 中 で 歯 科 技 工 士 法 の 改 正 が あ り 、平 成 27 年 度 よ り 一 般 財 団

法 人 歯 科 医 療 振 興 財 団 を 指 定 試 験 機 関 と し て 指 定 し 、 国 家 試

験 を 実 施 す る こ と と し て い る 。  
合 格 発 表 後 の 免 許 申 請 手 続 に つ い て は 、 引 き 続 き 適 切 な 対

応 を お 願 い す る 。  

特 に 、 保 健 師 免 許 及 び 助 産 師 免 許 に つ い て は 、 保 健 師 助 産

師 看 護 師 法 に お い て 、 保 健 師 国 家 試 験 又 は 助 産 師 国 家 試 験 だ

け で な く 、 看 護 師 国 家 試 験 に 合 格 し て い る こ と が 免 許 交 付 の

条 件 と な っ て い る が 、 近 年 、 看 護 師 国 家 試 験 に 合 格 し て い な

い 者 か ら の 申 請 書 の 提 出 が 見 受 け ら れ る た め 、 各 都 道 府 県 に

お か れ て は 、 免 許 申 請 書 の 受 付 に 当 た り 、 看 護 師 国 家 試 験 の

合 格 の 確 認 を 徹 底 す る よ う 、 貴 管 下 保 健 所 に 対 し 、 指 導 を お

願 い す る 。  
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８．医師、歯科医師の行政処分等について 

（１）医療関係資格者の行政処分対象事案の把握等について 

医療関係資格者の行政処分対象事案の把握や処分対象者との調

整については、かねてより協力いただいているところであるが、都

道府県によって、行政処分に係る対象事案の把握や処分対象者への

連絡、判決書の入手等、その対応に差が見受けられる。 

特に、医師及び歯科医師は国民の健康の維持、向上のための極め

て重要な役割を担っているが、一部の医師及び歯科医師による医療

過誤や医師又は歯科医師としての品位に欠ける不正行為等により、

国民の医療に対する信頼を損なうことのないよう、医師法（昭和２

３年法律第２０１号）第７条第２項及び歯科医師法（昭和２３年法

律第２０２号）第７条第２項の規定に基づく医師又は歯科医師の医

師免許又は歯科医師免許の取消処分及び医業又は歯科医業の停止

処分の行政処分について、厳正に行うことが求められている。 

本行政処分の実施に当たっては、処分の要件となる医師法第４条

第３号及び歯科医師法第４条第３号の「罰金以上の刑に処された者」

の正確な把握が必要であり、法務省からも当省に対し、氏名、事件

の概要等の情報が情報提供されているにも関わらず、処分対象者と

の連絡が取れないことにより、行政処分を行うことができなかった

事例が見受けられる。 

処分対象者に対する連絡先等の把握については、保健所や市町村

に対する情報提供の依頼や、医師法に基づく医師届出票等を活用す

ることにより勤務医療機関を特定するなど、できる限りの状況把握

に努めていただきたい。 

処分漏れ防止の観点だけでなく、国民の医療に対する信頼の確保

のために非常に重要な業務であるため、各都道府県においても、引

き続き、協力をお願いする。 

 

（２）医師等に対する行政処分等に係る意見又は弁明の聴取について 

医師等に対する行政処分等については、行政手続法（平成５年法

律第８８号）における不利益処分に該当するため、処分に先立って

意見又は弁明の聴取を行う必要がある。 

かねてより協力いただいているところであるが、引き続き協力を

お願いする。 
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９．死因究明について 

〔死因究明等推進計画の策定について〕 

平成 24 年９月から「死因究明等の推進に関する法律」が施行さ

れ、死因究明等に係る基本理念等を定めるため、内閣府に「死因究

明等推進会議」が設置された。同会議の下の「死因究明等推進計画

検討会」で有識者等による検討が進められ、平成 26 年６月に政府

全体の計画として「死因究明等推進計画」が閣議決定された。 

本計画では、「法医学に関する知見を活用して死因究明を行う専

門的な機関の全国的な整備」など、８つの「重点施策」について、

関係府省庁が連携して具体的な施策を進めることにより、死因究明

等の推進を図ることとしている。また、地方公共団体に対しては、

地方の状況に応じた施策の検討を目的とした、関係機関・団体等（知

事部局、都道府県警察、都道府県医師会、都道府県歯科医師会、大

学等）が協議する場（以下「死因究明等推進協議会（仮称）」とい

う。）の設置・活用を求めることとしている。 

平成 28 年度においても、以下の取り組みを予定しているので、

各都道府県においても積極的な事業の活用及び協力をお願いした

い。 

 

１  死因究明等推進協議会（仮称）の設置・活用について（内閣府） 

死因究明等推進計画（平成 26 年６月閣議決定）の策定により、

死因究明等が、政府及び地方公共団体を始め社会全体が追求してい

くべき重要な公益性を持つものとして位置付けられた。死因究明等

推進協議会（仮称）は、地方の状況に応じた施策を検討していくた

めの組織として設置が求められている。 

同協議会の設置状況については、平成 28 年 2 月末日時点で 14

都県において開催済み、平成 27 年度末までには全都道府県の 1／3

以上が開催済みとなる見込みである。その他の多くの道府県も平成

28 年度中の設置に向けて準備中である。内閣府としては、各都道

府県の知事・副知事・担当部局や大学等の関係機関を訪問して、関

係する情報の提供など協議会設置への支援を行っている。また、協

議会設置に当たり、地域の関係機関との調整において必要があれば、

内閣府からも、全国組織・中央組織を通じた働きかけなどを行って

いく。 

同協議会で検討する事項は、都道府県ごとにその状況に合わせて
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設定していくものであるが、例を挙げるとすると、「人材育成及び

資質向上」、「検案、解剖等の実施体制の充実」、「死因究明により得

られた情報の活用」、「遺族等に対する説明の促進」などの議題が考

えられる。同協議会の場を活用して、これらの議題について、関係

機関との情報交換、実態の把握、課題や問題点の共有、対応策につ

いての検討等が行われることを期待している。 

国としては、日本医師会等の関係団体と連携しつつ、関係府省で

取組を進めているが、厚生労働省においては、異状死死因究明支援

事業や検案に際して必要な検査・解剖を明らかにするための研究

（厚生労働科学研究「高齢化社会における死因究明の在り方等に関

する研究」）の実施など様々な支援を行っている。 

 

２  異状死死因究明支援事業について 

「異状死死因究明支援事業」においては、死因究明に関する効果

等を検証するため、異状死に係る死因究明のための取組みを行って

いる都道府県に対し、解剖や死亡時画像診断に係る経費について財

政支援を行っており、平成 27 年度は 30 都府県が当事業を実施して

いる。 

平成 25 年４月から「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調

査等に関する法律」が施行され、警察署長の判断により死因・身元

の調査が行われており、都道府県警察と一層連携する必要がある。 

平成 27 年度から本事業において、「死因究明等推進計画」に基づ

き、地方自治体において、死因究明等推進協議会を設置する際の経

費（旅費、謝金、会議費等）を対象としているところであり、積極

的な活用をお願いしたい。更に、本事業を通じて得られた解剖等の

事例に係る検証事業を平成 27 年度より実施、当事業で実施した解

剖等に関する情報提供に引き続き協力をお願いしたい。 

  

３  小児死亡事例に対する死亡時画像診断モデル事業 

死因究明等推進計画における重点施策の中で「死亡時画像診断の

活用」が位置付けられている。 

平成 26 年度から、日本医師会への委託事業として、死亡時画像

診断の有用性や有効に行うための条件等を検証するため、小児死亡

例に対する Ai の情報を収集・分析するモデル事業を実施している

（平成 26 年９月から、日本医師会で登録を開始）。 
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本モデル事業の結果は、死亡時画像診断に関する研修内容に反映

され、今後、日本医師会で死亡時画像診断全体の在り方を含めたマ

ニュアルを作成していくためにも必要な事業であることから、各都

道府県における大学病院や拠点的な医療機関等に対して、当モデル

事業への参加の働きかけをお願いしたい。 

また、「異状死死因究明支援事業」では、解剖だけではなく死亡

時画像診断に関する費用も対象となっていることから、当事業を積

極的に活用して頂きたい。 

 

４  検案体制の充実 

  「死因究明等推進計画」においては、検案する医師の質の向上

を始めとした死因究明等に係る人材の育成及び資質の向上が求め

られている。 

平成 26 年度から、日本医師会に委託して「死体検案講習会費」

の充実（平成 27 年度は、東京都、宮城県、大阪府で開催。座学３

日間及び現場実習１日の内容）を図っており、当該研修を修了した

医師が警察等の検視・調査への立会い・検案を実施することを目標

としている。また、大規模災害時や在宅死を想定した基礎的な検案

に関する研修会（座学１日の内容）も実施している。 

平成 28 年度の研修スケジュールは確定次第、情報提供するので、

各都道府県においては、検案に携わる医師の充実及び技術向上に努

めていくため、各都道府県医師会と連携し、各都道府県における大

学病院や拠点的な医療機関等を通じて、当講習会に参加できるよう

周知をお願いしたい。 

 

５  歯科診療情報の標準化に関する実証事業について 

  平成 25 年度から、大規模災害時の歯科所見を用いた身元確認を

効率的に行うことができるよう、「歯科診療情報の標準化に関する

実証事業」を実施してきた。さらに平成 26 年の「死因究明等推進

計画」において、身元確認に資する歯科診療情報を提供する環境

の整備について示されており、歯科医療機関が保有する歯科診療

情報を標準化し、電子的に保存する際に課題となりうる点を抽出

し、検討を続けているところである。平成 27 年度には、歯科診療

情報標準化の基盤となる標準データセットの策定や歯科診療情報

の保存方法の検討をおこなってきた。 
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平成 28 年度は標準データセットの普及を行うための仕様書策定、

レセコン用プログラム開発促進およびデータ保存方法の更なる検

討を予定している。なお、その成果が取りまとまった際には、適宜、

情報提供させていただきたいと考えている。 
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死因究明等推進計画の策定について

内閣府に死因究明等推進会議（会長：内閣官房長官）を設置
死因究明等の推進に関する法律（平成24年法律第33号）が成立（２年の限時法）

内閣府に死因究明等推進会議（会長：内閣官房長官）を設置

死因究明等の実施に係る充実強化に関する世論の高まり死因究明等の実施に係る充実強化に関する世論の高まり

平成１８年
７月１５日
日経新聞

平成１９年
１０月１５日
朝日新聞
（夕刊）

事件・事故の見逃し

いわゆる
時津風部屋事件

瞬間湯沸かし器
による一酸化炭素
中毒事故

年間死亡数の増加等

(万)

※平成２８年以降については推計値

約１２６万人

東日本大震災の発生（身元確認の難航）

死因究明等に係る課題

警察の死体調査・検視
に係る体制の不十分さ

死体を検案する医師の
専門的能力の不十分さ

解剖の実施に係る体制の
不十分さ

身元確認のための平素から
の態勢整備の不十分さ

背景背景

等

死因究明等推進計画の閣議決定（平成２６年６月）死因究明等推進計画の閣議決定（平成２６年６月）

・警察官等に対する研修等の充実、検視官の臨場率の更なる向上
・検案に携わる医師の充実及び技術向上
・政府及び地方における死因究明等に係る実施体制の強化
・小児死亡例に対する死亡時画像診断の情報の収集・分析・検証
・身元確認に資する歯科診療情報の標準化に係る事業、DNA型情報等の活用 等

○死因究明等の推進に関する法律に基づき、死因究明等の推進に関して必要な措置を定める計画
○死因究明等推進会議（会長：内閣官房長官）が計画の案を作成
○計画の案の作成に資するため有識者からなる死因究明等推進計画検討会を18回開催、最終報告書を取りまとめ（平成26年４月）

⇒パブリックコメントを経て、死因究明等推進会議で計画案を作成し、閣議決定（平成26年6月13日）

◆死因究明等推進計画について

死因究明等推進計画の概要

第２ 死因究明等を行うための当面の重点施策

8. 死因究明により得られた情報の活用及び遺族等に対する説明の促進
・必要な関係行政機関への通報等、遺族等への丁寧な対応 等

7. 遺伝子構造の検査、歯牙の調査その他身元確認のための科学的
な調査の充実及び身元確認に係るデータベースの整備

・身元確認に資する歯科診療情報の標準化に係る事業、DNA型情報等の活用 等

6. 薬物及び毒物に係る検査、死亡時画像診断その他死因究明のた
めの科学的な調査の活用

・薬毒物検査の充実、死亡時画像診断に関する研修の更なる充実 等

5. 死体の検案及び解剖の実施体制の充実
・小児死亡例に対する死亡時画像診断の情報の収集・分析・検証
・検案に際して必要な検査・解剖を明らかにするための研究の推進、異

状死死因究明支援事業等を活用した費用の支援 等

3. 死因究明等に係る業務に従事する警察等の職員、医師、歯科医
師等の人材の育成及び資質の向上

・警察官、海上保安官に対する研修等の充実
・５年後目途に、原則、研修を修了した医師が警察等への立会い・検案

を実施できるよう、検案に携わる医師の充実及び技術向上 等

１. 法医学に関する知見を活用して死因究明を行う専門的な機関の
全国的な整備

・政府における施策の管理・調整体制を構築し、施策を検証・評価・監視
・地方に対する関係機関・団体からなる協議会の設置の要請
・協議会等での検討結果を踏まえた地方の実情に応じた体制整備の要請 等

2. 法医学に係る教育及び研究の拠点の整備
・大学における死因究明等に係る人材育成の促進 等

4. 警察等における死因究明等の実施体制の充実
・検視官の臨場率の更なる向上、科学捜査研究所の体制整備 等

○政府・地方の推進体制構築 ○大学、医療機関等の関係者の協力の確保 ○社会情勢の変化等踏まえ、適宜施策の検証及び見直し

第３ 推進体制等

第１ 死因究明等推進計画策定の基本的考え方

○計画策定によって期待される効果○計画策定の経緯・背景
① 死因究明等が、重要な公益性を有するものとして位置付けられること
② 政府及び地方における死因究明等に係る実施体制の強化
③ 死因究明等に係る人材の育成及び資質の向上

・高齢化の進展等に伴う死亡数の増加
・犯罪の見逃し防止
・大規模災害時を見据えた身元確認態勢整備の重要性
⇒死因究明等に係る施策の総合的かつ計画的な推進の必要性
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国の取組 都道府県の取組

警察・海保・検察
医師・歯科医師

（医師会・歯科医師会等）

病院等

大学
（医学部・歯学部・薬学部等）

都道府県
（知事部局）

死因究明等推進協議会（仮称）

出典：内閣府より

開催済み都道府県一覧

愛 媛 県

福 岡 県

東 京 都

滋 賀 県

新 潟 県

秋 田 県

岡 山 県

茨 城 県

高 知 県

静 岡 県

兵 庫 県

岐 阜 県

埼 玉 県

福 井 県

平成28年2月26日現在

出典：内閣府より

死因究明等推進協議会（仮称）の検討事項のイメージ（例）

○地域の状況に応じた死因究明等施策の検討

・関係機関との情報交換、課題の共有、個別問題についての検討
・「地方版死因究明等推進計画」の策定

○人材育成及び資質向上

○検案、解剖等の実施体制の充実

○死因究明により得られた情報の活用

・死体検案講習会の受講呼びかけ等検案能力向上に向けた取組
・死亡時画像診断(Ai)研修会の受講呼びかけ

♢ 検案
・地域における検案実施体制の実態把握、充実方策についての検討

・死因究明により得られた情報の疾病予防や事故再発防止等への活用の検討

♢ 解剖・検査
・非犯罪死体に関する遺族承諾解剖や各種検査等の充実についての検討
・「小児死亡事例に対する死亡時画像診断モデル事業」への参加呼びかけ
・Ai、薬毒物検査、遺伝子検査等の実施機関の拡充についての検討
・Ai読影医と解剖医の連携についての検討
・厚生労働省の異状死死因究明支援事業の活用についての検討

♢ 大規模災害時等の身元確認
・身元確認に関する歯科医師研修会等への協力についての検討

○遺族等に対する説明の促進
・遺族等からの相談、要望等を受ける体制の構築についての検討216



○異状死死因究明支援事業 107,458千円（126,521千円）
異状死に係る死因究明のための取組みを行っている都道府県に対し、行政解剖や死亡時画像診断に係る経費について
財政支援を行う。
また、死因究明等推進計画に基づき、死亡時画像診断の有用性や有効に行うための条件等を検証するため、引き続き、
小児死亡例に対する死亡時画像診断を実施する。

○異状死死因究明支援事業等に関する検証事業 3,787千円（3,811 千円）
死因究明等推進計画に基づき、死因究明体制の充実、疾病予防、健康長寿対策等に活用していくため、異状死死因究明

支援事業等を通じて得られた解剖や死亡時画像診断の事例について、収集・分析を行う。

○死体検案講習会費 19,526千円（23,198千円）
検案業務に従事する機会の多い一般臨床医、警察医を対象に、検案能力向上を目的とする講習会を開催する。
死因究明等推進計画に基づき、平成２６年度から日本医師会に委託している「死体検案講習会」について、引き続き、内容を
充実させ全国で複数回開催する。

○死亡時画像読影技術等向上研修 11,234千円（11,201千円）
死亡時画像についての放射線科医師の読影技術、診療放射線技師の撮影技術等の向上を図るための研修を実施する。
また、小児死亡例に対する死亡時画像診断の情報をモデル的に収集・分析し、検証結果を踏まえ、検案する医師の参考と
なるマニュアルを作成する。

○死亡時画像診断システム等整備事業
死亡時画像診断および死体解剖の実施に必要な医療機器整備及び施設整備について財政支援を行う。
（医療施設等設備整備費補助金（Ｈ28年度予算案６億円）、医療施設等施設整備費補助金（Ｈ28年度予算案４億円）の内数）

○監察医制度の在り方に関する検討会経費 460千円（ 562千円 ）
死因究明等推進計画を踏まえ、監察医の在り方を検討する。

平成28年度 死因究明等体制の充実に向けた支援（概要）
平成28年度予算案 （27年度予算額）
142,465千円 （165,293千円）

異状死死因究明支援事業

○ 異状死に係る死因究明のための取組みを行っている都道府県に対し、行政解剖や死亡時画
像診断に係る経費について財政支援を行う。（ただし、「警察等が取扱う死体の死因又は
身元の調査等に関する法律」第六条の規定に基づき実施する解剖等を除く。）

目 的

① 法医学教室との連携等による独自の行政解剖実施

② ＣＴやＭＲＩを活用した死亡時画像診断（小児死亡事例に対する死亡時画像診断を含む）

③ 地方公共団体が設置する協議会に関係機関・団体等の参加

を行っている都道府県に対し、行政解剖や死亡時画像診断等に要する経費の財政的支援を行い、
死因究明の体制づくりを推進。
平成２６年度 ２３都府県で実施

（青森、宮城、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、千葉、東京、愛知、滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌山、鳥取、岡山、山口、佐賀、長崎、

熊本、宮崎、沖縄 ）

事業内容

事業内容

異状死死因究明支援事業等に関する検証事業

○ 死因究明等推進計画に基づき、死因究明体制の充実、疾病予防、健康長寿対策等に活用して
いくため、異状死死因究明支援事業等を通じて得られた解剖や死亡時画像診断の事例について、
収集・分析を行う。

平成28年度予算案107,458千円（平成27年度予算額126,521千円）

平成28年度予算案3,787千円（平成27年度予算額3,811千円）
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死体検案講習会（日本医師会へ委託）

１．目 的

一般臨床医、警察医の死体検案能力の向上

２．講習日程・内容

２
日
間

座学中心
・死体解剖保存法などの法律
・検案制度の国際比較
・死体検案書の書き方
・検案の実施方法など

現
場
で
の
実
習

監察医務院や各大学法医学教室
などにて現場実習

１
日
間

座学中心
・家族への対応について演習
・法医学教室でのスクーリング （実習）
を受けて症例報告

【これまでの課題】
平成25年4月から死因・身元調査法の施行に伴い、警
察署長に検査の実施及び解剖の実施を行う権限が付与
されたが、これらの実施に当たっては法医学的知識を
もった医師のスクリーニングがなければその適正な実施
は見込めない。

修 了

【具体的な取組み】
○平成２６年度以降
・ 日本医師会に委託し、全国複数箇所で実施
（平成２５年度までは全国１箇所のみ）
・ 関係学会等と連携して、研修内容の更なる充実

【死因究明等推進計画】
厚生労働省においては、検案する医師の技術向上を
図るため、医師を対象に専門的な死体検案研修を実施
しているところ、今後は、厚生労働省及び日本医師会、
関係学会等が連携して研修内容の充実を図り、５年後を
目途に、原則、当該研修を修了した医師が警察等への
立会い・検案を実施できるよう、検案に携わる医師の充
実及び技術向上に努めていく。

平成28年度予算案 19,526千円（平成27年度予算額23,198千円）

【死亡時画像読影技術等向上研修】
○ 異状死等の死因究明の推進を図るため、ＣＴ等を使用した死亡時画像の撮影、読影には特殊な技術
や知識が必要となることから、放射線科医等の医師の読影技術や診療放射線技師の撮影技術等の向
上を目的として研修を実施する。
（開催回数） 年３回（医師１回、診療放射線技師２回） （受講期間）２日間
（受講者定数） 約150人 ※平成26年度受講者数１９７人（医師９０名、診療放射線技師１０７名）

死亡時画像読影技術等向上研修（日本医師会へ委託）
平成２８年度予算案 １１，２３４千円 （平成２７年度予算額１１，２０１千円）

死亡

分析体制

心肺
停止

＜日本医師会に画像を分析し評価する組織を設置（分析委員会）＞
関係学会等の協力により、専門とする委員によって構成

○ 医療機関から提供を受けた画像データや臨床データを踏まえて、
死亡時画像診断の有効性について分析・評価を実施

○ 専門家による評価によって、死亡時画像診断が有効な事例や条
件などをとりまとめ、日本医師会が実施する研修の内容に反映

協力施設
（死亡時画像を撮影できる施設）

大学等

画像データ等を
分析委員会へ提供

モデル事業では、

・死亡時画像を撮影できる医
療機関、施設等

・死因究明支援事業を実施し
ている大学等
を協力施設とする。

院外死亡事例

死亡

（参考）小児死亡事例に対する死亡時画像診断モデル事業のイメージ

【死亡時画像診断の有用性等の検証事業】
○ 異状死死因究明支援事業で実施する小児死亡例に対する死亡時画像診断の情報をモデル的に収
集・分析し、検証結果を踏まえ、検案する医師の参考となるマニュアルを作成する。
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歯科診療情報の標準化に関する実証事業について

【背景】
○ 東日本大震災の身元確認において、身元不明遺体の歯科所見と生前歯科診療情報の照合による身元確認の有効性が改めて示された。
他方で､①津波による歯科医療機関の被災により歯科診療情報の収集に困難をきたした。

②歯科診療情報の統一化が図られておらず、人海戦術によるデータの再入力等の必要が生じた。
○ これらの経緯から歯科診療情報の①保存方法を検討すること、および②標準化を図ること目的として平成25年度より本事業が開始された。

【歯科診療情報の標準化によりできること】
・歯科診療情報を用いた身元確認時の迅速なスクリーニングに資するデータの集積
・データバックアップ体制の構築（大規模災害等有事を想定） 等

平成28年度予算案額 10,799千円（平成27年度予算額 11,638千円）

当初予算額：21,035千円
【【目的】
レセプトデータを用いた口腔内
情報（仮想生前）と実際の口
腔内（仮想死後）を比較し、
その整合性を検討すること
【結果】
口腔内歯牙情報を26種類
（健全歯・欠損など）に分類し、
生前と死後のデータを照合した
結果、検索リストの上位1%を
調べれば、約65.7%の人が見
つかることが明らかとなった。身元
スクリーニングに使用可能。

当初予算額：11,465千円
【目的】
レセプトデータ様式を統一し、
歯科診療情報の標準化を図
ること
【結果】
簡易型データセット（52種
類）を用い、前年度と同様の
検証を行い、同等の結果を得
た。しかし、すべての歯科診療
情報の標準化やバックアップの
観点から標準データセットの細
分化の必要性やデータ保存方
法など検討すべき事項が浮き
彫りとなった。

当初予算額：11,638千円

【目的】
歯科診療情報の標準化を担
う標準データセットを策定するこ
と（ISOやANSI/ADAと同
等）
【結果】
平成26年度の結果を踏まえ、
標準データセット（下図・歯科
診療情報をほとんど含む）の
策定を行った。バックアップの方
法、標準データセットの利活用、
標準データセットのレセコンへの
搭載方法などについての検討が
継続中である。

H25年度 H26年度 H27年度
（予算案額：10,799千円）

【目的】
①ベンダー各社に標準データ
セットのレセコンへの搭載を図る
こと（仕様書の策定・プログラム
の開発）
②レセプトデータの保存方法を
検討すること
③標準データセットの利活用を
検討すること（サブデータセット
の策定）

H28年度
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医政医発 0908 第 9 号 
医政歯発 0908 第 3 号 
平成 26 年 9 月 8 日 

 
各都道府県衛生主管部（局） 御中 
 

厚生労働省医政局医事課長 
（ 公 印 省 略 ） 
厚生労働省医政局歯科保健課長 
（ 公 印 省 略 ） 

 
「死因究明等推進協議会（仮称）の設置について」（協力依頼） 

 
今般、内閣府死因究明等推進会議事務局長から各都道府県知事あての通知

（「死因究明等推進協議会（仮称）の設置について」（平成 26 年９月２日府究明

第 29 号）（別紙）により、死因究明等推進協議会（仮称）（以下「推進協議会」

という。）の設置に係る協力依頼がなされたところです。 
 
死因究明等推進計画（平成 26 年６月 13 日閣議決定）においては、知事部局、

都道府県警察、都道府県医師会、都道府県歯科医師会、大学等から構成される

推進協議会を設置し、地方の状況に応じた施策を検討するとともに、既存の体

制を活用しつつ、検査や解剖等の死因究明等に関する専門的機能を有する体制

の整備に努めることとされておりますので、衛生主管部（局）におかれまして

も、ご協力をお願いします。 
 
なお、厚生労働省では、平成 26 年度から、公益社団法人日本医師会と連携し、

小児死亡事例に対する死亡時画像診断の有用性等を検証するため、モデル的に

情報を収集・分析する事業（以下、「小児モデル事業」という。）を開始してい

ます。平成 27 年度予算概算要求においても、引き続き「小児モデル事業」を実

施することや、「異状死死因究明支援事業」では、推進協議会に関係機関・団体

等が参加するための経費補助も含めるよう検討しているところですので、今後

のご参考として頂き、引き続き、関係者のご協力をお願いします。 
 
また、平成 25 年度から、大規模災害時の歯科所見を用いた身元確認を効率的

に行うことができるよう「歯科診療情報の標準化に関する実証事業」を実施し

ております。平成 27 年度予算概算要求においても、引き続き実施することを検

討しています。その成果が取りまとまった際には、都道府県にもその成果を情

報提供させて頂く予定となっていることを申し添えます。 
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歯科保健課 
 

 



１． 歯科保健医療施策について  

（１）歯科口腔保健施策について 

①８０２０運動・口腔保健推進事業 

１）厚生労働省では、80 歳になっても自分の歯を20 本以上保つことを目標し

た８０２０（ハチマル・ニイマル）運動を進めているが、その成果として８

０２０ 達成者の増加や学童期のむし歯有病者率の減少など、国民の歯及び口

腔の健康状態が改善されてきているところである。 

 

２）８０２０運動・口腔保健推進事業は、平成27年度より８０２０運動推進特

別事業と口腔保健推進事業を統合し、地域の実情に応じた総合的な歯科保健

医療施策を進めるため、口腔保健支援センター設置事業、歯科疾患予防事業、

歯科保健医療サービスの提供が困難な障害者・高齢者等への対応に係る事業

等の財政支援を行うこととしているもの。各都道府県におかれては、引き続

き本事業を通じ、歯科口腔保健施策の推進に努められたい。 

 

②歯科疾患実態調査 

この調査は、全国的な規模で国民の歯の健康状況や歯科疾患等の現状を調査

することを目的とした一般統計調査であり、昭和32年から６年に１度実施して

おり、８０２０達成者の把握等、歯科保健対策の検討や今後の施策の推進に広

く活用している。 

なお、平成24年７月に大臣告示として策定した「歯科口腔保健の基本的事項」

に基づき、今後は原則として５年ごとに調査を実施する予定であり、次回は平

成28年度を予定しているため、実施にあたりご協力をお願いする。 

なお、調査に当たり使用する歯科用器具（歯鏡、プローブ、歯科用探針）に

ついては、これまで医政局歯科保健課より送付していたが、次回調査において

は各都道府県において購入していただくことを予定しており、当該購入費は調

査費に含める予定である。 

 

③歯科保健推進活動 

国民の歯科保健に対する関心をより向上させるため、歯と口の健康週間（毎

年６月４日～10日）や全国歯科保健大会（第37回大会は沖縄県において平成28

年12月10日（土）に開催予定）等の実施を通じ、歯科口腔保健の普及啓発を行

うとともに各地域における歯科保健事業の積極的な推進を図る。 
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（２） 歯科医療施策について 

①地域医療介護総合確保基金について 

平成26年６月に成立した医療介護総合確保推進法に基づき、各都道府県に設

置した地域医療介護総合確保基金を活用し、病床の機能分化・連携に必要な基

盤整備、在宅医療の推進、医療従事者等の確保・養成に必要な事業を支援して

いる。歯科に関する事業についても、地域の実情に応じて実施されたい。  

＜事業例（歯科関係）＞ 

１）病床の機能分化・連携 

・ 地域医療支援病院やがん診療連携拠点病院等の患者に対する歯科保

健医療の推進 

２）在宅医療(歯科・薬局を含む)の推進 

・ 在宅歯科医療の実施に係る拠点・支援体制の整備 

・ 在宅歯科医療連携室と在宅医療連携拠点や地域包括支援センター等

との連携の推進など 

３）医療従事者等の確保・養成 

・ 在宅歯科医療を実施するための人材の確保支援 

・ 医科・歯科連携に資する人材養成のための研修の実施 など 

 

②へき地等歯科保健医療対策について 

へき地等における歯科保健医療対策として推進している歯科巡回診療車の

運営、離島の歯科診療班の運営に対する助成については、平成28年度において

も引き続き実施することとしているので適宜活用されたい。 

 

（３）保健所等に勤務する歯科医師及び歯科衛生士について 

更に、歯科口腔保健を今後一層推進していくためには、地方公共団体へ歯科

医師及び歯科衛生士が適正配置されることが望ましい。特に現在未配置の県に

あっては配置に努めていただくようお願いする。 
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２．歯科口腔保健推進室について 

歯・口腔の健康は、国民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割

を果たしており、平成23年８月には「歯科口腔保健の推進に関する法律」が公布・

施行され、この法律に基づき平成23年８月に医政局長の伺定めにより「歯科口腔保

健推進室」が設置された。平成27年度には訓令室での設置が認められ、平成27年10

月１日付けで歯科口腔保健推進室（訓令室）となった。 

 歯科口腔保健推進室では、「歯科口腔保健の推進に関する法律」に規定されてい

る歯科疾患の予防等による口腔の健康を保持するため、関連施策について関係部局

と部局横断的な連携を図っているところであり、今後、各地方公共団体との連携の

強化のため、口腔保健支援センター長を集めた会議の開催を予定している。 

また、これまで、各都道府県に対し、条例の策定状況等を把握するため「歯科口

腔保健に関する調査」についてご協力をお願いしているところであるが、引き続き

調査へのご協力をお願いする。 

なお、歯科口腔保健関連情報については厚生労働省のウェブサイトも参照された

い。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/shikak

oukuuhoken/index.html 
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３．歯科医師の資質向上等について 

（１）歯科医師の資質向上等に関する検討会について 

近年、急速に少子高齢化が進む中で疾病構造や患者像が変化し、国民が求め

る歯科医療は大きく変化していることを踏まえ、平成27年１月16日から「歯科

医師の資質向上等に関する検討会」を開催し、①歯科医師需給、②女性歯科医

師、③歯科医療の専門性について議論を行っており、本年５月頃を目途に報告

書を取りまとめる予定である。 

 

（２) 歯科医師臨床研修制度について 

①歯科医師臨床研修制度の見直しについて（施行予定） 

歯科医師臨床研修制度は、省令の施行後５年以内に見直すこととされてい

る。平成 28 年度の見直しに向け、歯科専門職の資質向上検討会において、高

度化・多様化する歯科医療サービスに対応できる歯科医師の養成や研修の質の

向上等の観点から研修制度の全体的な見直しを行い、報告書を平成 26 年３月

に取りまとめた。 

報告書をもとに、改正省令を公布（厚生労働省令第３号平成28年１月13日）

し、２月中に施行通知を発出する予定であるので、管下の関係機関に対して周

知をお願いしたい。 

主な内容は次のとおりである。 

○臨床研修施設の指定の取消しに関すること（次のいずれかに該当した場合） 

・ ３年以上研修歯科医の受入れがないとき 

・ 協力型臨床研修施設としてのみ指定されている施設が臨床研修施設群

から外れたとき 

○臨床研修の到達目標の達成に必要な症例数や研修内容、修了判定の評価を行

う項目や基準を研修プログラムに記載すること 

なお、都道府県が臨床研修施設における研修体制の把握を希望する場合に

は、研修施設が作成した年次報告や指定の取消し等に関する事務書類を確認

し、厚生労働大臣に提出することができることとされている。（施行通知一部

改正平成27年医政発0331第37号） 

 

②歯科医師臨床研修に係る予算 

歯科医師臨床研修費については、臨床研修の指導体制の確保や臨床研修に専

念できる環境の整備に必要な経費として、引き続き予算の確保を図っていると

ころである。 
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４．歯科衛生士、歯科技工士について 

（１）歯科衛生士法の改正 

従来、歯科衛生士が保健所及び市町村保健センター等において付着物等の除去

やフッ物塗布等の予防処置を行う場合には、歯科医師の「直接の」指導（立会い）

の下に実施することとされていたが、医療介護総合確保推進法の一部施行により

歯科衛生士法が改正され、平成27年４月１日からは、歯科医師の直接の立会いは

不要とされ、歯科医師との緊密な連携を図った上で行うことが認められることと

なった。 

本改正については歯科衛生士の業務実施体制の見直しを図ったものであり、改

正の趣旨、内容等は平成26年10月23日付医政局長通知（医政発1023第７号）「歯

科衛生士法の一部改正の施行について（通知）」によりお知らせしているので、関

係者に対して周知等配慮をお願いしたい。 

 

（２）歯科技工士法の改正 

医療介護総合確保推進法の一部施行により歯科技工士法が改正され、平成28年

歯科技工士国家試験より、指定試験機関として指定された（一財）歯科医療振興

財団がこれを行うこととなった。 

歯科技工士国家試験を合格した者の合格証書及び合格証明書の発行（歯科技工

士法施行規則第９・10 条）は従来、歯科技工士国家試験に付随する自治事務とし

て行っていた業務である。そのため、平成27年までの歯科技工士国家試験につい

ては、経過措置として都道府県において合格証書及び合格証明書の交付を行うこ

ととしていたところであるが、この経過措置についても、歯科技工士法施行規則

及び歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令（平成 27

年厚生労働省令第165号）が平成28年３月１日施行することにより廃止され、全

ての歯科技工士国家試験合格者に対する合格者証明書を発行は指定試験機関であ

る（一財）歯科医療振興財団が行うこととなる。 

なお、指定試験機関が合格証明書の発行するに当たり、合格者に関する情報に

ついて疑義が生じた場合は貴都道府県に対して個別に照会されることとなるので、

ご対応をお願いしたい。 

 

（３）衛生行政報告例について 

   今般、平成26年衛生行政報告例において公表された歯科技工所数の計上方法等

に誤りのある事例が確認された。 

衛生行政報告例の「記入要領及び審査要領」に記載しているとおり、歯科技工

士法第２条第３項に規定する歯科技工所の年末現在の数を、同法第21条の規定に

よる届出に基づいて計上すること、政令市又は特別区のある都道府県にあっては、
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政令市又は特別区分を含めて計上することとされている。 

この取扱いについて、管下の政令指定都市、保健所設置市及び特別区に対し、

周知いただくとともに、誤りの発生防止に万全を期していただくようお願いする。 

 

 （参考）平成 26 年衛生行政報告例における歯科技工所数の報告の誤りについて  

（事務連絡） 
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看 護 課 
 

 



１．看護師等の養成について 

 

（１）看護師等養成所の指定・監督について 

○ 平成 27 年４月１日より看護師等養成所の指定・監督の事務・権限は厚

生労働大臣から都道府県知事に移譲され、各都道府県においては、看護

師等の養成において、より重要な役割を担っていただいている。 

○ 看護師等養成所の指導等については、各都道府県の実情に合わせ効果

的な指導を実施し､実習施設の確保、実習指導者や専任教員養成講習会、

教員継続研修等の計画的な実施を含め、より充実した内容の養成所の設

置等を目指すようお願いしたい。 

 

（２）看護師学校養成所２年課程（通信制）の入学基準の緩和について 

 ○ 地域医療構想の実現や地域包括ケアシステムの推進に向けて、必要な

医療介護サービスを確保していくためには、准看護師を含めた看護職員

の養成は重要である。特に、自律してケアを実践する看護師の必要性は

高く、今般、准看護師から看護師への移行の促進を目指し看護師学校養

成所２年課程（通信制）の入学要件である就業経験年数の短縮について

見直しを行うこととした。 

○ 具体的には、入学要件である准看護師としての就業経験年数を現行の

10 年から７年以上に短縮することとし、これと併せて、教育内容を充実

し、専任教員の定数を現行の７人から 10 人に増員することとする（学生

総定員が 300 人以下の場合は８人）よう保健師助産師看護師学校養成所

指定規則の一部を改正予定である。本改正の施行時期については平成 30

年４月としており、これらに伴う事務手続については、追ってお知らせ

する。 

○ また、改正省令の検討規定として、省令の施行後３年を目途に、２年

課程への入学者の動向、今後の教育の内容の見直しの状況等を勘案し、

この就業経験年数の入学要件を５年以上とすることを含めて検討し、そ

の結果に基づいて、必要な見直しを行うものとしている。 

 

（３）「准看護師試験の実施に係る留意事項等について」の一部改正について 

○ 各都道府県からの准看護師試験の実施状況についての報告期日を試験

実施年度の３月末日までとすることとしたのでご協力お願いしたい。実施

状況の取りまとめの公表については、４月中を予定している。 
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入学要件における就業経験年数の短縮

平成30年4月1日から、就業経験年数を現行の10年から７年以上に短縮する。（※）

教育の充実に関する見直し

専任教員の定数を現行の７人から10人に増員する。ただし、学生総定員が300人以下の場合は、8人と
する。

（※）施行後３年を目途に、2年課程への入学者の動向、今後の教育の内容の見直しの状況等を勘案し、入学要件における就業経験
年数を5年以上とすることを含めて検討し、その結果に基づいて、必要な見直しを行う。

（保健師助産師看護師学校養成所指定規則）

その他の教育の充実に関する見直し

就業経験年数の要件短縮に当たっては、入学生の実技能力、必要な知識や思考過程を確認した上で、身に
付けるべき技術を学生が習得できるよう、学校養成所における教育の充実を図ることとする。

具体的には、
① 対面による授業日数を10日間追加し、フィジカルアセスメント、根拠に基づいた看護を実践するための問題解決プロセ

スを学ぶ内容や健康教育において効果的なコミュニケーションについて学ぶ内容を含むものとして実施する。
② 准看護師としてのこれまでの就業形態、就業場所、就業日数・時間について、学校養成所で入学時に把握し、個々の学生

の教育内容に生かしていくこととする。 （看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン）

看護師学校養成所2年課程（通信制）の入学要件の見直しについて

看護師学校養成所2年課程（通信制）は、准看護師から看護師への移行促進を目的に、准看護師として就業
経験年数10年以上の者を対象にした課程として、平成16年4月に設けられた。
「日本再興戦略」改訂2015（平成27年６月30日 閣議決定）では、この通信制の入学基準について、地
域医療体制の充実に向けた看護師養成のため、准看護師としての業務経験年数を現行の10年から大幅に短
縮することについて全国的な措置として検討し、今年中に結論を得て、速やかに措置することとされた。
これを踏まえ、医道審議会保健師助産師看護師分科会において、保健師助産師看護師学校養成所指定規則等
の改正事項をとりまとめた。

経緯

入学要件の見直し等改正事項
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２．看護職員確保対策について 

 

（１）看護職員確保のための取組について 

社会保障・税一体改革の試算における看護職員の必要数は、平成 37 年（2025 年）に約 200

万人と推計されている。一方、平成26年における看護職員の就業者数は約160万人であり、こ

れまでどおり毎年約３万人ずつ就業者数が増加すると仮定しても、約３～13万人の更なる看護

職員の確保が必要とされている。 

今後、少子化が進む中で必要な看護職員数を確保していくためには、看護職員を含む医療従

事者の勤務環境改善の推進による離職防止・定着促進のみならず、約71万人と推計される潜在

看護師等を含めた看護師等免許保持者の復職支援・就業促進を着実に実施することが重要であ

る。 

 

平成26年の看護師等人材確保法改正に基づき、平成27年10月１日より、看護師等免許保持

者のナースセンターへの届出制度が施行され、ナースセンターによる復職支援機能の強化を図

ることとなっているが、各都道府県においては、以下の事項をお願いする。 

 

① 届出制度の周知・広報 

ア 離職者が多いと考えられる今年度末の前に、届出制度を重点的に周知・広報するための方

策について、都道府県ナースセンターなど関係機関・団体との協議・連携を行うこと。 

イ 年度末の前の時期にとどまらず、今後も継続的に届出制度の周知・広報を行うこと。 

 

② ナースセンターの機能強化 

ア 各都道府県のナースセンターが、看護師等免許保持者からの届出情報を活用して、離職後

も一定のつながりを確保し、本人の意向やライフサイクル等を踏まえて適切なタイミングで

積極的にアプローチし、復職研修や無料職業紹介など必要な支援を行うことについて、都道

府県ナースセンターの取組状況（復職支援の実績を含む）を把握すること。 

イ ナースセンターの機能強化を実効あるものとするため、地域の医療関係団体等が参画して、

ナースセンターにおいて看護職員確保対策や事業運営について協議する場（運営協議会等）

を開催し、有効に活用すること。 

ウ ナースセンターによる復職支援に当たっては、看護師等免許保持者の届出情報のみならず、

地域の医療機関からの求人情報の獲得も大変重要である。また、これらの情報をもとに求職

者と求人施設の迅速かつ適切なマッチングを行うことも重要である。これらを円滑に実施す

る観点から、ナースセンター・ハローワーク連携事業の実施や、看護職員を含む医療従事者

の勤務環境改善による定着促進を担う各都道府県の医療勤務環境改善支援センターとの連携

を行うこと。 

エ 地域医療介護総合確保基金等を活用して、都道府県ナースセンターに係る予算を含む看護

職員確保対策に係る予算の確保に努めていただきたいこと。 

 

（２）看護職員需給見通しについて 

都道府県においては、団塊の世代が75歳以上となる2025年（平成37年）の医療需要を踏ま

えた地域医療構想の策定が進められている。この地域医療構想の策定による病床の機能分化・

連携に対応していくためには、看護職員のみならず医師やリハビリ関係職種を含めた医療従事

者の需給について見直しを検討することが必要となっている。 
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このため、地域医療構想との整合性の確保等の観点を踏まえ、医師及び看護職員等の医療従

事者の需給を見通し、医療従事者の確保対策等について検討することとなり、「医療従事者の需

給に関する検討会」の第１回検討会が平成27年12月10日に開催された。 

【検討会の検討事項】 

（１）医療従事者の需給の見通しについて 

（２）医療従事者の確保策、地域偏在対策等について 

 

看護職員の需給見通しについては、「医療従事者の需給に関する検討会」の「看護職員需給分

科会」において、地域医療構想における2025 年の医療需要等を踏まえて今後検討し、平成29

年度に都道府県が第７次医療計画を策定することを踏まえて、平成28年内に分科会の取りまと

めを行うこととしている。 

今後、看護職員需給分科会において新たな看護職員需給見通しの策定に向けた検討を進めて

いくが、検討に当たって、平成28年４月以降に都道府県のご対応をお願いする可能性があるの

で、ご協力をよろしくお願いする。 

また、看護職員需給見通しの今後の進め方については、引き続き、都道府県への必要な説明

や実情に応じた必要な助言等を行うこととしているので、ご理解とご協力をよろしくお願いす

る。 
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【対応策】
（１）看護職員の復職支援の強化（看護師等人材確保促進法改正 平成２７年１０月１日施行）
・看護師等免許保持者について一定の情報の届出制度を創設し、離職者の把握を徹底。
・都道府県ナースセンターが、離職後も一定のつながりを確保し、ライフサイクル等を踏まえて
適切なタイミングで復職研修等の必要な支援を実施。

（２）勤務環境の改善を通じた定着・離職防止（医療法改正 平成２６年１０月１日施行）
・看護職員を含めた医療従事者全体の勤務環境を改善するため、医療機関による自主的な勤務
環境改善の取組を促進し、都道府県医療勤務環境改善支援センターが医療機関の取組を支援。
ワークライフバランス等にも配慮した取組を促進し、看護職員の定着・離職防止を推進。

（３）社会人経験者の看護職員への取り込み促進
・看護関係資格の取得を目指す社会人経験者が、厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指
定した講座（専門実践教育訓練）を受講した場合に給付を行う。

看護職員確保に向けた施策の柱

■社会保障・税一体改革の試算による看護職員の必要数 「2025年に約200万人」
■偏在等を背景とした「看護職員不足」との指摘、勤務環境の改善とワークライフバランスの必要性
■少子化・人口減少が進む中、抜本的な看護職員確保対策が不可欠

質の向上に向けたマンパワー増

2014(H26)年
看護職員
約１６０万人

2025(H37)年
看護職員

約２００万人

医療・介護サービス提供の改革

【現状と課題】

都道府県ナースセンターによる看護職員の復職支援を強化するため、看護師等人材確保促進法を改正（平成２７年１０月１日施行）

○看護師等免許保持者による届出制度の創設 － 看護職員が病院等を離職した際などに、連絡先等を都道府県ナースセンターへ届け出る（努力義務）

○ナースセンターの機能強化 － 復職に関する情報提供など「求職者」になる前の段階から総合的な支援、就職あっせんと復職研修の一体的実施などニーズに合った

きめ細やかな対応
－ 事業運営について地域の医療関係団体が協議、ハローワーク等と密接な連携、支所等の整備による復職支援体制の強化

都道府県ナースセンター

ナースセンターによる看護職員の復職支援の強化

ニーズに応じた
復職支援

医療機関等に勤務する
看護師等

離職

届出情報に基づき、離職後も一定のつながりを確保し、
本人の意向やライフサイクル等を踏まえて、
積極的にアプローチして支援

【支援の例】
・復職意向の定期的な確認
・医療機関の求人情報の提供
・復職体験談等のメールマガジン
・復職研修の開催案内
・｢看護の日｣等のイベント情報
・その他復職に向けての情報提供 復職

届出データベース
「とどけるん」

助言等 連携
離職中の看護師等

・子育て中
・求職中
・免許取得後、直ちに就業
しない
・定年退職後 など

支援体制
強化

より身近な地域での復
職支援体制を強化（支
所等の整備）

ハローワークや医療勤
務環境改善支援セン
ター等と密接に連携

都道府県看護協会が
医師会、病院団体等と
ナースセンターの事業
運営について協議

※代行届出も可

離職時の届出
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○看護職員（保健師、助産師、看護師、准看護師）は、病院等を離職した場合などにおいて、住所、氏
名などの情報を都道府県ナースセンターに届け出るよう努めなければならない。

①病院等を離職するなど以下の場合
■病院等を離職した場合 ※「病院等」とは、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、指定訪問看護事業を行う事業所をいう。

■保健師、助産師、看護師、准看護師の業に従事しなくなった場合
■免許取得後、直ちに就業しない場合
■平成２７年１０月１日において、現に業務に従事していない看護師等

②既に届け出た事項に変更が生じた場合

１ 届け出るタイミング

■氏名、生年月日及び住所
■電話番号、メールアドレスその他の連絡先に係る情報
■保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の登録番号及び登録年月日
■就業に関する状況

２ 届け出る事項

■届出は、インターネット経由でナースセンターに届出する方法を原則とする。
https://todokerun.nurse-center.net/todokerun/（看護師等の届出サイト「とどけるん」）

３ 届け出る方法

①以下の者は、上記の届出が適切に行われるよう必要な支援を行うよう努めなければならない。
■病院等の開設者 ※「病院等」とは、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、指定訪問看護事業を行う事業所をいう。

■保健師、助産師、看護師、准看護師の学校及び養成所の設置者

②「支援」とは、看護職員に対して届出を行うよう促す、看護職員に代わって一括して届出を行う、学校・養成所においては
キャリア教育の一環として届出制度について学生を教育する 等

■看護師等人材確保法に基づく看護師等免許保持者の届出（平成27年10月1日施行）

４ 関係者による届出の支援

看護師等免許保持者の届出制度による届出の状況
平成28年1月末現在

※届出制度は 平成27年10月1日施行

1921

1164

3313

2298

103

584

1296

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

看護師等として就業中 等

看護師等以外就業中等

就業していない

就業していないが求職中

学生

その他

未選択

届出者の就業状況

復職支援対象者 5611人

（人）
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届出者数

4ヶ月計 10679人
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看護職員の復職支援に向けた取組状況

３ ナースセンターによる届出者への支援
○中央ナースセンターによる支援
・平成28年1月～ 復職支援や生活情報に関する情報発信を開始
○都道府県ナースセンターによる支援（都道府県による支援の一例）
・看護師等の届出サイト「とどけるん」トップに復職研修等の情報を掲載

・届出者のうち希望者に対し、定期的に求人情報や合同就職説明会等の情報をメール
配信（月２～３回）
・届出翌月より、就業希望のある者に対し、定期的に電話連絡
・ナースセンターについて詳しく説明を受けたいと希望する者に対し、電話連絡

１ 届出制度等の周知・広報
○平成27年10月1日に改正法が施行。関係者が一体となって集中的に周知・広報を実施。
…新聞広告、医療・看護系雑誌への寄稿・記事掲載、ポスター・リーフレットの配布、SNSに
よる情報提供、関係学会等での講演など

○都道府県では、テレビCM、ラジオ番組、住民向け広報誌、交通広告、ラッピングバス、フリー
ペーパー等による周知・広報を計画・実施

○ナースセンターにおいて看護職員確保対策や事業運営について、地域の医療関係者が協
議

⇒離職者が多いと考えられる年度末の前に重点的に届出制度等を周知・広報
するなど、関係者による継続的な周知・広報を実施

２ ナースセンターの機能強化（都道府県による取組の一例）
○ナースセンターの職員数増員、支所増設、利用時の保育サービス実施等により、地域に密
着したサービスを提供

○ナースセンターの職員がハローワークで巡回相談を実施
○ナースセンター・ハローワーク連携事業の全国展開（平成２７年度から全ての都道府県で、
ハローワークとナースセンターにおける支援対象の求職者及び求人に関する情報の共有等
の連携を強化）

ナースセンターとハローワークの連携により、看護師等（看護師、准看護師、保健師、助産師）への就業を希望す
る者と地域の医療機関等とのマッチングの強化を実施。

【主な事業内容】
① 支援対象の求職者及び求人に関する情報の共有
② ハローワークのスペースを活用したナースセンターによる巡回相談の実施
③ 両者の緊密な連携による、支援対象の医療機関等を対象とした求人充足支援

ナースセンター・ハローワーク連携事業の概要

①支援対象の求職者及び
求人に関する情報の共有

②巡回相談

出張

福祉人材コーナーを設置して
いるハローワークにおいて実
施

医療機関等の
ニーズの把握

↓
求人として具体化

・ナース経験者による専門的な
見地に立った職業相談

・病院の詳細情報や最新の医療
技術に関する知識等の提供

③求人充足支援

管理選考、
面接会等の開催

事業目的及び事業内容
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医療従事者の勤務環境改善の促進

医療従事者の離職防止や医療安全の確保等を図るため、改正医療法（平成26年10月1日施行）に基づき、

医療機関がPDCAサイクルを活用して計画的に医療従事者の勤務環境改善に取り組む仕組み（勤務環境改善マネジ

メントシステム）を創設。医療機関の自主的な取組を支援するガイドラインを国で策定。

医療機関のニーズに応じた総合的・専門的な支援を行う体制（医療勤務環境改善支援センター）を各都道府県で

整備。センターの運営には「地域医療介護総合確保基金」を活用。

医療従事者の勤務環境改善に向けた各医療機関の取組（現状分析、改善計画の策定等）を促進。

勤務環境改善に取り組む医療機関

取組の実施

更なる改善

定期的な評価

都道府県 医療勤務環境改善支援センター

Plan

Do

Check

Act

勤務環境改善マネジメントシステム

院内で、院長、
各部門責任者
やスタッフが
集まり協議

計画策定

ガイドラインを参考に
改善計画を策定

現状の分析

医療勤務環境改善マネジメントシステムに関する指針（厚労省告示）
勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引き（厚労省研究班）
「医療従事者の働き方・休み方の改善」の取組例

多職種の役割分担・連携、チーム医療の推進
医師事務作業補助者や看護補助者の配置
勤務シフトの工夫、休暇取得の促進 など

「働きやすさ確保のための環境整備」の取組例
院内保育所・休憩スペース等の整備
短時間正職員制度の導入
子育て中・介護中の者に対する残業の免除
暴力・ハラスメントへの組織的対応
医療スタッフのキャリア形成の支援 など

マネジメントシステムの普及（研修会等）・導入支援、
勤務環境改善に関する相談対応、情報提供等

医療労務管理アドバイザー（社会保険労務士等）と
医業経営アドバイザー（医業経営コンサルタント等）が
連携して医療機関を支援
センターの運営協議会等を通じ、地域の関係機関・団体
（都道府県、都道府県労働局、医師会、歯科医師会、
薬剤師会、看護協会、病院団体、社会保険労務士会、医業
経営コンサルタント協会等）が連携して医療機関を支援

課題の抽出

改善計画の策定

各都道府県における医療勤務環境改善支援センターの設置状況
（平成２８年１月２８日現在）

※ 医療従事者の勤務環境の改善に関する医療法の規定が平成26年10月1日に施行され、都道府県にはセンターの設置に努める義務

があることにかんがみ、各都道府県に対して、可能な限り平成26年度中にセンターを設置するよう要請してきたところ。センターを未設

置の県に対しては、遅くても平成27年度中にはセンターを設置するよう要請している。

なお、センターを未設置の県では、社会保険労務士による「医療労務管理相談コーナー」（都道府県労働局の委託事業）を暫定的に

設置している。

○ これまでに、４１都道府県で設置済み

・直営 ：１９ 青森県、岩手県、秋田県、山形県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、

富山県、石川県、岐阜県、静岡県、島根県、広島県、山口県、徳島県、

香川県、福岡県、長崎県

・直営（一部委託）： ２ 東京都、兵庫県（委託先：いずれも日本医業経営コンサルタント協会）

・委託 ：２０ 県医師会：福島県、茨城県、栃木県、新潟県、福井県、三重県、鳥取県、

岡山県、佐賀県、熊本県、大分県、宮崎県、沖縄県

県病院協会：滋賀県、奈良県、和歌山県

私立病院協会：京都府、大阪府

日本医業経営コンサルタント協会：北海道

県医療再生機構：高知県

○ 今後、６県で設置予定
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教育訓練給付金の拡充及び教育訓練支援給付金の創設
（中長期的なキャリア形成支援措置）

非正規雇用労働者である若者等がキャリアアップ・キャリアチェンジし安定的に働くことができるよ
う、教育訓練給付（受講費用の２割を支給、給付上限10万円）を拡充し、中長期的なキャリア形成に資する専門的・実
践的な職業能力の習得を支援する。

キャリアアップ・キャリアチェンジを希望する者
（雇用保険加入の在職者・離職後１年以内の者）

キャリア・コンサルティングの実施

中長期的なキャリア形成に資する専門的・実践的な教育訓練
（厚生労働大臣が指定）の実施
・資格取得（医療・福祉など専門職）のための訓練
・企業等と連携した実践的なプログラム

訓練修了・資格取得の上被保険者として就職

【要件】
・被保険者期間２年
（２回目以降は10年以上の被保険者
期間が必要）

【追加給付】
・就職を条件として訓練費用の20％
を追加支給（合計上限48万円／
年）

【給付内容】
・訓練費用の40％を支給
・45歳未満の若年離職者には、
基本手当の50％を訓練受講中に毎月
支給（教育訓練支援給付金、平成30
年度までの暫定措置）

（目指す仕事と必要となる教育訓練の相談・助言）

改正の趣旨

改正の内容【平成26年10月１日施行】

相談・助言

対象となる教育訓練の指定：
職業能力開発局育成支援課
教育訓練給付金の給付：
職業安定局雇用保険課

１．目的

今後、高齢社会が一層進む中で、人口構造の変化や地域の実情に応じた医療提供体制を構築するた
め、地域医療構想との整合性の確保や地域間偏在等の是正などの観点を踏まえた医療従事者の需給の
検討が必要であることを踏まえ、医師・看護職員等の医療従事者の需給を見通し、医療従事者の確保策、
地域偏在対策等について検討する。

２．検討事項
・ 医療従事者の需給の見通しについて
・ 医療従事者の確保策、地域偏在対策等について

３．構成員（○は座長）
荒井 正吾（奈良県知事）
荒川 哲男（全国医学部長病院長会議会長）
尾形 裕也（東京大学政策ﾋﾞｼﾞｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ特任教授）
小川 彰 （岩手医科大学学長）
荻原 喜茂（日本作業療法士協会副会長）
片峰 茂 （長崎大学学長）
勝又 浜子（日本看護協会常任理事）
加納 繁照（日本医療法人協会会長）
釜萢 敏 （日本医師会常任理事）
北村 聖 （東京大学大学院医学系研究科

附属医学教育国際研究ｾﾝﾀｰ教授）
権丈 善一（慶應義塾大学商学部教授）
堺 常雄 （日本病院会会長）
高砂 裕子（全国訪問看護事業協会常務理事）
西澤 寬俊（全日本病院協会会長） （※オブザーバー：文部科学省高等教育局医学教育課長）

４．スケジュール
・ 平成27年12月より開催
・ 医師需給分科会については、他の分科会に先行させて開催
・ 第7次医療計画を念頭に平成28年内にとりまとめ予定

医療従事者の需給に関する検討会

野口 晴子（早稲田大学政治経済学術院教授）
春山 早苗（自治医科大学看護学部長）
半田 一登（日本理学療法士協会会長）
平川 博之（全国老人保健施設協会副会長）
福井 次矢（聖路加国際病院院長）
伏見 清秀（東京医科歯科大学医療政策情報学教授）
邉見 公雄（全国自治体病院協議会会長）
本田 麻由美（読売新聞東京本社編集局社会保障部次長）
松田 晋哉（産業医科大学医学部教授）
松原 謙二（日本医師会副会長）
水間 正澄（昭和大学医学部リハビリテーション医学講座教授）

○ 森田 朗 （国立社会保障・人口問題研究所所長）
山口 育子（NPO法人ささえあい医療人権センターCOML理事長）
山崎 學 （日本精神科病院協会会長）

全国・地域の需給状況や確保のための対策が異なる
ことから①医師、②看護職員、③理学療法士・作業療
法士ごとに分科会を設置し検討。
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３．特定行為に係る看護師の研修制度について 

 

（１）研修制度の概要 

団塊の世代が 75 歳以上を迎える 2025 年に向けて、これまで以上に在

宅医療等の推進を図っていくためには、看護師が医師又は歯科医師の判

断を待たずに、手順書により、一定の診療の補助（特定行為）を行う看

護師を養成・確保していく必要がある。 
このため、医療介護総合確保推進法において、保健師助産師看護師法

（昭和 23 年法律第 203 号）の一部が改正され、平成 27 年 10 月より特

定行為に係る看護師の研修制度が施行されたところ。 
当該研修制度において、手順書により特定行為を行う看護師は、厚生

労働大臣が指定する研修機関において、一定の基準に適合する研修を受

けなければならない。 
特定行為は 38 行為、特定行為区分は 21 区分となっており、特定行為

研修は看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実

践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能

であって、①全ての特定行為区分に共通するものの向上を図るための研

修（共通科目）及び②特定行為区分ごとに異なるものの向上を図るため

の研修（区分別科目）で構成される。 
また、当該研修制度においては、多くの看護師が研修を受講しやすく

なるような仕組みとしており、e ラーニング等による研修が可能としてい

るほか、実習については、受講生の所属施設等での実施を可能としてお

り、医療現場のニーズに応じて各地域で研修を受ける事ができる。 
 
（２）特定行為研修機関について 

特定行為における指定研修機関の指定及び指定の取消し等については、

医道審議会保健師助産師看護師分科会の下に、看護師特定行為・研修部

会を設置し、同部会において審議（原則、８月、２月の年２回）を行う

としており、これまでに 21 箇所の研修機関が厚生労働大臣により指定さ

れている。 
 
（３）指定研修機関及び研修修了者の確保について 

2025 年に向けて、在宅医療等を支えられるだけの研修修了者数は、粗

い計算でも看護師数の全体の１割程度（10 万人程度）は必要と考えてい

る。これらの看護師を確保するためには、指定研修機関の整備が重要で

あり、特に看護師が病院等で働きながら講義や演習を受けやすくするた

めには、指定研修機関が各都道府県に１施設以上必要であると考えてい

る。このため、新たな指定研修機関の確保に向けて、医療関係者に対す

る理解促進のための説明会の開催や利用従事者向けリーフレットの作成
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を行い、周知を図るとともに、指定研修機関の設置準備や運営に必要な

経費に対する支援等に必要な経費等を確保している。 
地域での当該制度の円滑な施行・運用及び新たな指定研修機関の確保

のため、貴管轄下の学校、医療機関、関係団体等への周知及び必要な支

援をお願いしたい。 
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○2025年に向けて、さらなる在宅医療等の推進を図っていくためには、個別に熟練した看護師のみでは足りず、医師又は歯科
医師の判断を待たずに、手順書により、一定の診療の補助（例えば、脱水時の点滴（脱水の程度の判断と輸液による補正）
など）を行う看護師を養成し、確保していく必要がある。

○このため、その行為を特定し、手順書によりそれを実施する場合の研修制度を創設し、その内容を標準化することにより、
今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくことが、本制度創設の目的である。

制度創設の必要性

医師又は歯科医師が患
者を特定した上で、看護
師に手順書注１）により特
定行為注２）を実施するよう
指示

『患者の病状の範囲』
の確認を行う

病状の

範囲内

看護師が手順書に定めら
れた『診療の補助の内容』
を実施

看護師が医師又
は歯科医師に
結果を報告

病状の範囲外
医師又は歯科医師に
指示を求める

特定行為に係る研修の対象となる場合

注１）手順書：医師又は歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるためにその指示として作成する文書であって、看護師に診療の補助を行わせる『患者
の病状の範囲』及び『診療の補助の内容』その他の事項が定められているもの。
注２）特定行為：診療の補助であって、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技
能が特に必要とされるもの。
現行と同様、医師又は歯科医師の指示の下に、手順書によらないで看護師が特定行為を行うことに制限は生じない。
本制度を導入した場合でも、患者の病状や看護師の能力を勘案し、医師又は歯科医師が直接対応するか、どのような指示により看護師に診療の補助
を行わせるかの判断は医師又は歯科医師が行うことに変わりはない。

研修修了者の把握については、厚生労働省が指定研修機関から研修修了者名簿の提出を受ける。

指定研修修了者の把握方法

制度の施行日 平成27年10月1日

特定行為に係る看護師の研修制度の概要

＜科目の履修の評価＞

○ 筆記試験その他の適切な方法により
評価を実施。

＜研修修了の評価・修了証の交付＞

○ 特定行為研修管理委員会※は評価を
行い、指定研修機関に報告。
※特定行為研修の実施を統括管理するため
に設置される外部委員を含む機関。

○ 委員会の評価を踏まえ、指定研修機
関は、特定行為研修修了証を交付。

保健師助産師看護師法第３７条の２第２項第１号に規定する特定行為及び同項第４号に規定する
特定行為研修に関する省令（平成２７年厚生労働省令第３３号）【概要】

保健師助産師看護師法第３７条の２第２項第１号に規定する特定行為及び同項第４号に規定する
特定行為研修に関する省令（平成２７年厚生労働省令第３３号）【概要】

特定行為研修

＜共通科目＞

○ 看護師が手順書により特定行為を行う場合に
特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び
判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能
であって、全ての特定行為区分に共通するもの
の向上を図るための研修

臨床病態生理学 （45時間）、臨床推論 （45時間）
フィジカルアセスメント（45時間）、臨床薬理学（45時間）
疾病・臨床病態概論 （60時間）、医療安全学 （30時間）
特定行為実践 （45時間） （計315時間）

○ 特定行為及び特定行為区分は、別添に掲げる３８行為、２１区分とする。特定行為及び特定行為区分

＜区分別科目＞

○ 看護師が手順書により特定行
為を行う場合に特に必要とされ
る実践的な理解力、思考力及
び判断力並びに高度かつ専門
的な知識及び技能であって、特
定行為区分ごとに異なるものの
向上を図るための研修

（１区分15～72時間）

○ 共通科目の各科目及び区分別科目は、講義、演習又は実習により行う。（講義又は演習は、通信による方法により行うことが可能。）

○ 既に履修した科目は、履修の状況に応じ、時間数の全部又は一部を免除することが可能。また、特定行為を手順書により行うための能
力を有していると認める看護師について、 区分別科目の時間数の一部の免除が可能。

① 特定行為研修の内容が適切であること

② 特定行為研修の実施に関し必要な施設及び設備を利用する
ことができること（協力施設と連携協力し、講義、演習又は実習
を行うことが可能）

③ 特定行為研修の責任者を適切に配置していること
④ 適切な指導体制を確保していること
⑤ 医療に関する安全管理のための体制を確保していること

⑥ 実習を行うに当たり患者に対する説明の手順を記載した文書
を作成していること

⑦ 特定行為研修管理委員会を設置していること

○ 手順書は、医師又は歯科医師が看護師に診療の補助を行わせる
ためにその指示として作成する文書であって、以下が定められてい
るもの。
① 看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲
② 診療の補助の内容
③ 当該手順書に係る特定行為の対象となる患者
④ 特定行為を行うときに確認すべき事項

⑤ 医療の安全を確保するために医師又は歯科医師との連絡が必
要となった場合の連絡体制
⑥ 特定行為を行った後の医師又は歯科医師に対する報告の方法

平成２７年３月１３日公布。一部を除き平成２７年１０月１日施行。

指定研修機関の基準 手順書の記載事項
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特定行為及び特定行為区分（３８行為２１区分）
特定行為区分 特定行為

呼吸器（気道確保に係るもの）
関連

経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの

位置の調整

呼吸器（人工呼吸療法に係る
もの）関連

侵襲的陽圧換気の設定の変更

非侵襲的陽圧換気の設定の変更

人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬

の投与量の調整

人工呼吸器からの離脱

呼吸器（長期呼吸療法に係る
もの）関連

気管カニューレの交換

循環器関連

一時的ペースメーカの操作及び管理

一時的ペースメーカリードの抜去

経皮的心肺補助装置の操作及び管理

大動脈内バルーンパンピングからの離脱を行うと

きの補助の頻度の調整

心嚢ドレーン管理関連 心嚢ドレーンの抜去

胸腔ドレーン管理関連

低圧胸腔内持続吸引器の吸引圧の設定及び設

定の変更

胸腔ドレーンの抜去

腹腔ドレーン管理関連
腹腔ドレーンの抜去（腹腔内に留置された穿刺針

の抜針を含む。）

ろう孔管理関連

胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃

ろうボタンの交換

膀胱ろうカテーテルの交換

栄養に係るカテーテル管理
（中心静脈カテーテル管理）
関連

中心静脈カテーテルの抜去

栄養に係るカテーテル管理
（末梢留置型中心静脈注射
用カテーテル管理）関連

末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入

特定行為区分 特定行為

創傷管理関連

褥(じょく)瘡(そう)又は慢性創傷の治療における血

流のない壊死組織の除去

創傷に対する陰圧閉鎖療法

創部ドレーン管理関連 創部ドレーンの抜去

動脈血液ガス分析関連
直接動脈穿刺法による採血

橈骨動脈ラインの確保

透析管理関連
急性血液浄化療法における血液透析器又は血液

透析濾過器の操作及び管理

栄養及び水分管理に係る薬
剤投与関連

持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整

脱水症状に対する輸液による補正

感染に係る薬剤投与関連 感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与

血糖コントロールに係る薬剤投
与関連

インスリンの投与量の調整

術後疼痛管理関連
硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量

の調整

循環動態に係る薬剤投与関
連

持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整

持続点滴中のナトリウム、カリウム又はクロールの投

与量の調整

持続点滴中の降圧剤の投与量の調整

持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量

の調整

持続点滴中の利尿剤の投与量の調整

精神及び神経症状に係る薬
剤投与関連

抗けいれん剤の臨時の投与

抗精神病薬の臨時の投与

抗不安薬の臨時の投与

皮膚損傷に係る薬剤投与関
連

抗癌剤その他の薬剤が血管外に漏出したときのス

テロイド薬の局所注射及び投与量の調整

（別添）

＜指定研修機関において全てを実施する場合＞

指定研修機関

実習を行う施設
実習
講義・演習

・実習評価

・指導体制の確認

・講義・演習

・評価基準の提示

・実習評価

・指導体制の確認
・評価基準の提示

＜指定研修機関以外で一部を講義、演習又は実習を実施する場合＞

指定研修機関

協力施設
（実習等を行う施設）

就業しながらでも受講が可能
○ 指定研修機関は、協力施設と連携協力し、講義、演習又は実習を行う
ことが可能。

○ 講義・演習は、印刷教材等による授業、メディアを利用した授業など、
大学通信教育設置基準（第３条第１項及び第２項）に定める方法で実施
することが可能。

病院 訪問看護ステーション介護老人保健施設診療所

○ 実習は、受講生の所属施設等での実施も可能。
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指定研修機関
所在地 指定研修機関名

特定行為
区分の数

指定日・
（変更承認日）

北海道 学校法人東日本学園 北海道医療大学大学院看護福祉学研究科看護学専攻 13区分 平成27年10月1日

岩手県 学校法人岩手医科大学 岩手医科大学附属病院高度看護研修センター 1区分 平成27年10月1日

宮城県 学校法人東北文化学園大学 東北文化学園大学大学院健康社会システム研究科健康福祉専攻 21区分 平成28年2月10日

福島県 公益財団法人星総合病院 1区分 平成28年2月10日

栃木県 学校法人自治医科大学 自治医科大学 19区分 平成27年10月1日

埼玉県 医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院 7区分
6区分

平成27年10月1日
（平成28年2月10日）

学校法人埼玉医科大学 埼玉医科大学総合医療センター 5区分 平成28年2月10日

千葉県 社会医療法人社団さつき会 袖ケ浦さつき台病院看護師特定行為研修センター 1区分 平成28年2月10日

東京都 一般社団法人日本慢性期医療協会 7区分 平成27年10月1日

学校法人青葉学園 東京医療保健大学大学院看護学研究科看護学専攻 21区分 平成27年10月1日

学校法人国際医療福祉大学 国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科保健医療学専攻 21区分 平成27年10月1日

公益社団法人地域医療振興協会JADECOM-NDC研修センター 21区分 平成27年10月1日

公益社団法人日本看護協会 11区分 平成27年10月1日

独立行政法人地域医療機能推進機構 東京新宿メディカルセンター ２区分 平成28年2月10日

愛知県 学校法人愛知医科大学 愛知医科大学大学院看護学研究科看護学専攻 21区分 平成27年10月1日

学校法人藤田学園 藤田保健衛生大学大学院保健学研究科保健学専攻 21区分 平成27年10月1日

滋賀県 国立大学法人滋賀医科大学 3区分 平成28年2月10日

京都府 医療法人社団洛和会 洛和会音羽病院 5区分 平成27年10月1日

大阪府 社会医療法人愛仁会 9区分 平成28年2月10日

奈良県 公立大学法人奈良県立医科大学 7区分 平成27年10月1日

大分県 公立大学法人大分県立看護科学大学 大分県立看護科学大学大学院看護学研究科看護学専攻 21区分 平成27年10月1日

（21機関（平成28年2月10日現在））

平成28年度予算案における主な特定行為研修制度関連事業について

・看護師の特定行為に係る研修機関導入促進支援事業 148,864千円（150,243千円）

「特定行為に係る看護師の研修制度」における指定研修機関の確保を図るため、カリキュラム準備

やシミュレーター購入等、指定研修機関の設置準備に必要な経費について支援を行う。

○ 2025年に向け、さらなる在宅医療等の推進を図るためには、個別に熟練した看護師のみでは足りず、
医師又は歯科医師の判断を待たずに、手順書により一定の診療の補助を行う研修制度（特定行為に係る
看護師の研修制度）を創設し、今後の在宅医療等を支える看護師を計画的に養成・確保。

○ 「特定行為に係る看護師の研修制度」の円滑な施行・運用のために、研修機関の指定準備や指定研修
機関の運営、指導者等に対する研修、普及促進等に必要な経費について、財政支援を実施。

・看護師の特定行為に係る指定研修機関運営事業【拡充】 233,281千円（ 95,476千円）

「特定行為に係る看護師の研修制度」における指定研修修了看護師の計画的な養成を図るため、指

定研修機関の運営に必要な指導医経費や実習施設謝金など、指定研修機関の運営に必要な経費に対す

る支援を行う。

○ 看護師の特定行為研修制度に係る指導者育成事業【拡充】予算案 21,520千円（14,742千円）

「特定行為に係る看護師の研修制度」における研修の質の確保を図り、指定研修機関や実習施設に

おいて効果的な指導ができるよう、指導者育成のための研修を行う。

指導者育成

○ 特定行為に係る看護師の研修制度普及促進費 予算案 4,872千円（5,287千円）

「特定行為に係る看護師の研修制度」の円滑な施行に向け、当該研修制度を国民や医療従事者に向

けて周知し、制度の理解促進を図る。 ※附帯決議においても、当該研修制度の十分な周知が求められている。

普及促進

指定研修機関への支援

○ 看護師の特定行為に係る研修機関支援事業 予算案 382,145千円（245,719千円）
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病状の
範囲内

○ 2025年に向けさらなる在宅医療等の推進を図るためには、個別に熟練した看護師のみでは足りないことから、医師等の判断
を待たずに手順書により一定の診療の補助（特定行為）を行う看護師を計画的に養成するため特定行為研修制度を創設。

○ 特定行為研修を修了した看護師を養成するためには、研修を実施する指定研修機関の確保が必要不可欠。
○ 特定行為研修制度の円滑な施行・運用のため、指定研修機関の指定準備や運営に対する財政支援を実施。

看護師の特定行為に係る研修機関支援事業
事業目的

看護師の特定行為に係る研修機関導入促進支援事業

指定研修機関の確保を図るため、指定研修機関の設置準備に

必要な、カリキュラム作成や備品購入、実習体制構築等の経費

に対する支援を行う。

看護師の特定行為に係る指定研修機関運営事業

指定研修修了看護師の計画的な養成を図るため、指定研修機関の

運営に必要な指導医に係る経費や実習施設謝金などの支援を行う。

指定研修機関
（指定前）

カリキュラムや
実習要項の作成

シミュレーター等
備品購入

実習施設
（予定）

実習体制構築
の調整等

指定研修機関 実習施設に対
する謝金

指導医による
講義・演習

実習施設

実習施設にお
ける実習

特定行為研修
受講看護師

○「特定行為」の概要

医師又は歯科医師

手順書で
あらかじめ
指示

看護師

病状の範囲を
確認

病状の範囲外

特定行為
を実施 医師又は

歯科医師に
結果報告

医師又は歯科医師
に意見を求める

特定行為 ○研修実施方法の概要

指定研修機関

実習施設

講義・演習等を受講

実習

看護師

実習評価

指導体制の確認
評価基準の提示

実習評価

導入促進支援事業（指定研修機関指定前の補助） 運営事業（指定研修機関指定後の補助）

平成2８年度予算案 382,145千円（ 245,719千円）

平成2８年度予算案 148,864千円（ 150,243千円） 平成28年度予算案 233,281千円（ 95,476千円）

事業概要

看護師の特定行為に係る指導者育成事業

○ 2025年に向け、さらなる在宅医療等の推進を図るためには、個別に熟練した看護師のみでは足りないことから、医師等の
判断を待たずに手順書により一定の診療の補助（特定行為）を行う看護師を計画的に養成するため、特定行為研修制度を創設。

○ 特定行為研修制度の円滑な施行・効果的な運用のためには、特に指定研修機関や実習施設において適切に指導を行うことの
できる指導者の育成が重要。

○ 指定研修機関や実習施設における指導者を対象に、制度の内容や新たに位置づけられる手順書による指示、手順書において
看護師が行う病状の確認の範囲等についての理解促進を図り、効果的な指導ができる指導者の育成を図る。

事業の目的

委託内容

◆ワークショップ（WS）の内容（イメージ）
・制度の内容の理解促進
・手順書の指示に関する理解促進
・手順書における看護師の判断の範囲の理解促進 等

◆開催回数、開催箇所等
・全国８ブロック程度
各ブロック１～２回/年程度の開催

◆委託先：医療関係団体等

特定行為研修
受講看護師

実習施設

指導医による
講義・演習

実習施設に
おける実習

【委託先団体】
指定研修機関や実習施設における指
導者向けＷＳの企画、運営、
参加者募集 など

特定行為研修における指導者（主に指定研修機関や実
習施設における指導医）向けの研修を行い、
特定行為研修の質の担保を図る。

平成2８年度予算案 21,520千円（14,742千円）

WSを開催

指定研修機関や実習施設の指導者向けワークショップの開催

指定研修機関

委託先団体
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４．平成 28 年度看護関係予算案について 

 

（１）医療提供体制推進事業費補助金における事業【継続】 

 ○ 外国人看護師候補者就労研修支援事業 

   経済連携協定等に基づき入国する外国人看護師候補者の円滑かつ適正

な受け入れが実施できるよう、外国人看護師候補者が日本で就労する上で

必要となる日本語能力の習得及び、受け入れる施設の研修支援体制の充実

を図る。 

 ○ 看護職員就業相談員派遣面接相談事業 

   各都道府県ナースセンターに勤務する就労支援相談員をハローワーク

へ派遣するとともに、ハローワークで実施している医療機関を対象とした

事業所見学会や面接会へ同行させるなど、就労相談や求人医療機関、研修

機関との連絡調整等を行う。 

 ○ 助産師出向支援導入事業 

   都道府県に関係団体や学識経験者等で構成した協議会を設置し、助産師

出向の検討や助産師就業の偏在の実態把握、対象施設の選定・調整、運営

等の事業の企画・実施・評価を行い、医療機関における助産師就業の偏在

解消や実習施設の確保、助産実践能力の向上等を図る。 

 

（２）地域医療介護総合確保基金における看護関係事業 

   看護関係の基金事業については、その多くが既存事業から移行したもの

であり、「医療従事者の確保に関する事業」として多くが実施されている。

平成28年度についても引き続き、当該基金を活用の上、看護関係事業のよ

り一層の充実をお願いしたい。 
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厚生労働省医政局看護課 

平 成 2 7 年 1 2 月 

 

平成28年度 看護関係予算案の概要 

 

（１）特定行為研修制度の推進 

① 看護師の特定行為に係る研修機関支援事業 拡充         ３８２百万円 

     指定研修機関の確保や指定研修修了看護師の計画的な養成を図るため、指定研修機関の設

置準備に必要な経費や運営に必要な経費に対する支援を行う。 

② 看護師の特定行為に係る指導者育成事業 拡充            ２２百万円 

     指定研修機関や実習施設において効果的な指導ができるよう、指導者の育成研修の実施に

対する支援を行う。 

③ 特定行為に係る看護師の研修制度普及促進                ５百万円 

     医療従事者や国民に対して特定行為研修制度を周知し、理解促進を図る。 
 

（２）看護職員の資質向上推進 

① 看護職員専門分野研修事業                      １百万円                        

高度な技術を有する認定看護師の養成研修の実施に対する支援を行う。 

② 看護教員教務主任養成講習会事業                 １１百万円                        

看護師等養成所の運営・管理及び教員に対する指導を行うために必要な専門的知識・技

術を修得させることを目的とした、講習会の実施に対する支援を行う。 

③ 看護教員養成支援事業（通信制教育）                ８百万円 

看護教員養成における通信制教育（ｅラーニング）の実施に対する支援を行う。 

（１）ナースセンター機能の強化等による復職支援等 

① 中央ナースセンター事業                     ２０３百万円 

求人・求職情報の提供などの潜在看護職員の再就業の促進を図るナースバンク事業に対

する支援を行う。また、看護師等免許保持者の届出制度創設に伴う、効果的な復職支援の

実施のためのナースセンター機能の強化に対する支援等を行う。 

② 看護職員就業相談員派遣面接相談事業※ 

各都道府県ナースセンターに勤務する就労支援相談員が各都道府県ハローワークと協働

して実施する、求職者の就労相談や求人医療機関との調整などに対する支援を行う。 

 

 

 

１．看護職員の資質向上 

２．看護職員の復職支援等 
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（２）看護職員確保対策の総合的推進 

① 看護職員需給見通しに関する検討会 拡充              ６４百万円 

    地域医療構想との整合性確保や地域間偏在等の是正などの観点を踏まえた看護職員の需給

見通しを取りまとめるとともに、総合的な看護職員確保対策などを検討する。 

②  看護職員確保対策特別事業                     ４４百万円                        

看護職員の離職防止対策をはじめとした総合的な看護職員確保対策の推進に資する取組に

対する支援を行う。 

③ 助産師出向支援導入事業※               

医療機関における助産師就業の偏在解消や実習施設確保、助産実践能力の向上等を図るた

め、助産師出向や助産師就業の偏在の実態把握等の実施に対する支援を行う。 

（１）経済連携協定（ＥＰＡ）に伴う外国人看護師受入関連事業 

①  外国人看護師受入支援事業・外国人看護師候補者学習支援事業         １６６百万円 

② 外国人看護師候補者就労研修支援事業※  

（１）地域医療介護総合確保基金（医療分） 

公費９０４億円（国６０２億円、地方３０１億円） 

地域医療総合確保基金により、各都道府県の病床の機能分化・連携に必要な基盤整備、在宅医

療の推進、医療従事者等の確保・養成に必要な事業を支援する。 

また、平成27年度から、各都道府県が地域医療構想を策定することとなっており、策定に向け

た議論が進められている。平成28年度は、地域医療構想を踏まえた病床の機能分化・連携に関す

る事業を含めた基金の都道府県計画が策定され、事業が本格化することから、引き続き、地域医

療介護総合確保基金により支援を行う。 

 

（参考）【対象事業】 

①地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業     

急性期病床から回復期病床への転換等、地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び

連携等について実効性のあるものとするため、医療機関が実施する施設・設備整備に対する助

成を行う事業。 

 ②居宅等における医療の提供に関する事業     

地域包括ケアシステムの構築を図るため、在宅医療の実施に係る拠点の整備や連携体制を確

保するための支援等、在宅における医療を提供する体制の整備に対する助成を行う事業。 

③医療従事者の確保に関する事業 

医師等の偏在の解消、医療機関の勤務環境の改善、チーム医療の推進等の事業に助成するこ

とにより、医師、看護師等の地域に必要な質の高い医療従事者の確保・養成を推進する事業。 

３．その他 

４．地域医療介護総合確保基金（医療分）による医療介護提供体制改革 

※医療提供体制推進事業費補助金におけるメニュー予算 
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５．「看護の日」等について 

 

（１）「看護の日」及び「看護週間」について 

「看護師等の人材確保の促進に関する法律」は、看護師等の養成、処遇

の改善、資質の向上、就業の促進等について、看護に対する国民の関心

と理解を深めることに配慮しつつ図るための措置を講ずること等を目的

としている。 

これに関連し、厚生労働省では、５月 12 日を「看護の日」、５月 12 日

を含む１週間を「看護週間」として、全国的に一日看護体験などの行事

を開催し、看護の普及啓発に取り組んでいるところである。 

○ 平成 28 年度の中央事業は、「忘れられない看護エピソード」の表彰

式を東京都で開催する予定である。 

 広報等についてご協力をお願いいたしたい。 

○ また、各都道府県におかれても、看護の普及啓発に関する事業への

積極的な取り組みをお願いいたしたい。 

 

テーマ 「看護の心をみんなの心に」 

日 程 「看護の日」：平成 28 年５月 12 日（木） 

    「看護週間」：平成 28 年５月８日（日）～14 日（土） 

主 催 厚生労働省及び日本看護協会 

後 援 文部科学省、日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会及び全

国社会福祉協議会 

協 賛 日本病院会、日本医療法人協会、日本精神科病院協会、日本助産

師会、全日本病院協会、全国自治体病院協議会、日本精神科看護

協会及び日本訪問看護財団等 

中央行事 「忘れられない看護エピソード」の募集 

・表彰式（受賞作品発表、表彰等） 

日 時：平成 28 年５月８日（日） 

     場 所：日本看護協会ビルＪＮＡホール（渋谷区神宮前） 
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経 済 課 
 

 



１．医薬品・医療機器産業の振興について 

 
医薬品・医療機器産業は、国民の保健医療水準の向上に資するだけで

なく、高付加価値・知識集約型産業であり、資源の乏しい日本にとって、

経済成長を担う重要な産業として大きく期待されている。 

 

医薬品については、いわゆる骨太の方針 2015 において、後発医薬品

の数量シェアについて、「2017 年（平成 29 年）央に 70％以上とするとと

もに、2018 年度（平成 30 年度）から 2020 年度（平成 32 年度）末まで

の間のなるべく早い時期に 80％以上」という新たな数値目標が盛り込ま

れたが、後発医薬品の更なる使用促進により市場環境は非常に大きく変

化するため、「臨床上の必要性が高く将来にわたり継続的に製造販売され

ることが求められる基礎的な医薬品の安定供給、成長戦略に資する創薬

に係るイノベーションの推進、真に有効な新薬の適正な評価等を通じた

医薬品産業の国際競争力強化に向けた必要な措置を検討する」という旨

も併せて盛り込まれたところである。 

そこで、「後発医薬品 80％時代」において、「国民への良質な医薬品の

安定供給」・「医療費の効率化」・「産業の競争力強化」を一体的に実現す

るため、厚生労働省は医薬品産業の競争力強化に向けた緊急的・集中実

施的な戦略として「医薬品産業強化総合戦略～グローバル展開を見据え

た創薬～」（平成 27 年９月４日）を策定した。 

この総合戦略も踏まえ、研究開発に対する税制優遇措置、臨床研究中

核病院等の整備などによる臨床研究・治験環境の整備、審査の迅速化・

質の向上、イノベーションの薬価上の適切な評価等に取り組み、医薬品

の研究から上市に至る過程への一貫した支援を着実に推進し、医薬品産

業全体の底上げを図っていきたいと考えている。 

 

医療機器については、臨床現場での使用を通じて製品の改良・改善が

絶えず行われる等の特性を有していることを十分に踏まえて、臨床研究

や承認審査に関する体制及び制度を整備していくことが重要である。 

政府全体では、関係府省が連携して、AMED を中心に「オールジャパン

での医療機器開発」を推進するとともに、国立研究開発法人産業技術総

合研究所や国立医薬品食品衛生研究所などの専門支援機関、地域の商工

会議所などの地域支援機関等が連携して「医療機器開発支援ネットワー

ク」を構築し、開発初期段階から事業化に至るまで切れ目ないワンスト

ップ支援を行っている。 

厚生労働省としては、「医療機器開発支援ネットワーク」の関係機関

と連携・協力を進め、医療機器の研究開発を行う全国 11 カ所の医療機関

で、医療機器を開発する企業人材を受け入れて研修等を実施し、開発人

材の育成等を推進することで、医療機器の実用化の支援を着実に推進し
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ていきたいと考えている。 

 

医療の国際展開については、「日本再興戦略」や「健康・医療戦略」

を踏まえ、医政局総務課医療国際展開推進室を中心に取り組んでいる。 

アジア・中東・中南米の 14 カ国と締結した厚生労働省と各国保健省

の間の医療・保健分野の協力覚書を踏まえ、戦略的な国際展開の支援や

我が国の経験や知見の共有、人材育成の支援等、相手国の実情に応じた

医療協力を進めていく。こうした取組を進めることで、日本の医療に対

する信頼を醸成し、日本の医薬品・医療機器の普及促進につなげること

としている。 

協力の具体化について、国立研究開発法人国立国際医療研究センター

において、①日本の医療政策・社会保障制度等に関する見識者・医療従

事者等の諸外国への派遣や、②諸外国からの研修生の日本の医療機関等

への受入に対する支援事業を平成 27 年度から開始しており、国際展開や

国際協力を進めている医療機関や医療関連企業等と連携している。なお、

平成 28 年度予算案にも同事業を計上している。 

 

今後とも国際競争力のある医薬品・医療機器産業の振興について、施

策の着実な実行に取り組んでいくこととしているので、各都道府県にお

いては、引き続きご理解をお願いする。 
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医薬品・医療機器産業の振興について

１．医薬品産業の現状

○医薬品市場規模：約9.7兆円（H25年）＊１、世界市場の約8.3％（H26年）＊２

○産業構造（H25年度）：資本金１億円以上の企業が全体の半数を占めている。

医療用医薬品売上高の集中度は、上位５社で約41％、上位10社

で約59％、上位30社で約84％を占めている。＊３

○企業規模（H26年度）：医薬品売上高で日本最大の武田薬品工業は世界17位。＊４

○海外進出：大手企業は海外進出を進めており、海外売上高比率が60％を超

える企業もでてきている。＊５

○研究開発：医薬品の研究開発には９～17年を要し、成功確率は29,140分の

１。＊６

＊１ 厚生労働省「薬事工業生産動態統計年報」

＊２ IMS Health. IMS WorldReview

＊３ 厚生労働省「医薬品産業実態調査報告書」

＊４ セジデム･ストラテジックデータ㈱ユート･ブレーン事業部調べ

＊５ 有価証券報告書

＊６ 日本製薬工業協会調べ（2009～ 2013年度）

２．医療機器産業の現状

○医療機器市場規模：約2.7兆円（H25年）＊１、世界市場の約６％（H25年）＊2

○産業構造(H25年度）：資本金１億円未満の企業が60％近くを占めており、

資本金200億円以上の企業は約６%である。＊３

診断系機器と治療系機器に大きく分けると、一般的に治療系

機器の成長率が高く、市場規模も大きい。

分野別市場規模（H25年）＊１：診断系機器 約6,963億円

治療系機器 約14,103億円

平均成長率(H21年～25年)＊１：診断系機器 約2.6％

治療系機器 約5.1％

○企業規模（H26年度）：医療機器売上高で日本最大のテルモ（株）は世界21位。＊4

＊１ 厚生労働省「薬事工業生産動態統計年報」

＊２ Espicom

＊３ 厚生労働省「医薬品産業実態調査報告書」

＊４ MPO Magazine
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医療・保健分野における協力覚書
・2013年8月から署名開始
・2015年9月時点で14カ国と合意

○我が国医療の国際展開に向け、厚生労働省と新興国等の保健省との協力関係を構築。協力テーマとしては、
①日本の経験や知見をいかした相手国の医療・保健分野の政策形成支援（公的医療保険制度等）
②医療技術、医薬品や医療機器に関連する人材育成

を柱として、各国のニーズに合わせた協力覚書を締結（2015年9月時点で14カ国）。

○協力の具体化に向け、国立国際医療研究センター（ＮＣＧＭ）において、
①我が国医療政策や社会保障制度等に見識を有する者や医療従事者等の諸外国への派遣、
②諸外国からの研修生を我が国の医療機関等への受け入れ、
を実施する新規事業を平成27年度実施（平成27年度予算額371,987千円）。

厚生労働省

病院
産業界

大学

専門家派遣
（指導・教授）

①専門家派遣
②研修生受入
※ともに渡航費等負担 研修受入

要望実現・国際貢献

研修や派遣
の要望

委託

調整

各種調整
費用負担

ＮＣＧＭ

✓主な研修内容
・公的医療保険制度
・病院管理ノウハウ
・医療機器操作技術
・医療情報システム

等

医療技術等国際展開推進事業

（平成28年度予算案432,157千円）

アジア

中南米

中東

ミャンマー、カンボジア、ラオス、
ベトナム、フィリピン、インド、タイ

バーレーン、トルクメニスタン、トルコ、
カタール、イラン

ブラジル、メキシコ

厚生労働省における医療の国際展開に関する取り組み

日ASEAN健康イニシアチブ
○2014年11月日ASEAN首脳会談にて安倍総理より表明。
○我が国の経験・知見を動員し、「健康的な生活習慣の

促進」「早期発見・予防医療の推進」「多くの人が医療

サービスを受けられる環境整備」を柱にASEANを支援。
○保健・医療分野において5年間で8000人の人材育成。

公募により
選定

平成２７年度医療技術等国際展開推進事業一覧

新興国を中心に「公的医療保険制度等の日本の医療制度に関する経験の移転」や「我が国の医療についての技術移転」等を推
進することを目的として、国立国際医療研究センター（NCGM）を中心に、国際展開を進めている医療機関や医療関連企業等
と連携して、①我が国医療政策や社会保障制度等に見識を有する者や医療従事者等の諸外国への派遣、②諸外国からの研修生
を我が国の医療機関等への受入れを実施。

トルクメニスタン
・人間ドック研修事業

インド
・透析治療に関するメディカルエンジニア
リング（ME）トレーニングプログラムの構築

ガーナ
・母子継続ケア政策人材養成

ザンビア
・POCT（現場即応迅速検査）機器の
開発・展開

カンボジア
・放射線デジタル技術普及
・糖尿病フットケア技術支援 *
・日本の感染症対策・制度および結核診断検査技術の研修*
・出産および新生児ケアの臨床能力強化
・子宮頸がん早期診断・治療のための人材育成・実施体制
整備事業
・看護助産人材育成強化事業*

タイ
・がん早期発見・診断医養成プログラム*
・認知症医療に関する国際展開
・高齢者看護ケア教育モデュールの
開発研修プログラム*
・臨床工学技士制度の確立

ミャンマー
・日本の感染症対策・制度および結核診断
検査技術の研修*
・リハビリテーション・先進医療分野での
人材育成*
・母子継続ケア政策人材養成
・輸血ならびに移植医療強化事業
・看護助産人材育成強化事業*
・がん早期発見・診断医養成プログラム*

ブルネイ
・特定健診・保健指導を軸とした生活
習慣病予防事業

フィリピン
・日本の感染症対策・制度および
結核診断検査技術の研修*
・透析液清浄化管理の実践的技術
研修
・地域医療技術移転事業

ラオス
・病院の質管理対策研修
・UHC／健康社会保障支援に向けた
政策対話促進事業*
・看護助産人材育成強化事業*
・がん早期発見・診断医養成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ*

ベトナム
・糖尿病フットケア技術支援 *
・リハビリテーション・先進医療分野での人材育成*
・高齢者看護ケア教育モデュールの開発研修プログラム*
・南部拠点病院チョーライ病院における医療技術協力
・栄養施策実施基準（仮）の創設及び設置促進
・日本の感染症対策・制度および結核診断検査技術の研修*
・ヘルスケアの質マネジメント能力強化事業
・看護管理実務及び脳外科の臨床協力事業
・病院の臨床検査・放射線・薬剤部門強化プロジェクト
・UHC／健康社会保障支援に向けた政策対話促進事業*
・小児がんの診療能力強化
・看護助産人材育成強化事業*

インドネシア
・日本の感染症対策・制度および結核診断
検査技術の研修*
・看護助産人材育成強化事業*

*・・・複数国で実施する案件

メキシコ
・公的医療機関における
医療IT研修
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２．後発医薬品の使用促進について 

 

後発医薬品（ジェネリック医薬品）とは、先発医薬品と同一の有効成

分を同一量含み、同一経路から投与する製剤で、効能・効果、用法・用

量が原則的に同一であり、先発医薬品と同等の臨床効果・作用が得られ

る医薬品をいう。 

研究開発に要する費用が低く抑えられることから、先発医薬品に比べ

て薬価が安くなっており、後発医薬品を普及させることは、患者負担の

軽減や医療保険財政の改善に資するという意義がある。 

 

このため、厚生労働省では平成２５年４月に「後発医薬品のさらなる

使用促進のためのロードマップ」を作成し、後発医薬品と後発医薬品の

ある先発医薬品をベースとした数量シェアを平成３０年３月末までに 

６０％以上にするとの目標を定めて、取組を進めてきた。 

平成２７年６月に閣議決定された、いわゆる骨太の方針２０１５にお

いては、「平成２９年央に７０％以上とするとともに、平成３０年度か

ら平成３２年度末までの間のなるべく早い時期に８０％以上とする」と

いう新たな目標が定められ、安定供給、品質等に関する信頼性の向上な

ど、必要な追加的な措置を講じることとされたところ。 

厚生労働省においては、後発医薬品の使用促進策としては、①安定供

給の確保、②品質に対する信頼性の確保、③情報提供、④使用促進に係

る環境の整備、⑤医療保険制度上の事項、⑥ロードマップの実施状況の

モニタリングを柱として取組を進めている。 

 

都道府県においても、「後発医薬品の安心使用促進のための協議会」

（都道府県協議会）を中心に取組を進めていただくとともに、特に①市

区町村又は保健所単位レベルでの協議会の設置や②汎用後発医薬品リ

ストの作成については、地域の実情に応じた取組が進むことが期待され

ることから、積極的な取組をお願いする。 

また、都道府県協議会の活動を休止しているところにおいては、活動

の再開をお願いする。 

さらに、各都道府県所管の公立病院におかれても、政府目標の達成に

向け、後発医薬品のより積極的な使用に努めていただくよう、重ねてお

願いする。 
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■ 先発医薬品に比べて薬価が低い後発医薬品を普及させることは、患者負担の軽減
や医療保険財政の改善に資するものである。

■ また、効率化できた医療費を新しい医療技術や新薬に向けることも可能となる。

○ 有効成分、効能・効果、用法・用量等は先発医薬品と同じ
○ 価格が安い

※ 添加物が異なる場合がある。
※ 先発医薬品との同等性は承認時等に確認。その基準は欧米と同じ
※ 先発品が効能追加を行っている場合、効能・効果等が一部異なるものも。

主な特徴

○ 既承認医薬品（新薬、標準製剤）と同一の有効成分を同一量含む同一投与経路の製剤で、効能・効果、
用法・用量が原則的に同一で、既承認医薬品と同等の臨床効果が得られる医薬品。

○ 欧米では一般名（generic name）で処方することが多いため、こうした製剤のことを「ジェネリック医
薬品」と呼んでいる。

後発医薬品（ジェネリック医薬品）とは

○ 後発医薬品の普及 → 患者負担の軽減
限られた医療費資源の有効活用

使用促進の効果

後発医薬品について

後発医薬品推進の意義・目的

○ 後発医薬品の数量シェアを平成３０年３月末までに６０％以上にする。達成状況をモニタリングし、その結果や諸外国の

動向を

踏まえ、適宜見直す。

※数量シェアについては、国際的な比較が容易にできることも踏まえ、後発医薬品に置き換えられる先発医薬品及び後発医薬品をベースとした数量シェア

とする。

→ 平成２７年６月３０日の閣議決定で、①平成２９年央に７０%以上、②平成３０ 年度から平成３２ 年度末までの 間のなるべく早い時

期に８０％以上という新しい目標が設定された。

○ 後発医薬品のさらなる使用促進のための取組についてもモニタリングを行い、その結果を踏まえ必要な促進策を適宜追加

する。

後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ（概要） 平成25年4月5日公表

①安定供給

②品質に対する信頼性の確保

③情報提供の方策

④使用促進に係る環境整備

⑤医療保険制度上の事項

⑥ロードマップの実施状況のモニタリング
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経済財政運営と改革の基本方針2015
～経済再生なくして財政健全化なし～

（抄）

（薬価・調剤等の診療報酬及び医薬品等に係る改革）
後発医薬品に係る数量シェアの目標値については、2017年（平成29 年）央
に70％以上とするとともに、2018年度（平成30 年度）から2020年度（平成32 
年度）末までの間のなるべく早い時期に80％以上とする。2017年央におい
て、その時点の進捗評価を踏まえて、80％以上の目標の達成時期を具体的
に決定する。新たな目標の実現に向け、安定供給、品質等に関する信頼性
の向上、情報提供の充実、診療報酬上の措置など、必要な追加的な措置を
講じる。国民負担を軽減する観点から、後発医薬品の価格算定ルールの見
直しを検討するとともに、後発医薬品の価格等を踏まえた特許の切れた先
発医薬品の保険制度による評価の仕組みや在り方等について検討する。あ
わせて、臨床上の必要性が高く将来にわたり継続的に製造販売されること
が求められる基礎的な医薬品の安定供給、成長戦略に資する創薬に係るイ
ノベーションの推進、真に有効な新薬の適正な評価等を通じた医薬品産業
の国際競争力強化に向けた必要な措置を検討する。

骨太の方針２０１５について

H27.06.30 閣議決定

32.5%
34.9% 35.8% 39.9%

46.9%

約56.2%

20%

40%

60%

80%

８０％目標
達成時期を決定
H29（2017）年央

注）数量シェアとは、「後発医薬品のある先発医薬品」及び「後発医薬品」を分母とした「後発医薬品」の数量シェアをいう

後発医薬品の数量シェアの推移と目標

① 2017年（平成29 年）央に70％以上
② 2018年度（平成30 年度）から2020年度（平成32 年度）末までの

間のなるべく早い時期に80％以上

数量シェア
目標

厚生労働省調べ

70.0%

80.0%
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後発医薬品使用促進における都道府県の役割

【課題】 ・都道府県協議会の活動を休止しているところがある
・都道府県により後発医薬品の普及状況は大きく異なる

後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ（抜粋）
２．品質に対する信頼性の確保に関する事項
○ 都道府県協議会による研修事業の実施

３．情報提供の方策
○ 市区町村又は保健所単位レベルの協議会の活用
○ 汎用後発医薬品リストの作成

４．使用促進に係る環境整備
○ 都道府県協議会活動の強化
○ 都道府県医療費適正化計画における後発医薬品に関する目標設定及び関連施策の推進
○ 都道府県協議会への中核的病院の関係者等の参加
○ 都道府県協議会を中心とした理解の促進のための活動
○ 市区町村又は保健所単位レベルでの協議会の設置
○ 都道府県協議会の検討内容の公表
○ 診療所医師、診療所歯科医師、薬局薬剤師の情報交流
○ 中核的病院における後発医薬品の使用促進

後発医薬品の更なる使用促進のためには、国による各種の施策とともに、
各都道府県においても、使用促進のためのこれらの取組を積極的に行う
必要がある。

○目的
各都道府県における実情に応じ、都道府県事業として「協議会」を設置し、

患者及び医療関係者が安心して後発医薬品を使用することができるよう、各都
道府県毎の後発医薬品の安心使用促進計画の策定と使用促進のための具体的な
取組を実施するための検討を行う。

○実施状況 平成２７年度：４７都道府県中３９か所で委託事業を実施（予定）

○28年度予算案額（27年度予算額） ９０，３９６千円（１０３，６１２千円）

※平成２０年度から予算計上
○事業内容（例）

①都道府県後発医薬品安心使用促進協議会の設置・運営
・医師、歯科医師、薬剤師、業界、消費者、保険者、行政等で構成
・後発医薬品に係る現状把握、問題点、調査・検討

②市区町村レベル又は保健所レベルでの協議会の設置
③普及啓発用ガイドブック等の作成及び講習会等の実施
④後発医薬品に関するアンケート調査の実施（医療関係者、一般県民）
⑤地域の医療機関・薬局における後発医薬品の取扱品目リストや採用基準の

作成とその普及
⑥モデル保険者による、後発医薬品に切り替えた場合の「軽減額通知」の実施

後発医薬品の安心使用促進のための協議会について
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後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進のための取組
（平成28年度予算案）

○後発医薬品の使用促進対策費（医政局） １３４百万円 （１５３百万円）
後発医薬品の使用を促進するため、都道府県協議会において後発医薬品使用促進に係る具体的な事業を検討・実施するととも
に、市区町村若しくは保健所単位レベルでの協議会による地域の実情に応じた取組の強化、後発医薬品の使用に積極的な医療機関
における採用リストや採用基準の地域での共有化、保険者が差額通知サービスを導入しやすくするための環境整備を行う。
また、パンフレット等の作成、セミナーの開催による普及啓発活動や「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」のモニ
タリング等を引き続き実施する。

※ うち、都道府県協議会等の都道府県向け委託費 ９０百万円（28年度予算案）

○後発医薬品品質情報提供等推進費（医薬・生活衛生局） ９５百万円 （１４７百万円）

後発医薬品の品質の信頼性の向上を図るため、「ジェネリック医薬品品質情報検討会」において、学会等での発表・研究論文や
（独）医薬品医療機器総合機構の後発医薬品相談窓口に寄せられた医療関係者等からの後発医薬品の品質に関する意見・質問・情
報等について、品質確認検査の実施方針の決定や検査結果等の学術的評価を一元的に実施し、有効成分ごとに品質情報を体系的
にまとめた情報集（ブルーブック（仮称））等を公表することにより、医療関係者における後発医薬品の品質に対する懸念の解消を図る。

○後発医薬品品質確保対策費（医薬・生活衛生局） ２１７百万円 （２２百万円）
国立試験研究機関及び都道府県における後発医薬品の品質確認検査の実施体制を強化し、流通する後発医薬品の試験検査対

象品目を拡充する。

○後発医薬品使用状況調査経費（保険局） １３百万円 （１３百万円）

厚生労働省が行う後発医薬品の使用促進策により、保険医療機関における後発医薬品の使用状況や医師の処方、保険薬局に

おける後発医薬品の調剤状況などがどのように変化したか等を調査するとともに、医師、薬剤師及び患者の後発医薬品に対する意
識の調査等を行う。

○診療内容及び薬剤使用状況調査費（保険局） ４百万円 （４百万円）

欧米諸国における後発医薬品の使用に関する医療保険制度の実態や動向等の調査研究を行う。

○後発医薬品普及啓発経費（保険局） ２４７百万円 （２４０百万円）
後期高齢者における後発医薬品の使用促進を図るため、後期高齢者医療広域連合が被保険者に対して、「後発医薬品利用差額

通知」の送付や「後発医薬品希望シール・カード」の作成・配付等の取組を実施するよう施策を講じる。

計 ７．１億円（５．８億円）※ （ ）内金額はH27’予算額。

「最近の調剤医療費（電算処理分）の動向」における都道府県別後発医薬品割合
（数量ベース）

（平成２７年９月）
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注１） 保険薬局で、レセプト電算処理システムで処理された調剤レセプトのデータをもとに分析したもの（出典：「最近の調剤医療費（電

算処理分）の動向」（厚生労働省保険局調査課）） 。

注２） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注３） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注４） 後発医薬品の数量シェア（置換え率）＝〔後発医薬品の数量〕／（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕＋〔後発医薬品の数量〕）

２．後発医薬品の使用促進について
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注1） 保険薬局で、レセプト電算処理システムで処理された調剤レセプトのデータをもとに分析したもの（出典：「最近の調剤医
療費（電算処理分）の動向」（厚生労働省保険局調査課））。

注２） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注３） 新指標とは、後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を分母とした後発医薬品の数量シェア（「後発医薬品のさら
なる使用促進のためのロードマップ」で定められた目標に用いた指標）。
旧指標とは、全医療用医薬品を分母とした後発医薬品の数量シェア（平成19年に「医療・介護サービスの質向上・効率
化プログラム」で定められた目標に用いた指標）。
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「最近の調剤医療費（電算処理分）の動向」における後発医薬品割合
（数量ベース）

【月別推移】
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３．医療用医薬品・医療機器の流通改善について  
 

医療用医薬品の流通については、自由かつ公正な競争の確保とともに、

公的医療保険制度下における取引の透明性・公平性を図る観点から、過大

な薬価差の是正を始めとする取引慣行の改善に向けて、関係者による取組

が行われてきたところである。 

 

長期にわたる未妥結・仮納入や全品総価取引といった公的医療保険制度

下での不適切な取引慣行については、中医協からも、薬価調査の信頼性確

保の観点から是正を求められている。 

 

経済財政運営と改革の基本方針 2015（平成 27 年６月 30 日閣議決定）に

おいては後発医薬品の更なる使用促進の方針が示されており、後発医薬品

の使用が進むと市場環境にも大きな影響があると考えられる。このため、

「医療用医薬品の流通改善に関する懇談会」において、成長戦略に資する

創薬に係るイノベーションの推進、未妥結減算制度の運用など、医療用医

薬品の流通を取り巻く環境変化に対応するため、流通改善に関する提言と

して「医療用医薬品の流通改善の促進について（提言）」が取りまとめられ

た。 

 

また、平成 26 年４月の診療報酬改定に伴い、妥結率が低い病院・薬局の

初再診料・調剤基本料等の適正化を行う措置（いわゆる未妥結減算制度）

が導入された結果、妥結率は 90%を上回る水準まで大幅に向上している一

方で、単品単価取引が進展せず、特定卸、特定品目、特定期間のみ妥結す

る形態が出てきたとの指摘がなされている。 

 

医療機器の流通については、医療機器の取引実態の把握と問題点の是正

などの検討を行うため、「医療機器の流通改善に関する懇談会」を設置し

ている。引き続き、流通改善に関して医療機器関係団体と意見交換を行う

など、流通の効率化に取り組んでいく。 

 

市場実勢価に基づき薬価が決定される現行薬価制度は、薬価調査によっ

て市場実勢価を的確に把握することを前提に成り立っており、医薬品の価

値に見合った価格が医薬品ごとに決定されることが重要であることから、

各都道府県においては、上記提言の趣旨等をご理解いただき、病院所管部

局と連携のうえ、早期妥結、単品単価取引の進展等に向けた取組への働き

かけをお願いしたい。 

（１）長期未妥結等の原因となる利益のみ追求したアウトソーシング等  
公的医療保険制度下の公定価格による薬価制度であることに鑑み、

個々の医薬品の価値を重視した交渉をお願いするとともに、本制度の
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維持を困難なものとし、長期未妥結の原因ともなる費用負担の公平性

を無視して自己の利益のみを追求するような不適切な価格交渉のア

ウトソーシング等が行われることのないようお願いしたい。  
（２）単品単価取引の推進  

銘柄別収載及び市場実勢価格による価格改定を実施している現行

薬価制度の趣旨及び公的医療保険制度を持続可能なものとするため

にも、単品単価取引の重要性・趣旨を理解し、単品単価取引の更なる

推進への協力をお願いしたい。  
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医療用医薬品の流通改善について

○流通改善の必要性

●公的医療保険で使用する医薬品の償還価格である薬価は、医薬品の価値に見合った市場実勢価格を反映させること
を前提として、適正な市場実勢価格の形成が必要。

※現行薬価制度においては、医療保険から医療機関／保険薬局に支払われる際の医薬品の価格が、「薬価基準」と
して銘柄別に定められている。この薬価基準で定められた価格は、卸が医療機関／保険薬局に対して販売する価
格（市場実勢価格）を調査（薬価調査）し、その結果に基づき改定される。

●このため、薬価調査（市場実勢価格）の信頼性の確保（＝未妥結・仮納入の是正）、銘柄別薬価収載の趣旨を踏まえた
個々の医薬品の価値に見合った合理的な価格が形成されること（＝総価取引の是正）が必要。

【川上の問題】 【川下の問題】

仕切価が高い
割戻・アローアンスが大きい

一次売差マイナス
（納入価＜仕切価）

仕切価・割戻の提示が遅い
アローアンスが期末に提示される

価格未妥結・仮納入

総価取引

製造販売業者 卸売業者 医療機関/保険薬局

流通改善 （未妥結・仮納入、総価取引の是正等）の必要性

３．市場の変化や社会的要請に対応する
流通のあり方

○ 個々の医薬品ごとに流通コストが賄える適正な利益
が確保できるような仕組を検討

○ 医療上の必要性を踏まえた継続的な安定供給確保
に資する観点から基礎的医薬品の扱いについての
議論が必要

○ 全ての医療用医薬品に対する強制力のある措置に
基づくバーコード必須表示など、適切な流通を確保
する方策の検討

H27.9.1 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会

２．後発品の更なる使用促進を踏まえた
流通のあり方

○ 市場流通に多大な影響を及ぼすため、平成２９年度
央までに流通の混乱を避けるための措置が必要

○ 汎用医薬品リストの作成・共有化、効率的な在庫管
理・配送を行う供給体制、変動情報を含んだ新バー
コード表示必須化に向けた工程表の作成、一般名処
方の推進

○ 先発品のような率ベースではなく、金額ベースの取引
形態についての検討

１．医薬品の価値に基づく単品単価交渉の更なる促進
○ 流通当事者が納得する適正な市場実勢価格の形成には十分な交渉期間の確保が必要

○ 現行薬価制度（銘柄別収載・市場実勢価格による価格改定）から、単品単価での取引が最も重要

○ 新薬発売後の継続的なイノベーション評価は、流通過程での市場実勢価格が唯一の指標

○ 覚書締結の更なる推進、単品単価取引等の適切な価格形成やコスト負担に対する取組への評価について検討

適切な価格形成による
薬価制度の安定的運営への協力

将来にわたる流通機能
の安定性の確保

流通経費等の
負担の公平性の確保

災害時においても的確な流通が可能
となる強靱な流通機能により、将来
にわたり安定的供給を行うため

○ 医療用医薬品の流通を取り巻く環境は大きな転換期

・創薬に係るイノベーションの推進
・後発品の急速な伸張
・未妥結減算制度の導入 など

平成１９年の緊急提言に加え、急激な環境変化を踏まえた
提言の取りまとめ

★流通改善での３つの基本
今後の流通改善に当たっての基本的な認識

今後取り組むべき事項

医療用医薬品の流通改善の促進について（提言）概要
～後発医薬品の更なる使用促進などの環境変化に対応する持続可能な流通機能の観点から～
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（単位：％）

妥 結 率

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

H24.6 H24.9 H24.12 H25.3 H25.6 H25.9 H25.12 H26.3 H26.6 H26.9 H26.12 H27.3 H27.6 H27.9

病 院（総計） 22.8 34.9 38.6 84.5 49.2 56.6 57.2 99.0 20.2 88.9 60.7 97.4 45.5 94.3 

２００床以上 21.6 31.5 33.4 82.9 41.4 50.2 50.6 99.0 19.3 93.9 58.5 97.4 37.8 95.5 

そ の 他 26.4 47.1 58.0 90.5 78.8 81.7 82.7 99.3 23.5 69.5 69.6 97.6 78.5 89.3 

診 療 所 52.5 74.4 82.5 97.1 94.9 96.1 96.4 99.9 50.9 80.4 86.5 98.9 93.3 97.8 

（医療機関 計） 33.3 48.9 53.7 89.2 65.0 70.4 70.0 99.4 30.4 86.0 69.2 97.9 61.4 95.4 

チェーン薬局
（20店舗以上）

5.8 27.7 18.0 49.1 26.1 51.9 45.2 92.4 19.0 96.7 67.8 94.2 35.2 97.0 

その他の薬局 20.9 42.8 56.3 84.4 80.5 85.3 86.5 99.6 18.6 98.7 88.4 98.1 80.6 99.0 

（保険薬局 計） 17.0 38.8 45.9 75.2 65.2 76.2 74.8 97.6 18.7 98.1 82.1 96.9 66.0 98.4 

総 合 計 24.6 43.5 49.6 81.5 65.1 73.5 72.6 98.4 24.0 92.6 76.2 97.4 64.0 97.1 

＊その他の薬局には20店舗未満のチェーン薬局を含む。

医療機関・薬局区分別妥結率推移

赤枠は現在の未妥結減算対象施設

医療用医薬品の価格妥結率推移

医療機関設置主体別妥結状率推移

（対象：200床以上の医療機関） （単位：％）

設 置 者

妥 結 率

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

H24.6 H24.9 H24.12 H25.3 H25.6 H25.9 H25.12 H26.3 H26.6 H26.9 H26.12 H27.3 H27.6 H27.9 H27.12 H28.3

病 院 (2,634) 21.6 31.5 33.4 82.9 41.4 50.2 50.6 99.0 19.3 93.9 58.5 97.4 37.8 95.5 

1 国（厚生労働省）(11) 84.7 98.8 97.8 100.0 98.4 100.0 100.0 100.0 94.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

2 国（(独)国立病院機構）(134) 97.9 99.3 98.6 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 93.9 99.5 98.8 100.0 98.1 100.0 

3 国（国立大学法人）(42) 55.7 69.4 60.6 96.3 55.0 66.8 62.2 100.0 34.3 96.9 48.2 99.2 36.5 95.8 

4 国（(独)労働者健康福祉機構）(31) 26.8 88.7 91.6 98.3 96.8 98.3 98.5 100.0 83.7 96.0 91.1 99.8 80.8 100.0 

5
国（国立高度専門医療研究ｾﾝﾀｰ）
(8)

99.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 100.0 100.0 100.0 97.6 100.0 

6
国（(独)地域医療機能推進機構）
(40)

- - - - - - - - 83.5 97.3 99.6 100.0 98.5 99.2 

全社連 69.5 88.3 87.9 97.7 95.2 95.4 93.5 100.0 - - - - - -

厚生団 0.0 0.1 0.1 25.6 1.2 1.1 2.0 100.0 - - - - - -

船員保険会 0.0 0.0 0.0 47.2 18.4 17.7 19.0 100.0 - - - - - -

7 国（その他）(6) 89.6 100.0 94.3 100.0 96.6 100.0 90.0 100.0 45.7 100.0 77.6 100.0 57.3 100.0 

8 都道府県 (111) 31.7 54.6 42.2 97.3 39.9 53.7 44.7 100.0 27.7 98.1 56.3 99.2 37.1 99.4 

9 市町村 (254) 13.4 25.5 24.5 94.3 27.1 37.9 34.5 98.6 12.3 95.1 46.8 99.1 21.6 95.8 

10地方独立行政法人 (67) 15.0 36.7 35.0 96.6 21.9 41.0 39.9 100.0 24.0 94.7 53.3 99.8 20.5 92.4 

11日 赤 (69) 0.7 1.8 1.6 73.4 10.9 11.1 12.9 97.8 1.6 93.3 27.6 94.7 10.4 95.7 

12済生会 (49) 1.5 2.9 3.9 62.5 7.9 24.5 29.9 95.4 1.5 96.0 49.6 88.5 11.3 98.1 

13北海道社会事業協会 (6) 12.5 11.5 8.1 42.4 34.6 42.1 34.0 100.0 12.1 100.0 65.2 100.0 27.9 100.0 

14厚生連 (75) 0.7 1.1 1.8 51.7 5.2 9.0 11.3 99.1 1.7 87.1 20.9 96.8 5.1 85.3 

15健保組合・その連合会 (2) 42.8 10.8 17.5 100.0 53.3 43.0 50.7 100.0 27.2 76.1 65.1 100.0 44.5 75.5 

16共済組合・その連合会 (34) 0.1 0.6 0.7 98.6 68.7 66.8 73.5 98.4 2.4 98.6 86.2 99.9 68.6 97.7 

17国民健康保険組合 (1) 0.0 0.0 2.5 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 97.1 97.1 100.0 0.1 82.2 

18公益法人 (183) 10.6 12.8 20.8 69.3 43.1 49.1 52.0 98.2 7.9 97.2 67.5 95.8 46.3 98.2 

19医療法人 (1,299) 16.4 32.3 46.4 87.6 63.8 70.9 73.0 99.7 12.5 92.9 74.9 98.4 60.5 98.4 

20学校法人 (81) 1.8 7.6 10.0 61.8 23.9 33.3 38.6 98.6 1.8 90.7 53.6 94.0 18.4 94.3 

21会 社 (19) 23.1 33.1 44.0 96.6 34.5 56.6 63.0 100.0 21.2 94.5 71.8 97.6 38.9 90.4 

22その他の法人 (83) 16.2 20.8 28.2 75.2 40.6 55.3 55.2 97.1 7.4 82.1 58.4 94.1 39.0 83.4 

23個 人 (29) 23.4 59.3 78.3 97.7 91.8 93.1 95.9 100.0 24.0 99.4 97.2 99.2 87.6 99.7 

赤枠は地方自治体関係医療機関
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52.0 54.0 51.9 61.4 53.4 53.1 57.7 27.0 29.8 37.2 62.2 63.3 59.4 62.1 

26.5 30.1 31.8 

28.5 
33.1 36.8 

34.2 

11.3 25.5 
26.1

25.1 30.3 
38.0 34.9 

13.6 
11.6 11.7 

6.8 
10.5 

8.1 6.8 

60.4 

44.4 
36.2

12.6 6.2 2.5 2.7 7.9 
4.3 4.6 3.3 3.0 2.0 1.3 1.3 0.3 0.5 0.1 0.2 0.1 0.3 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

上期

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

上期

（調査

なし）

89.5% （調査

なし）

82.9% 99.0% 97.4% 95.5% （調査

なし）

92.3% （調査

なし）

49.1% 92.4% 94.2% 97.0%

200床以上の病院 チェーン薬局（20店舗以上）

全品総価（一律値

引）

全品総価（除外有）

単品総価（品目ごと

値引）

単品単価

（単位：％）

※妥結率は、各年度の
3月末の 妥結状況調
査結果（平成27年度は
9月末）

※大手５卸売業者の
売上高による加重平
均値

単品単価取引については、
２００床以上の病院は、前年度と比較して増加。２５年度と比較しても増加。
チェーン薬局（２０店舗以上）は、前年度と比較して増加。２５年度と比較して若干の減少。

単品単価取引の状況

１．機器流改懇発足の経緯

○ 公取委：「医療機器の流通実態に関する調査報告書」（H17.12）

○ 厚生労働省：「医療機関等における医療機器の立会いに関する基準」について（依頼）（H18.11）

○ 公取委：医療機器の入札参加業者に対する排除措置命令（H20.2～3）

○ 機器公取協：公正競争規約違反に対する厳重注意（H20.3）

○ 中医協材料部会：「我が国特有の流通システム等が材料価格に与える影響等について、医療材

料業界から意見聴取を行うこと。」（H20.8)
○ 新たな事業形態の出現等（ＩＴ化の進展、ＳＰＤ、コンサル）

⇒ こうした状況を踏まえ、厚労省医政局長の意見聴取の場として、機器流改懇を開催し、医療機器

の流通過程の現状を分析し、公的医療保険制度下での不適切な取引慣行の是正等について検討

を行うことにより、今後の医療機器の流通改善の方策を検討することとなった。

２．これまでの開催状況

○ 第１回（H20.12.3）～第２回（H21.2.13）で医療機器流通の特徴や医療機器固有の販売形態を有

識者から紹介いただいた。

○ 第３回（H21.3.30）で今後の検討課題について討議し、第４回（H21.6.4）に今後の検討方針を決

定した。

○ 第４回（H21.6.4）～第７回（H23.6.24）で川上から川下までの共通の課題である「医療機器のコー

ド化の推進」に絞って議論を行い、「医療機器のコード化に関する取りまとめ」を行った。

医療機器の流通改善に関する懇談会
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研究開発振興課 
 

 



１．臨床研究中核病院への立入検査について 

 

 現状等  

○ 臨床研究については、次世代のより良質な医療の提供を可能とするため、新たな医

薬品を用いた治療法等の開発に資する研究環境の整備の重要性が指摘されてきたと

ころである。今般、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関

係法律の整備等に関する法律」（平成 26 年法律第 83 号）により、日本発の革新的医

薬品・医療機器の開発などに必要となる質の高い臨床研究や治験を推進するため、国

際水準の臨床研究や医師主導治験の中心的な役割を担う病院として、臨床研究中核病

院が医療法上位置づけられ、平成 27 年 4 月から施行された。 

○ 一定の基準を満たした病院について、厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴い

た上で、臨床研究中核病院として承認することとなっており、平成28年2月現在で、以

下の６病院について承認を行った。 

・国立がん研究センター中央病院（東京都） 

・国立がん研究センター東病院（千葉県） 

・東北大学病院（宮城県） 

・名古屋大学医学部附属病院（愛知県） 

・大阪大学医学部附属病院（大阪府） 

・九州大学病院（福岡県） 

○ 本年4月より医療法に臨床研究中核病院が位置づけられたことを受けて、臨床研究中

核病院に対し、今後、特定機能病院と同様に医療法に基づく立入検査を行うこととし

ており、当該業務は地方厚生局に委任されている。立入検査の回数は、原則として各

特定機能病院に対して年１回実施することとする。 

実施体制については、各厚生（支）局所属の医療指導監視監査官を含む複数体制で

実施することとする。 

なお、検査項目・内容等により医学・医術等の専門的知識の必要性が求められる等

、その専門職種職員の協力が必要な場合等においては、各厚生（支）局において適任

者を選出するとともに、必要に応じて、法第２６条の規定に基づき医療監視員を命じ

たうえで実施する。 

 

 今後の取組  

○ 臨床研究中核病院の立入調査の実施方針の策定について、平成２７年度中に立入検

査実施要領を地方厚生（支）局に示す予定。 
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○ 平成２８年６月以降に、医療法第２５条第１項の規定に基づく立入検査及び同条第

３項に基づく特定機能病院の立入検査と合同で、臨床研究中核病院の立入検査を実施

予定。 

 

 都道府県へのお願い  

○ 上記の立入検査を合同で実施するに当たり、各都道府県等において日程調整及び効

率的な実施のための事前調整等に御協力をお願いしたい。 

263



日本発の革新的医薬品・医療機器の開発などに必要となる質の高い臨床研究を推進するため、国際水準の臨床研究や
医師主導治験の中心的役割を担う病院を臨床研究中核病院として医療法上に位置づける。

※ 臨床研究は、医療行為を行いながら、医療における疾病の予防、診断並びに治療の方法の改善、疾病の原因及
び病態の理解に関する研究を同時に行うものであり、臨床研究の推進は、良質な医療の提供に資するものである
ため、医療法の趣旨に合致する。

質の高い臨床研究を実施する病院を厚生労働大臣が臨床研究中核病院として承認し、名称を独占することで、

・ 臨床研究中核病院が、他の医療機関の臨床研究の実施をサポートし、また、共同研究を行う場合にあっては中核となっ
て臨床研究を実施することで、他の医療機関における臨床研究の質の向上が図られる

・ 臨床研究に参加を希望する患者が、質の高い臨床研究を行う病院を把握した上で当該病院へアクセスできるようになる
・ 患者を集約し、十分な管理体制の下で診療データの収集等を行うことで、臨床研究が集約的かつ効率的に行われるよう
になる

ことにより、質の高い臨床研究を推進し、次世代のより良質な医療の提供を可能にする。

一定の基準を満たした病院について、厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いた上で、臨床研究中核病院とし
て承認する。

【承認基準の例】
・出口戦略を見据えた研究計画を企画・立案し、国際水準（ICHｰGCP準拠）の臨床研究を実施できること
・質の高い共同臨床研究を企画・立案し、他の医療機関と共同で実施できること
・他の医療機関が実施する臨床研究に対し、必要なサポートを行うことができること 等

臨床研究中核病院の医療法での位置づけについて

概要

目的

内容

※ なお、医学の教育又は研究のため特に必要があるときに、遺族の承諾を得た上で死体の全部又は一部を標本として保存できることを定め
た死体解剖保存法第１７条の規定に臨床研究中核病院を追加する。

１．臨床研究中核病院の立入検査について

施設要件
（四条の三第一項第五号、
六号、八号、九号）

人員要件
（四条の三第一項第七号）

○不適正事案の防止等のため
の管理体制の整備

• 病院管理者の権限及び責任を明
記した規程等の整備

• 病院管理者を補佐するための会議
体の設置

• 取組状況を監査する委員会の設置

＊上記の他、申請時に過去の不適正
事案の調査、再発防止策の策定等
の義務づけ。

○以下の体制について担当部
門・責任者の設置、手順書の
整備等を規定

• 臨床研究支援体制
• データ管理体制
• 安全管理体制
• 倫理審査体制
• 利益相反管理体制
• 知的財産管理・技術移転体制
• 国民への普及・啓発及び研究対象
者への相談体制

○自ら行う特定臨床研
究の実施件数
○論文数

○主導する多施設共同
の特定臨床研究の実
施件数

○他の医療機関が行う
特定臨床研究に対す
る支援件数

○特定臨床研究を行う
者等への研修会の開
催件数

Ⅰ 特定臨床研究に関
する計画を立案し実
施する能力

Ⅱ 他の医療機関と共
同して特定臨床研
究を行う場合に主導
的な役割を果たす
能力

Ⅲ 他の医療機関が行
う特定臨床研究の
援助を行う能力

Ⅳ 特定臨床研究に関
する研修を行う能力

○診療科

・10以上

○病床数
・400以上

○技術能力
について
外部評価
を受けた
臨床検査
室

※特定機能病院
の要件を参考
に設定。

○臨床研究支援・管
理部門に所属する
人員数

※平成23年度に選定された
5拠点の整備状況を参考
に設定。

実施体制

医療法第四条の三に規定されている臨床研究中核病院の承認要件について、「能力」、「施設」、「人
員」の観点から検討。

臨床研究中核病院の承認要件について〔概要〕

5人

10人

15人

12人

3人
2人

1人

能力要件 （四条の三第一項第一号～第四号,第十号）

（参考）法律上の規定実績（別紙参照）

・医師・歯科医師

・薬剤師

・看護師

・臨床研究コーディ
ネーター

・データマネージャー

・生物統計家

・薬事承認審査機関経
験者
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特定臨床研究の能力要件の基準値について

１．特定臨床研究を実施する能力（Ⅰ、Ⅱ）に関する基準値

２．特定臨床研究を援助する能力（Ⅲ）・研修を行う能力（Ⅳ）に関する基準値

特定臨床研究の新規実施件数（過去３年間）

①自ら実施した件数
（括弧内は特定疾病領域の場合）

②多施設共同研究を主導した件数
（括弧内は特定疾病領域の場合）

医師主導治験が４件 （２件）

又は

臨床研究＊が８０件 （４０件）

（ただし医師主導治験を１件以上実施）

＊医薬品・医療機器等を用い、介入・侵襲を伴うものに限る。

医師主導治験が２件 （１件）

又は

臨床研究＊が３０件 （１５件）

＊医薬品・医療機器等を用い、介入・侵襲を伴うものに限る。

◯特定臨床研究の実施件数は、基本的に医師主導治験について、①自ら実施した件数、②多施設
共同研究を主導した新規件数について設定。併せて関連する論文数も設定。

◯基準値は「健康・医療戦略」の達成目標との整合を図りつつ、平成２３年度に選定された５拠点の
実績を参考に設定。
※ただし、特定疾病領域（医療上の必要性が高いものの企業による開発が進まない、難病・希少疾病、小児疾患、新興・再興感染症）を中心に行
う病院については、要件を緩和。

◯基準値は平成２３年度に選定された５拠点の実績を参考に設定。

別紙

特定臨床研究に関する論文
数（過去３年間）

（括弧内は特定疾病領域の場合）

４５件
（２２件）

· 他の医療機関が行う特定臨床研究に対する援助の件数 １５件（過去１年間）

· 特定臨床研究を実施する者を対象とする研修会の開催件数 ６件（過去１年間）
· 特定臨床研究を支援する者を対象とする研修会の開催件数 ６件（過去１年間） 等

医療法に基づく臨床研究中核病院

○日本発の革新的医薬品・医療機器等の開発を推進するため、国際水準の臨床研究等の中心的役割を担
う病院を「臨床研究中核病院」として医療法上に位置づけ（平成27年４月施行）。

○一定の基準を満たした病院について、厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いた上で、臨床研究
中核病院として承認する。
※平成28年2月現在で、下記の６病院承認

・国立がん研究センター中央病院、東病院
・東北大学病院
・名古屋大学医学部附属病院
・大阪大学医学部附属病院
・九州大学病院

＜医療法に基づく臨床研究中核病院になることで期待されること＞
○「臨床研究中核病院」の名称を掲げることで、国際水準の臨床研究等の中心的役割を担う病院として認知
され、
より質の高い最先端の臨床研究・治験が実施できるため、
①臨床研究・治験に参加したい被験者が集まり、症例が集積される
②臨床研究・治験を実施するための優れた研究者等の人材が集まってくる
③他の施設からの相談や研究の依頼が集まってくる
などの効果が期待される。

臨床研究中核病院

優秀な研究者被験者

研究依頼
革新的医薬品等の
実用化の促進

集積
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平成27年4月より医療法に臨床研究中核病院が位置づけられたことを受けて、臨床研究
中核病院に対し、今後、特定機能病院と同様に医療法に基づく立入検査を行うこととして
おり、当該業務は、国民により身近なところで、国民生活の安全と安心などを担う厚生行
政の政策実施機関である地方厚生局に委任されている。

概 要

（権限の委任）
第四十三条の四 法第七十一条の五第一項及び令第五条の二十四第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権
限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第二号から第四号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
二 法第二十五条第三項及び第四項に規定する権限

医療法施行規則（抄） （昭和二十三年十一月五日厚生省令第五十号）

第二十四条 （略）
２ 厚生労働大臣は、特定機能病院又は臨床研究中核病院（以下この節において「特定機能病院等」という。）の構造設備が

第二十二条の二又は第二十二条の三の規定に違反するときは、その開設者に対し、期限を定めて、その修繕又は改築を命
ずることができる。

第二十五条 （略）
３ 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、特定機能病院等の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は

当該職員に、特定機能病院等に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳
簿書類その他の物件を検査させることができる。
４ 厚生労働大臣は、特定機能病院等の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が

著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該特定機能病院等の開設者又は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類そ
の他の物件の提出を命ずることができる。

医療法（抄） （昭和二十三年七月三十日法律第二百五号）

臨床研究中核病院の立入検査の委任

臨床研究中核病院の立入検査実施要領について

１．目的
臨床研究中核病院が医療法及び関連法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、特定
臨床研究の適正な実施等について適正な管理を行っていることを確保。

２．実施回数
原則として、各臨床研究中核病院に対して年１回実施。

３．実施体制
各厚生（支）局所属の医療指導監視監査官及び医療安全・臨床研究推進指導官を含む複数体制で
実施。また、初めて実地調査を行う場合等、必要に応じて、法26条の規定に基づき研究開発振興
課職員等を医療監視員を命じた上で実施する。

４．都道府県等との調整
各厚生（支）局は、原則として各都道府県等が実施する法第25条第1項の規定に基づく立入検査

及び同条第3項に基づく特定機能病院の立入検査と合同で実施できるよう調整。
５．立入検査方法

立入検査にあたっては、原則として、本省から示される調査票に基づいて行うこととし、その他、
各厚生（支）局の実状に応じて必要な項目について検査することとする。

臨床研究中核病院の立入実施要領（案）のポイント

○臨床研究中核病院の立入調査の実施方針の策定にあたって、厚生労働省が示す立入検査

実施要領については、特定機能病院制度を参考に作成を行っているところ。

○具体的な調査項目を含め調査表、チェックリスト等については、各地方厚生局に提示し、

御意見をいただいた上で制定する予定。
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今後のスケジュールについて

項目

１月－２月 臨床研究中核病院の立入検査業務実施要領（案）の作成、
各地方厚生局に意見照会

３月－４月 臨床研究中核病院の立入検査業務実施要領の制定・発出

４月－５月 各地方厚生局を対象とする臨床研究中核病院の立入検査
説明会の実施

６月以降 各地方厚生局による臨床研究中核病院の立ち入り検査の
実施
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２．臨床研究の適正な実施に関する取組状況について 

 

 現状・今後の取組等  

 

○ 我が国における臨床研究開発の活性化を図るため、臨床開発環境の整備と併せて、

我が国の臨床研究に対する信頼性の回復が求められている。臨床研究に係る不適正事

案が続いたことを受けて、平成26年12月にとりまとめられた「臨床研究に係る制度の

在り方に関する報告書」において、現状の倫理指針の遵守を求めるだけではなく、欧

米の規制を参考に一定の範囲の臨床研究について法規制が必要と結論づけられている

。また、製薬企業等の資金提供等の透明性の確保については、業界が自主的に取組を

進めているところであるが、同報告書において、製薬企業等に対しより一層の努力を

求めるべきであり、その取組状況も踏まえ、法規制も視野に検討すべきであると指摘

されている。 

 

○ こうした点も踏まえつつ、現在、臨床研究の信頼回復のための新たな法制度の内容

について検討するとともに、法案の提出に向けた準備を進めている。臨床研究におけ

る研究対象者の保護や研究データの改ざん防止等の措置を講ずることにより、臨床研

究の適正化を図ることを法の目的とし、具体的には、一定の範囲の臨床研究を実施す

る医師等に対して、厚生労働大臣の定める実施基準の遵守を義務付けるとともに、医

薬品等製造販売業者等に対して、臨床試験の費用等に関する資金の提供状況の公表を

義務付ける等の措置を講じるといった内容を検討している。 

 

 

 都道府県へのお願い  

 

○ 今後、臨床研究に対する法規制が行われる際には、関係者に対する新制度の周知に

ついて、御協力をお願いしたい。 
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臨床研究事案に関する主な報道

概要

ディオバン事案

ノバルティス社の高血圧症治療薬ディオバンに係る臨床試験において、データ操作
等があり、試験結果の信頼性や研究者の利益相反行為等の観点から社会問題化
（平成25年夏）。（東京慈恵会医科大学、京都府立医科大学、滋賀医科大学、千葉
大学、名古屋大学が関連）
⇒平成26年１月、ノバルティス社を薬事法の誇大広告禁止規定違反の疑いで刑事
告発。

タシグナ事案

ノバルティス社の白血病治療薬タシグナに係る臨床試験において、全ての患者
データがノバルティス社に渡っていたことなど、実質的にノバルティス社が深く関与
していたことが明らかになった。
⇒平成26年７月、薬機法の副作用報告義務違反についてノバルティス社に対し業
務改善命令。

CASE-J事案

武田薬品工業の高血圧症治療薬ブロプレスについて、既存の高血圧治療薬との
比較で、心血管系疾患の発生に統計学的に有意差がないのに、一定期間経過後
には差があるかのような誤解を招きかねない広告があったことが発覚（平成26年２
月）。
⇒平成27年６月、薬機法の誇大広告禁止規定に違反するとして武田薬品工業に対
し業務改善命令。

J-ADNI事案

アルツハイマー病における、アミロイドPETを中心としたバイオマーカーの確立を目
的とした臨床研究において、データ改ざん等の不正があるのではないかとの報道
があった（平成26年１月）。
⇒平成26年12月、「データ改ざん等の不正はなかったが、研究の指揮管理体制の
不備があった」とする報告書を第三者委員会が公表。

高血圧症治療薬の臨床研究事案に関する検討委員会
（平成25年８月～平成26年３月）

ノバルティス社のディオバンに係る臨床研究事
案について、事案の状況把握及び再発防止策等の具
体的方策を検討。

【報告書概要】（平成26年４月）
・ 「臨床研究に関する倫理指針」の見直しの一環とし
て必要な対応を図る
・ 国は、平成26年秋を目処に、臨床研究の信頼回復
のための法制度の必要性について検討を進めるべき 臨床研究に係る制度の在り方に関する検討会

【平成２６年１２月１１日にとりまとめ公表済み】

我が国の臨床研究の信頼を早急に回復するため、法制度を
含めた臨床研究に係る制度の在り方について検討。
【主な検討項目】

① 臨床研究の質の確保

② 被験者の保護

③ 製薬企業等の資金提供・労務提供にあたっての透明性

の確保及び臨床研究の実施機関における利益相反管理

他

臨床研究の不正事案に関する検討の経緯について

【高血圧症治療薬ディオバンの臨床研究事案・その他の臨床研究事案】

「臨床研究に関する倫理指針」の見直し
【平成２６年１２月２２日に告示済み】

【新設された主な内容 等】
研究の質の確保・被験者保護、研究機関と製薬企業間の透
明性確保のため、以下の規定を新設・充実する方向。
➀ 倫理審査委員会の委員の構成要件の見直し（複数の外
部委員の参加）や、審査資料の保管義務等を規定
➁ 研究責任者の責務の明確化、教育・研修の規定充実
➂ データ改ざん防止のため、モニタリング・監査の規定新設
➃ 臨床研究関連資料の保存に関する規定新設
⑤ 利益相反状況について、研究計画書への記載、研究対
象者への説明等の規定を新設

健康・医療戦略
（平成26年７月22日閣議決定）（抄）

○2014年秋を目処に法制度を含めた臨床研究に係る
制度の在り方について検討を進め結論を得、我が国の
臨床研究の信頼回復を図る。
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臨床研究に係る制度の在り方に関する検討会

我が国の臨床研究の信頼を早急に回復するため、法制度を含めた臨床研究に係る制度の在り方についての検討を目的とし、
医政局長の私的諮問機関として、本検討会を開催。

（※）ノバルティスファーマ株式会社が販売する降圧剤バルサルタンに係る臨床研究事案に関し、再発防止策等の検討を行っている「高血
圧症治療薬の臨床研究事案に関する検討委員会」の報告書において、国は、平成26年秋を目途に、臨床研究の信頼回復のための法制
度に係る検討を進めるべき、とされている

目的

臨床研究に係る次の事項について、臨床研究の信頼回復のための具
体的方策及び法制度の必要性について検討・提言する。
① 臨床研究の質の確保
② 被験者の保護

③ 製薬企業等の資金提供・労務提供にあたっての透明性の確保及び臨
床研究の実施機関における利益相反管理 他

第１回（平成２６年４月１７日）
【議題】臨床研究を取り巻く状況と対応について／今後の検討の進め方について

第２回（平成２６年５月１６日）
【議題】臨床研究に係る取り組みと現状について／有識者等からのヒアリング

（日本製薬工業協会・日本学術会議等）

第３回（平成２６年６月２５日）
【議題】有識者等からのヒアリング（日本医学会等）/論点整理に向けた議論

第４回（平成２６年７月２３日）
【議題】有識者等からのヒアリング(東北大学病院・医機連)/論点整理に向けた議論

第５回（平成２６年８月２７日）
【議題】有識者からのヒアリング(海外制度の研究者)/論点整理に向けた議論

第６回（平成２６年１０月１日）
【議題】有識者等からのヒアリング（日本製薬工業協会）/論点整理に向けた議論

第７回（平成２６年１０月２２日）
【議題】医療用医薬品の広告の在り方の見直しに関する検討状況について/臨床研究

に係る制度の見直しの方向性について

第８回（平成２６年１１月６日）／ 第９回（平成２６年１１月２６日）
【議題】臨床研究に係る制度の在り方についての議論

（敬称略）
○：座長

えんどう ひさお

学習院大学経済学部 教授

桐野
きりの

高明
たかあき

独立行政法人国立病院機構 理事長

楠岡
くすおか

英雄
ひでお

独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 院長

児玉
こだま

安司
やすし

新星総合法律事務所 弁護士・医師

近藤
こんどう

達也
たつや

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 理事長

大門
だいもん

貴志
たかし

兵庫医科大学医学部 准教授

武藤
むとう

香織
かおり

東京大学医科学研究所 教授

武藤
むとう

徹一郎
てついちろう

公益財団法人がん研究会
メディカルディレクター・名誉院長

望月
もちづき

正隆
まさたか

東京理科大学薬学部 教授

山口
やまぐち

育子
いくこ

NPO法人 ささえあい医療人権センター
COML理事長

山本
やまもと

隆司
りゅうじ

東京大学法学政治学研究科 教授

◯遠藤 久夫

開催実績

委員主な検討事項

○ 平成２６年１２月１１日 報告書公表

報告書取りまとめ

○ 法規制の範囲
被験者に対するリスクと、研究結果が医療現場の治療方針に与
える影響の度合い等の社会的リスクの双方を勘案し、以下の範囲
とすることが妥当。
・ 未承認又は適応外の医薬品・医療機器等を用いた臨床研究
・ 医薬品・医療機器等の広告に用いられることが想定される臨
床研究

○ 具体的な規制や対策の内容について
（１）倫理審査委員会
具備すべき委員構成等の要件を設定し、質を確保。

（２） 臨床研究に関する情報の公開等
情報公開は透明性確保、不適正事案への対応等に有効。一
方で、知的財産権保護への配慮が必要。

（３） 臨床研究の実施基準
モニタリングの実施、記録の保存等について、ICH-GCP等を
踏まえた基準の策定・遵守が必要。

（４） 有害事象発生時の対応
予期しない重篤な有害事象の倫理審査委員会への報告。保
健衛生上の必要性に応じて行政当局が把握。

（５） 行政当局による監視指導及び研究者等へのペナルティー
罰則は、改善命令に応じないなどの悪質な場合に限定。

（６） 製薬企業等の透明性確保
業界の取組について、より一層の努力を求め、製薬企業等

の取組状況も踏まえ、法的規制も視野に対応を検討。

「臨床研究に係る制度の在り方に関する検討会」報告書（H26.12.11公表）の概要

○ 留意点
臨床研究の質の確保による信頼回復を図りつつ、法規制によ
る研究の萎縮を防止するためには、法規制による対応のみなら
ず、研究者等による自助努力や法規制によらない対応方策との
バランスを図ることが重要。

日本 米国 欧州

対象範囲

治
験

臨
床
研
究

治
験

臨床研究

・未承認・適応外の医薬
品・医療機器を用いるもの

・広告に用いられるもの

治
験

臨床研究

・医薬品・医
療機器を用
いるもの

規
制
内
容

倫理審査委員会の審査 ○ × ○ ○

当局への届出 ○ × ○ ○

研究の実施基準（モニタリ
ング、インフォームド・コン
セント等）

○ × ○ ○

副作用等の報告 ○ × ○ ○

製薬企業等の透明性確保 × × ○ ×

報告書のポイント

※１ 公的研究費の対象となる研究については別途法的規制が存在する。
※２ モニタリングについては医療機器は対象外。
※３ フランス等、一部の国には法的規制が存在する。

（参考）日本と欧米の法的規制の現状（規制対象・内容の違い）

○ 各国が法的規制の対象とする臨床研究の範囲は異なるが、規制の内容についてはおおむね共通。

※２

※３

※１
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臨床研究の適正化に関する法律案（仮称）の枠組みについて

一連の研究不正事案の発生を踏まえ、研究対象者の保護と臨床研究の記録の改ざんの防止等を目的として、以下のような
制度を創設する。

○ 「未承認・適応外の医薬品等を用いた臨床試験」と「製薬企業等から資金提供を受けて実施する医薬品等の臨床試験」 を
実施しようとする研究機関の長は、厚生労働大臣の定めた「臨床研究実施基準」に適合していることについて、厚生労働大
臣の認定を受けた「認定臨床研究審査委員会」の意見を聴かなければならないこととする。

○ 製薬企業等に対して、医薬品等の臨床試験に関する資金の提供状況の公表を義務付ける。（具体的な開示内容や様式等
を統一）

審査状況等を報告

認定・指導等

資金提供状況を公表

研究計画が、厚労大臣が定める
「臨床研究実施基準」に適合して
いるかどうかを審査

認定臨床研究審査委員会研究機関の長

厚生労働省

研究計画
申請

意見

・インフォームド・コンセントの実施体制
・モニタリング・監査の実施体制
・健康被害の補償の方法
・医薬品等製造販売業者等の臨床研究に対する
関与の内容 等

指導等

製薬企業等

研究資金の
提供

※医薬品等の臨床試
験に関する資金提供
に限る。
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３．再生医療の推進について 

 

 現状等  

○ 再生医療については、国民の期待が非常に高く、効率的かつ迅速に実用化を進める

ことが必要である。そこで、厚生労働省としては、制度面、予算面の両方から再生医

療の実用化に取り組んでいる。 

 

（これまでの取組等） 

○ 再生医療については、政府の重要施策のひとつとして取り上げられており、安全性・

倫理性を確保し、実用化を加速するため、以下のように、制度面、予算面の両方から

の取組を進めている。 

 

＜制度面＞ 

○ 再生医療等の安全性の確保等に関する法律（以下「再生医療等安全性確保法」とい

う。） 

・ 再生医療等のリスクに応じて適切に安全性確保を図るとともに、細胞培養加工に

ついて、医療機関から外部への委託を可能とする。 

平成 25 年 11 月 27 日公布、平成 26 年 11 月 25 日施行 

（参考）平成 27 年 1 月末時点での認定等件数 

認定再生医療等委員会・・・121 件（うち特定認定再生医療等委員会 31 件） 

細胞培養加工施設  ・・・・ 2,286 件（うち許可施設 41 件） 

再生医療等提供計画・・・2,570 件（うち第１種 12 件、第２種 60 件、第３種

2,498 件） 

 

○ 薬事法等の一部を改正する法律（法律名を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及

び安全性の確保等に関する法律」に改正） 

・ 再生医療等製品の特性を踏まえた条件・期限付きの早期承認制度を導入すること

等を内容とする。 

平成 25 年 11 月 27 日公布、平成 26 年 11 月 25 日施行 

 

＜予算面＞ 

○ 平成 28 年度予算案 

・ 再生医療の実用化を促進するための研究の支援   24.9 億円（27.8 億円） 

再生医療の実用化に向け、機能不全となった組織や臓器の治療方法を探索するた

めの研究等を支援するとともに、iPS 細胞を利用した創薬等のための研究等を支援
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する。 

※ 本経費は平成 27 年度より国立研究開発法人日本医療研究開発機構において、

関係各省の再生医療関連予算を集約化した「再生医療の実現化ハイウェイ構想」

の下、基礎から実用化までの切れ目ない一貫した支援を目的として交付される。 

 

・ 再生医療の臨床研究・治験の推進等に向けた取組     4.4 億円（2.4 億円） 

再生医療の臨床研究・治験の推進のため、学会に対して、人材育成や臨床研究デ

ータベースの整備など、再生医療臨床研究の基盤整備を支援する。 

また、再生医療等の安全性を十分に確保しつつ、実用化を促進するため、再生医

療等提供計画等の審査や細胞培養加工施設の調査に必要な体制等を整備する。 

※ 学会が再生医療の知識・経験を有する医療機関と連携して行う、①医療機関

の研究計画に対する技術指導、②臨床研究に必要な人材の教育、③データベー

スの整備等、に対して支援を行うことにより、再生医療臨床研究の基盤を整備

し、研究の効率化・標準化、コストの削減等を図る。 

※ 医療機関等の負担軽減のため再生医療等提供計画等の作成・データ管理を円

滑に行えるポータルサイトの運用等 

※ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、細胞培養加工施設の構造設備等が

基準に適合しているかどうかを調査するために必要な体制を整備 

 

 都道府県へのお願い  

（都道府県等と地方厚生局の連携について） 

○ 再生医療等の適正な実施のためには、以下のとおり医療法等に基づく都道府県等に

よる措置と、再生医療等安全性確保法に基づく地方厚生局による措置との連携が必要

となる場合が想定されるので、相互の連絡体制の構築について、御協力をいただきた

い。 

・ 連携が必要となる場合の例 

※ 医療法第 25 条第 1項に基づく都道府県等の立入検査により、再生医療等安全

性確保法の違反が疑われた場合 

※ 再生医療等安全性確保法第 24 条に基づく地方厚生局の立入検査により、医療

法の違反が疑われた場合 
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○医薬品・医療機器開発、再生医療研究を加速させる規制・制度改革

・薬事法等改正法案（医療機器の民間の第三者機関による認証の拡大、
再生医療等製品の条件・期限付での早期承認制度の創設等）、再生
医療等安全性確保法案（再生医療等を提供する際の計画の提出、細
胞培養加工の医療機関から企業への委託を可能とする制度の創設
等）について、早期の成立を目指す。

・産官学が一体となって、（中略）再生医療の実用化を促進するため
の環境の整備を図る。

・「再生医療実現化ハイウェイ構想」等に基づき、研究開発から実用
化までの一貫した支援体制を構築することにより、（中略）質の高
い臨床研究・治験への迅速な導出を図る。

日本再興戦略（平成25年６月14日閣議決定）

再生医療の実用化を促進する制度的枠組み
再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な
推進に関する法律【議員立法】平成25年４月26日成立、5月10日公布・施行

再生医療の研究開発から実用化までの施策の総合的な推進を図る

再生医療等安全性確保法
【平成25年11月20日成立、11月27日公布】

【平成26年11月25日施行】

薬事法改正法
【平成25年11月20日成立、11月27日公布】

【平成26年11月25日施行】
再生医療等の安全性の確保等を図るため、

再生医療等の提供機関及び細胞培養加工施
設についての基準を新たに設ける。

再生医療の実用化に対応できるよう、
再生医療等製品の特性を踏まえた承認・許
可制度を新設するため、改正を行う。

臨床研究自由診療

多くの製品を、より早く安全な再生医療を迅速かつ円滑に

製造販売

再生医療等製品の特性に応じた早期承認制
度の導入

細胞培養加工について、医療機関から
企業への外部委託を可能に

患者への説明と同意、使用の対象者に関
する事項の記録・保存など市販後の安全
対策

再生医療等のリスクに応じた三段階の提供
基準と計画の届出等の手続、細胞培養加工
施設の基準と許可等の手続を定める

迅
速
性

安
全
性
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法施行前の再生医療等の手続きの状況

申請

了承

了承

倫理審査委員会
（医療機関内）
倫理審査委員会
（医療機関内）

臨床研究【108件】 自由診療【実態不明】

実施

国への手続きあり
（ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針）

実施

医療機関
医療機関

国への手続きなし

厚生科学審議会厚生科学審議会

厚生労働大臣

জ
५
ॡ
प
ૢ
ग
थ

ু
ਢ
ऌ
॑

ी
ॊ

（注１）再生医療等以外の臨床研究についても、臨床研究に関する倫理指針（厚生労働大臣告示）により、医療機関が設置する倫理審査委員
会による計画の審査が行われている。

（注２）医療機関における自家細胞・組織を用いた再生・細胞医療の実施に当たり、関係者が尊重すべき要件を通知により定めており、自由
診療についても対象となっている。

国への手続きなし
（注２）（注１）

（平成26年11月現在）

ヒトに未実施など高リスク
（ＥＳ細胞、iＰＳ細胞等）

現在実施中など中リスク
（体性幹細胞等）

リスクの低いもの
（体細胞を加工等）

申請

提供開始提供開始

医療機関

厚
生
科
学
審
議
会

厚
生
科
学
審
議
会

厚
生
労
働
大
臣

提供開始提供開始

審査

特定認定再生医療等委員会１特定認定再生医療等委員会１

申請

医療機関

審査

提供開始提供開始

申請

認定再生医療等委員会認定再生医療等委員会

医療機関

（注１）「認定再生医療等委員会」とは、再生医療等技術や法律の専門家等の有識者からなる合議制の委員会で、一定の手続により厚生労働大臣の認定を
受けたものをいい、「特定認定再生医療等委員会」は、認定再生医療等委員会のうち、特に高度な審査能力、第三者性を有するもの。

※ 厚生労働大臣へ
計画の提出２

※ 厚生労働大臣へ
計画の提出２

（注２） 厚生労働大臣への提供計画の提出の手続を義務付ける。提供計画を提出せずに再生医療等を提供した場合は、罰則が適用される。

リスクに応じた再生医療等提供の手続き

審査

※ 厚生労働大臣へ計画の提出２

計画の
変更命令

第１種再生医療等 第２種再生医療等 第３種再生医療等

90
日
の
提
供
制
限
期
間

意見

特定認定再生医療等委員会１特定認定再生医療等委員会１

高度な審査能力
と第三者性
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再生医療等安全性確保法による細胞培養加工の
外部委託（医薬品医療機器等法と再生医療等安全性確保法）

加工・保存加工・保存加工・保存加工・保存

医療機関
※届出した施設

企業の工場等
※許可を受けた施設

再生医療等安全性確保法

医療として提供される再生医療等について、採取等
の実施手続き、再生医療等を提供する医療機関の基
準、細胞を培養・加工する施設の基準等を規定し、
安全性等を確保。

臨床研究・自由診療

委

託

採取採取

実施（移植）実施（移植）

加工・保存加工・保存

承認された
製品の購入

企業の工場等
※許可を受けた施設細胞の入手

再生医療法

医薬品医療
機器等法

対象範囲

医薬品医療機器等法
再生医療等製品の製造所の基準等を規定し、
再生医療等製品の有効性、安全性を確保。

※ 再生医療等安全性確保法に基づき医師の責任の下で
実施される細胞の 培養・加工の委託については、医薬
品医療機器等法の適用外。

再生医療等製品

平成26年11月25日（公布日：平成25年11月27日）

再生医療等の安全性の確保等に関する法律の概要
再生医療等の迅速かつ安全な提供等を図るため、再生医療等を提供しようとする者が講ずべき措置を明らかにするとともに、

特定細胞加工物の製造の許可等の制度等を定める。

趣 旨趣 旨

施行期日施行期日

１．再生医療等の分類
再生医療等について、人の生命及び健康に与える影響の程度に応じ、「第１種再生医療等」「第２種再生医療等」「第３
種再生医療等」に３分類して、それぞれ必要な手続を定める。
※ 分類は、細胞や投与方法等を総合的に勘案し、厚生科学審議会の意見を聴いて厚生労働省令で定めるが、以下の例を想定。第１種：iPS細胞等、第2
種：体性幹細胞等、第3種：体細胞等。

２．再生医療等の提供に係る手続
○ 第１種再生医療等 提供計画について、特定認定再生医療等委員会の意見を聴いた上で、厚生労働大臣に提出して実施。

一定期間の実施制限期間を設け、その期間内に、厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて安全性等について確
認。安全性等の基準に適合していないときは、計画の変更を命令。

○ 第２種再生医療等 提供計画について、特定認定再生医療等委員会の意見を聴いた上で、厚生労働大臣に提出して実施。
○ 第３種再生医療等 提供計画について、認定再生医療等委員会の意見を聴いた上で、厚生労働大臣に提出して実施。

※ 特定認定再生医療等委員会は、特に高度な審査能力と第三者性を有するもの。
※ 第１種再生医療等、第２種再生医療等を提供する医療機関については、一定の施設・人員要件を課す。

３． 適正な提供のための措置等
○ インフォームド・コンセント、個人情報保護のための措置等について定める。
○ 疾病等の発生は、厚生労働大臣へ報告。厚生労働大臣は、厚生科学審議会の意見を聴いて、必要な措置をとる。
○ 安全性確保等のため必要なときは、改善命令を実施。改善命令違反の場合は再生医療等の提供を制限。保健衛生上の危
害の発生拡大防止のため必要なときは、再生医療等の提供の一時停止など応急措置を命令。

○ 厚生労働大臣は、定期的に再生医療等の実施状況について把握し、その概要について公表する。

４． 特定細胞加工物の製造の許可等
○ 特定細胞加工物の製造を許可制（医療機関等の場合には届出）とし、医療機関が特定細胞加工物の製造を委託する場合
には、許可等を受けた者又は届出をした者に委託しなければならないこととする。

内 容内 容
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（１）認定再生医療等委員会

委員会の分類
認定再生医療等委員会の件数

合計
北海道 東北 関東信越 東海北陸 近畿 中国四国 九州

特定認定再生
医療等委員会

1 0 15 3 7 3 2 31

認定再生
医療等委員会※

2 3 49 9 17 2 8 90

合計 3 3 64 12 24 5 10 121

※第３種再生医療等提供計画のみに係る審査等業務を実施する委員会

（２）細胞培養加工施設
許可等の分類

細胞培養加工施設の件数
合計

北海道 東北 関東信越 東海北陸 近畿 中国四国 九州

許可 1 1 21 5 10 0 3 41

届出 73 104 974 234 391 171 298 2,245

合計 74 105 995 239 401 171 301 2,286

認定 － 0

（３）再生医療等提供計画
再生医療
等の分類

治療・研究
の区分

再生医療等提供計画の件数
合計

北海道 東北 関東信越 東海北陸 近畿 中国 九州
第１種再生医療
等提供計画

治療 0 0 2 0 0 0 0 0
研究 0 1 3 3 2 1 0 10

第２種再生医療
等提供計画

治療 5 0 15 1 8 0 6 35
研究 0 0 8 5 6 4 2 25

第３種再生医療
等提供計画

治療 94 125 1,020 305 454 177 281 2,456
研究 0 0 29 5 2 1 5 42

合計
治療 99 125 1,037 306 462 177 287 2,493
研究 0 1 40 13 10 6 7 77

再生医療等安全性確保法の施行状況について（平成27年12月31日現在）

薬事法等の一部を改正する法律の概要（平成25年法律第84号）

医薬品、医療機器等の安全かつ迅速な提供の確保を図るため、添付文書の届出義務の創設、医療機器
の登録認証機関による認証範囲の拡大、再生医療等製品の条件及び期限付承認制度の創設等の所要の措
置を講ずる。

１ 医薬品、医療機器等に係る安全対策の強化

(1) 薬事法の目的に、保健衛生上の危害の発生・拡大防止のため必要な規制を行うことを明示する。
(2) 医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保等に係る責務を関係者に課す。
(3) 医薬品等の製造販売業者は、最新の知見に基づき添付文書を作成し、厚生労働大臣に届け出るものとする。

２ 医療機器の特性を踏まえた規制の構築
(1) 医療機器の製造販売業・製造業について、医薬品等と章を区分して規定する。
(2) 医療機器の民間の第三者機関による認証制度を、基準を定めて高度管理医療機器にも拡大する。
(3) 診断等に用いる単体プログラムについて、医療機器として製造販売の承認・認証等の対象とする。
(4) 医療機器の製造業について、許可制から登録制に簡素化する。
(5) 医療機器の製造・品質管理方法の基準適合性調査について、合理化を図る。

３ 再生医療等製品の特性を踏まえた規制の構築

(1) 「再生医療等製品」を新たに定義するとともに、その特性を踏まえた安全対策等の規制を設ける。
(2) 均質でない再生医療等製品について、有効性が推定され、安全性が認められれば、特別に早期に、

条件及び期限を付して製造販売承認を与えることを可能とする。

４ その他

薬事法の題名を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改めるほか、

所要の改正を行う。

平成26年11月25日（公布日：平成25年11月27日）

Ⅰ 法律の概要

Ⅱ 施行期日
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再生医療等製品の実用化に対応した承認制度（条件・期限付承認）

条件・期限を
付して承認

承認
又は

条件・期限付
承認の失効

治験
（有効性、安全性の確認）

承認臨床研究

【従来の承認までの道筋】

【再生医療等製品の早期の実用化に対応した承
認制度】 ※患者のアクセスをより早く！

患者にリスクを説明し同意を得、
市販後の安全対策を講じる。

市販

市販後に有効性、さらな
る安全性を検証

臨床研究

承認
又は

条件・期限付
承認の失効

市
販

引き続き
市販

治験
（有効性の推定、
安全性の確認）

期
限
内
に
再
度

承
認
申
請

＜再生医療等製品に従来の承認制度を適用する場合の問題点＞
人の細胞を用いることから、個人差を反映して品質が不均一となるため、有効性を確認
するためのデータの収集・評価に長時間を要する。

・有効性については、一定数の限られた症例から、従来より短期間で有効性を推定。
・安全性については、急性期の副作用等は短期間で評価を行うことが可能。

新たに承認された再生医療等製品
テムセルＨＳ注

骨髄液

採取 培養

最終製品

ハートシート

骨格筋 最終製品

患者以外から採取した骨髄液から幹細胞を分離・培養し、静脈注射により治療に用いる製品

患者自身の太ももから採取した筋組織から骨格筋芽細胞を分離・培養・シート化し、患者の心臓に貼付して治療に
用いる製品

採取

培養

販売名/
一般名

テムセルＨＳ注 / 
ヒト（同種）骨髄由来間葉系
幹細胞

製造販売
業者

JCRファーマ株式会社

承認日
（申請日）

平成27年９月18日
（平成26年９月26日）

シート化

分離

・通常承認
・造血幹細胞移植の副作用で免疫反応を生じた患者に静脈注射により使用

・重症心不全患者の心臓に貼付して使用
・条件及び期限付承認（5年間、約60人の患者に用いて安全性・有効性を検証）

販売名/
一般名

ハートシート / 
ヒト（自己）骨格筋由来細胞
シート

製造販売業
者

テルモ株式会社

承認日
（申請日）

平成27年９月18日
（平成26年10月30日）
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先端的基盤開発研究経費（再生医療実用化研究事業）【厚生労働省】

平成28年度予算案 2,485,835千円（平成27年度 2,782,142千円）

○ 再生医療の実用化に向け、ヒト幹細胞の腫瘍化リスクなどに対する安全性確保のための研究、機能不全となった組織や
臓器の治療方法の探索のための研究、臨床研究の早い段階から出口を見据えて企業の協力を得ながらプロトコールを組む
研究、ヒト幹細胞の保存方法などの確立のための研究、再生医療及び関連事業の基準設定のための研究を支援し、治験・
先進医療へ着実に繋げることを目的とする。

○ iPS細胞を利用した創薬等のための研究を支援し、既存薬等の安全性評価や毒性解析等を実施する。

１）再生医療の実用化に向けた研究の支援

ア．安全性の確保のための
研究

安全性を確保するため、実用化の課題と
なっている分野（がん化等）に対する研究
を支援。

造腫瘍性、免疫拒絶 体内動態
把握

ウ．産学連携による研究
アカデミア発のシーズを、速やかに実用化につなげてい
くために、アカデミアと企業との共同研究に対して支援。

イ．治療方法の探索のための研究
iPS細胞やヒト幹細胞等を用いた、実用化に近い治療方法
に係る臨床研究を支援。

協
力

アカデミア 企業

エ．ヒト幹細胞の保管
（アーカイブ）のための研究

移植に用いたヒト幹細胞を長期間保管し、移植から時間が経
過した後に、移植に用いたヒト幹細胞を溯って調べることを
可能にするための研究を支援。

タ
ン
ク

オ．再生医療及び関連事業の
基準設定のための研究

治療に用いる細胞の品質等の基準をいち早く定め、再生医療
の実用化を促進するための研究を支援。

世界スタンダード

基盤的支援

２）創薬応用に向けた研究の支援

カ．iPS細胞を利用した創薬等のための研究
ヒトiPS細胞から種々のヒト細胞に分化・誘導を行い、病因
分析、創薬等に用いる細胞の開発のための研究を支援。

iPS細胞

β細胞 抗体医薬品

肝細胞

気道粘膜

有効性確認

毒性確認

目的細胞へ
分化・誘導

①臨床研究等支援
・研究機関等が行おうとする臨床研究のプロトコルに対し助言等を行い、

再生医療等提供計画書の作成を支援
・細胞培養加工施設の製造管理・品質管理等の運用面や技術の支援

②教育
・医師、細胞培養加工士等の再生医療に関する専門職に対する教育・養成

カリキュラムの作成及び研修会等を実施する
・特定認定再生医療等委員会の運営支援や審査基準のガイドライン策定

③データベース
・再生医療臨床研究の実施状況を集積したデータベースを運用し、臨床研

究や産学連携に利活用できるシステムを構築する

再生医療臨床研究促進基盤整備事業

日本の再生医療における臨床研究は、昨年９月に世界で初めてiPS細胞を用いて患者へ移植手術が行われるなど、大きな成果を
上げ始めている。このように再生医療の分野において、日本は最先端の技術を有しているが、他国との競争は熾烈を極めており、
今後は、再生医療トップランナーに後続するシーズを創出する取り組みが重要である。
本事業においては、学会が再生医療の知識・経験を有する医療機関と連携して行う、①研究計画に対する技術的支援、②臨床

研究に必要な人材の教育、③データベースの整備等、に対して支援を行うことにより、再生医療臨床研究の基盤を整備し、研究
の効率化・標準化、コストの削減等を図る。

支援依頼

平成２８年度予算案：２２８，６９７千円（新規）

再生医療臨床研究の基盤を整備

研究機関等

人材育成

再生医療の臨床研究・治験の推進

学会

学会が事務局となり、
ナショナルコンソー
シアムを構成

● 国内に散在するシーズに対し、効率的に臨床研究
を実施できるよう支援

● 臨床研究から治験への移行を促進
● 臨床研究から先進医療への発展を促進
● 自立できる組織運営を実現

目標

世界に誇る
○ 再生医療技術の実用化スキームを実現
○ 再生医療等製品の承認を促進
○ 安全性等の国際標準の確立 を目指す

成果

運営委員会

臨床研究中核病院 NC
大学病院

技術的支援等

企業
連携

・人事交流を通じた相互
研修

・データベースの利用

厚労省
ＰＭＤＡ

研究実施
情報の提供

連携

・ガイドライン作成委員
会等への参加

・事業の進捗管理
・事業成果の報告 連

携
・事業方針の調整
・資源配分の決定

ＡＭＥＤ

事業の
マネージメント

企業団体
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４．医療分野の情報化の推進について 

 

  医療分野の情報化については、平成１８年１月に高度情報通信ネットワーク社会推

進戦略本部で示された「ＩＴ新改革戦略」などを基に、ＩＴ技術を活用した医療機関

間等の情報共有による切れ目のない医療サービスの提供や、患者・個人が自らの医療・

健康情報を一元的、継続的に管理し利活用する仕組みを実現するための実証事業など

の施策を進めてきたところである。   

  平成２５年６月には、「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」が閣議決定され、「２０１

８年度（平成３０年度）までの医療情報連携ネットワークの全国普及・展開」などが

求められた。また、平成２７年６月には、「日本再興戦略」改訂２０１５が閣議決定

され、「２０２０年度（平成３２年度）までに、４００床以上の一般病院における電

子カルテの全国普及率を９０％に引き上げる」ことが求められた。これらの実現に向

けた取組が引き続き必要である。 

 

○ 厚生労働省標準規格について 

  医療機関等における医療情報システムの構築・更新に際して、標準的な規格の実装

は、情報が必要時に利用可能であることを確保する観点から有用であり、地域医療連

携や医療安全にも資するものである。また、医療機関等において医療情報システムの

導入を推進し、標準化や相互運用性を確保していく上で必須である。 

  このため、「保健医療情報分野の標準規格として認めるべき規格について」（平成

２２年３月３１日付け厚生労働省医政局長通知）を通知し、平成２４年３月２３日に

は１種類の規格が追加されたため、一部改正の通知を発出したところ。同通知は、今

後も「保健医療情報標準化会議」の提言等を踏まえ、適宜更新していくものである。 

  また、情報通信技術（ＩＣＴ）の活用を持続可能なものとして進めていくため、標

準的な規格に基づいた相互運用性の確保や将来の拡張性を考慮してコスト低減に努め

ること等が必要と考えられる。 

上記を踏まえて、地域医療介護総合確保基金を活用して地域における医療・介護連

携に係る情報基盤等を構築する場合には、厚生労働省標準規格に基づくよう配慮をお

願いしたい（「情報通信技術（ＩＣＴ）を活用する際の標準的な規格等について」（平

成２６年１０月２３日付け厚生労働省医政局研究開発振興課長及び政策統括官付情報

政策担当参事官連名通知）参照）。 

  なお、厚生労働省標準規格等、情報基盤構築の際に有用となる技術面及び企画面の

情報を一元的に発信するサイトを来年度中に開設する予定のため、こちらも参考にし

ていただきたい。 
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○ 地域医療情報化の人材育成 

  地方公共団体の医療担当部局の方を対象とした、地域における医療の情報化に必要

な知識・技術等を習得するための「地域医療の情報化コーディネータ育成研修」につ

いて、平成２８年度も引き続き国立保健医療科学院において実施することとしている

ため、関係者の方々には積極的な参加について配慮をお願いしたい。 

  

○ 遠隔医療の推進 

  情報通信技術を応用した遠隔医療の実施は、医療の地域格差解消、医療の質及び信

頼性の確保に資する。平成２８年度予算案においては、遠隔医療の設備整備に対する

補助として、引き続き「地域医療の充実のための遠隔医療補助事業」を実施すること

としている。 

  また、平成２６年度から実施している「遠隔医療従事者研修事業」については、引

き続き地方公共団体の医療担当部局の方も受講対象とする予定であるため、積極的な

参加について配慮をお願いしたい。 

  

○ その他 

  電子カルテ等の医療情報システムによる医療情報の適正な取扱いやセキュリティの

確保に関し、平成１７年３月に「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」

を策定し、平成２５年１０月に改訂版（第４．２版）を公表するとともに、平成２６

年７月にＱ＆Ａを改訂している。 

  医療機関関係者がこのガイドラインの内容をよく理解し、遵守していただくよう、

引き続き周知に御協力をお願いしたい。 
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医療分野のIT化等について（研究開発振興課関係） 平成28年度予算案 ： 232,720千円（310,858千円）

「世界最先端IT国家創造宣言」等を踏まえ、以下の施策に取り組んでいる。

主な医療分野の情報化と情報連携

ネットワークを介して診療情報のやり取りを行う場合のセキュリティを確保し、医療情報連携を推進するため、保健医療福祉分野の公開鍵基盤（HPKI）の普
及・啓発及び体制整備を行う。

HPKIの普及・啓発 保健医療福祉分野の公開鍵基盤（HPKI）普及・啓発等事業（28,018千円）

電子カルテ等医療情報システムの連携を進めるため、必要な共通の情報基盤となる用語・コードについて標準マスターを整備してきており、その改訂や維持
管理等を行う。

ＥＢＭの考え方に基づいた診療ガイドラインの作成等を支援し、これを含めた最新の医学情報についてインターネット等を活用して速やかに医療の現場や一
般国民に提供するとともに、ＥＢＭの普及啓発を行う。
など

医療情報の標準化の推進
高度医療情報普及推進事業（27,650千円）
診療ガイドライン等整備事業（151,851千円）
医療情報化人材育成費等（1,682千円）

医療情報連携ネットワークの全国展開 医療情報連携ネットワーク構築支援サービス（仮称）事業（16,879千円）

連携する医療機関の間で電子カルテデータを共有する際に必要となる標準的な通信規格等を情報発信し、医療情報連携ネットワークの構築を支援する。

遠隔医療の実施を予定している医師等に対し、遠隔医療の機能や運用するためのポイント
などについての研修を実施し、知識と理解を深めることで普及・促進を図る。

地域医療の充実のための遠隔医療補助事業（設備整備費補助金メニュー予算）

遠隔医療従事者研修事業（6,640千円）

遠隔医療の推進

情報通信技術を応用した遠隔医療を実施することにより、医療の地域格差解消、医療の質
及び信頼性を確保する。

医療情報連携ネットワーク構築支援サービス（仮称）事業

医療機関等が、地域の医療事情に応じた医療情報連携ネットワークを構築・運営するため必要な情報を的確に入手できるよう支援サービスを行う。

厚生労働省

医療情報連携ネットワークを構築する医療機関等が、

①ネットワークの目的に応じた必要な機能を医療機関等が迅速、安価かつ確実に実装でき、
②持続可能性や発展性を備えたネットワークを構築できる、環境を整備し、医療機関等が、導入す
る地域にふさわしい医療情報連携ネットワークを主体的に構築、運営していくことを支援する。

平成28年度予算案
16,879千円（新規）

【背景】
「世界最先端IT国家創造宣言」（平成27年6月30日閣議決定）において、医療情報連携ネットワークを平成30年度までに全国への
普及・展開を図る（全ての二次医療圏が地域の実情に応じて医療情報連携ネットワークを活用できる基盤を整備）こととされている。
また、平成26年9月12日に医療介護総合確保促進会議を踏まえとりまとめられた、「地域における医療及び介護を総合的に確保す
るための基本的な方針」においても、質の高い医療提供体制及び地域包括ケアシステムの構築のためには、ICTの活用は情報共
有に有効な手段とされている。
【事業概要】

連携する医療機関の間で電子カルテデータを共有する際に必要となる標準的な通信規格等を情報発信し、医療情報連携ネット
ワークの構築を支援する。

【内容】
厚生労働省において、医療情報連携ネットワークを構築する際に有用となる技術面および企画面

の情報を一元的に情報発信していく（情報は随時更新）。

既存ネットワークでの取組や調査・分析に基
づき、ネットワーク構築の際に留意するポイ
ント等の発信

ネットワーク構築等に必要な標準規格等
（各通信規格、実装ガイドなど）の発信

技術面企画面

（例）複数の医療機関にわたる
患者情報を識別し患者単位の
検索を可能とする通信規格

（例）特定分野の医師が少な
い地域での活用事例

医療情報連携ネットワーク構築支援サービス（仮称）
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医療情報化人材育成事業

経緯

医療の質の向上、医療サービスの効率化等を推進するにあたり
医療機関内あるいは医療機関間の情報化及び情報連携の推進
が必要である。しかし現状では医療機関において情報化に精通し
ているものは少なく、地域においてこれらについての指導、助言を
行う人材が必要とされている。

【参考】
①「標準的電子カルテ推進委員会」最終報告（H17.5）
医療機関における情報化をより一層推進するには、医療知識と
情報技術の両方に明るい人材の育成が重要である。
②「IT新改革戦略」（H18.1）
円滑な情報化を支援する助言・指導等を通じて医療情報化イン
フラの利用価値を高める医療機関CIO の在り方について検討し、
2008 年度までに人材育成の体制を整備する。
③「重点計画2008」（H20.8）
医療機関に対して情報化に関する助言・指導等を行い、医療情
報化インフラの利用価値を高めるため、地方公共団体の医療担
当部局において地域の医療情報化に貢献し得る人材を育成する
取組を推進する。国立保健医療科学院で実施されている「短期研修： 情報

統計に関する分野」のカリキュラムに医療情報分野を追加する
方向で育成カリキュラムを検討

平成22年度～
地域保健支援のための保健情報処理技術研修
（施策立案支援コース）

平成19年度～21年度
地域保健支援のための保健情報処理技術研修
（情報収集・管理・発信コース）

・なお研修の実施に際しては、医政局研究開発振興課長の
下に「地域の医療情報化に貢献し得る人材育成体制整備に関
する専門家会議」を開催し、医療情報学会の協力を得て実施し
た。

【参考】
27年度施策立案支援コースのカリキュラム
①医療情報化の動向
②医療情報の標準化
③セキュリティとプライバシー保護
④安全・安心な社会と技術
⑤遠隔医療の動向と各種事例
⑥情報システム調達論
⑦中小医療施設の情報化
⑧地域医療の情報化事例
⑨ワークショップ

平成28年度予算案
1,281千円（1,288千円）

遠隔医療設備整備事業

（現状の課題等）
○医療の質の向上と効率化
○医療資源の適正活用
○医療の地域格差の解消

○専門性の高い判断や助言の効率的提供
○限りある人的・物的医療資源を効率よく活用するため医療機関間の連携強化
○医療過疎地域等では交通インフラが不十分であったり、高齢化・過疎のため受診が
困難な慢性疾患患者に対するテレビ電話等のＩＣＴを活用した医療支援

地域医療の充実のための遠隔医療補助事業による支援

＜事業内容＞

情報通信機器を活用して病理画像・Ｘ線画像等を遠隔地
の医療機関に伝送し、専門医の診断・助言を得ることで、適
切な対応を可能とする。
また、医学的管理が必要な慢性疾患であって、地理的理

由等により往診・通院が困難な患者等に対し、テレビ電話等
の機器を貸与して、遠隔地からの診療支援を行う。

＜基準額＞
・遠隔病理診断装置支援側 4,514千円、依頼側 13,940千円
・遠隔画像診断装置支援側16,092千円、依頼側 14,585千円
・在宅患者用遠隔診療装置 8,100千円

＜補助率＞ ２分の１

（画像伝送）

診察

治療

相談

助言
患 者 医師（病院・診療所） 専門医（大学病院等）

専門医から適切な助言を得ることにより、患者に対する治
療や手術範囲の決定に活用

在宅患者の血圧、心拍数、呼吸数等の数値や音声などの
情報をＩＴを活用して収集

在宅患者 医 師指示

診察

医療施設等設備整備費補助金のメニュー予算

平成28年度予算案：639百万円の内数（646百万円）
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遠隔医療従事者研修事業 （医療関係者研修費等補助金）
平成28年度予算案

6,640千円 （6,658千円）

遠隔医療を行うための機器の導入の検討をしている医師等の病院関係者や、実際に遠隔医療、遠隔診療を行っている医師等を対象に、
遠隔医療の目的、機能や運用していくためのポイントなどについて、情報通信システムを活用した研修を行う。

【実施箇所】 ２カ所（東京、大阪）
【実施日数】 ３日間
【対 象 者】 医療・介護関係者（医師、看護師、保健師、介護福祉士、情報ｼｽﾃﾑ担当者）
【受講者数】 １箇所あたり ６０名程度

事業内容

○ 「遠隔医療・遠隔診療」「医療分野におけるＩＣＴ利活用」の言葉を聞く機会は多いものの、実際にどこまで何が出来るのか、導入のため
に何から始めたら良いのか等、遠隔医療やＩＣＴの知見に乏しい医療関係者が利用を躊躇する実態がある。

○ 医療施設調査（平成23年厚生労働省実施）によると、遠隔画像診断の実施数は、一般病院の総数7,528箇所のうち1,131箇所、診療所
は総数99,547箇所のうち1,246箇所にとどまっており、医療関係者への普及活動が必要。

○ 第３回日本経済再生本部（平成25年1月25日）の、総理指示とする「第１回産業競争力会議の議論を踏まえた当面の政策対応につい
て」の中の項目に、「遠隔医療の実現」が挙げられ、更なる遠隔医療の普及・推進が必要となっている。

現状・課題

標準的な遠隔診療技法に関する実技法律・制度に関する講習

＜主な研修内容＞
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政社発０３２３第１号  
平成２４年３月２３日  

都 道 府 県 知 事 
各            殿 

地方厚生（支）局長 
 

 
厚生労働省政策統括官（社会保障担当） 

 
 
 

「保健医療情報分野の標準規格（厚生労働省標準規格）について」の 

一部改正について 

 

 
今般「保健医療情報標準化会議」において「新たに厚生労働省において保健

医療情報分野の標準規格として認めるべき規格について」（平成 24 年 3 月 5 日

保健医療情報標準化会議）が提言されたことを受け、新たに、下記の規格につ

いても、厚生労働省における保健医療情報分野の標準規格（平成 22 年 3 月 31
日 医政発 0331 第 1 号。以下「厚生労働省標準規格」という。）として認める

こととし、別紙のとおり改正することとしたため、貴職におかれても、御了知

の上、関係者に周知方をお願いする。 
また、厚生労働省における、医療機関を対象とした医療情報の交換・共有に

よる医療の質の向上を目的とした「厚生労働省電子的情報交換推進事業」の成

果※1や、経済産業省における、複数の情報処理事業者間で開発されたシステム

の相互運用の推進・普及を図ることを目的とした「医療情報システムにおける

相互運用性の実証事業」の成果※2の活用についても、引き続き積極的な検討を

お願いしたい。 
 
 

記 
 
 
  １．HS017 HIS, RIS, PACS, モダリティ間予約, 会計, 照射録情報連携 

指針（JJ1017 指針） 
 

 

※１：SS-MIX 普及推進コンソーシアム

（http://www.hci-bc.com/ss-mix/ssmix/index.html#ssmix）参照 

※２：実証事業報告書（http://www.nss-med.co.jp/project/project3_1.html）参照 
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（別紙） 
 

保健医療情報分野の標準規格（厚生労働省標準規格）について 

（※二重下線部が追加の規格） 

 
１ 厚生労働省標準規格 

厚生労働省標準規格は以下の規格等とする。 
 HS001 医薬品 HOT コードマスター 
 HS005 ICD10 対応標準病名マスター 
 HS007 患者診療情報提供書及び電子診療データ提供書（患者への情報

提供） 
 HS008 診療情報提供書（電子紹介状） 
 HS009 IHE 統合プロファイル「可搬型医用画像」およびその運用指針 
 HS010 保健医療情報-医療波形フォーマット－第 92001 部：符号化規則 
 HS011 医療におけるデジタル画像と通信（DICOM） 
 HS012 JAHIS 臨床検査データ交換規約 
 HS013 標準歯科病名マスター 
 HS014 臨床検査マスター 
 HS016 JAHIS 放射線データ交換規約 

 
 HS017 HIS, RIS, PACS, モダリティ間予約, 会計, 照射録情報連携 

指針（JJ1017 指針） 
 
 

※標準規格の名称は、医療情報標準化指針（医療情報標準化推進協議会）における名称

を使用。 

※規格の詳細については、医療情報標準化推進協議会のホームページを参照すること。 

http://helics.umin.ac.jp/ 

 

２ 厚生労働省標準規格について 
医療機関等における医療情報システムの構築・更新に際して、厚生労働省標

準規格の実装は、情報が必要時に利用可能であることを確保する観点から有用

であり、地域医療連携や医療安全に資するものである。また、医療機関等にお

いて医療情報システムの標準化や相互運用性を確保していく上で必須である。 
このため、今後厚生労働省において実施する医療情報システムに関する各種

施策や補助事業等においては、厚生労働省標準規格の実装を踏まえたものとす

る。 
厚生労働省標準規格については現在のところ、医療機関等に対し、その実装

を強制するものではないが、標準化推進の意義を十分考慮することを求めるも

のである。 
医療機関等に求められている標準化、相互運用性確保については「医療情報

システムの安全管理に関するガイドライン第 4.1 版」第 5 章を参照すること。 
 

３ 厚生労働省標準規格の更新について 
  厚生労働省標準規格については、今後「保健医療情報標準化会議」の提言

等を踏まえ、適宜更新していくものである。 
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医政研発 1023 第 1 号 

政情参発 1023 第 1 号 

平成 26 年 10 月 23 日 

各都道府県衛生主管部（局）長 殿 
 

厚 生 労 働 省 医 政 局 研 究 開 発 振 興 課 長 
（公印省略）       

厚生労働省政策統括官付情報政策担当参事官 
（公印省略）       

 
情報通信技術（ICT）を活用する際の標準的な規格等について 

 

今般、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律

の整備等に関する法律（平成元年法律第 64 号）第３条第１項の規定に基づき、

地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針（平成 26 年

厚生労働省告示第 354 号。以下「総合確保方針」という。）が策定されたところ

であり、情報通信技術（ICT）の活用については、「標準的な規格に基づいた相

互運用性の確保や将来の拡張性を考慮しコスト低減に努める等、情報通信技術

（ICT）の活用を持続可能なものとして進めていくことが重要である。」とされ

ている。 

上記の「標準的な規格」とは、「保健医療情報分野の標準規格（厚生労働省標

準規格）」を指すものであり、別添「「保健医療情報分野の標準規格（厚生労働

省標準規格）について」の一部改正について」（平成 24 年 3 月 23 日政社発 0323

第１号）に留意されるよう、貴職におかれては改めて関係者に周知方をお願い

する。 

なお、同通知中「２ 厚生労働省標準規格について」に記載している「医療情

報システムの安全管理に関するガイドライン第 4.1 版」については、「医療情報

システムの安全管理に関するガイドライン第 4.2 版」の策定について（平成 25

年 10 月 10 日政社発 1010 第１号）を参照されたい。 

また、下記事業の成果についても、情報通信技術(ICT)の相互運用性等を確保

する観点から、積極的な活用が図られるよう関係者に周知方をお願いする。 

 

記 

 
１．厚生労働省電子的情報交換推進事業（SS-MIX）

（http://www.hci-bc.com/ss-mix/ssmix/index.html#ssmix） 
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２．医療機関間で医療情報を交換するための規格等策定に関する請負業務 
（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000052146.html） 
３．医療情報システムにおける相互運用性実証事業 
（http://www.nss-med.co.jp/project/project3_1.html） 
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平成２7 年度 地域医療の情報化コーディネータ育成研修

開催要項

1. ⽬的

地⽅公共団体の医療担当部局において、医療機関に対して情報化に関する助⾔、指導等を
⾏うなどして地域の医療情報化に貢献する、医療知識と情報技術の両⽅に通じた⼈材を育成
することが求められています。そこで、本研修では、担当者の知識と技能の向上を図ると共
に、⽇本各地で⽣じている地域医療の情報化における諸課題に取り組む⾏政官同⼠の連携の
場を構築します。

2. 対象者

(1) 都道府県、市町村などの地⽅公共団体における医療担当部局、保健所・地⽅衛⽣研究所、
⾃治体病院等において、医療の情報化を推進する⽴場の⽅

(2) 前項に掲げる⽅と同等以上の学識および経験を有すると院⻑が認める⽅

3. 定 員

 4０名

4. 研修期間

[集合研修] 9 ⽉ 9 ⽇ (⽔) 〜 9 ⽉１1 ⽇（⾦）
[遠隔研修] 9 ⽉ 12 ⽇ (⼟) 〜 １1 ⽉ 13 ⽇（⾦)

5. 研修場所

国⽴保健医療科学院 (埼⽟県和光市)

6. 費⽤

無料（宿泊は 1 泊 2,1００円の当院寄宿舎が利⽤可能・旅費は受講者負担）

7. 受付期間

 平成２7 年 6 ⽉ 8 ⽇ (⽉) 〜 平成２7 年 7 ⽉ 10 ⽇ (⾦)

8. 受講申込

後述する研修ホームページより受講願書をダウンロードしたうえ、必要な⽂書を添えて国
⽴保健医療科学院 総務部 研修・業務課 企画係宛に郵送して下さい。
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2

9. 研修内容

本研修では、3 ⽇間の集合研修と 2 ヶ⽉間のかんたんな遠隔研修を組み合わせた、地域
医療や保健医療福祉⾏政の情報化に直結する実践的カリキュラムが組まれています。初⽇
は、IT 戦略総合本部、厚⽣労働省をはじめとする関連分野の政策動向、⼆⽇⽬は、もはや
避けては通れない標準化と情報セキュリティに対する実践的教育、三⽇⽬には、市場の技
術動向と公共調達に関して学びます。遠隔研修では、これらの集合研修を踏まえ、各研修
⽣の業務に即した事例報告や事業企画に関する最終レポートを作成頂き、研修⽣の間で相
互に情報共有を⾏います。本研修では、こうした実習と演習を通じて医療の情報化を担当
する⾏政官の間に横の連携を形成し、実践的な⼈材育成を⽬指します。

研修については、下記研修ホームページでも、逐次、情報提供をしております。

http://ictp.niph.go.jp/

● ⼀般⽬標

地域医療における情報化コーディネーションに必要な知識、および、関連諸組織と連携し
課題に取り組むための技能を習得する。

● 到達⽬標
 

1. 地域医療の情報化における問題点を概説できる。
2. 必要な情報を系統的に収集し、組織間で効率的に情報共有できる。
3. 情報システムの企画、設計、調達、開発管理、運⽤、評価について概説できる。
4. 医療⽤情報システム、病院情報システム、地域の医療情報ネットワークについて、現状

と課題を概説できる。
5. 情報セキュリティについて概説でき、業務上必要なセキュリティ⼿段を企画し講じるこ

とが出来る。

10. 修了要件

５つの到達⽬標を踏まえた最終レポート（事業企画・事例報告）の提出

※ 平成 27 年 11 ⽉ 13 ⽇（⾦）締切

11. その他

(1) 受講の可否については派遣機関宛に通知します。
(2) 研修に際し、本院敷地内の寄宿舎が利⽤できます。宿泊は、受講決定を受けた後にお申

し込み下さい。ただし、同時期に複数の研修が開講している場合、⼊居できないことも
あります。
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医療経理室 
 

 



１．平成２７年度予算及び平成２８年度予算の執行について 

 
（１）平成２７年度本予算の執行について（交付額の確定関係） 

    平成２７年度本予算については交付決定に係る作業を終了し、今後、交付額

の確定（精算払い）に関する作業を実施していくこととなる。 
    精算払いが必要な事業の交付額の確定手続きは、平成２８年４月中旬までに

行うこととなっているので、各都道府県におかれては、４月８日（金）までに

国へ報告書が提出できるよう、事業実績報告書の作成について補助事業者に周

知し、早期の提出を促す等、準備をお願いする。 
    また、運営費等補助金や医療提供体制施設整備交付金（ハード交付金）、医

療提供体制推進事業費補助金（統合補助金）など大部分の補助金は概算払いで

あるため、平成２８年３月末までに国庫から都道府県の口座へ、必要な額を受

入れる必要があり、決して「受入れ漏れ」がないよう、都道府県内部の関係各

課へ周知をお願いする。 
    なお、決算関係作業に伴い、不用・繰越が発生している場合には、その理由

等に関して調査をさせていただくので、その際はご協力をお願いする。 
 
（２）平成２７年度補正予算の執行について 

    平成２７年度補正予算については１月２０日に成立したこともあり、執行に

係る作業期間が短い中でご協力いただいていることに御礼申し上げる。 
    都道府県に関係する補正予算事業である、医療提供体制推進事業費補助金

（設備整備）については、予算の効果的かつ適正な執行の観点から、平成２８

年度へ繰越しを行う方向で厚生労働大臣より財務大臣へ協議を行っていると

ころであり、平成２８年度に交付決定を行う予定である。 
各都道府県には受け入れのための予算措置に関すること、補助事業者への指

導・必要書類の取りまとめ等について引き続きご協力をお願いする。 
 
（３）独立行政法人等への補助金交付について（平成２４年度～） 

地域自主戦略大綱（H22.6.22 閣議決定）を踏まえ、自治体の国、独立行政

法人等への寄付に係る関与に関する規定を廃止することとし、平成 23 年 11 月

30 日の整備一括法により、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成

19 年法律第 94 号）が改正され、事前の総務大臣協議・同意に関する手続きが

不要になった。このため、国が交付要綱等で特に独立行政法人等を補助金等の

補助対象から除外した場合を除き、地方公共団体が独立行政法人等を補助対象

として採択することが可能となっている。 
このため、医政局所管の補助金等についても、平成 24 年度より法改正に沿っ

て補助の制限に関する記述を削除するなど、交付要綱等においても所要の改正

を実施したところである。（一部、引き続き独立行政法人等を対象外とする事業

もある。） 
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各都道府県は本改正を踏まえ補助事業を有効に活用いただきたい。ただし、

予算上の制約から要望どおりの補助とならない場合もあるので、予めご了知願

いたい。 
 
（４）平成２８年度予算の執行について 

    各補助事業において、要望額が予算額を超過した場合は、平成２７年度と同

様に限られた財源の中で調整を行いながら執行することとなるので、予めご了

知願いたい。 
    補助事業者からの交付申請書や事業計画書において、単純な計算ミスや基準

額を間違えるなどが多発しており、修正や差し替えの対応に非常に多くの時間

を要し、交付決定の時期に影響が出ていることから、各都道府県におかれては

補助事業者から提出された書類等の十分な審査・点検をお願いする。 
    なお、一部の都道府県において書類の提出が遅延すると、結果として全体の

作業スケジュールが遅れることとなるので、各都道府県におかれては作業の進

捗状況を適切に管理し、事業計画書等の早期提出及び提出期限厳守についても

ご協力をお願いする。  
 
（５）平成２８年度医療提供体制施設整備交付金（ハード交付金）の執行について 

    本交付金については、近年要望額が予算額を超過していることから交付額の

調整を行ってきたところであり、平成２８年度についても引き続き調整を行う

必要が見込まれるところである。 
    一方、例年の執行状況を精査すると、内示後、交付申請の段階で事業の取り

下げや、大幅な事業計画の変更を行う補助事業者が見受けられ、予算が不足し

ているにも関わらず不用額が生じる事態となっており、交付金の効果的な執行

という観点から問題があると考えている。 
    各都道府県から事業計画を提出いただく際には、医療計画等に基づく優先順

位付けをしていただいているところであるが、加えて、当該事業者が適切に事

業を実施できる状況にあるかについても十分精査して優先順位づけをしてい

ただくようお願いする。 
なお、やむを得ない事情により事業の取り下げ等を行う事案が発生した場合

は、発生次第速やかに医政局医療経理室あて連絡いただきたい。 
 

（６）平成２８年度医療提供体制推進事業費補助金（統合補助金）の執行について 

①事業区分の見直し 

当該補助金については、平成２４年度より従来の事業種別ごとの区分を撤廃

し、メニュー予算に純化したところから予算案に即した交付要綱の改正を行っ

たところである。各都道府県におかれては、限られた財源の中で事業費が有効

に活用されるよう調整をお願いする。 
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（平成２３年度までの要綱における事業区分） 
Ａ：救急医療対策（運営費） 
Ｂ：看護職員確保対策（運営費） 
Ｃ：地域医療確保等対策（運営費） 
Ｄ：地域医療確保等対策（設備費） 
Ｅ：看護職員等確保対策（設備費） 

 
（平成２４年度以降の要綱における事業区分） 

Ａ～Ｅまで事業区分を廃止し、全て一本化（事業計画の作成から交

付決定まで事業区分のごとに行い、予算額の配分を各区分の範囲内で

行うなどの制約を廃止）。これにより、都道府県ごとの課題に応じた

事業を採択することが可能。 
 

②要望額が予算額を超過した場合について 

本補助金については、医療提供体制施設整備交付金と同様に要望額が予算額

を超過していることから交付額の調整を行ってきたところであり、平成２８年

度も引き続き調整を行う必要が見込まれるところである。 
また、各都道府県からの要望額が予算額を超過した場合は、今年度と同様に

予算の範囲内に要望額を圧縮することとし、その枠内で交付申請書を提出して

いただくことになる。よって、事業計画を提出いただく際には、要望額を十分

に精査し、事業費の過大な見積もり等により補助事業の効率的な執行が妨げら

れることのないよう、真に必要な事業に特化して要望するようお願いする。 
なお、事業計画と交付申請書の内容が著しく異なることがないようお願いす

る。 
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２．補助金等の適正な執行について 

 

 補助事業の執行に当たっては、大部分の補助事業者・間接補助事業者等は、関係法

令、実施要綱、交付要綱、交付決定の際に付された条件等に従って執行していただい

ているものと考えているが、会計検査院等から不適切な補助金の執行などについて指

摘を受けている例がある。また、会計検査院による指摘以外にも補助金の執行につい

て問題のある事例が発生しており、一部取り消しや減額、加算金を付しての返還命令

等の処分が実施されているところである。 

 

これまでも、会計検査院等から指摘があった場合はその都度、不適切な事例や補助

金の適正な執行について周知を図ってきたところであるが、改めて、会計検査院や総

務省から過去に指摘のあった主な事例や留意事項について以下に挙げたので、各都道

府県においては、これらの点に留意し、補助金の審査体制を整えるとともに、必要に

応じ過去の補助金の総点検や補助事業者等に対する現地調査を行うなど、補助金等に

係る予算の執行の適正化に関する法律第３条第２項に定める趣旨を踏まえて補助事業

等の適正な執行に努め、またこれらの補助金の適正な執行については、補助事業者・

間接補助事業者等に対し、必ず周知されるようお願いする。 

 

  厚生労働省としても、今後も補助事業等の執行状況について、必要に応じて現地調

査等を実施する予定なので、ご了知願いたい。 

 

（１）都道府県等における留意事項 

①交付申請時における十分な審査 

（適正な対象経費の計上、適正な費用算定方法、事業の利用見込又は過去の実績等を

踏まえた実効性 等） 

 

②実績報告時における審査 

（事業実施状況の確認、交付申請時に審査した事項の再確認、契約書等証拠書類との

整合性 等） 

 

③定期的な監査等による点検 

（補助事業者における書類等の整備、事業目的にあった効率的な活用状況 等） 

 

④補助事業者等に対する指導 

（補助事業者等として遵守すべき事項の周知 等） 

 

（２）過去に会計検査院や総務省から指摘のあった主な事例 

①救急医療情報センター運営事業 

ア．情報システムや専用端末の利用が低調であり、センターの目的である救急医療・

災害医療に係る総合的な情報収集及び提供機能が十分果たされていないことから、

利用率向上の取り組みが必要と指摘された。 

イ．兼務者の人件費を按分せずに全額補助対象経費として計上したため、一部が補助

対象外となった。 
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②小児救急医療支援事業 

診療日数の算定方法に誤りがあったため、交付決定の変更（減額）が必要になった。 

 

③第二次救急医療施設勤務医師研修事業 

ア．補助対象外の経費を補助対象経費として計上したため、交付決定の変更（減額）

が必要になった。 

イ．県が実施主体であるにもかかわらず県職員に謝金を支払ったため、交付決定額の

変更（減額）が必要になった。 

ウ．委託先の講師謝金単価が県よりも高額の事例があり、調整が必要となった。 

 

④救急救命士養成所初度設備整備事業 

臨床実習用の救急車を購入しているが、その利用状況が低調であり、利用率の向上

を求められた。 

 

⑤救命救急センター運営事業 

ア．ドクターカーの運転手の確保に係る経費の算定が不適切であり、交付決定の変更

（減額）が必要になった。 

イ．補助対象経費の算出が過大（減価償却費の計上に当たり国庫補助を受けた財産に

係る分を計上、給与費から控除すべき手当を控除しない等）であり、交付決定の変

更（減額）が必要になった。 

ウ．選定額の算出方法に誤り（基準額と差引事業費の多い方を選定）があり、交付決

定の変更（減額）が必要になった。 

エ．補助対象経費の積算が過大（借入利息を計上等）であり、交付決定の変更（減額）

が必要になった。 

オ．収入額に手術料、麻酔料等の診療収入を計上していないため、交付決定の変更（減

額）が必要になった。 

 

⑥小児救急地域医師研修事業 

補助対象経費の支出を裏付ける証拠書類が残されていなかったため、実績報告の担

保が取れなかった。 

 

⑦休日夜間急患センター設備整備事業 

管理台帳を作成していなかったため、実績報告の担保が取れなかった。 

 

⑧医療施設近代化施設整備事業 

事業の一部（電子カルテ等の整備）が未実施であり、補助要件を満たしていなかっ

た。 

 

 ⑨看護師等養成所運営事業 

   補助金の経理において、補助の対象とならない経費を補助対象経費に含めるなどし

ていたため、補助対象事業費の精算が課題となった。 
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⑩共同利用施設設備整備事業及び救命救急センター設備整備事業 

内示通知前に購入した医療機器について、契約日を内示日以降の日付に改ざんする

等した事業実績報告書等を提出することにより補助金の交付を受けていたため、交付

決定の取消し、及び補助金の返還が必要となった。 

  

⑪地域医療再生基金事業 

   内示通知前に購入した医療機器について、契約日を内示日以降の日付に改ざんする

等した事業実績報告書等を提出することにより助成金の交付を受けていたため、交付

決定の取消し、及び助成金の返還が必要となった。 

 

（３）その他、問題になった事例 

 ①へき地歯科巡回診療班運営事業 

   補助事業において県職員による横領、不適切経理が行われた。（本省による立ち入

り検査実施） 

 

 ②へき地診療所運営事業 

   診療所職員（市非常勤職員）による診療費の横領が行われた。 

 

 ③看護師等養成所運営事業 

   養成所の合併に起因する混乱から、補助金事務に必要な経理関係の書類が一部紛失

した。（厚生局による立ち入り検査実施） 

 

 ④医療提供体制施設整備交付金整備事業 

   複数年に渡り行う整備事業の場合、２カ年目以降の申請は「継続」になるが、事業

着手初年度の補助金の交付が必要であり、初年度に申請せず、2 カ年目以降に申請す

る場合は、補助対象外となるのでご留意いただきたい。（事業の実施に要する経費に

関する調書別紙１-２作成要領６を参照） 

 

（４）財産処分について 

    財産処分については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第２２条

により、各省各庁の長の承認を受けずに行ってはならないことと規定され、また平

成２３年６月１４日付け医政発０６１４第４号「厚生労働省所管一般会計補助金等

に係る財産処分について」の通り、承認を経て適正に処理されているところである

が、近年承認申請が事後に行われている案件が散見されるため、事前申請の徹底を

お願いする。 

    また、処分予定日を目前に控えた申請も散見されるため、慎重な審査を行うため

にも余裕のある申請を併せてお願いする。 

 

 

 

 

 

 

297



【参考】補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（抄） 

（昭和三十年八月二十七日法律第百七十九号） 

 

（関係者の責務）  

第３条 各省各庁の長は、その所掌の補助金等に係る予算の執行に当つては、補助金等が

国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留

意し、補助金等が法令及び予算で定めるところに従つて公正かつ効率的に使用される

ように努めなければならない。  

 

２ 補助事業者等及び間接補助事業者等は、補助金等が国民から徴収された税金その他の

貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令の定及び補助金等の交付の目

的又は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従つて誠実に補助事業等又は間接補助

事業等を行うように努めなければならない。 

 

（補助金等の交付の条件）  

第７条  各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定

める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件

を附するものとする。  

（中略） 

２  各省各庁の長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると

認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交

付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を附すること

ができる。  

３  前二項の規定は、これらの規定に定める条件のほか、各省各庁の長が法令及び予算で

定める補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を附することを妨げるものでは

ない。  

４  補助金等の交付の決定に附する条件は、公正なものでなければならず、いやしくも補

助金等の交付の目的を達成するため必要な限度をこえて不当に補助事業者等に対し干渉

をするようなものであつてはならない。  

 

（財産の処分の制限）  

第２２条  補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める 

財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲

渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、政令で定める場合は、

この限りでない。 
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３．消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の処理について 

 
 医政局が所管する補助金等に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）

の仕入控除税額については、各交付要綱の定めるところにより補助事業者（間接補助

の場合は間接補助事業者をいう。以下同じ。）から報告書を提出いただき、その全部

又は一部を国庫又は都道府県に納付としているところである。 
 当該事務については各都道府県の御協力をいただき、提出された報告書に係る作業

を順次進めてきたところであるが、以下のような課題も発生しているところであるの

で、各都道府県におかれてはご留意の上作業を行っていただくようお願いする。 
 
（１）報告書の確認等について 

    仕入控除税額報告書の必要書類及び返還金の計算方法については、平成１７

年９月２０日医政発第 0900006 号「医療施設等施設整備費補助金、医療施設

等設備整備費補助金等の消費税及び地方消費税に係る事務処理の適正化につ

いて」によりお示ししているところであるが、書類の不備や計算方法の誤り等

が少なからず発生しているところである。 
    各都道府県においては、当該医政局長通知を再度ご確認いただいて作業を行

っていただくとともに、ご不明な点があれば、随時医療経理室決算第一係まで

お問い合わせいただくようお願いする。 
 
（２）予算措置について 

    国庫への返還金については都道府県において予算措置を行う必要があるた

め、返還金が生じる報告書を提出いただいた場合は、国から返還命令を発出し

た後、すみやかに返還手続きを行えるよう、予算措置について報告書の提出と

併せて準備をお願いする。 
 
（３）補助事業者への周知について 

    医政局所管の補助金については仕入控除税額に係る返還の規定が全ての交

付要綱に定められているところである。ただし、補助事業者が報告を失念して

いる場合、厚生労働省においてこれを捕捉することは困難であるため、各都道

府県におかれては適宜注意喚起等を行っていただき、報告書の提出促進に努め

ていただくようお願いする。   
 
（４）報告書の提出について 

    報告書の提出時期については、各補助金にかかる交付要綱において、補助事

業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方

消費税に係る仕入控除税額が確定した場合にはすみやかに報告しなければな

らないと定められているところ。 
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    しかしながら、相当以前の事業年度にかかる報告書が提出されることが少な

からず生じており、またこれは単純な遅延という問題に留まらず、仮に間接補

助事業者から提出のあった報告書が都道府県に滞留していた場合、報告書の紛

失という事態も引き起こしかねないため、適切な対応をお願いする。 
 
（５）基金事業の場合について 

    地域医療介護総合確保基金等の基金事業については、「都道府県が事業者か

ら返還させた額を直ちに国に納付する必要がなく、基金に戻して他の計画事業

への有効活用が可能」という点において、一般的な補助金との違いがあること

から、国への事業ごとの仕入れ控除相当額の報告は必要ない。ただし、基金の

効率的・効果的な運用から見ても、事業者から都道府県に速やかに返還させる

必要があるという点では、一般的な補助金と同様となるので遺漏無きようお願

いする。 
 
（６）会計検査院の検査について 

    本件については、従前より会計検査院の検査の対象となっており、例年決算

検査報告に「不当事項」として記載されているところである。 
   （参考） 

平成２３年度：農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省 
    平成２２年度：農林水産省、国土交通省、環境省 
    平成２１年度：経済産業省 
    平成２０年度：農林水産省、水産庁、内閣府沖縄総合事務局、経済産業省、

国土交通省 
    平成１９年度：農林水産省 
    これらについては、補助事業者である都道府県や市町村に対しても不当と認

められた補助金の返還命令が発せられていることから、本作業については国と

地方公共団体が連携して適切に処理をしていく必要がある。 
 
    各都道府県におかれては引き続き本件に係る作業について御協力をお願い

する。 
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福祉医療機構 
 

 



１．独立行政法人福祉医療機構（医療貸付事業）について 

 

独立行政法人福祉医療機構（以下「機構」という。）は、福祉の増進

並びに医療の普及及び向上を目的として、病院、診療所及び介護老人保

健施設等の医療関係施設等に対して、その設置・整備又は経営に必要な

資金を長期・固定・低利な条件で融資する事業等を行っているところで

ある。 

平成２８年度医療貸付事業においては、需要動向を踏まえた融資枠と

し、国の政策推進に合わせて所要の貸付条件等の設定等を行うこととし

たので、管下の医療機関等に対する周知方よろしくお願いしたい。 

なお、機構の借入申込みについては、従来より、整備を行う施設等を

所管する都道府県知事からの証明書・意見書の提出をお願いしていると

ころであるが、平成２８年度においても引き続きご協力をお願いしたい。 

また、機構からの融資を予定しているものについては、予め機構の融

資相談を受け、適切な事業計画を策定するようご指導願いたい。 

 

 （１）事業計画 

   

   

 

区   分 平成27年度予算 平成28年度予定 対前年度伸率 

貸付契約額  １，３２１億円  １，３７７億円   ４．２％ 

資金交付額  １，４６８億円  １，４４４億円  △１．６％ 

 

（２）平成２８年度からの主な改正事項 

○ 地域医療構想支援資金の創設 

地域医療構想の達成に向けた取組みを実施する医療機関として

都道府県が位置付けた病院等に対し、優遇融資を行う。 

＜償 還 期 間     ＞  １０年以内（据置４年以内） 

    ＜貸付限度額＞  病院５億円、診療所３億円 

 

○ 指定訪問看護事業に係る融資内容の見直し 

 現行の建築資金と機械購入資金を包括した設置・整備資金とし、

貸付限度額を引き上げ（長期運転資金は変更なし） 

 

（３）持分なし医療法人へ移行する病院等の経営安定化資金 

  持分なし医療法人へ移行する病院、診療所又は介護老人保健施設

に係る経営安定化資金について、引き続き優遇を行う。 

    ＜貸付限度額＞ ２．５億円 

    ＜償 還 期 間     ＞ ８年以内（うち据置期間１年以内） 

     ※通常の経営安定化資金との併用不可。 

【平成２８年度末まで】 
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 （４）貸付条件の優遇措置 

       国の政策推進に合わせて所要の貸付条件等の優遇措置を行ってお

り、各事業の詳細、貸付金の算定方法、貸付限度額、償還期間、貸

付金利等については、独立行政法人福祉医療機構において公表して

いるので参考にされたい。 

 

 （５）東日本大震災に係る優遇措置 

東日本大震災に係る災害復旧資金については、貸付利率を一定期

間無利子とし、融資率を１００％とするなどの優遇を行っていると

ころであるが、平成２８年度においても引き続きこれらの優遇措置

を実施するので管下の医療機関等に対する周知方よろしくお願い

したい。 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◎医療施設の融資のご相談先 
 
  東日本地域 
   福祉医療貸付部医療審査課 TEL ０３－３４３８－９９４０ 
 
  西日本地域 
   大阪支店医療審査課    TEL ０６－６２５２－０２１９ 
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2016.２

～福祉と医療の民間活動を応援します～

独立行政法人福祉医療機構

－医療貸付事業のご案内－

Welfare And Medical Service Agency

【福祉医療機構】
独立行政法人福祉医療機構は、福祉の増進と医療の普及および向上を目的として、平成１５年１０月

に設立された独立行政法人です。
福祉医療施設に対する政策融資や、これら施設の経営支援、社会福祉施設で働く方々の退職手当共

済、心身に障害のある方の扶養保険、ＮＰＯなどの民間団体への助成、年金担保貸付、ワムネット（福
祉保健医療情報の提供）などを一体的に実施し、地域の福祉・医療の基盤づくりに貢献しています。

病院、診療所、介護老人保健施設、助産所、医療従事者養成施設、

指定訪問看護事業の建物整備や医療機器を購入するための資金（一部

の施設については経営安定化のための経営資金があります）について

「長期・固定・低利」の政策融資を実施しています。

➢ 地域の医療介護の総合的な確保体制の推進、医療機関の耐震化、

地震防災対策としての高台移転など、重点政策については、融資

率や貸付金利等を優遇しています。

➢ 医療計画に基づく病床の整備状況等に応じて融資率や貸付利率を

設定し、政策に即応した融資を実施しています。

➢ 融資実績を踏まえた専門的な融資相談を行っています。
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独立行政法人 福祉医療機構 福祉医療貸付部

〒105-8486 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル9階

医療貸付事業の融資実績

近年は、平成21年度補正予算より設けられた医療施設等の耐震化整備に係る優遇融資や、

東日本大震災に係る災害復旧資金の優遇融資を多くご利用いただいております。

●開設地が東日本（北海道～三重県） ●開設地が西日本（福井県～鹿児島県）

福 祉 医 療 貸 付 部

医 療 審 査 課

TEL 03-3438-9940 大 阪 支 店

医 療 審 査 課

TEL 06-6252-0219

FAX 03-3438-0659 FAX 06-6252-0240

融資の相談窓口

web-site：
http://hp.wam.go.jp/

１．今後の医療提供体制改革をすすめ、地域医療ビジョンを実現し、地域の医療・介護サービス

提供体制を構築していただくための融資条件の優遇

☞ 地域医療構想（ビジョン）の実現と地域包括ケアシステムを構築するために「地域医療

介護総合確保基金」の対象となる病院などに対し、次の優遇融資を実施しています。

○ 融資率の引き上げ ：所要額の90％

○ 貸付利率の引き下げ ：基準金利と同率

２．病院の耐震化整備をすすめていただくための融資条件の優遇

☞ 地震発生時の病院の倒壊・崩壊を防ぎ、患者や職員等の安全を確保して、被災者に適切

な医療を提供していく観点から、耐震化整備は重要な課題です。現在、未耐震の病院に

対して、次の優遇融資を実施しています。

○ 融資率の引き上げ ：所要額の95％

○ 貸付利率の引き下げ ：基準金利と同率

（さらに補助対象事業の場合は、当初5年間基準金利▲0.5％）

３．東日本大震災の復興支援

☞ 東日本大震災により被災された施設の復興を支援するため、様々な優遇措置を実施して

います。引き続き、被災地の皆さまの復興支援に全力で取り組むべく、次の優遇融資を

実施しています。

○ 融資率の引き上げ ：所要額の100％

○ 貸付利率の引き下げ：貸付額7.2億円まで当初5年間無利子

（※7.2億円を超える場合も別途優遇あり）

○ 償還期間等の延長 ：償還期間を最長39年に延長、据置期間を最長5年に延長

（※条件があります）

860 

1,375 1,399 
1,485 

1,735 

1,332 

0億円

400億円

800億円

1,200億円

1,600億円

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

病院 診療所 介護老人保健施設 その他

主な優遇措置の内容（施設整備を支援しています）

上記のほか、特別養護老人ホーム等の介護施設、グループホーム、障害者施設、保育所等

の児童関連施設等にもご融資を行っております。病院以外のご融資のご相談も承っており

ますので、お気軽にご連絡ください。
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